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令和６年第２回知名町議会定例会議事日程  

令和６年６月１８日（火曜日）午前 10時 00分開議  

 

 

１．議事日程（第１号）  

 ○開会の宣告  

 ○開議の宣告  

 ○日程第１  会議録署名議員の指名  

 ○日程第２  会期の決定  

 ○日程第３  諸般の報告  

       （議  長）  

 ○日程第４  行政報告  

       （町  長・教育長）  

 ○日程第５  報告第１号から報告第３号  

 ○日程第６  一般質問  

       ①城村   誠君  

       ②今井  吉男君  

       ③西   文男君  

       ④窪田   仁君  

 ○散会の宣告  

 

 

１．本日の会議に付した事件  

 ○議事日程のとおり  
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１．出席議員（ 11名）  

議席番号     氏    名   議席番号     氏    名  

  １番   福  川    勝  久  君     ２番   欠        員  

  ３番   城  村      誠  君     ５番   窪  田      仁  君  

  ６番   川  畑    光  男  君     ７番   新  山    直  樹  君  

  ８番   根  釜    昭一郎  君     ９番   西      文  男  君  

 １０番   宗  村      勝  君    １１番   今  井    吉  男  君  

 １２番   外  山    利  章  君    １３番   福  井    源乃介  君  

 

１．欠席議員（０名）  

 

１．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  

議会事務局長  藤  田   孝  一  君   議 会 事 務 局 主 事   元  榮   聡  子  君  

 

１．地方自治法第 121条の規定により説明のため出席した当局職員の職氏名  

職   名   氏   名    職   名   氏   名   

町 長  今  井   力  夫  君   副 町 長   赤  地   邦  男  君  

教 育 長  田  中   幸太 郎  君   総 務 課 長   成  美   保  昭  君  

総務課長補佐  西     富士 雄  君   企画振興課長   永  野   道  也  君  

農 林 課 長  岡  越     豊  君   農 業 委 員 会 事 務 局 長   上  村   隆一 郎  君  

建 設 課 長  英     敬  一  君   耕 地 課 長   下  田   浩  治  君  

会 計 管 理 者

兼 会 計 課 長

 
平     和  仁  君   税 務 課 長  

 
井  上   修  吉  君  

町 民 課 長  元  栄   吉  治  君   保健福祉課長   中  村   里佐 子  君  

上下水道課長  久  永   裕  一  君   子 育 て 支 援 課 長   原  田   孝  二   君  

教 育 委 員 会 事 務 局 長
 
池  沢   由美 子  君   

教 育 委 員 会  

事 務 局 参 事  

 
田  邊     栄  君  

学 校 給 食

センター所長

 
東     里  樹  君   建 設 課 課 長 補 佐  

 
夏  迫   裕  作  君  
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△開  会  午前１０時００分  

 

○議長（福井源乃介君）  

 議場内の皆様、ご起立ください。  

 ６月定例会に先立ちまして、去る６月１３日にご逝去されました奥山雅貴議員に

哀悼の意を込めまして、黙禱をささげたいと思います。黙禱。  

〔黙   禱〕  

○議長（福井源乃介君）  

 お直りください。おかけください。  

 開会までしばらくお待ちください。  

 

△日程第１  会議録署名議員の指名  

 

○議長（福井源乃介君）  

 議場内の皆様、ご起立ください。  

 ただいまから令和６年第２回知名町議会６月定例会を開会いたします。  

 一同、礼。おかけください。  

 これから本日の会議を開きます。  

 日 程 第 １ 、 会 議 録 署 名 議 員 の 指 名 を 行 い ま す 。 会 議 録 署 名 議 員 は 、 会 議 規 則 第

１２７条の規定により西  文男君及び宗村  勝君を指名します。  

 

△日程第２  会期の決定  

 

○議長（福井源乃介君）  

 日程第２、会期決定の件を議題とします。お諮りします。  

 本定例会の会期は、本日６月１８日から６月２１日までの４日間としたいと思い

ます。ご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、本定例会の会期は、本日から６月２１日までの４日間とすることに

決定しました。  
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△日程第３  諸般の報告  

 

○議長（福井源乃介君）  

 日程第３、諸般の報告を行います。  

 報告事項は、お手元に配付してありますが、若干申し上げます。  

 令和６年３月定例会最終日の３月１１日に、旧議会議事堂の閉場式を行い、旧議

会議事堂における４５年の歴史に幕を閉じることになりました。そして、本日６月

１８日、役場新庁舎議会議事堂において開場式を行い、新たな歴史の始まりとなり

ました。多くの皆様と共に心からお喜びを申し上げます。  

 ４月に入りまして、町内の各小学校、中学校及び県立沖永良部高等学校において、

行動制限や時間短縮等もなく通常の入学式が挙行されました。今年の入学式におい

て、学校長式辞及び祝辞等において「変化」というワードが誕生いたしました。私

たち議会も執行部も、変化に柔軟に対応していかなければなりません。しっかりと

取り組んでいきたいと思います。  

 ４月２０日、役場新庁舎開庁記念教育講演会があしびの郷・ちなで開催されまし

た。講師は、全日本アーティスティックスイミング界の名将、井村雅代氏をお迎え

し、叱ると指摘するの違いや選手育成の妙技、１日１ミリの努力の積み重ね、目標

を決めてプロセスの実現等について示唆をいただきました。児童・生徒や指導者、

保護者の皆様には、できるまでやる、練習は本番のごとく、本番は練習のごとくと

いう多くのことを学べたことと思います。  

 ４月２３日、サトウキビ伝来の地、製糖業発祥の地であります大和村において、

第６５回奄美群島市町村議会議員大会が開催されました。各地区提出議題５件、議

長会提出２件及び大会宣言、大会決議を全会一致で採択し、実現に向けて国や県に

働きかけていくことといたしました。  

 また、研修会では、元幕僚長の方から、緊張する東アジア情勢及び台湾有事等の

想定など、緊迫した研修会、講演会となりました。  

 翌４月２４日、知名町防衛議員連盟で、陸上自衛隊奄美駐屯地の表敬訪問、視察

研修を行いました。南西諸島防衛力強化の現状を把握することができました。私は、

午後から奄美市役所５階会議室において、財務省主催による奄美群島活性化応援セ

ミナーに参加、財務省の地域連携の取組、地域課題解決のよろず支援について、財

務省理財局計画官、大江氏からるる説明がありました。講演では、公民連携による

ＰＦＩの活用、離島におけるＰＦＩの活用、行政と民間活力、民間資金を合わせた

事業展開等について講演がありました。本年４月から施行されております改正奄美
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群島振興開発特別措置法と合わせた地域振興・発展につながるものと期待をしてお

ります。  

 ４月２６日、県庁２階大講堂において令和６年度県政説明会が開催されました。

塩田知事の施政方針及び各部局長による令和６年度の主要施策、目玉政策等につい

て説明が行われました。  

 ５月２日、旧役場庁舎閉庁式、そして、５月７日、新庁舎開庁式が行われました。

挨拶の中で知名町のシンボルタワー、ランドマークとなることを宣言し、テープカ

ットを行い、業務開始となりました。  

 ５月２１日、東京国際フォーラムにおいて全国議長研修会が開催されました。講

師は地方議会研究の第一人者、大正大学の江藤教授から、町村議会議員のなり手不

足対策検討会委員長としての答申を踏まえた講演がありました。その中で、女性の

政治参加、女性議員を増やすことも成り手不足解消の切り札であると指摘があり、

私が３年前から唱えています女性議員待望論取組が有効であったと、喜んで帰って

きました。本町でも初の女性議員誕生のプロセスは既にできており、このまま静か

に、穏やかに無風のまま８月２０日を迎えたいと願うところであります。  

 ５月２８日、奄美市において、奄美群島広域事務組合臨時議会や各種団体、各種

協議会の総会が開催されました。また、４月から６月にかけて、町内、島内の各種

団体、各種協議会の総会が数多く開催され、令和５年度収支決算及び令和６年度活

動計画、予算等について承認を行い、総会シーズンを締めくくったところでありま

す。  

 次に、地方自治法第２３５条の２第１項の規定による例月出納検査の結果を、同

条第３項の規定により監査委員から報告があり、お手元に配付のとおりです。  

 以上で、諸般の報告を終わります。  

 

△日程第４  行政報告  

 

○議長（福井源乃介君）  

 日程第４、行政報告を行います。初めに、今井力夫町長の行政報告を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 議場内におられる皆様、そしてインターネット中継等をご覧になっている皆様、

改めましておはようございます。  

 新庁舎におけます初めての議会定例会に、議場内に傍聴されている皆様におかれ

ましては、雨天にもかかわらず、そしてまた諸般のご多用の折にもかかわらず、こ
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うして議会を傍聴されていることに対しまして厚くお礼を申し上げます。ありがと

うございます。今後とも、本町行政に対するご理解、ご支援を賜りますようお願い

申し上げます。  

 私の行政報告の前に、共に知名町まちづくりに取り組んでまいりました奥山雅貴

議員の突然の訃報に接し、誠に痛恨の極みでございます。ご家族の皆様のご心痛は

いかばかりかとお察しするとともに、在りし日の議会活動のお姿をしのび、心から

ご冥福をお祈り申し上げます。  

 それでは、私の行政報告を行いますけれども、主立ったものを申し上げ、詳細に

つきましては、お手元の資料をご確認ください。  

 まず、３月２９日に、本町ホームページでの公表及びプレリリースいたしました

本町職員の公金に対する詐取及び横領につきましては、町民の皆様、議会関係者の

皆様、知名町にゆかりのある皆様、鹿児島県や関係機関の皆様には大変ご迷惑とご

心配をおかけしまして、深くおわびを申し上げます。大変申し訳ございませんでし

た。  

 当該職員は、４月２６日付で懲戒解雇処分といたしました。町といたしましては、

現在、弁護士と協力の上、刑事告訴等の措置を進めているところでございます。ま

た、当該職員の在籍しておりました課の上司や私及び副町長の処分を行うとともに、

会計処理や事務処理の進め方に対するチェック体制の強化を図ってまいります。今

回の事案を知名町役場全体の問題として捉え、私を含め全職員が法令や公務員倫理

等の遵守を再確認し、二度とこのような不祥事が発生しないよう、業務の改善と職

員の指導に努めた抜本的な取組を進めて、一日も早い皆様の信頼回復に努めてまい

ります。  

 改めて町民の皆様をはじめ、多くの関係者の皆様には、多大なるご心配、ご迷惑

をおかけしたことにつきまして、心からおわびを申し上げます。誠に申し訳ござい

ませんでした。  

 このような不祥事で混乱した中においても町民へのサービス低下を招くことがな

いよう、職員は年度初めの諸業務が山積する中においても、課の内外の連携を図り

業務を遂行しております。５月の連休中に行われました新庁舎への移転に向けての

準備も並行して進めてまいりました。おかげさまで、５月７日、議会の皆様や町民

の皆様のご参列をいただき、無事新庁舎の開庁式を滞りなく実施し、新庁舎での業

務をスタートすることができました。  

 晴天の日には、新庁舎の断熱効果と屋上に設置してあります太陽光発電設備など

により、午前１１時頃から午後４時頃までほとんど自家発電で電力を賄うことがで
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きることが、電力使用量を比較することにより分かりました。建築物省エネ法によ

る建築物省エネ性能評価で６つの金星を獲得しているという認定をいただきました。

ちなみに、金星は、削減率１０％向上するたびに１個ずつ付与されます。その金星

を現在６つ獲得しております。新庁舎建設における目標であります環境に配慮した

庁舎が証明をされ、脱炭素社会の旗印になっていると確信したところでございます。  

 それでは、休会中の私の行政報告を行いますが、先ほど申し上げましたが、時間

の都合上、主立ったものを説明し、ほかの私の行動につきましては資料をご覧くだ

さい。  

 ま ず 、 ３ 月 ７ 日 の 木 曜 日 、 青 山 商 事 株 式 会 社 の グ ル ー プ 社 、 フ ィ ッ ト ネ ス ジ ム

「エニタイムフィットネス」を運営します株式会社ｇｌｏｂからトレーニングマシ

ンを、知名中学校、田皆中学校、スポーツクラブＥＬＯＶＥに寄贈していただきま

した。感謝状を贈呈し、雨天時など悪天候時にも中学生がトレーニングできるよう

になったこと、子供からお年寄りまで自分の体力に合った運動を行い、健康に過ご

すことができるようなまちづくりに役立ててまいりたいと考えております。  

 ３月１４日、２０２３年６月の豪雨により被害を受けた銀水洞復旧のため、昨年

９月からふるさと納税制度を活用したガバメントクラウドファンディングで集まっ

た寄附金９６万４，０００円を、沖永良部観光協会を通じ、今後復旧に向けた資材

費や活動費に充ててもらうことにしました。今回の記録的な豪雨により洞内には大

量の土砂が流入し、ケイビング協会の皆さんが手作業で復旧作業を行い、現在は人

力でできる作業も終了し、自然回復を待っている状況となっているそうです。ケイ

ビングは知名町の大事な観光資源で、多くの方々がリピーターとして訪れる観光ス

ポットでありますので、一日も早い再開を願っております。  

 ３月１５日、１６日から昇竜洞の出口から入り口までの６００メートルを、自動

運転技術を搭載したグリーンスローモビリティーの実証実験を始めるに当たり、昇

竜洞出口において記念式典を行いました。使用するモビリティーは、ヤマハ発動機

が開発しましたＥＶに名古屋大学が独自に開発しましたシステムを搭載し、発進や

停止、安全確認はボランティアの運転手が操作を行います。それ以外は、全て自動

運転ということになります。  

 このような自動運転技術は、過疎地域における移動手段確保や、都会においても

人手不足の中に社会のモビリティーをどのように維持していくかということを考え

る上で、非常に有用な手段の一つになると考えております。子供たちにとりまして

も、町が進めております脱炭素社会づくり、地球環境について考えるいい勉強の素

材になるのではないかと考えております。今後の実証実験を、新庁舎と商店街を結
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ぶモビリティーの運用にも拡大してまいりたいと考えております。  

 ３月２２日、子育て支援課職員の公金詐取及び横領に関する調査日数が２０日ほ

どかかりましたので、皆様の資料には特別に記載しておりませんが、子育て支援課

職員が決裁の覚えのない資金前渡の伝票を目にし、当該職員に高額障害児通所給付

費の流れについての説明を求めると同時に、上司に報告し、課長から職員に説明を

求めましたが、その日には回答がなく、後日、担当職員が総務課長に相談を行い、

家庭訪問を行い事情説明を求めましたが、当該職員は精神的に非常に不安定な状況

となっており、保健師等を同伴させて鹿児島の病院に移送させました。  

 これまでの状況説明を受けまして、本事案に関する全ての担当課職員を招集し、

事実確認を指示し、３月２８日にほぼ状況が確認できましたので、臨時課長会を開

催し、各課における全ての金銭出納についての調査を指示し、その後、議長等への

報告後に鹿児島県市町村課に一報を入れ、これまでの状況説明とおわびをするよう

総務課長に指示をしております。翌日、議会への説明を行い、町ホームページ及び

大島支庁記者クラブへ事案の概要を公表いたしました。  

 ４月４日、弁護士と対応について協議を行い、後日、弁護士立会いの下、公金詐

取等の事実確認を本人に行い、庁舎内の懲戒処分に関する２回目の審査委員会報告

を受け、４月２６日に当該職員に対しては、懲戒免職処分を決定しております。  

 その後も本事案に対する詳細な事実確認を行い、５月１０日に記者会見を開き、

本件の概要を説明するとともに、町民をはじめ多くの関係者に謝罪を行いましたが、

今後、刑事告訴に向けて弁護士に告訴状の作成を依頼しているところでございます。  

 ３月２７日、鹿児島自治会館におきまして、今村病院の院長今村英仁氏から徳之

島病院の経営状況と精神科医の確保が難しいというので閉院したいという話がござ

いました。閉院しますと、島の精神科医療に大きな迷惑がかかるので、昭和大学か

ら医師派遣ができないか協議中であるということ、存続するには昭和大学の地域離

島精神医学寄附講座の開設が必要であると。その開設費用に２，６５０万円と医療

スタッフの確保に係る経費２，１５０万円を南３島で支援してほしいという申出が

ございました。これを受けて、南３島の町長と鹿児島県保健福祉部長を交えて検討

を行い、関係資料を精査し、それぞれの議会において判断するということにしまし

た。  

 各種会議におきましては、離島振興協議会や過疎地域協議会、水産業振興対策協

議会、町村会臨時総会や観光地所在町村会協議会において、令和４年度の事業報告

と収支決算、そして令和６年度の事業計画や予算案につきまして、原案どおり可決

したところでございます。  
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 この日の夕方には、城山観光ホテルにおきまして、伊藤祐一郎元鹿児島県知事が

旭日重光章を受賞されましたので、その祝賀会が行われ、鹿児島県知事や市町村長、

また旧市町村長合同で受賞のお祝いを行い、伊藤氏からは、これまでの県政への思

いとか、今後の鹿児島県の方向性について熱く語られ、大変勉強になりました。  

 ４ 月 １ 日 、 ５ 名 の 新 入 職 員 を 迎 え 、 １ ３ ８ 名―昨 年 よ り は ９ 名 減 と な り ま す

―で令和６ 年度が ス タートし まし た。職 員減とな った ところ におきま して は、 会

計年度職員等を配置する等を行い、対応しております。教育委員会を教育委員会部

局として組織改編を行い、新庁舎に引っ越した際には、ＤＸの活用や、これまで庁

舎外にいた包括支援センターや保健センターなども庁舎内に配置することにより、

より緊密な連携が取れ、業務改善が図られるとともに、町民の利便性が高まるもの

だと考えております。  

 ４ 月 ４ 日 、 令 和 ５ ・ ６ 年 期 の サ ト ウ キ ビ の 収 穫 終 了 と い う こ と で ８ 万

８，４８０トン、平均糖度が１６．４４であったという報告を受けております。  

 ４月１５日、昨夜からの線状降水帯によりまして、町内各所でのり面崩れ等が発

生し、建設課の皆さん、また庁舎内の各課の関係部局が現場の確認を行い、特に住

吉小学校から大山に通じる道路が、基地近くで１０メートルほどののり面崩れがあ

ります。道路を塞いでいる状況でしたので、久保建設の皆様がボランティアで大型

機械を数台投入し、土砂の撤去を行い、夕方には通行が可能になりました。作業関

係者の皆さんには、早急な対応していただきましたことに対しまして感謝しており

ます。  

 ４月２１日、毎年、沖泊海浜公園や大津勘海浜公園の漂着ごみの回収や除草作業

に、航空自衛隊第５５警戒隊、周辺住民・字民、スポーツ少年団、議会議員、消防

署員など多数の町民の参加をいただいております。本年度は例年以上の参加者があ

り、１時間ほどで海岸漂着ごみもきれいに撤去することができました。また、田皆

の漁業関係者と建設課職員等は、田皆漁港周辺のごみの回収や樹木の伐採作業をし

ていただきました。夏場にかけて島内外から海水浴客が訪れます。自然豊かな風景

ときれいな白い砂浜の景色を楽しみ、このすばらしい自然環境を守り、後世に引き

継ぐ契機となってほしいと思っております。  

 ４月２６日につきましては、先ほどるる説明してまいりましたが、本町職員に対

する懲戒処分を決定、通知を渡しております。  

 ５月１日、知名町地域おこし協力隊員として、池中良子氏に認定書を授与しまし

た。池中氏は、企画振興課に籍を置きながら、観光協会で島の魅力を発信する観光

プログラムの企画を行ったり、島の人と観光客との交流の場を設定するイベントを
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企画したり、エラブココを交流の場として、島の交流ディレクターとしての活動を

してもらうことにしております。また、小学生の子供と共に上城小学校区に居住し

ております。  

 ５月１５日、日本製鉄株式会社が鉄鋼スラッジを活用し、東北や北海道で海の森

プロジェクトとして磯焼けの復興に取り組んでおりますが、このたび、南の海域で

は初めて沖永良部において実施してみたいという申出があり、その内容の説明を聞

くことになりました。この数十年、海水中の鉄分不足などの理由から藻場の減少が

問題となっておりますが、再度藻場が復活することにより、生物多様性だけでなく、

空気中の二酸化炭素の海藻による吸収の効果が大きいというブルーカーボン効果も

分かっており、地球温暖化防止にも注目されるのではないかと期待をしております。  

 ５月１７日、前東京沖州会会長、今榮前勝氏や酒井すみえ氏、今徳ヨシ子氏が新

庁舎視察に来庁され、まちづくり等に活用してほしいと多額のふるさと納税を頂い

ております。ほかにも直接役場には行けないが、多くの皆様から、まちづくりに活

用してほしいということでふるさと納税が届けられております。皆様のご意思に沿

うような活用をさせていただきたいと考えております。  

 また、永良部の緑豊かな「花と鍾乳洞の島」らしい庁舎として、庁舎正面や通路

などに植栽をさせてほしいと、屋者字の児玉富埜氏からヨウテイボクやハイビスカ

スの苗木の贈呈をいただき、過日植栽してあります。早ければ今年の１１月頃には

花が咲くと思われます。とてもありがたい申出であり、感謝するとともに、開花を

楽しみにしております。  

 ５月２２日、ＪＡＣ取締役会がありまして、今期の収益決算が約３億円の黒字と

なっているということ、乗客は徐々に戻りつつあるが、台風６号による欠航や２月

後半からＡＴＲ７０の修理等があり、多くの乗客にご迷惑をかけてしまったこと、

今後、あと２機航空機を購入し、離島における航空路線確保に努めるために、今年

度も株主への配当を見送るということに決定しました。  

 私からは、今後も地域と共に成長する基本姿勢を基軸に、定時制の確保と離島へ

の関係人口増加につながる取組に感謝を述べるとともに、基本本質である就航率の

向上やホッピングルートにおける徳之島空港での乗換え時に、待合室にすぐに入れ

る体制をしっかりと確立してほしいという要望をしてまいりました。  

 ５ 月 ２ ７ 日 か ら ２ ９ 日 、 各 種 会 議 が ご ざ い ま し た の で 、 市 町 村 長 会 に お い て 、

「チャレンジし夢を実現する島」「島の宝を守り、受け継ぎ、世界の人と共有する

島」「シマンチュウが主役として活躍する島」といった３つの将来像を掲げている

これらの目標を実現するためには、人材育成が必要不可欠であるということ、３月
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１５日に開催されました高校生サミットｉｎ奄美は、まさに奄美を背負って立つ人

材育成につながるものであり、今後も継続して高校生が共に学ぶ機会をつくるべき

であるということを提案し、その中で、会場は奄美大島に限定するのではなく、奄

美群島内の各高等学校が所在する地域においても、高校生サミットｉｎ奄美を開催

すべきであるということを提案してまいりました。  

 公益財団奄美群島の地域産業振興基金は約２億円の定期預金がございます。この

定期預金は、これを有効に使うために２０年物の国債を購入し、そうすることによ

って、年間３２０万円の利息を得ることができるということが分かっておりますの

で、この２億円は定期預金を解約して国債を購入することに、１２市町村全ての意

見として、今後、国債を購入するということに決定しました。  

 ６月３日、第１期知名町まち・ひと・しごと創生総合戦略を平成２７年３月に策

定し、令和６年度で節目の１０年を迎えます。今年度で終期を迎える第２期の知名

町まち・ひと・しごと創生総合戦略を改定する時期に当たり、令和５年度から令和

９年度までの５か年のデジタル田園都市国家構想総合戦略が閣議決定されたのを受

け、デジタルの力を活用して地方創生を加速、深化し、全国どこでも誰もが便利で

快適に暮らせる社会づくりに向けて、知名町デジタル田園都市国家構想総合戦略を

策定しなければなりません。そのための庁舎内での初めての検討会を、この日に行

っております。  

 ６月７日に、国土交通省が進めております先導的官民連携支援事業に本町の計画

が採択されたことを受け、受託事業者であります三井住友トラスト基礎研究所とウ

ェブ会議を行いました。  

 本事業は、離島における自立的まちづくりのための公的不動産利活用事業として、

中心部にある遊休不動産の有効活用をどう進めていくべきか、稼ぐ力を強化すると

ともに、町民の安心や安全や非常時の生活維持性を確保すること、町の財政的負担

を将来に先送りしない自立的・持続的な事業とするために、民間の創意と資金を生

かし、官民連携で地域課題の解決を図るという事業でございます。  

 今後、対象事業施設の現況調査や民間事業者への意向調査、スモールコンセッシ

ョンの検討、導入施設等の検討、事業手法の検討など事前打合せを行い、本事業が

どう町に有効に活用されるのかということを検討してまいりたいと考えております。  

 以上で、私の休会中の主な行政報告とさせていただきます。ありがとうございま

した。  

○議長（福井源乃介君）  

 これで、今井町長の行政報告は終わりました。  
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 次に、田中幸太郎教育長の教育行政報告を求めます。  

○教育長（田中幸太郎君）  

 それでは、閉会中の教育行政につきまして、主なものを抜粋して報告させていた

だきます。  

 ３月１２日、町内の２つの中学校におきまして卒業式が行われました。知名中学

校４２名、田皆中学校１７名の卒業生は、厳粛な雰囲気の中、りりしい姿で式に臨

んでいました。学びやを後にしてそれぞれ新しい道へ進んでいきますが、自分なり

の目標を見つけ、自信と誇りを持って歩んでいってほしいと思いました。  

 ３月２２日、春の陽気に包まれ、各小学校で卒業式が行われました。どの学校で

も卒業生は凜とした姿で式に臨み、学校長から卒業証書をしっかり受け取るととも

に 、 お 別 れ の 言 葉 や 合 唱 を 堂 々 と 発 表 し 、 会 場 の 涙 を 誘 っ て い ま し た 。 ５ 校 で 計

６２名の卒業生には、中学校でも夢と希望を持って勉学や運動に励んでほしいと思

いました。  

 ４月１日、午前は、教育長室におきまして、昨年度新規採用教員として配置され

た下平川小学校の教諭に対し、正式採用が決定した旨の通知を行いました。私のほ

うから、望む教師像として、「学び続ける教師」「子供と共にある教師」「誠を尽

くす教師」の３点について指導した後、本人から、今後さらに精進したい旨の言葉

が述べられました。午後からは、商工会館において職員の辞令交付式が行われ、教

育委員会は機構改革で事務局体制となったことから、多くの職員が事務局の一員と

しての辞令を受け取りました。また、町誌編さん室が設置され、編さん業務が本格

的にスタートすることになりました。  

 ４月３日、旧庁舎第１会議室におきまして、特別支援教育支援員の業務説明会を

行い、支援を進める上での留意事項等について指導しました。その後、同会場で、

本年度第１回目の町校長研修会を行い、町教育行政の基本方針及び重点施策につい

て説明するとともに、学校におけるグランドデザインの理解浸透、服務規律の厳正

確保等について指導をしました。  

 ４月８日、午前は小学校、午後は中学校で、それぞれ入学式が行われ、小学校に

は全３２名の児童、中学校には全５７名の生徒が入学しました。一日も早く学校生

活に慣れ、明るく楽しい日々を送ってほしいと思いました。  

 ４月１２日、あしびの郷・ちなにおきまして、転入教職員宣誓式及び教育行政説

明会を行いました。本町に転入または採用された先生方には、これまでのキャリア

を生かし、児童・生徒のために力を尽くすとともに、地域との連携も深めてほしい

と思いました。  
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 ４月１５日、県行政庁舎におきまして県教育行政連絡会が行われ、本年度の教育

行政について本庁各課より説明がなされました。その後、同会場で第１回人事異動

連絡会が行われ、人事異動の状況について、総務福利課及び教職員課より説明がな

されました。  

 ４月１７日、知名小学校において特別支援教育支援員を対象に研修会を行いまし

た。この研修会は、特別支援教育支援員の資質向上を図ることを目的に、本年度新

たに実施した事業で、当日は、授業参観の後、特別支援教育コーディネーターの講

話を聞いたり、質疑応答を行ったりして研修を深めました。  

 ４月１９日、あしびの郷・ちなにおいて、町内の中学生を対象に新庁舎開庁記念

教育講演会を行いました。講師にアーティスティックスイミング日本代表コーチの

井村雅代氏を招きし、「夢にチャレンジするということ」という演題でご講演をい

ただきました。生徒たちは井村氏の話に熱心に耳を傾け、自分の将来像を描いてい

るようでした。  

 翌２０日は、一般を対象に、「人を育てる」という演題でご講演をいただきまし

た。新庁舎開庁を記念するとともに、知名町教育振興基本計画を踏まえた意義深い

事業となりました。  

 ４月２１日、あしびの郷・ちなにおいて公民館講座開講式を行いました。本年度

は５つの新規講座を含む１７講座が開講され、１７５名の皆様が受講されることに

なりました。生涯学習への興味、関心、意欲の高まりが全体の講座数の増加になっ

て表れていたことから、今後、受講生には主体的に学んで自らを高めるとともに、

お互いの絆も深め、充実した１年にしていただきたいと思いました。  

 ５月１日、この日から２日間にわたり、教育長室で各学校の校長を対象に、人事

評価に係る当初面談を行いました。校長から本年度の経営目標や具体策等について

説明を受けた後、本町教育行政方針を踏まえた学校経営を推進するよう指導しまし

た。  

 ５月２日、旧庁舎玄関におきまして閉庁式が行われました。今井町長、福井議長、

平安前町長のご挨拶の後、役場職員で集合写真を撮りました。旧役場庁舎で執り行

われた６１年間の町行政の重みと歩みに、改めて感謝の念を抱きました。  

 ５月７日、快晴の中、新庁舎玄関で開庁式が行われました。今井町長、福井議長

のご挨拶の後、役場職員全員でドローンによる記念写真を撮りました。今後、新し

い器に魂を入れるという責任と覚悟を持ち、職務に精励してまいりたいと思いまし

た。  

 ５月１３日、副町長室におきまして、鹿児島大学法文学部の澤田准教授、伴野特
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任准教授と面談しました。内容は、弓削政己寄贈文献資料の整理・活用についてで、

８月の下旬に両准教授が学生を伴って来島し、集中して分類、整理、目録作成等を

行うとのことで、教育委員会としても全面的にサポートしてまいりたいと考えてい

るところでございます。  

 ５月１７日、かごしま市民福祉プラザにおきまして、県市町村教育委員会連絡協

議会定期総会が行われ、本年度の事業計画等が協議されました。その後、同会場に

おいて、県市町村教育長会定期総会が行われました。  

 ５月２０日、あしびの郷・ちなにおいて、白百合大学開講式を行いました。本年

度は２０名の受講生が参加し、「学ぶ喜び・できるうれしさ・出会う楽しみ」のス

ローガンの下、学びを深めていくことになりました。健康に留意しながら充実した

時間を過ごしていただきたいと思いました。  

 ５月２４日、龍郷町のりゅうがく館、りゅうゆう館において、第２回地区教育長

会議及び第１回地区教頭研修会が行われました。教育長会議では、当面する諸課題

について情報交換し、教頭研修会では、生徒指導提要を踏まえた魅力ある学校づく

りの推進について講話を聞くなど、研修を深めました。  

 ５月２５日、町民体育館において、両町小体連バレーボール大会が３コートに分

かれて行われ、参加した教職員は心地よい汗を流していました。また、夜は、あし

びの郷・ちなにおいて文化協会主催による五月の祭典が行われました。第１部は、

７団体３２名による舞踊や三味線、島唄、第２部は、えらぶ懐メロ倶楽部によるス

ペシャルライブが行われ、訪れた多くの観衆は音楽文化を楽しんでいました。  

 ５月３０日、この日から３日間にわたり、町教育委員会による学校訪問を行いま

した。授業参観では、どの学校も子供たちは落ち着いた学習態度で授業を進めてい

ました。また、校長から学校経営方針の説明を聞いたり、相互に意見交換をしたり

して、学校の経営状況等を把握する貴重な機会となりました。  

 ６月２日、町民体育館においてスポーツ少年団のバスケットボール大会が行われ

ました。知名、下平川、西目がそれぞれ複数のチームを編成し、３ブロックに分か

れて熱戦を繰り広げました。Ａブロックの優勝は知名Ａチームでしたが、ほかのチ

ームも懸命にパスをしたり、シュートをしたりして、見応えのある大会となりまし

た。  

 ６月６日、役場大会議室におきまして、第１回町教育支援委員会を行いました。

特別支援学級への途中入級の可否を判断したり、令和７年度特別支援学級入級の検

討を必要とする園児の状況について情報を共有したりしました。  

 ６月７日、役場委員会室におきまして、第１回町文化財保護審議会を開き、昨年
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度の事業報告の後、本年度の事業計画、文化財防火訓練の候補地選定等について協

議した後、「沖永良部島の墓跡群」国指定に向けた取組の経過報告等を行いました。

また、町長室におきまして、ＯＩＳＴ（沖縄科学技術大学院大学）とのウェブ会議

を行い、小学校修学旅行時の見学の可否や中高生派遣事業の可能性等について意見

交換を行いました。  

 ６月１４日、住吉小学校において、大島教育事務所による計画学校訪問が行われ、

同行しました。校長から学校経営の説明を聞いた後、授業参観、表簿閲覧、指導及

び総括という流れで進めました。大島教育事務所から指導いただいた内容を着実に

実践に移せるよう、今後とも各学校に対しきめ細かな指導、助言に努めてまいりた

いと考えているところでございます。  

 以上で、教育行政報告を終わります。  

○議長（福井源乃介君）  

 これで、田中教育長の教育行政報告は終わりました。  

 以上で、行政報告を終わります。  

 

△日程第５  報告第１号から報告第３号  

 

○議長（福井源乃介君）  

 日程第５、報告第１号から報告第３号までについて、町長から提出のありました

報告第１号、令和５ 年度知名町一般会計 繰越明許費繰越計算 書について、報告第

２号、令和５年度知 名町水道事業会計予 算繰越計算書につい て、報告第３号、令

和５年度知名町下水 道事業会計予算繰越 計算書については、 お手元に配付のとお

りです。  

 

△日程第６  一般質問  

 

○議長（福井源乃介君）  

 日程第６、一般質問を行います。通告順に従って順次発言を許可します。  

 通告１番、城村  誠君。  

○３番（城村  誠君）  

 皆様、こんにちは。  

 まず、先日亡くなられた奥山雅貴議員のご冥福を心よりお祈り申し上げます。志

半ばで倒れた奥山君の代わりにも、また元気よく質問してまいります。  
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 新庁舎一発目の質問であります。前進的な討論をしたかったところでございます

が、大変な不祥事が発覚しております。そこについては、町民への説明責任もござ

いますので、厳しく質問をしてまいります。  

 議席３番、城村  誠、一般質問を始めます。  

 大きな１番、役場職員の不祥事について。  

 役場職員の公金横領事件が発生し、町民の信頼を失墜させ、多大な迷惑と心配を

おかけした。説明責任を果たし、再発防止にどう取り組むのか。  

 ①５年５か月の間、１０１回にわたり３，７８６万円余りの着服をなぜ見抜けな

かったのか、原因は何か。  

 ②会計処理の運用における重大な不備がなかったのか。  

 ③着服金の弁済、回収は可能なのか。  

 ④国・県への返還額は幾らになる見込みか。  

 ⑤再発防止策、監査の在り方の徹底、職員教育をどうするのか。  

 ⑥管理監督者責任はどう取るのか。  

 壇上からの質問を終わります。  

○議長（福井源乃介君）  

 ①の質問については、３０１回に訂正をします。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、ただいまの城村  誠議員のご質問に順を追って回答をしてまいります。  

 新庁舎における最初の質問が、このように本町職員の不祥事に関する質問である

ことには、非常に残念に思うとともに、幾度も申し上げますけれども、町民の皆様

には不愉快な思いをかけさせたことに対しまして、誠に痛恨の極みでございます。  

 それでは、順を追って一問一問回答してまいります。  

 まず、５年５か月、３０１回、どうして見抜けないのかということにつきまして

は 、 元 職 員 に つ き ま し て は 、 平 成 ２ ６ 年 に 保 健 福 祉 課 に 配 属 を さ れ て お り ま す 。

２ ９ 年 度 か ら は 、 障 害 者 福 祉 に 関 す る 業 務 に 従 事 を し て お り ま し た 。 ま た 、 令 和

２年度からは子育て支援課で障害児福祉に関する業務に従事をしておりました。  

 一般的に、所属職員の業務の遂行に当たりましては、所属長または所属職員を信

頼し業務を行わせておりますが、行政事務を適切に進めていただくために、当該職

員の上席に当たる所属長等においては、関係法令等に適合しているか、予算の執行

は適切であるかなど、管理監督を行わなければなりません。  

 今回の事案につきましては、元職員が決裁文書の押印を上席の職員が不在のとき

に不正に行ったり、根拠資料を偽造したりしていたとはいえ、管理監督職員及び会
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計管理者等が知名町会計規則等に定めるとおりの職務を行わず、印鑑や資金前渡払

出し票の管理責任、使用に関するチェック及び予算の執行管理機能を果たしていな

かったことが、大きな原因であると認識をしております。  

 あわせて、元職員においては、７年間にわたって同様の業務に従事させていたこ

とも不正を見抜けなかったことの原因の一つであると考えております。  

 ②につきまして、不備等があったのかということにつきましては、本町の会計事

務の手引において、通常支払い処理に当たっては口座振替を原則としておりますが、

特例として、地方自治法資金前渡概算払い、資金前渡等が認められております。  

 今回の事案に係る会計処理やそのほとんどが資金前渡で行われておりました。特

例である資金前渡処理を認めていた理由といたしましては、税等に滞納がある場合

に納税相談を行い、給付費等の全部または一部をそれに充当するなどの処理を慣例

として行ってきた経緯があり、今回の事案についても、元職員がそのように申し出

ていたため、認めていたということであります。  

 また、資金前渡とした給付金等につきましては、本来、資金前渡職員である所属

長が、その支払い日に役場庁舎にあります指定金融機関の窓口で現金を受領するこ

とになっておりますが、これについても、慣例として担当職員が所属長から印鑑を

預かり、受領していたところであります。  

 前渡資金処理につきましては、本町の会計規則第６０条第１項において、支払い

完了後５日以内に精算書に証拠書類を添えて、支出命令者に提出しなければならな

いとされております。今回の事案では、保健福祉課在籍時には、一部を除き本人が

受領した旨の証拠書類を添えて精算処理を行っていたものの、子育て支援課在籍時

には、会計システム上精算処理のみで、証拠書類を添えての精算処理は行っておら

ず、会計課にも精算伝票及び証拠書類が保管されておりません。会計システムと紙

ベースでの精算処理の突き合わせが行われていなかったのが、実情であります。  

 回収等につきましては、元職員に対する聞き取り調査では、元職員からは、一度

に全額の返還はできないが少しずつでも返還していきたいという申出がありました。

町といたしましては、弁護士と調整の上、元職員に対して損害賠償を行ってまいり

ます。  

 国・県への返還額につきまして、５月１０日に報道発表いたしました際にお示し

した金額を基にお答えをします。  

 保健福祉課在籍時の重度心身障害者医療費助成金は、その費用の２分の１を国及

び 町 が 負 担 す る こ と と な っ て お り ま す 。 元 職 員 が 詐 取 し た と 認 め た 金 額 が

１，３１５万９８０円であります。その半額であります６５７万５，４９０円は、
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県へ返還しなければならない金額になります。  

 子育て支援課在籍時の高額障害児通所給付費は、その費用のうち、国が２分の１、

県が４分の１ずつ負担することとなっておりますので、元職員が詐取したと認めた

金額２，３９５万６，８００円でありますので、国には１，１９７万８，４００円、

県には５９８万９，２００円を返還しなければなりません。  

 なお、返還につきましては現在精査中であり、今後、返還額の確定に向け県と調

整を行ってまいりますので、変更になる場合があることを申し添えておきます。  

 再発防止に向けて、現在職員の不祥事防止に向けた行動指針を作成しているとこ

ろであり、まとまり次第、公表いたすつもりでございます。同時に、不祥事を再発

させないための委員会を庁内に設置をし、不祥事の再発防止に向けた取組を協議し

てまいります。  

 また、職員教育につきましては、法令遵守に関わる職員研修などを実施するほか、

会計処理の在り方や公印管理についても、本町の例規の遵守を徹底するなど、研修

を通じて周知を図ってまいります。  

 管理監督責任につきましては、本議会定例会におきまして、町長等の給与の特例

に関する条例の全部を改正する条例案を提出しております。この条例案において、

町長の給与を、６月支給分から６か月、１００分の３０を減額するほか、副町長の

給与を、同期間において１００分の２５を減額することとしております。また、職

員が公金の詐取を行っていた当時の所属長及び会計課長で退職者を除く職員の給与

を、７月支給分から６か月にわたり１００分の１０を減額することと決定しており

ます。  

 町長等の給与の特例に関する条例の全部を改正する条例案が可決されましたら、

このことも併せて公表することとしております。  

 以上で、私の回答を終わります。  

○３番（城村  誠君）  

 それでは、再質問をしてまいります。  

 今回の事件が発生した原因としては、ほとんどの会計処理が資金前渡、現金の前

渡しであったということです。事件発覚後、原則口座振込に変えたということにな

っておりますけれども、もともとが受給者から申出があった場合のみ、特別扱いと

して可能であった資金前渡であります。それが極端に多かったようなものじゃない

か、そこも捏造してあるのか、そこが気になるところでして、今回不祥事が発生し

た高額障害児通所給付と重度心身障害者医療費助成金の助成に対するこの前渡金の

割合はどうなっていたのか。全体として何割が前渡金、資金前渡されていたのか、



― 19 ― 

そこをお答えください。  

○総務課長（成美保昭君）  

 今、質問のありました割合についてですが、正確にパーセントは出しておりませ

んが、１割にも満たない割合になっております。  

○３番（城村  誠君）  

 １割にも満たない資金前渡からこれだけ捏造して横領してある。また、これが障

害者、障害児に対する給付助成金を着服してあったということは、もう悪質極まり

ないと言わざるを得ない。大失態であります。  

 先ほど町長が、今回、１番と２番、ちょっと関連しますので両方併せて質問とい

たします。管理監督職員並びに会計管理者等が、知名町会計規則に定めるとおり職

務を行っていなかったと。証拠書類等を提出しなければいけないものを、６年間に

わたって提出していなかった。それをその担当課に問い合わせることもなかった、

そういうことでしょうか。  

○税務課長（井上修吉君）  

 前会計課長として申し上げます。  

 町長の答弁でもありましたけれども、資金前渡を認めた理由としては、税金等に

滞納があれば、納税相談等を行い、給付の全部または一部を充当するという処理を、

慣例で以前から認めていました。また、精算につきましては、この会計システムの

中で、起票した時点で伝票のほうが完了してしまうため、精算未済表というもので

会計課のほうではチェックをしていましたけれども、それが出てこないということ

で確認のほうができませんでした。  

 元職員が精算伝票は起票するけれども、決裁を回さずに保管していたので、その

確認が取れない状況であると、後で発覚したところでございます。  

 議員がおっしゃられている、当たり前に条例どおりに会計業務をしていなかった

という点に申し上げますと、現金で資金前渡された場合には、条例等に定められて

いるとおり資金前渡整理簿というのがあるんですけれども、それで行えば確認がで

きたものだと思っております。そこに関しては、自分の落ち度があったと思ってお

ります。  

○３番（城村  誠君）  

 処理上の重大なミスを起こしていたと、そういうことですね。  

 お金をもらうときにも、その課の管理者の判この押印が指定金融機関からあると

いうことですが、その都度、課長がいないときに、不正に持ち出していたというこ

とでしょうか、印鑑について。  
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○教育委員会事務局長（池沢由美子君）  

 前子育て支援課長として回答いたします。  

 印鑑につきましては、私の机上にあったものを、私及びほかの職員が気づかない

ところで持ち出し、使用していたものと思われます。私も課の他の職員もそのよう

な伝票がこれまであった、起票されていたということは全く認識しておりませんで

した。そのタイミングで初めて係長が目にして発覚したということでございます。  

○３番（城村  誠君）  

 さすがに長期間、５年余りにわたるものであります。どこかでその書類が会計か

ら戻ってきた書類と、その給付者に対する振込の現金で渡してあるものとか、多分、

管理監督者として、課長、係長はどこかで目に入るものだと思うんですよね。決算

等を出す前にはそこに必ず目がいくはずですけれども、それを一切気づけなかった

ということでしょうか。  

○議長（福井源乃介君）  

 教育委員会事務局長が、前子育て支援課長として答えます。  

○教育委員会事務局長（池沢由美子君）  

 この伝票起票につきましては、全てが架空の請求書を彼が自身で作成しており、

また、そのものについて、起案を私たちのところに回すということは一度もござい

ませんでした。架空の請求書を作って、それを基に伝票を起票して、印鑑を黙って

使用して会計課に出す。その後の精算処理についても、電算上での処理のみを行っ

て、伝票類を私たちのほうへ回すということはありませんでした。なので、決算時

点で未精算の伝票等は必ず私どもも確認はしておりましたけれども、電算上では精

算が終わっているという状況になっておりまして、見つけ出すことができなかった

ということでございます。  

○３番（城村  誠君）  

 課長が悪さをしているわけじゃないです。しかし、業務上、しっかりと判子等は

管理していなかった。それにおいてこの事件が発生しているわけです。ちゃんと管

理していればこの事件は発生していなかった可能性があるというところでは、その

ときの管理監督者、課長級の皆さんが処罰を受けるのは致し方ないことだと思いま

す、ちょっと厳しく言いますけれども。  

 今回、前渡金が問題になりました。今回、原則として口座振替に変えるというこ

とになっておりますけれども、どれだけの方が口座振替に対応しているのか。口座

振込が原則であります。申請してある受給者に対して例外的に前払い金としてお渡

ししていたということですが、どうでしょうか、事件発覚後に、町長も原則口座振
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替に、振込にするということでしたが、現状しっかりそうなっているのでしょうか。  

○保健福祉課長（中村里佐子君）  

 保健福祉課のほうも、重度心身医療障害者のほうで給付のほうがというところな

んですけれども、基本的に重度心身医療障害者は、１００％今も口座振替となって

おります。この事件のあったときからも１００％口座振替がひもづけられていまし

て 、 現 金 で 出 す と い う こ と は ま れ な こ と だ っ た と 思 わ れ て い ま す 。 な の で 、 今 も

１００％口座振替となっております。  

○３番（城村  誠君）  

 であれば、それ、子育て支援課だけが、現状この事件が発覚しているときには、

前渡金として会計処理をされていたということになるんですよね。そうなってしま

うわけですよね。  

 なぜ、原則口座振込であれば、その受給者に対して口座振替の依頼をお願いした

り、そういうことができなかったのか。いつまでも、なぜ前渡金の形で渡していた

のか、そこが不思議でならないです。それに関して、保健課がそういうことになっ

ていれば、子育て支援課も当然口座振込にするべき、そこを要請するべきだったと

思うんですけれども、前課長、どうでしょうか。  

○教育委員会事務局長（池沢由美子君）  

 障害児童給付につきましても、実際は口座振込で行われておりました。ただ、彼

が今回詐取した部分につきましては、彼自身が詐取しやすいように、前渡金の取扱

いとしたというふうに考えております。それ以前までの正式に払われている部分に

つきましては、口座振込となっております。  

○３番（城村  誠君）  

 それは、横領した職員がわざわざその給付者に対して前渡金の申請をするように、

それもまた本人が前渡金の書類を捏造、偽造してやったのでしょうか。  

○教育委員会事務局長（池沢由美子君）  

 給付金の請求につきましては、その対象者である方の名前は借用しておりますけ

れども、対象者自身が前渡金で支給を要請しているわけでもなく、また、その事実

があったということでもございません。全く架空の請求を彼自身がつくって、前渡

金として支出をしていたということでございます。  

○３番（城村  誠君）  

 聞けば聞くほど悪質極まりないことが分かってまいります。  

 予算としては、子育て支援課で持っていた１億円で、大規模な予算です。それを

長年１人の職員に、これだけ１億円単位の予算執行を任せていた、そこが、長らく
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見抜けなかった原因の一つだと思いますけれども、なぜそこまで資金前渡等非常に

いろんなことが起こりやすいところを長年１人に任せていたのか、人事権のある町

長、お答えください。  

○町長（今井力夫君）  

 職員の配置につきましては、私のほうで行います。職員がどの課に配属されるか

という課の配属までは私のほうで配置をします。その課の中でさらに細かい分掌が

ございますので、その課の中での配置というのは、所属長に任せてあります。  

 そのことによって、所属長が自分の課の職務について精通することも可能だし、

課の職員をどう将来伸ばしていくかと、職員の能力発揮という面におきましては、

課の独自性を持たせていくことは非常に大事なことだと思っておりますので、現在

も今後も、課の配置は私のほうでしますけれども、課内部の中の人員配置につきま

しては、所属長の自主性、そして作戦性というのを重要視してまいりたいと思って

おります。  

○３番（城村  誠君）  

 そこに携わった期間が少し長過ぎるんじゃないかという質問なんですけれども、

町長。ある程度で、予算執行する職員に対しては適時なところで異動をして、そう

いう不正を見つけられる、そういう体制にしていかなければならないんですけれど

も、この億単位の予算執行をずっと１人で任せていた。そこに対する、その長い期

間任せていたということについて、町長。  

○町長（今井力夫君）  

 最初、保健福祉課に在籍をしておりますので、ここから、私、大体５年で課を動

かすということをしておりますので、気風刷新いうことで。したがって、保健福祉

課から子育て支援課のほうに課の異動をさせております。  

 そのときに、それぞれ配置された課の中で、課長があなたはどの分掌を持ちます

よというのを指示をしてまいりますので、本人が保健福祉課で持っていた業務が、

子育て支援課に移ったときに、その業務が子育て支援に関する子供に関する事業内

容でしたので、保健福祉課から子育て支援課のほうに本人がその業務を持っていき

ました。  

 その後は、その課の中で、大体私が指示をしているのは、２年から３年では課の

中でのローテーションを組むようにという指示をしておりますので、今回、それが

適用されていなかったというあたりが大きな原因になるのかなと思っております。  

○３番（城村  誠君）  

 その件については、前課長から多少聞き取りをしましたけれども、その事件を起
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こした職員がそういう仕事に熱い思いがあって、なかなか難しい仕事なのでほかの

職員もやりたがらないと。そこに手を挙げて、私がやるということを聞きました。  

 課長としても、そこまでやる気があるのであれば彼に任せて大丈夫だという、ま

さかこういう事態を起こすようなことはないということで、長らく指名をしていた

ようなものです。私も、日頃から話をしたりしておりますけれども、そのときまで

は、事件発覚までは、将来有望な知名町を背負って立てるような人材ではないかと

私も思っておりました。そのような子がこういうことを起こすとは、課長たちも思

わないし、私も思っておりませんでした。  

 しかし、現状、いろんな不備があって、これがなかなか発覚しなかったというこ

とも事実であります。この事件に関して、知名町としては刑事告訴をすると、前か

らうたっております。もう事件発覚からやがて３か月になりますが、一体いつ頃刑

事告訴に踏み切るのか、お答えください。  

○総務課長（成美保昭君）  

 現在、この件に関しまして弁護士のほうと協議を重ねております。書類の整備を

進めているところでありまして、詐取された金額の出し入れ等も含めまして、通帳

の出し入れ等も含めまして、全て精査の段階でございます。それがそろった段階で

刑事告訴、民事訴訟等になるとの弁護士の意見でございました。  

○３番（城村  誠君）  

 これは刑事訴訟でありまして、知名町は被害者であるわけであります。それを、

弁護士を使ってどういうものであるか。恐らくこれは任意の聴取を弁護士が行って

いると思うんですけれども、どこまで知名町で調べられるのか。そこは、警察、検

察の強制調査権を持っているところに投げるしかないと思います。  

 今回、また弁護士費用として２００万円補正計上されておりますけれども、こう

いうものが許されるものなのか。すぐに警察、検察に渡して、しっかりと調べ上げ

てもらう。このまま弁護士に委託していて全てが分かっていくのか。その弁護士は

どう言っているのか、お答えください。  

○総務課長補佐（西  富士雄君）  

 過程につきましては、課長が申し上げたとおりでございまして、当初、私どもが

弁護士の事務所のほうでお話を伺っておりますのは、その一件一件、課長が申し上

げたとおり、出し入れを全て支出命令で、窓口で受けたときの日、それから通帳に

入れた日というのを一連のセットで全て積み上げていくと。  

 当初ですけれども、弁護士のほうにも、これは警察のほうに被害届をお出しでき

ませんかという話を伺ったんですけれども、刑事告訴の段階では全ての書類をそろ
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えて警察に届けないといけないというふうなことで、今回件数も多いですので、し

ばらく時間がかかるということで話は伺っておりまして、弁護士のほうに相談して

いるものを、刑事告訴の訴訟状とかもそういったものも作らないといけませんので、

そういった専門的なところについては、町のほうはできませんので、そういったと

ころを委託をしているというところで、ご理解をお願いいたします。  

○３番（城村  誠君）  

 そこがおかしい話であって、これから知名町が雇った弁護士が全てを調べ上げら

れるのか、それを調べないと検察は動かないものなのか、そこがおかしな話です。

調べるのは警察、検察の仕事だと思うんです。すぐに、もう今そろっているもので

刑事告訴するべきだと私は思っているんです。この事件が５年間で時効を迎えてく

るものもあるわけですよね。既に時効を迎えている、その事件があるわけですよ。

それは、告訴した時点でその時効は止まるわけですよね。早急に刑事告訴しないと、

罪に問えないものが発生してくるというものもあります。  

 町長、何か変に先延ばししようとかそういうことはないとは思いますけれども、

ここはしっかりと、また、町民も非常に怒っております、まだなのかと。刑事告訴

したら名前も出るんですよね、被疑者として。まだ名前も公表されない。町民は怒

り心頭なんです。早急に、ここまでもう３か月調べてあるわけですから、弁護士も。

その時点で、今持っている資料で刑事告訴できないのか。  

○総務課長補佐（西  富士雄君）  

 刑事告訴の公訴時効につきましては５年、前回、お話をしたんですけれども、確

認をしましたら、詐欺事件については７年となっております。  

 ４月に、本人、当該元職員と話をしまして、どこの通帳に入れているかというの

を確認いたしました。その段階から、弁護士事務所がその金融機関に対して口座記

録を出してくださいとなります。それを出していただきました。それを今、弁護士

事務所で該当になりそうなものについての資料を、私ども頂いております。  

 それが、町が支出した日とどういう関係があるのかというのを、データを先日、

本当にもう二、三日前にいただきましたけれども、かなりの件数なんですけれども、

それを、通帳の日付とうちの支出した日付をチェックしないといけないというのが

ありますので、弁護士のほうからも、金融機関からの回答を待ってなるべく急いで

やるというようなお答えをいただいておりますので、もうしばらくお待ちいただき

たいなと思っております。  

○３番（城村  誠君）  

 それで全てが分かればいい。しかし、強制捜査権を持っている警察、検察が調べ
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上げないと、ほかにまだ、本人がどこかで全て使い切ってお金は残っていないと言

っているけれども、どこかにあるかもしれないですよね。しっかりと回収しないと

いけないそのお金を、銀行口座等も、その弁護士が言ったように、強制的に金融機

関から取れるものなのか。しっかりと調べ上げられるそういう専門の組織に早く渡

して調べ上げないと、なぜ知名町がそこまで２００万円の補正まで組んで、なぜ調

べ上げないといけないのか、おかしな事態が起きていると思います。  

 ほかの自治体は、すぐにそういうものがあったときに刑事告訴したりするところ

もありますので、早急にやって、もしこの刑事告訴が書類不備があるということで

警察、検察が受け取らないんであれば、それはまた知名町で怒っていい問題だと思

います。今、警察の信用を落とすようなことが多々あります。そこは今言っていい

んじゃないのか。そこを強く要請いたします。  

 着服金の回収等のめどはどうなるか。多少は立ったのか、再度お聞きします。  

○総務課長補佐（西  富士雄君）  

 先ほど総務課長がお答えいたしましたとおり、本人としましては少しずつでも返

していきたいということでございまして、町長からありましたとおり、一度の返金

は難しいというような話で、それ以降、まだ話はしておりません。  

○３番（城村  誠君）  

 今回の件については、刑事事件、罪に対して罰せられるものと、民事としてお金

を回収しないといけない、この２つ重要なものがあります。刑事罰に対しては、裁

判所で決めることですけれども、回収は、この３，８００万円余りのお金を回収し

ていかないといけない。  

 法的に許される範囲で徹底的にこの回収はしていかなければ、町民が納得しない

ということです。これから拘束され、実刑等があれば、働く期間はまだ先になると

思いますけれども、本人は働きながら返すという意思をしっかりと示しているので

しょうか。  

○総務課長補佐（西  富士雄君）  

 ４月に弁護士立会いの下、元職員と我々と面談を行いました。弁護士からも、城

村議員からの質問のとおりのことをいたしてもらいまして、本人からは少しずつで

も返していきたいという話がありました。  

○３番（城村  誠君）  

 そこは鬼になって、合法的に徹底して回収をしないといけない。そこを強く要請

いたします。  

 ④で、国・県への返還額は幾らになるのか。国・県合わせて、今のところ概算は
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幾らになっているんでしょうか、合わせた金額。  

○総務課長補佐（西  富士雄君）  

 重度心身障害者が６５０万円強あります。子育て支援課の分が３，１００万円強

ございます。  

○３番（城村  誠君）  

 ３，１００万円。  

○総務課長補佐（西  富士雄君）  

 はい。  

○議長（福井源乃介君）  

 合っているか。  

 しばらくお待ちください。  

○総務課長補佐（西  富士雄君）  

 申し訳ございません。訂正いたします。２，４５４万３，０９０円になります。  

○３番（城村  誠君）  

 これだけのお金を、これからまた補正を組んで、国・県に返還しないといけない

わけですよね。横領された金額が３，７００万円。それにプラス、これから国や県

に行く金が２，４００万円ですよね。実質としては６，０００万円を超える被害を

被ってあるということであります。  

 これについても、非常に厳しい財政の中でこれをどう組むのか。町債で補正予算

を組むのでしょうか。  

○総務課長（成美保昭君）  

 県・国への返還金が決定しますのが９月以降となりますので、補正予算として財

政調整基金等から取り崩すことになると思います。  

○３番（城村  誠君）  

 本来であれば、困っている人たちを助けるためのお金であります。そこをまた損

失に充てるために多額の税金を投入しないといけないのは、非常に嘆かわしいこと

でありますが、しっかりと返すものは返さないといけませんので、９月議会でしっ

かりと補正を組んで、資金を調達できるよう要請いたします。  

 ⑤へいきます。  

 再発防止、職員への教育の徹底というものです。  

 最近、自治体の職員における横領等が非常に目につく。これまでそういうことが

頻繁にあったのか、あまり気にならないんです。これが、やはりコロナ、あそこか

らの特別交付金とかそういうものから、商売をしている人たちは休業給付金等、何
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もしないでもらえた。被害はいろいろありました。今のは訂正しますけれども、苦

しい中で助けてもらったお金であります。  

 そういう特別交付金が流れ流れて、何か皆が大事な税金というものを勘違いしだ

したような気がしております。困ったときには国が助けてくれる。ジャブジャブと

町にもお金が下りてきて、当初予算等も、かなり１０億近く膨れ上がるようなもの

です。それは国から下りてくる金のおかげでありましたけれども、特に公務員の皆

さん、その感覚が薄れてきている。町民に対して仕事をするのが皆さんの仕事であ

って、してあげているというそういう感覚になってきていたのではないのか、厳し

く言いますけれども。それに対して再発防止等、これまで事件発覚後、どういう教

育をしてきたのか、総務課長、答弁をお願いします。  

○総務課長（成美保昭君）  

 先ほどの町長の答弁にもありましたが、現在、知名町不祥事再発防止委員会の設

置規程をつくりまして、委員会の設置を検討しております。設置が終わりましたら、

速やかに今回の現象につきましてたたき台としての行動指針を作成中でありますの

で、そちらを基に委員からの意見を承り、各職員への教育等をしていきたいと考え

ております。  

○３番（城村  誠君）  

 再発防止に向けて電子決裁に移行したということがありますけれども、それにお

いて、電子決裁に移行後、今までのような判子による処理、こういう事件が発生す

る余地がまだ残っているのか、そこをお聞きします。  

○総務課長（成美保昭君）  

 本町は、今年度、令和６年度４月より伝票の決裁に関しましても、電子決裁、コ

ンピューター上で行うようになっております。これは、この事件が発覚したからと

いうものではなく、これに向けて昨年度から準備をいたしまして、４月より施行し

ております。  

 今、議員がおっしゃられた余地があるか、同じようなことができるかということ

ですけれども、起案者のほうがコンピューター上で伝票を回すことになるんですけ

れども、上席の職員が係長、補佐、課長とおりますが、全ての職員がパスワードで

管理しておりますので、もし全ての人間のパスワードをその方が知っていれば、同

じ人間としてなりすまして決裁を行うことは可能ですが、現在、２か月に一回は最

低でもパスワードを変更するようにという指示をしております。また、全ての人間

のパスワードを覚えて自分で決裁をすることは不可能だと考えております。  

○３番（城村  誠君）  
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 ということは、これからはこういう横領事件等は絶対に発生しない、そういうこ

とでいいですね。そういうふうに受け取りました。  

 この事件が発覚したのも、もうぎりぎりですよね。電子決裁になる前の２月末ぐ

らいに、たまたま係長が覚えのない伝票に目が留まったから今回発覚したわけであ

ります。電子決裁になった以降は、その職員もできていないはずですから、最後の

ぎりぎりでこの事件が発覚した。しなければ、これだけの横領事件がやみに埋もれ

ていた可能性も非常に大きいと思います。  

 これまで、会計処理をする中でそれを見抜けなかったという時点で、これは行政

としては、町長としては発覚したほうがよかったのかどうなのかというものはある

かもしれませんけれども、それは当然、天が見てしっかりとそこを懲らしめるため

に発覚させてくれたと思います。二度とこのような事態が起こらないように、また、

その電子決裁もしっかりと管理してもらうように強く要請いたします。二度とこう

いうことを起こしちゃいけません。  

 ⑥番、管理監督者責任についてですけれども、町長が３０％、副町長が２５％と

いうことでございます。当時の課長、管理者に対する懲戒処分は、これは公表され

るものなのでしょうか。  

○総務課長（成美保昭君）  

 今議会で町長、副町長の減給のほうが条例で可決されましたら、それと同じくし

て、同様に職員の減給のほうの処分につきましても、ホームページ等で公表いたし

ます。  

○３番（城村  誠君）  

 懲戒の規則で、事件が起きたからその担当課の管理職が罰則を受けるというもの

ではないとあります。まさにそうでなければいけないと思います。  

 しかし、先ほども言いましたように、印鑑等の大事なものをしっかりと管理して

いなかった。だから、起きてしまったというものに関しては、懲戒に値すると思い

ます。少し半年間という長い減給、懲戒になるようですけれども、それはもう本人

たちがそこまで責任を感じているということで受け止めます。  

 今回の事件発覚後、我々議会としても、決算等でその障害者等に対する給付費と

かは、我々の前を通っていっていたものであります。我々議会もそこを見抜けなか

ったというものは、強く反省をして責任を感じております。発覚後、全員協議会を

招集してもらいまして、我々議会の責任もあるという意見も出ました。報酬を減額

して町民にわびるべきじゃないかという意見も出ましたが、それまでは至らなかっ

た。しかし、議会もそこまで重く責任は感じております。当然独立した監査委員も、
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そこは当然反省するべきです。これからしっかりと監査業務を行っていかないとい

けません。  

 すみませんが、監査についてちょっと戻りますけれども、条例で、議選監査と識

見監査、民間監査、それを入れることになっております。ほかの自治体では、識見

者を２人入れて、議会からの監査委員を入れていない条例改正をしているところも

ございます。専門知識を持った監査委員を置くことで、こういったものが早くに見

抜けるものになるんじゃないかというものもあります。  

 独立している、しかし、識見者を指名するのは町長でありますから、今後、また

議員定数も減ったりする可能性があります。その中で、決裁に入れない等々もあり

ます。識見者は、本当に有識者で、そういう不備を徹底して監査できるそういう人

を、監査委員を、町として、今、監査委員の報酬等は、出たときのその日に対する

報酬ということになっているんでしょうか、総務課長。  

○議会事務局長（藤田孝一君）  

 監査委員につきましては、代表監査委員と議選の監査委員としておりますが、代

表監査委員につきましては月額、議選の監査委員については日額となっております。

日額８，０００円です。  

○３番（城村  誠君）  

 よく分かりました。  

 そういう方をお迎えするに当たっても、しっかりとした報酬を与えていかないと

いけないですね。町長が今の代表監査委員にお願いするときも、なかなか時間をか

けていなかったということも聞いております。そういうものに関して詳しい人をま

た探すのも大変でしょうけれども、しかし、そこを今回の事件に対して、やはり監

査、議会がしっかりと予算執行されているものをチェックするというものに関して

は大事だと思います。監査も非常に大事だと思っておりますので、これからその監

査の在り方についても、お互い行政の皆さんと討議を重ねていきたいと思います。  

 これで、答弁を聞いて町民の皆様が納得したかどうか、それは分かりません。ま

たあした、私が足りない分は外山議員が後から質問をかけます。今回事件を起こし

てしまったということに対して、どうか執行部の皆さん、我々議員もです。監査も

です。二度と起こさないということを町民に約束して、私の一般質問を終わります。

ありがとうございました。  

○議長（福井源乃介君）  

 しばらくお待ちください。  

○町長（今井力夫君）  
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 今回の本町職員による不祥事につきまして、厳しくご指摘をしていただきました

ことに対し、大変感謝しております。  

 公務員が、役場職員が、その職務をしっかりと果たすことによって町民福祉とい

うのがなし得ていくものであると。そこに、当然金銭的なものもかかってきます。

役場職員としては、町民の福祉をどう向上していくかというその一心の思いで職務

を全うしてもらわなきゃいけないし、ただ、そこには法的な見落としとかいろいろ

なものがあるので、今ご指摘のように、議会のチェック機能があったり、また監査

委員によるチェック、そして町民によるこういう場でのチェック機能というのがあ

ると思います。  

 我々も、先ほど電子決裁方式になりますよと。じゃ、それで全てゼロになるかと

いうと、私は、そこはなかなか。ゼロにならないのは何かといいますと、複数の人

間で組んでしまうと、パスワードを持っている複数の人間が共同でやってしまうと、

当然そこには不正を行うことができるようになってしまうと思うんです。ですから、

幾ら制度を完璧につくり上げたとしても、なかなか不正というのは私はなくなるも

のではないと思う。  

 そこに一番何が大事か。公務員として、役場職員として何が一番大事なことなの

かというのを、我々職員がしっかりと、結局最後は、役場職員一人一人の心の問題

になってくるかなと思うんです。いろいろな仕事が煩雑化してくると、そこにミス

が生じたりもするかもしれません。そういうあたりで、私としては職員の職務時間

とか、ストレス、そういうものもしっかりと管理をしていかなきゃいけないし、職

員が万全の体制で自分が果たさなきゃいけない仕事に邁進できるような体制づくり

をつくっていくのは私。  

 最終的には、しかし、我々一人一人の心の問題だと思っておりますので、この心

の問題を、じゃ、どう育てていくかということで、先ほど総務課長もありましたけ

れども、私は、教職員時代にも教職員の不祥事とかいろいろあったときに、やはり

最終的にするのは心の育成をどうしていくかというところにかかっていると思って

おりますので、今後、職員のこういうふうなことに対しまして、これだけ世間さん、

町民に迷惑がかかっているんだというのをしっかり重く受け止める心と、今後二度

とこういうことを起こさないためにお互いどうチェックをしていくのか、自分の心

をどう保っていくのかというあたりでは、心の持ち方というものをどう培っていく

かという研修を、しっかりとやってまいりたいと思っております。  

 このたびは、本当に、町民、そして関係者の皆さんに大変不愉快な思いをかけた

ことに対しましては、町をあずかる者として改めてご迷惑をかけたことに対しまし
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て謝罪したいと思います。大変申し訳ございませんでした。  

 今後、このようなことが起こらないように、できる限りのものは精いっぱいやっ

てまいりたいと思っておりますので、皆さんのまたいろいろなご指摘、ご声援をい

ただければと思います。今回は大変申し訳ございませんでした。  

○議長（福井源乃介君）  

 これで、城村  誠君の一般質問を終わります。  

 しばらく休憩します。  

 午後１時から再開します。  

休  憩  午前１１時５０分  

─────────────── 

再  開  午後  １時００分  

○議長（福井源乃介君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 一般質問を続けます。  

 今井吉男君の発言を許可します。  

○１１番（今井吉男君）  

 皆様、こんにちは。多数の皆様が議会傍聴していただき、誠にありがとうござい

ます。  

 議席１１番、今井吉男が、次の４点について一般質問を行います。  

 １番目、農業振興について。  

 今井町長は、令和６年度施政方針で、農業関連については３番目の取扱いでした。

本町の農業を取り巻く情勢は、農業従事者の減少や肥料・飼料等の上昇で経営が厳

しい状況にある。国や県の補助金だけでなく、町単独補助金を導入して所得向上を

図るべきでは。農業振興なくして知名町の発展はあり得ません。  

 ②肥料高騰及び環境汚染防止対策の一環として、ごみ（有機性廃棄物）を処理し、

堆肥化する亜臨界処理装置の事業導入はできないか。  

 ２番、沖永良部バス利用について。  

 令和６年度当初予算で、沖永良部バス企業団負担金として４，３３７万円を計上。

町内の二酸化炭素排出量の約３０％は車両関係である。本町の「ゼロカーボンアイ

ランドおきのえらぶ」に向けた取組の一環として、職員は月１回バス通勤のノーマ

イカーデーの設定はできないか。新庁舎横にバス停の設置がされております。  

 ３番、水難事故防止について。  

 海水浴シーズン到来。遊泳中の事故防止対策を。  
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 沖泊海岸の事故が多く、「離岸流に注意！」の看板が全部粉々になって、破損状

態で下のほうに散らばっております。５月３日に離岸流による事故が発生しました。

看板を修繕し、ブイを設置する等の事故防止策は図れないか。  

 ４番目、教育行政について。  

 ①現存の知名町誌は、昭和５７年３月２５日で町の記録が止まっております。空

白の４２年間の記録を後世に残すためにも、知名町誌の刊行年度を決定すべきでは

ないか。  

 ②弓削政己氏寄贈の文献・資料約１万点は、約１０年間も倉庫に放置状態である。

早急に整理して一般公開の開始年度を示せないか。  

 以上で、１回目の質問を終わります。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、今井吉男議員のご質問に順を追って回答してまいりますが、大きなご

質問の４番目につきましては、教育委員会所管事項ですので、教育長答弁に代えさ

せていただきます。  

 まず、①につきまして、議員おっしゃるとおりに、肥料や飼料等の価格高騰は農

家の経営を圧迫している状況が続いております。前年度までは、国の臨時交付金を

活用し、様々な支援を講じてまいりました。今年度からは、臨時交付金も終了して

いることから、物価高騰時代に対応した営農を自ら切り開いていく必要があります。  

 本来であれば価格転嫁が進み、合理的な価格形成が行われることを望みますが、

５月２９日に成立いたしました改正食料・農業・農村基本法においては、考慮する

にとどまっているのが現状でございます。  

 現在、町では、飼料の確保や地力の向上を目的に耕畜連携体制の構築に向けた調

査や検討を進めるほか、二期作や二毛作に取り組んで、面積当たりの所得を向上す

る取組を進め、農家の所得を確保し、農業の持続的な発展に資するよう取り組んで

いるところでございます。  

 議員ご指摘の町の補助金の創設につきましては、経費の直接的な補塡及びその恒

常化は、健全な農業の発展にはつながらないものと考えております。戦略的で意欲

的な農業者が行う機械導入については、支援が行えないか検討しているところであ

り、本町農業の持続的発展が図られるよう努めてまいりたいと考えております。  

 ②につきまして、亜臨界処理装置の導入につきまして、議員ご指摘のとおり、近

年の化学肥料高騰により生産者の経営負担が増加しており、地域資源を活用した堆

肥生産は化成肥料と代替可能なものと認識しており、その生産手段として亜臨界処

理装置の導入については、現地視察の実施を含め、情報収集を進めているところで
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あります。  

 当該施設は、高温・高圧の水蒸気を活用することにより有機物を高速で分解する

装置 で あ り、 通 常 の 燃焼 処 理 に比 べ 、 Ｃ Ｏ ２ の 排出 は １ ００ 分 の１ 程 度 に削 減 で き

るため、環境負荷の抑制にも寄与するものと認識しております。  

 しかし、処理後産物の取扱いにつきまして、特に処理水対策が必要になるため、

混合原料を処理した場合は、その使途が制限されます。そのため、導入に先立ち、

処理原料及び処理後産物の使途の選定や、他の有機物処理施設との施設再編等など、

多岐にわたる検討が必要となります。  

 いずれにしましても、地域資源の有効利用、生産者負担の軽減、環境負荷低減は

本町農業振興の命題であり、解決に向けて尽力をしてまいります。  

 沖永良部バスの利用につきまして、ノーマイカーデーにつきましては、現在のバ

ス運行時刻では、田皆方面への最終が役場を１７時２４分発と帰宅は可能でござい

ますが、下平川方面への最終は役場前を１６時４６分となっており、定時での帰宅

ができない状況です。また、約４分の１の職員が保育園に自家用車により送迎を行

っているため、バス通勤は困難かと思われます。  

 バス路線につきましては、１時間遅く運行するとなると、その残業代等を含める

と、年間およそ４００万円等の経費がかかると算出されております。来年度、バス

路線変更も含めた計画策定を進めておりますので、運行時刻についても、その中で

は検討してまいりたいと考えております。  

 水難事故防止につきまして。  

 例年、離岸流対策といたしまして、海水浴シーズン前である５から６月にブイの

設置は実施しております。今年度は、５月３日に離岸流による海難事故が発生した

ことを間接的に知り、再発防止のため、翌日の４日に企画振興課職員でブイの設置

を実施しております。  

 なお、毎年、シーズン中である７から９月の台風襲来によりブイが流されてしま

う事例が発生しているため、シーズン中のブイ再設置を準備しております。  

 また、看板につきましては、現在、破損等により撤去されているようですが、今

後、施工方法等を含め検討し、離岸流事故防止に努めてまいりたいと思っておりま

す。  

 以上で、私の説明を終わります。  

○教育長（田中幸太郎君）  

 それでは、今井吉男議員の４番の①、知名町誌編さんに係るご質問についてお答

えをいたします。  
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 町 誌 編 さ ん 事 業 に つ き ま し て は 、 現 在 、 町 誌 編 さ ん 室 に お き ま し て 、 令 和 ５ 年

３月に町長答申のありました知名町誌第二版編さん基本計画を基に、刊行年度を含

めた事業計画や執筆者の具体案作成を行っているところでございます。今後、開催

する予定の知名町誌編さん委員会におきまして、事業計画を協議の上決定し、編さ

ん作業を進めてまいります。  

 事務局といたしましては、令和９年度の刊行を提案する予定でございます。ただ

し、執筆者の中には、本来の業務を持ちながら執筆いただく方や、他の原稿執筆等

と重なっている方がいらっしゃることが予想されますので、執筆者の承諾が困難な

場合は、半年から１年程度、刊行年度を延長する可能性はございます。  

 なお、町誌編さん委員会の協議内容を含めた町誌編さん事業の進捗状況につきま

しては、随時、町誌編さんだよりを発行し、広報を行う予定にしております。  

 次に、４番の②、弓削政己氏寄贈文献・資料に係るご質問についてお答えをいた

します。  

 弓削政己氏寄贈の文献・資料につきましては、本年度から中央公民館から町立図

書館に所管を変更して整理分類等を行うことになりました。また、鹿児島大学法文

学部に委託しまして、学生が夏休み期間中の８月下旬に、准教授と学生、合わせて

８名程度が来島し、集中的に整理作業及び目録作成を行っていただく予定となって

おります。  

 目録作成後は、書籍については順次閲覧・貸出しができる体制を取り、一部につ

きましては、今年度の１２月頃に一般公開できるよう準備したいと考えているとこ

ろでございます。  

 なお、鹿児島大学法文学部への委託費につきましては、今回の６月議会に補正予

算を計上させていただいているところでございます。  

 以上です。  

○１１番（今井吉男君）  

 それでは、順を追って再質問いたします。  

 １の①、午前中の町長の行政報告の中でも、この数日の大雨での土砂災害、道路

の閉鎖の件は調査して解決済みということですけれども、農業に関することは一言

も触れていません。私、昨日、農家数名に呼ばれて、冠水した畑を回ってユリの球

根、それから今、掘り取りが最盛期を迎えていますサトイモの圃場を見せていただ

いたんですけれども、もうため池みたいに。このままの状態ではもう全部腐って収

穫ができないと。ぜひそういうところまで、やっぱり町長は目を配って町内を視察

しないといけないと思います。  
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 農業が成り立たないと、知名町は商工業も成り立ちません。農家の所得向上を図

らないと、今、ゼロカーボン、ゼロカーボンと。ゼロカーボンでは農家は飯食えま

せんよ、町長。バス１台入れたからって、後でまた関連が出ますので、ぜひ農業の

ほうにも目を向けて、町長は教育者としてはすばらしい業績があって、実績があり

ますが、やっぱり農業をもっと勉強しないと。この７年間、私はずっと見てきてい

ま す が 、 施 政 方 針 の 中 で は 農 業 は ３ 番 目 。 普 通 で あ れ ば 、 農 業 立 町 で あ れ ば 、 第

１番目に取り上げて、第一産業である本町の農家の、農業者、若者が、もう既に将

来の知名町の農業にもう夢が持てないと、生活ができないということで、結局職業

を替えたり、島外へ出ていったりしています。  

 このままでいきますと、人口もますます減少していきますので、ぜひ農業にもっ

と力を入れて、担当者任せじゃなく、町長自ら陣頭指揮を執って、知名町の第１次

産業である農業をもっと活性化させないと、今、農家は肥料・飼料等の高騰で、一

時的には下がったといえ、今１．５倍ぐらい、以前の。その分を価格に転嫁できま

せんから、その差額は全部農家は収入減となっております。  

 ゼロカーボン、５０年、１００年後を目指して地球温暖化防止のためには必要で

すけれども、農家は、今日明日の生活に困っているんですよ。このままでいきます

と、離農者が増えて、もう農業どころか、ほかの産業まで衰退していく状況であり

ます。  

 町長、その辺は、今回の水害の道路だけですか。農地を回ってみて、サトウキビ

畑もそうですけれども、一番今肝腎なのはユリの球根。それからサトイモの圃場、

ため池みたいな中にもうつかっています。恐らく、これ掘り取り、今、天気がよく

なって掘った頃には腐って、売り物にならないと思いますが、その辺の状況、担当

課、もしくは、じかに回って視察したことがありますか。この１週間。  

○町長（今井力夫君）  

 ここ数日来、梅雨末期における豪雨、特に線状降水帯が本島近くで発生するに当

たり、かなりの集中豪雨により雨量が１日に８５ミリを超しているというような状

況というのは、重々察知しております。  

 土日においても、警報が出ておりましたので、担当職員と一緒に役場の中で災害

発生のときの指示を出すために、役場内には私はおりましたけれども、議員おっし

ゃるとおりに、その圃場確認というところまでは、私は、今現在のところはしてお

りません。まずは、それにつきましては、担当課のほうがそれについて状況を把握

して、それの報告を受けてから私が動いてもいいのではないかなと。それよりは、

今現在、線状降水帯等で水害等が発生した場合の対応について対応すべきではない
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かなというふうに、私は優先順位を考えております。  

 以上です。  

○１１番（今井吉男君）  

 ぜひ、これだけの大雨であれば、まず圃場を回るということも、これは必要です

よ。農家は、毎日この畑を見てはもう諦めかけて、小芋、サトイモの農家は、ああ

今年は駄目だなということまでもう口にしています。それほど、今、被害……。こ

れ多分、今後それが上がってくると思います。その前に対策を練って、道路もいい

ですけれども、そういう圃場の水を外にかき出す方法とか、方策は幾つもあると思

います。ぜひその辺は、もっと農業に目を配っていただきたいと思います。  

 先ほど町長から答弁でもありましたように、国の助成制度はもう終了しましたの

で、ぜひ町単独で農家を支援するという形で、肥料・飼料の価格、値上がった分の

幾らかでも、ぜひ町長が農業に打ち込むという意思を見せるためにも、農家へ示し

ていただくためにも、町単独で助成制度が創設できないものか、お伺いします。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 先に、この大雨によります各圃場の視察等については、農林課のほうで行ってお

ります。ただ、圃場が冠水している、つかっている圃場も見受けておりますが、そ

の被害については、掘り取りが進まないと見えないところもあり、状況としては、

そういう圃場があったというところまでの今現在の認識でございます。  

 今後、ユリの掘り取りとか、また、サトイモの掘り取り等が進む中で、病害の発

生とか、収量の減とかが見えてまいりましたら、また被害状況として報告、取りま

とめを行いたいと思っております。  

 それから、飼料・肥料については、もうかなり価格高騰がしておりまして、ピー

ク 時 は ２ ． ４ 倍 と か 、 か な り 肥 料 高 騰 を し ま し て 、 今 、 肥 料 に よ り ま す が 、

１．３倍から１．５倍、コロナ前の価格と比較すると上がっている状況は把握をし

ております。  

 ただし、例えば３，０００円の肥料ですと、それに対して、例えば１．３倍と値

上がりしているということであれば、９００円ほどの肥料の値上がりでございます。

その差について、町のほうで直接補塡をしていくということになると、農協の取扱

いだけでもかなり、１０万袋ほどの化学肥料の取扱いがございます。それに対して、

例えば５００円とかという補助を行っていくと、５，０００万円、６，０００万円

という金額になってきます。これは農協のみでそうなので、恐らくほかの民間の肥

料取扱会社等も含めると、さらに額的には大きくなるものかなと思います。  

 これについて、してあげたいというのが本音ですが、これをずっと続けていくと
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いうことは非常に厳しいところがございます。その上でも、今後、例えば、今、地

域にあります有機資源、こういったものをしっかり活用していくということと併せ

て、今、耕畜連携とか、二期作、二毛作、町長の答弁でもございましたけれども、

単位当たりの収量を上げていくというところで、何とか所得向上に努めていきたい

と考えております。  

○１１番（今井吉男君）  

 課長の言われるとおりですが、これ全額を助成するのは難しいかも分かりません

が 、 や っ ぱ り 少 し で も 町 の 姿 勢 と し て 、 １ ． ５ 倍 で あ れ ば １ ． １ 倍 で も い い し 、

１割でも２割でも、やっぱり姿勢を見せる、そういう町としても農業に力を入れて

いますよというところを示すためにも、全額というのはちょっと金額的に無理かも

分かりませんが、農業をちゃんと後押ししていますよと。そういう姿勢を見せ、ゼ

ロではいけないと思いますよ、幾らか助成しないと農家も納得しないと思いますか

ら、ぜひ、町長、いかがですか。全額は無理としても、助成をするという姿勢を見

せる必要があると思いますが、いかがですか。  

○町長（今井力夫君）  

 甚大な被害等が発生したときには、早急に手を打っていかなきゃいけないものだ

と思っております。  

 この肥料高騰につきまして、これは、昨年度からウクライナ戦争等が勃発してか

ら、非常にこのような資材、肥料等の高騰が、供給不足というものもありまして、

進んでおりますけれども、これらについては、国の制度が昨年度まで使われました

けれども、では、国の援助がない本年度においてどうしていくかということにつき

ましては、農業関係の様々な部会がございますので、その辺のあたりから町のほう

への相談というのも上がってくると思いますので、幾つかの情報を我々も収集した

後で、どれだけの補助を打てるのかというのも、財政も見ながら考えていく必要が

あると思っておりますので、即、今すぐ幾ら補助が出せますというのは、まだ算定

もできておりませんので、それぞれの農作物の担当部署がございますので、そうい

うところからの情報を収集した上で検討していくものではないかなと考えておりま

す。  

○１１番（今井吉男君）  

 ぜひ、やっぱり農業を支えると。これからの若者の夢を育むという形で、何かゼ

ロですと、もう農家は見捨てられたと、町に見捨てられたというふうに受け止めら

れますので、ぜひ農業に力を入れていますというところ、町長の姿勢を見せるため

にも、金額の大小は問いません。とにかく支援をするという形を取っていただくよ
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う要請をして、次にいきます。  

 ②ですけれども、これは①とも関連しますので。①で肥料が高騰して、国のもう

助成がなくなったということと関連しまして、この②の亜臨界処理装置につきまし

ては、３年ほど前にも担当者が本町に来られて説明会を持っておりまして、その後、

町長、それから最近、岡越農林課長も現地に行って同施設を視察したということを

聞いておりますので、それを前提にお話しします。  

 私も、当時、直接は現地に行っていないんですけれども、説明を聞いて、また、

６月１１日に担当の部長さんが、徳之島の出張のついでに本町に来られて、資料と

新しい最新の情報を持ってこられまして、話を聞く機会がありました。  

 ３年前と比べて、導入する市町村、また、外国のほうでも評価をいただいていま

すということで、この問題は堆肥の話ともつながりますが、クリーンセンターの負

担金、今、本町で令和６年度の衛生管理組合の負担金が１億９，４００万円、両町

合わせると３億円。すごい金額です。そのごみの減量化にもつながっていくんです。  

 町長もご存じだと思いますが、この装置は、生ごみから、それからビニール、食

品残渣、ペットボトル、家畜ふん、それから建築資材、木質廃棄物等の有機物性の

処理も全部できるということで。そうしますと、クリーンセンターのごみの搬入量

も減りますので、クリーンセンターの衛生管理組合の負担金も減ってくるというこ

とも併せて、この機械を導入してごみ処理をしていただけないかと。これ、堆肥化

もできます。燃料化もできるということで、説明を受けております。ぜひ、それを

含めて、町長、この導入に向けていかがですか。  

○町長（今井力夫君）  

 亜臨界処理というのは、私の大学時代に、今世紀中には無理であろうと。夢の技

術と言われておりましたけれども、物の臨界点がどれぐらいあるかといいますと、

３２０気圧で大体三百四、五十度の温度状況になったときに、加水分解というのが

急激に進むというふうな理論があります。  

 ただ、これをするためには、その３００気圧に耐えるだけの容器を作っておかな

ければいけないと。これは潜水艦技術が、かなり高度なものがないと作ることはで

きないと言われておりましたけれども、日本のある企業が、もう数年前にこれを完

成させて、実験的に日田市のほうで実験農場を構えて行っておりまして、私も、実

際物を見たときには、まさか夢の理論がこうして現実の装置になっているものだと

は、非常にびっくりしたところでございます。  

 議員がおっしゃるとおり、有機物類、例えば食物残渣にしても、この繁茂してい

る草木、こういうものでしたら大体１５分でほぼアミノ酸からブドウ糖、脂肪酸の
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レベル。いわゆる全ての生物が利用できる状況まで分解することが可能になります。  

 それから、石油系の、今おっしゃられたようなものについて、特に私どもが非常

に興味を持っているのは、冬場のこの島に流れ着く漂着物。この漂着物というのが

石油系のごみがかなりあります。こういうものに対しても、約２０分でこれは分解

できる。非常に議員がお進めしたいという技術というのは、非常によく理解させて

いただいております。  

 ただ、１かま、これ３億円ずつかかります。１立米で約３億円です。これが２つ

になりますので６億円かかります。この装置のすばらしさは、前農林大臣と現農林

大臣に直接お会いして、私は説明もして、農林省の職員にもきちんと説明をしまし

た。あとは、皆さんが補助金を出していただければ、我々も導入することが非常に

しやすくなるんだと。食料の自給率を上げていくためには、どうしても自前の肥料

を作っていく必要があると。そういう意図からは非常に有益だと思っております。  

 議員が進めたいと思っているのは、私と多分同じ部分だと思う。これを、従来の

菌で完熟肥料を作ろうとすると約１年かかるんです。ところが、この装置を使うと、

完熟肥料に１０時間です。  

 ただ問題なのは、そこで加水分解に使った水の後処理。この水の後処理が産業廃

棄物扱いに、今のところされておりますので、この水の処理というのが非常に手間

暇かかってお金がかかっておりますので、今、その開発者、研究者の皆さんと、こ

の水をどう簡素化できるのかということと、島で豊富なバガスをうまくこれに絡め

ることはできないのかということで、今、バガスを送って、そして、こういうもの

で何分かかって、どんな肥料が何％できるのかという、そのデータを、今、つくら

せておりますので、そのデータがそろいましたら、そういうものを基にして、改め

てまた国と折衝をして、早いうちに沖永良部に、まず知名町に導入できればいいの

ではないかなと考えております。  

 以上です。  

○１１番（今井吉男君）  

 今、町長が言われたように、その部長さんね、そういうこと、漂着ごみの件も話

しされていました。クリーンセンターの話をしましたら、多額の費用が今後もかか

るのであれば、これを導入すれば、それも一気に解決しますよということで言われ

ています。  

 これも、国の補助を受ける団体、今までずっと何か所かそういう市町村があると

いうことで、今回、また徳之島のほうに要請があって行かれて、ぜひゼロカーボン

と同じように、町長は何でもすぐ企業導入が得意ですから、ぜひこれをほかの町村
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に先んじて、ぜひ来年度あたりは本町で導入できるように強く要請して、次にいき

ます。  

 次に、２番の沖永良部バス利用についてですが、これはさきの定例会でも質問し

て、バスの時刻表の件は、このバス組合、その協議会がありますよね、そこでバス

の時刻は決めますから、その利用者が、職員が増えれば、今でさえ利用者が少ない

ので、知名町の役場の職員が人数が増えてくれば、その職員の時間帯に合わせるこ

とも可能だと。これ町長、自分で管理者、副管理者と、隣町とやっていますから、

できないことはないと思います。  

 私 が 一 応 試 算 し た の は 、 令 和 ６ 年 度 の 職 員 数 が １ ３ ８ 人 、 会 計 年 度 任 用 職 員 が

１３６名だったかな、合わせて約２７０名ぐらいおります。それが毎日じゃないで

す。先ほど何か町長は、園児の子供の送り迎えとか、これ毎日やるわけじゃないで

す。月１回です、職員が。月１回だったら何とかなりますよ、それは。送り迎えを

家族にしてもらうとか、園児の。  

 そうしますと、大体１か月２０日の平均の出勤日数ということで計算していきま

すと、２７０名を２０日で割りますと、１日当たり１３名。１３名の職員が月１回

バスを利用することになりますので、そうしますと、またバス企業団のほうも利益

が出ますので、町の負担も減ります。これ一石二鳥ですよね。  

 やっぱり皆さん、このバス停ができて、今日もバスで来たんですけれども、どう

ですか、バス停が役場にあるけれども、職員は利用していますか。いや、全く、ほ

とんど。ここの坂道上ってくるガソリン代のほうがもったいないですよと。今まで

平たんで、下のほうで、平たんな場所で停留所に止めていましたけれども、ここわ

ざわざ役場までこの坂道を、３００メートルぐらいですか、その往復。その辺、だ

から、そういう感覚でしかないので、やっぱり皆さんがもっと自覚を持って……。  

 以前は、平安町長時代はあったんです。ノーマイカーデーと。毎日乗りなさいと

いうことじゃない。月１回です、月１回。まず、それを、やっぱりゼロカーボンで

あれば、一番町長が言われていますよね。車両が知名町で一番二酸化炭素を排出し

ていると。そういうのを分かっていながらしないのは、これはちょっとおかしい。

本当にこれ、実効性がないんじゃないかと。  

 という例が、先日、フローラルホテルでＥＶバスのセレモニーがありました。運

行 開 始 の 。 ２ ９ 人 乗 り の バ ス １ 台 を 導 入 す る の に ７ ， ０ ０ ０ 万 円 で す 。 そ の う ち

４，０００万円は補助で、残る３，０００万円は町長が導入したから、町に負担が

い く の か な と 思 っ た ら 、 こ の 前 、 ホ テ ル の 役 員 会 で 確 認 し ま し た ら 、 何 と

３，０００万円はホテルのほうに負担してくれと。ホテルは、現在でも銀行借入れ
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が ８ ， ８ ０ ０ 万 円 も 残 っ て い る ん で す 。 そ れ プ ラ ス ３ ， ０ ０ ０ 万 円 し た ら 、 １ 億

２，０００万円。また負担が増えれば、また経営がおかしくなったら、また職員の

待遇が悪くなって、また職員が辞めていくと。その悪循環にまた陥る。  

 町長が導入したのであれば、町が３，０００万円負担すべきじゃないですか。そ

ういう考えで、私はこのバスの運行、月１回は、ぜひこれはやっていただきたいと

思います。これはもう負担金の軽減にもなりますが、いかがですか、町長。  

○町長（今井力夫君）  

 議員ご指摘のとおり、年間二酸化炭素の量で大体９，０００トンぐらいが自動車

関係、モビリティー関係で出しておりますので、本町の２万５，０００トンの二酸

化炭素からいくと、約３分の１ぐらいがモビリティーからということになっており

ます。  

 したがって、いかにそういう二酸化炭素に向けての意識の高揚を図っていくかと

いうあたりで、太陽光パネルの設置とか、再生可能エネルギーをどう活用していく

かという方向性で動かしております。  

 この沖永良部バスのノーマイカーデーの設置につきましては、これは議員がおっ

しゃるように、ある意味では、職員の車利用が抑えられるという意味では効果があ

って、二酸化炭素の削減にも効果があるのではないかなと思って、私も幾つかこれ

について、じゃ、これをするのに足かせとして何があるのかと考えていったときに、

子育て世代が子育てしやすいまちをどうつくっていくかというのは、非常に大きな

課題だと思っております。  

 昨日のクローズアップ現代を皆さんご覧になったでしょうか。若者がなぜ地方か

ら東京に逃げていくのかと。生活のしにくさが地方にはあると。若者ははっきり、

子育てするにしても、子育てに関していろいろな制約がある、男女の差別に関する

ものが地方にはあると。子育てしにくい環境を地方がなかなかそれに手を打ってく

れていないものもあると。自分たちは自分の生活というリズムというのがある。そ

のリズムを公共性という一言で片づけられると、非常に住みにくい。だから、私は

二度と地方に戻らないという女性の声がたくさん、昨日、たまたまテレビを見とっ

たら非常に興味があるなと思って、クローズアップ現代を見ておりましたけれども。  

 そういったときに、じゃ、この役場職員というものも、そのたった１日じゃない

のか、その１日が我慢できないのかと。そういうふうな我慢を強いるような、そう

いうような社会を我々がつくるのが果たしていいのかと。本当に子育て世代を増や

していくとなったときに、彼らが共働きをして、自分がやりたい、結婚したから、

子供ができたから仕事を辞めるというのではなくて、自分がやりたい仕事を全うで
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きる、そういう環境をつくっていってこそ、私は、若者が住みつく場所になるであ

ろうと。少し飛躍してしまいましたけれども、今、子育てされている皆さん、この

人たちのことも考えなきゃいけない。  

 では、県道沿いをバスは走ります。我々の職員の中で、そのバスの通る県道まで

行くのに１５分かかっている職員も何人もおります。こういう人たちの言い分とい

うのか、彼らの考え方というのを我々十分受け止めた上で、こういうノーマイカー

デー、これを設置します、賛同できる人は取り組んでいきましょうというのは、で

きるんです。これを全職員がこれに賛同してやってくださいと。それは町長であろ

うと、そういう通勤の自由権に関して私が物を言うことはできません。  

 そういう意味で、このような公共施設を使うことによってこういうふうな利点も

ありますよと。多少の我慢、こういうものもしていきましょう。そのことによって、

島はこう変わりますよという、そのあたりのことを職員に考えさせるということは、

私は非常に大事なことであって、ノーマイカーデーを設置しましたので、賛同でき

る人はみんなで頑張りましょう。この案については、私も進めても大いにいいので

はないかなと思っております。  

○１１番（今井吉男君）  

 いつも消極的な意見ばかり。自分でやっぱり考え……。  

 アンケートをして、月１回です、これは。ゼロカーボンとも関連するから言うん

です。マイクロバス１台入れても知れています。それが、職員が１日車を乗らない

で、みんなでバスで来れば、二酸化炭素はもっと減ります。だから、自分のやって

いる事業と関連してしない。ただ、バスを利用しなさいじゃなくて、バスを利用し

たら、二酸化炭素が、皆さんが通勤している車の分が減りますよと。これと関連し

ないで、バス利用、バス利用と。そのために子供たちを送迎する。認定こども園は

バスもちゃんときちんとそろっているんじゃないですか。送迎バスがあるんじゃな

いですかということ。  

 だから、その辺も関わりがあるから、とにかく職員自ら、やっぱり全員強制じゃ

なくて、利用できる皆さんは、ぜひ月１回はバスでというふうに、何のためにゼロ

カーボンですか。これ、ゼロカーボンのところじゃ、もう全然通りません。実効性

がない取組を全然町長は、自分の好きなところでずっと進めているかも分かりませ

んが、本当にゼロカーボンに取り組むのであれば、マイカー通勤を減らすというこ

とが一番実効性があります。ぜひ、それは職員のアンケート、２０日のうち月１回

は利用しようということで、まず職員の意識を確認して。  

 だから、ずっと見ていますけれども、役場のほうに止まっても、役場に来たバス
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は止まりやせんで、ぐるっとＵターンして、すぐ下りていくのを何回も見ています。

せっかくバス停が庁舎の横にあるのであれば、そういうのを見て、あ、またバスが

空で帰っていくなと感じないんですか、皆さん。ここまでバス停を設置してから、

バス停というのは乗り降りするところです。それをわざわざバス停を設置して、空

で帰ると。やっぱり一般の私が見ても、これは１人か２人ぐらいは利用するのかと、

今日も運転手に聞いたら、ほとんどここにバス停ができてから利用がありませんと

いうことですので、ぜひこれは、今後、課題として取り組んでいただくよう要請し

ておきます。  

 次に、３番目の離岸流についてですが、私もこれ、消防団のほうからお話聞きま

して、その後、５月４日に女子高校生３名が水泳中に離岸流で流されて、そのとき

にはブイがなくて、何とかして陸にたどり着いたみたい。近くにいた皆さんも手が

つけられなくて、応援を呼びに行く間には、もう本人が自力で岸に上がっていたと

いうことで。  

 だから、思うんですけれども、ブイの設置も事故が起こってから、何でもかんで

も事故が起こってから。海開きを４月１１日、屋子母海岸で、先ほどの午前中の行

政報告の中でもありましたけれども、その海開きの日に合わせて、水泳、遊泳場所

を点検して、沖泊海岸でしたら、ブイが取れているなと思ったら、その日に合わせ

て点検をする。看板が、この前見に行きましたけれども、みんな腐って、下に板切

れが散らばっています、看板が。そういうのをやっぱり海開きに合わせて確認作業

をするということをぜひしていただきたいと思います。  

 その高校生は一命を取り留めて、本当に幸いなことで安堵しております。ぜひ、

その辺は海開きに合わせて毎年点検をすると。各海岸の海水浴場のそれを要請して

おきます。  

 それと関連しまして、シャワー室の近くにＡＥＤが設置されています。これ見ら

れていますか。あれ、さびでもう使えないですよね。どうもみんなさびて、中の器

具も全部もう腐っています、さびて。  

 それで、ちょっとお伺いしますが、あれはリースで現在も払っているんですか。

リース契約されているのかどうか。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 現在もリース契約にて支払いをしております。定期的に交換用の電池も届いてお

りますので、そのときに合わせながら、議員ご指摘のさびとか等についても、海水

等によりさびないように努めていきたいと思います。  

○１１番（今井吉男君）  
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 あれ本当に、課長、見ましたか。その事故があったときに見に行きましたけれど

も、ドアもみんなさびて、あの機械器具は使えないと思いますよ。あれ点検してい

ますか、年１回ぐらいは、使えるかどうかの。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 リースの電池が来るたびに担当職員のほうで使用状況の確認をしていると思って

おりますので、再度確認をさせていただきます。  

○１１番（今井吉男君）  

 ぜひ確認してください。あれ使えるとは思えません。ドアもぐちゃぐちゃ。その

辺もやっぱりきちんと担当課のほうは定期的に、これリースが発生している。計算、

先ほど金額を出していたんですけれども、ちょっとメモが見えないんです。年間で

幾らですか。後でこれは聞こう。ぜひ事故が起こる前に。  

 ＡＥＤも、聞きましたら、田皆分団には１つ預けてあるということですが、一般

の皆さんにも、あそこに、沖泊海浜公園であれば、使い方とかそういうのも、消防

署にお願いして使い方の講習とかやっていただくよう、そういうふうに、ぜひ。設

置しておくだけでは意味がありませので、課長、いかがですか。今後の方針として。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 ご提案ありがとうございます。研修体制等々も含めながら実施を検討させてくだ

さい。  

○１１番（今井吉男君）  

 次に、４番目にいきます。  

 ４番目の①の町誌のほうは、これまでこの７年間で３回目です、今日。前の林教

育長のときに話しされても、やりますということはありましたけれども、一度立ち

上げた編さん委員も、結局は、また今度、新たにまた立ち上げていますけれども、

その間に、最初は令和８年の町制８０周年、２年後ですか、９月１日に町制８０周

年 に な り ま す け れ ど も 、 そ れ に 合 わ せ て 取 り 組 む と い う こ と で し た が 、 も う あ と

２年しかありません。先ほどの教育長の話では３年後ということで、９年。  

 ですから、やっぱりこの間に優秀な知名町の沿革史をするすばらしい人材がもう

他界されております。やっぱりそういう、年々、年を取れば取るだけ、年月を重ね

れば重ねるだけ、優秀な人材が、多分過去の町の変革を知る皆さんがもういなくな

ってきますので、ぜひこれは早急に取り組んで、やっぱり知名町の歴史ですから、

これを後世に残すと。  

 ここに、和泊町のを持ってきましたけれども、すばらしいのが出来上がっていま

す。新聞にも載っています。新聞のほうでも、ぜひこの機会にきちんと期日を決め
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て、今日、教育長が令和９年に刊行するということで、９年度に。ぜひ、その９年

度にはしっかり刊行できるように。また次の教育長にとか言わないように、田中教

育長が在任中に、ぜひもう決めたことは必ず守るように。いかがですか、教育長。  

○教育長（田中幸太郎君）  

 本年の４月から町誌編さん室を立ち上げまして、今、専門員のほうで、まさにこ

の業務に特化して仕事を進めているところであります。  

 先ほど答弁しましたように、事業計画や執筆者の案等も作成済みでございます。

これからその執筆者等への執筆依頼を行ったり、あるいは編さん委員会のメンバー

を招集して、そして編さん委員会が実際に動いていくということになろうかと思い

ます。  

 答弁しましたように、現在のところは９年度の刊行を、私どもとしては提案をし

たいというふうに考えております。  

 以上です。  

○１１番（今井吉男君）  

 ぜひ９年度に刊行されることを期待しまして、次にいきます。  

 ②の弓削政己氏については、さきの３月定例会でも質問しましたが、一向にこの

間、３か月見てきましたけれども、進んでいる様子がないものですから、再度質問

させていただきましたけれども、今回、鹿児島大学の先生と生徒の皆さんが、ちゃ

んとこれを整理して８月頃から始めるということであります。  

 私、この質問を出した時点で、中央公民館のほうに行きました。４月１日からは

老 朽 化 で 中 央 公 民 館 は 使 用 で き ま せ ん と い う 貼 り 紙 が さ れ て い ま し て 、 実 は そ の

２階に弓削政己氏の所管、約２部屋に分けてあるんですけれども、私は幾つか選択

肢を考えまして、これはもう教育委員会としては、あそこの屋根が落ちるまでその

ままほっとくつもりだなと思って、その１つの選択と、あと一つは、また移動して、

どこかに移すのかなと。  

 あのまましたら、あれ底が抜けて、恐らく８月までもつかもたないか分からない

んですけれども、天井があの重さですから、１万点というから相当の、中を見まし

たけれども、２つの部屋いっぱいです。天井が多分落ちて、みんな下に、１階に落

ちてくるんじゃないかと。大変、中央公民館は使うなと。でも２階は使うなという、

本は口を言いませんから。その辺はやっぱりきちんと確認をしないと、８月までに

下に転落するんじゃないか。その危険性があると思います。ぜひその辺は確認をし

ていただくよう要請をしておきます。  

 ぜひ、この件についても、来年１２月に一部公開ということですので、ぜひ、こ
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れは皆さん、もう弓削先生の書籍が貴重になって、３月の定例会でも教育長は貴重

な資料ということを言われていますので、倉庫にしまうんじゃない。宝物はいいん

ですけれども、これ書籍はやっぱり一般公開しないと意味がありません。一般の人

に公開して、貴重な資料であれば、これを参考にしてもらうということを取ってい

ただくよう強く要請して、私の一般質問を終わります。  

○議長（福井源乃介君）  

 これで、今井吉男君の一般質問を終わります。  

 インターネット配信映像保存のため、おおむね５分間休憩いたします。  

休  憩  午後  １時５２分  

─────────────── 

再  開  午後  １時５７分  

○議長（福井源乃介君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 一般質問を続けます。  

 西  文男君の発言を許可します。  

○９番（西  文男君）  

 改めまして、議場の皆様、こんにちは。  

 本日は、６月定例議会の初日ということで、また、新庁舎の議事堂での議会の初

議会となっております。行政に携わる全ての皆さんが地震等の心配なく業務に集中

をし、町民福祉の向上に精いっぱい臨めるすばらしい庁舎となっております。  

 また、我々議会としても、町民の福祉向上、そして負託に応えるよう、町執行部

と二人三脚、そして車の両輪、時には意見をそれぞれの町民福祉のためにぶつけ、

町民の方々のためになる庁舎、そして議員、役場職員ということで、一緒になって

頑張っていきたいと思います。  

 本日は、また多数の傍聴席、そしてインターネット等で議会中継をご覧になって

いただき、誠にありがとうございます。今後とも議会に注視をしていただき、より

よい知名町をつくっていくよう、ご指導、ご鞭撻をよろしくお願いします。  

 それでは、議席番号９番、西  文男が壇上より質問をします。  

 大きな１番、農業政策について。  

 本町の基幹作物であるサトウキビに黒穂病が沖永良部島内圃場で確認され、担当

部署の農林課を含む関係機関で町内の圃場を確認していましたが、確認後、どのよ

うに対処したか伺う。  

 ②サトウキビの黒穂病の発生は、どのような原因で発生したと考えられるか伺う。  
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 ③今後の飛散防止の具体的な対策はどうなっているか伺う。  

 ④知名町農業生産振興計画書によりますと、令和４年度農畜産物生産目標額は、

農 家 戸 数 ７ ３ １ 戸 で ４ ７ 億 ９ ， ０ ０ ０ 万 円 で あ り ま し た 。 実 績 は 、 農 家 戸 数

７２７戸で３９億５，０００万円であった。目標金額を達成できなかった原因は何

か伺う。  

 令和４年度の実績ということで、たばこの生産が確定していないため、令和４年

の実績についての質問をさせていただきます。  

 ⑤各作物別等での生産額、目標達成状況の分析を行っていると思うが、具体的に

どのような対策を講じているか伺う。  

 大きな２番、教育行政について。  

 本町のスポーツ少年団等は、「教育・文化の町」宣言のスローガンの下、文武両

立で頑張っている児童・生徒が多く見受けられます。次世代を担う子供たちのため

に、大会参加の補助または助成金のさらなる拡充はできないか伺う。  

 大きな３番、防災計画の充実について。  

 台風常襲地帯の沖永良部地区において、町の防災計画に準じて避難指示等、町民

に防災無線等で連絡をしていると思うが、自宅や避難所等で携帯ラジオも災害時の

情報網の一つだと思います。しかし、夕方以降、電波が入りにくい時間帯がありま

す。大山に電波塔の設置の要望はできないか伺う。  

 以上で、壇上からの質問を終わります。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、西  文男議員のご質問に順を追って回答してまいりますが、大きなご

質問の２につきましては、教育委員会所管事項でございますので、教育長が答弁し

ます。  

 それでは、１番目、議員ご指摘のとおり、５月１０日に町内生産者より黒穂病疑

いの第一報が届き、５月１２日に関係機関で現地調査を行いましたところ、黒穂病

の発生を確認しました。そこで、５月１４日から１７日にかけて黒穂病が発見され

た正名字及びその近隣の字において発生状況調査を行い、黒穂病の拡大状況の把握

に努めたところであります。  

 本病害は、風雨による胞子の飛散等により感染が拡大するため、発病株発見後の

迅速な防除が必要です。そのため、前日の調査結果を適切に共有するほか、知名町

のホームページや公式ＬＩＮＥ、独自のパンフレット等により町内生産者へ予防と

防除法についての周知を徹底したところでございます。  

 ②番目につきまして、黒穂病は、風雨によって飛散した胞子が土壌やサトウキビ
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に付着をし、地上及び地下部の芽から侵入することで感染をします。胞子による感

染から発病までの潜伏期間が約１１か月報告されており、今回の黒穂病の発生は、

昨年度以前から町内に黒穂病発症株が潜在的に存在した可能性の証左であると考え

られます。  

 また、現時点で確認されている黒穂病発生圃場において耕作されている品種は、

農林２７号が全体の５５％を占めており、農林２７号の黒穂病抵抗性は中とされて

おりますが、農林２７号は、近年急速に普及が進んだ品種でもあり、知名町で最も

多く耕作されている品種であります。そのため、今回の黒穂病の感染拡大には、本

品種の急速な普及によるサトウキビの品種構成割合の変化が関係している可能性も

考えられます。  

 いずれにしましても可能性の話であり、今回の黒穂病の感染拡大につきましては、

原因究明に至る根拠は不足をしており、原因の断定はいまだ困難な状況でございま

す。  

 ③につきまして、黒穂病は、風雨による胞子の飛散等により感染が拡大するため、

発病株発見後の迅速な防除が重要です。しかし、現時点で有効な防除薬剤がないた

め、発病株の抜取り及び焼却といった耕種的防除の徹底を図っております。  

 また、本病害の胞子は土壌中に長期間生存可能であるということから、発生が確

認された発病圃場においては、今期収穫後に夏植えへの植え替えや、他作物への転

作等を奨励し、拡大リスクの軽減を図ってまいります。  

 そのほかにも、抵抗品種の普及や発病圃場からの採苗抑制の対策を推進するほか、

町内生産者と関係機関が一体となって拡大防止に取り組めるよう、適切な情報提供

を行ってまいります。  

 ④番目につきまして、令和４年度の農畜産物目標金額を達成できなかった理由と

いたしまして、主にサトウキビでは、計画面積に対して収穫面積が３０ヘクタール

の減少に加え、５月からの長雨による日照不足及び梅雨明け直後に発生した干ばつ

により長期にわたる生育不良を起こしましたが、それに伴い、全作型において反収

の減少が認められ、１億３，０００万円のマイナスとなっております。  

 畜産におきましても、計画に対し生産牛の出荷が１４４頭減、また、平均単価も

５万２，０００円下がっており、約６，２００万円のマイナスとなりました。  

 野菜に関しましては、バレイショの計画面積６００ヘクタールに対して作付面積

は５４１ヘクタールと少なく、また、天候不良による定植の遅れや、寒波の影響を

大きく受け、肥大期に茎葉に被害が発生したということから、大幅な反収減に伴い、

約６億３，０００万円のマイナスとなっております。  
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 ５番目に、どのような具体策を立てていくかということですが、本町では、農業

振興に携わる関係機関の職員で構成した知名町技術員連絡協議会を組織しており、

協議会の中に作物ごとの専門部会を設け、各部会がそれぞれの作物の重点課題につ

いて整理をし、課題解決の方策を掲げ、研修会の開催や実証圃の設置、それから栽

培指針の見直しなどの活動を行い、本町農業の諸課題解決に向けて取り組んでおり

ます。  

 大きな３番につきまして。  

 このことにつきましては、ＮＨＫラジオのコールセンターに確認を行いました。

技術担当者によりますと、ＡＭラジオの場合に、夜間は電波の通りが非常によくな

ることから、外国の電波が混信する場合があるようです。夜間の時間帯を含め、一

定の時間帯においてはＡＭとＦＭで同一番組を放送しているとのことでありました

ので、電波の混信が確認された際には、ラジオ第１、第２ともに徳之島または与論

のＦＭ電波の周波数に合わせてご利用いただければと思っております。  

 以上で回答を終わります。  

○教育長（田中幸太郎君）  

 それでは、西  文男議員の２番、スポーツ少年団の大会参加費補助に係るご質問

についてお答えをいたします。  

 スポーツ少年団の島外で開催される大会への出場に伴う旅費補助につきましては、

大会に出場し、様々な経験を積んでもらうため、本年度、旅費規程を見直し、現行

の ５ 割 か ら ７ 割 補 助 へ と 補 助 率 を 引 き 上 げ る と と も に 、 宿 泊 費 も 、 指 導 者 は

６，５００円から８，０００円、団員は５，０００円から６，０００円へと増額し、

保護者負担の軽減を図ったところであります。  

 しかしながら、現在の規程では、大島地区スポーツ少年団競技別交歓大会及び同

大会で出場権を獲得した場合に出場できる鹿児島県競技別交歓大会への旅費補助が

対象となっております。団によりましては、これらの大会以外でも鹿児島市や奄美

市の大会へ複数回出場していることから、さらに補助の拡大を図りたいところでは

ありますが、町だけの予算では厳しい面もございます。そこで、離島地域の文化活

動を含んだ遠征費に対する国や県からの支援を要請するため、離島行政懇談会の議

題としてまとめ、先月、担当課である企画振興課に提出をしたところでございます。  

 以上です。  

○９番（西  文男君）  

 それでは、順を追って質問をしたいと思います。  

 まず、黒穂病についてですが、先ほど町長の答弁の中で、５月１０日に発生、そ
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れから１２日に関係機関、そして１４から１５にかけて圃場の関係機関全ての方で

地区を分けて確認をし、農家に伝えたというふうな答弁が出ました。非常に迅速な

動きで、農家としても分からない病原菌が入ったサトウキビがあるということで、

何件かすぐ問合せがあり、そして農林課のほうに話をしたところです。関係機関で

すぐ対応して、農家にまた個別に、これは守秘義務等々あって伝えたと思います。  

 それから、具体的な防除策としては、例えば、袋をかぶせて根っこから掘り起こ

して焼却処分をということでありましたが、なかなかそうできない生産農家の高齢

の方もいました。その方々等には、どのような形で行政のほうから、農林課のほう

から防除、それから飛散防止についての指導をされたか、お伺いします。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 黒 穂 病 の 発 生 に つ き ま し て は 、 町 長 の 答 弁 か ら も ご ざ い ま し た と お り 、 ５ 月

１０日に発生の一報を受けまして、翌日、私のほうと、もう一名で現地を見に行っ

て、疑いがあると。私も初めて見た病気でありましたので、これはちょっと関係機

関みんなで集まって、見て、判断する必要があるということで、１２日日曜日でし

たけれども、南栄糖業を含め開発組合、それから農林課、対策本部も含め現地確認

を行って、周りを、その圃場以外も確認したところ、かなり散見されたと。これは

一斉にどういう状況か把握する必要があるということで、調査を行って、状況の把

握に努めたところでございます。  

 その中で、発生株数は圃場に対して０．０１％とか、かなり低いものが多かった

です。多いもので０．１％程度の圃場内での発生率でございました。その中で、か

なり株数が圃場に対して多い圃場については、発見当初、抜取り等も我々のほうで

袋をかぶせて行ったんですが、その後も発生状況を確認したところ、かなり広範囲

で発生しているということが分かりましたので、まずは、生産者に対して周知を行

う、それから防除法を伝えていくということを優先いたしております。その中で、

交付金の事前確認等の調査もございましたので、最終的には、そこでパンフレット

も行って、防除方法をお伝えしているところです。  

 その中で、高齢農家について個別にどうできたかというところに対しては、直接

的に我々がそのお手伝いということは、まだできておりませんけれども、もし要望

等がございましたら、また、糖業部会等で検討して対策を取っていきたいと思いま

す。  

○９番（西  文男君）  

 そういう相談があった場合は、ぜひサトウキビ、各集落に支部長がいますので、

連絡を密に取って、ぜひ根絶するような動きの手伝い、そして指導をしていただけ
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ればというふうに思います。  

 それから、確認ですが、抜根をして焼却処分をしてくれということなんですけれ

ども、多くの農家の皆さんから、例えば、支部なり、一くくりなり等々での焼却の

場所、そして焼却の指導をしていただくよう要請はできないかという話がありまし

たが、その点についてはどのような形で対処したか、お伺いします。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 黒穂病なんですが、実際、鞭状物というものが出てきて、発症している株を私も

触って、実際ちぎってみました。そうすると、かなり胞子というか、もう手が真っ

黒になるぐらい黒い粉がつきます。併せて、袋をかぶせて抜取りを行うんですけれ

ども、その袋の中には、かなり目に見える形で胞子が下にたまるような状況でござ

いました。  

 そういったこともありまして、それを移動させる、どこかに一か所に運ぶという

ところは、ちょっとリスクが高いのかなというところを思いまして、我々のほうと

しては、その圃場においてなるべく圃場の隅に集めていただいて、そこで燃やして

いただくというほうが適切ではないかということで、そういう説明をしております。  

○９番（西  文男君）  

 焼却については、その圃場でできるだけ移動させて、増殖・増繁の防御をして、

圃場内で焼却するように指導したという認識でよろしいですか。はい。  

 それから、今現在、この黒穂病が発見されてから約１か月になります。あいにく

最近は梅雨の豪雨のため、圃場の確認等々ができづらい状況下でございます。その

後の、直近でいいんですが、一度防除したが、また圃場に再確認できたというふう

な情報等々は農林課のほうに入っていますか。お伺いします。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 今現在、発生状況を一度確認した後、その後、このように梅雨に入っております

ので、その後どうなったかというところは、まだ情報が入っていないところです。

我々のほうとしても、かなり注意深く見ておりますので、圃場等の確認等は随時行

っていますが、今、目に見えてない状況です。  

 ただ、今後、梅雨明け後に皆さん管理作業にまた入られると思いますので、その

中でまた見つけたと、あるよということがございましたら、支部長なり、また私ど

も関係機関に報告いただくようにというお願いをしてございます。  

○９番（西  文男君）  

 おっしゃるとおり、もうすぐ梅雨が明けると思います。管理作業に入っていきま

す。その中でまた発見されたら、同様の連絡網等々でリーダーシップを取っていた
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だき、各支部、そして農家へというふうな防除・防御の対策について指導いただけ

ればと思いますが、この独自のサトウキビの黒穂病発生についてという資料があり

ますが、これカビの胞子ということで、知らなかったんですけれども、土壌の中で

も感染をするおそれがあるというふうな推測もありました。そして、５月から６月

に多く発生をしているという、この独自の資料です。  

 例えば、５月、６月以降、収穫が恐らく１２月頃から始まるというふうに、毎年

収穫は１２月からと伺っていますが、それまで、要は収穫前、そして収穫後、成長

期においての黒穂病が発生するということはあるのかどうか、お伺いします。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 サトウキビ黒穂病に関しましては、昔から重要病害ということで、また、糸状菌、

カビということで、有効な薬剤がない中で、もう手だてとしては、抜取り、焼却し

ていくという耕種的防除が推奨をされてきておりました。  

 その中で、抵抗性のある品種の変遷に伴って、黒穂病の姿がちょっと見えなくな

っていたところですけれども、町長の答弁でもございましたように、今またいろん

な品種が沖永良部島内において生産されておりますので、その関係でまたちょっと

見えてきたのかなというところを推測しているところでございます。  

 病原菌の侵入温度というのが１４度から３４度で可能と。それから２８度が感染

の適温。芽が若いほど容易に侵入する。地上部及び地上部の若い芽に侵入しやすい。

胞子の飛散は５月から７月と１０月から１１月と言われております。その中で、芽

が若いほど容易に侵入するというところで、今、この春株、株出しのほうに圃場の

発生がよく見られるのかなと思っていて、夏植えでは今、一件も見つかっていない

ところです。  

 その中で、１０月から１１月に関しては、もう収穫前ということもありまして、

かなりキビの熟度も増しておりますので、芽も硬化しているだろうと。そういった

ところで、胞子が直接キビに感染していくということはちょっと考えにくいかなと。  

 ただ、残っている胞子が土壌に落ちてしまったとき、多分、どうなるのかという

ことだと思いますが、その胞子自体は乾燥状態で６か月、それから水分がある状態

や土壌中では４週間から６週間は生存可能ということもありますので、ただ、土に

落ちてしまった胞子がどのように移動するかということは、これは収穫期もそうで

すが、我々が行う管理作業での移動も一緒ですので、それがどういうふうに今後影

響があるのかということは、状況を見ながら判断していく必要があると思います。  

○９番（西  文男君）  

 今の答弁の中ですと、収穫前まで気をつけてやらないと、非常に厳しい状況下じ
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ゃないかという推測でございます。その辺も含めて、今、答弁いただいた内容につ

いては、支部長を通じて各農家に必ず詳しく情報伝達をしていただくよう強く要請

をして、１番は終わります。  

 ２番についてです。  

 町長の答弁の中で、原因究明に足る根拠が不足しており、原因の断定は困難です

という回答ですが、その回答、今現在は分かりますけれども、これ、町に対して、

農林課に対してどうと、こういうことではなく、何か話に聞きますと、４０年等々

前にもあったのではないかとか、例えば喜界島でも確認をされているというふうな

情報があります。  

 サトウキビを生産している地区、熊毛郡、それから沖縄県を含めて、この原因究

明をこの各市町村首長さんから県へ、県から沖縄県と共に原因究明についての対策、

そういう形の行政間での、例えば補助であるとか、生産が落ちた場合、それから、

その対策としての具体案を求める、そして、今後出ないような形の農薬の開発につ

いてはどのような形で考えているか、お伺いします。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 まず、黒穂病の拡大防止につきましては、県内の他産地、それから鹿児島県も含

めた関係各所と密に情報共有を図っていくことが、まず第一だろうと思います。  

 その中で、サトウキビ産地全体として黒穂病撲滅に向かって効果的な防除、対策

を講じることができるようには、県を通して国を含め、適切に要望してまいりたい

と思います。  

○９番（西  文男君）  

 町長にお伺いします。行政懇談会等々の首長会があると思います、県内でもです。

先ほど農林課長は、そういうような形でぜひ町長にということですので、町長、行

政懇談会等々の会合の中で、沖永良部のみならず基幹産業のサトウキビを生産して

いる地区の首長、そして、ぜひ隣の沖縄県と一緒に国に対して、農水省に対しての

要望をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  

○町長（今井力夫君）  

 行政懇談会は、これは県内の市町村長を対象にして行われておりますので、県内

でこういうふうな声を上げて、隣県とも協力しながら国に要望してまいりましょう

という声がけは、当然必要なことだと思っております。  

 と同時に、年に何回かやはり中央省庁への、特に農林水産省への、我々、陳情と

いうのが、ほかの省庁に比べるとかなり多いというか、時間的にもかなりの時間を

割いておりますので、そのあたりで関係省庁のほうへの申入れというのもしていく
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必要があるかなと思っておりますので、隣県との協力、プラス中央省庁での要請活

動というものにも取り組んでまいりたいと考えております。  

○９番（西  文男君）  

 ぜひそういう形で、協力体制で農家のために撲滅していただくよう強く要請しま

すが、知名町のほうは、農林水産省から職員を派遣して、農業の生産、そしていろ

んな研究を農家のためにやっていますので、ぜひその辺は要請、それから省庁への

依頼等々もできやすいのかなというふうに思っております。ですから、原因究明が

足りないということではありますが、早急に農薬の完成等々で農家の作業の負担も

軽減できるように強く要請して、②の質問を終わります。  

 ③について、今後の飛散防止に具体的な対策はどうなっているかということで、

先ほど町長の答弁の中で、本病害の胞子は土壌中に長期生存可能であるというふう

な答弁がありました。具体的に、農林課長、どれぐらいの期間というふうに今認識

されているか、お伺いします。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 先ほど少し説明を申し上げましたけれども、黒穂病につきましては、かなり古い

文献ですと、昭和１０年頃、奄美地域で発生し、というので、調査研究はその頃か

ら進んでおります。  

 農業開発総合センター、昔の大島支場におきまして、サトウキビ黒穂病の生態と

いうこと で詳 しい生 態が載せ られ ており ますが、 その 中で、 胞子―カビ の胞子 で

す―自 体 は 乾 燥 状 態 で ６ か 月 以 上 と 。 そ れ か ら 、 水 分 が あ る 状 態 や 土 壌 中 で は

４から６週間、または二、三か月間生存可能。土の状況にもよるかと思います。  

 その中で、なるべく発生圃場につきましては、休耕期間を置いて、例えば、すぐ

収穫後に春植えをするということではなく、夏まで休耕を取っていただいて、夏植

えをする、また、そういった対応が必要になるかと思います。  

○９番（西  文男君）  

 乾燥で６か月、それから水分があると４から６ということで、当然土の状況によ

って変わってくるだろうという答弁でした。  

 そして、答弁の中で、今期収穫後に夏植えへの植え替えや他作物への転作等とい

う答弁がありました。これ、土壌の中にその胞子、要はカビ菌がそれだけ蓄積して

いる中で、他作物についての影響を及ぼすという可能性はどのような形になってい

るか、お伺いします。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 今のところ、黒穂病はサトウキビについてのみ発症いたしますので、ほかの作物
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については影響がないものと考えております。  

○９番（西  文男君）  

 それであれば、またその黒穂病の確認された圃場、また先ほど言った０．０１か

ら０．１％等々の数字も具体的に出していただいたので、そこら辺、多いところに

おいては、また、他作物への植付け等々の指導もしていただければというふうに思

います。  

 そして、これ、例えば収穫後に焼き畑農業、ハカマを焼いて農業をしている方が

おる。ただ、先ほどの地球温暖化防止対策については相反するところがありますが、

連作等々の障害を含めて、農家から焼いたらどうかと、カビのほうの菌はどうなる

んだという話がありましたが、その辺についてはどのような形で考えていますか。

お伺いします。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 私も同様のことを考えたんですが、地表部にある胞子は、もしかしたら減る可能

性がありますが、土中にあるものに関しては、恐らくその火でなくしてしまうとい

うことはできないのかなと思うところで、効果はありますと言えるものではござい

ませんので、それについては推奨するということではございませんし、ハカマがキ

ビの上にあるということで、マルチであったり、雑草対策にもなりますので、おの

おののこれまで行ってきたサトウキビの反収向上における肥培管理で、そこは行っ

ていただきたいと思います。  

○９番（西  文男君）  

 そこで、今の答弁、私も考えていましたが、ぜひこれも県を通じて国、そして関

係農林水産省等々に、ぜひ実験のほうの依頼のほうはしていただくよう要請をして、

③を終わります。  

 ④の質問です。毎年農林課が出していただいている農業生産振興計画書で、やは

り近年、今井議員からも質問ありましたが、全てにおいて高騰、全てにおいて外海

離島の農家の負担が増加し、しかも売上げが減少し、非常に厳しい状況下です。  

 それから、例えばサトウキビ、収穫面積が３０ヘクタールぐらいマイナスになっ

たと。日照不足等々においても反収の減が認められ、１億３，０００万円ぐらいの

マイナスというふうな答弁がありました。例えば、じゃ、面積は３０ヘクタールに

なって、反収においてどのような形になったか、お伺いします。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 令和４年度の農畜産物生産計画におきまして、計画におきましては、我々は例年

の 平 均 反 収 を 基 に 計 画 反 収 を 設 け ま す の で 、 そ れ に つ い て は 、 ４ 年 度 は
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５，０７７キロ、およそ約５トンを目標に計画を立てておりました。その中で、実

際、令和４年度の実績といたしましては、町長からの答弁でございましたように、

いろいろ日照不足等々ございました関係から４，７０９キロということで、５トン

を下回る反収となっておりました。  

○９番（西  文男君）  

 そういう形で反収を下回って、いろいろ燃料、それから肥料等々が上がっている

上に、また農業委託の料金表が、令和６年７月からのが各家庭に配付されました。

農家が非常に厳しい中、例えば、私、前回の質問の中で、やっぱり全て委託をする

とマイナスになりますよという計算で平均で出しましたが、今年また７月からロー

タリーが以前より１０アール、１反当たり４００円、税抜きで上がっております。

それから、当然全てにおいて管理委託作業の料金の増額があります。  

 農業立町として、例えば、この農業計画の中で見ますと、大体これ、令和４年度

の実績を見ますと、１農家当たり約１００万円の収入の減になっているかと思いま

す。その上に、なおかつ物価高騰、それから農業に携わる全ての燃料から含めて増

額しています。でも、収入はまた減。ということは、非常に厳しい状況下です。  

 中で、町の農業に対する増産に向けての研修や、その他、町長の答弁の中にもあ

った技術連絡協議会等々、各専門部ですばらしい計画を立ててやってはいますが、

それでもやっぱり追いつかない状況です。ですから、例えば最低ラインのサトウキ

ビであれば反収、そして収入においては、例えば何らかの助成、補助をするような

形を具体的に制定していくような時期にも来ているんじゃないかなというふうに思

います。  

 ただ、農家が一生懸命頑張っていないという形ではなく、散水もし、適宜適期管

理もしという形の中で、どうしても価格等々で低迷、低売等を含めて減額になった

場合の町の補助というふうな形の検討についてはいかが考えているか、お伺いしま

す。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 比較している年度が令和４年度、一番物価高騰等もありました年です。令和５年

度に入りまして、若干それが落ち着いてきているところでございますが、併せて、

令和５・６年期のサトウキビについては、５トンを超える反収であったので、糖度

も高かったということで、農業者の皆さんはちょっとほっとされたかなと思うとこ

ろですが、この厳しかった令和４年度について言いますと、サトウキビにつきまし

ては、交付金単価は据置きでございましたが、原料代、価格のほうは前年度よりも

上昇をしました。その中で、我々のほうも、肥料高騰分に対してどのぐらい影響が
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あるかということを当然試算をしていきますけれども、原料代高騰で、肥料分につ

いては５トンあれば賄えるというような計算をしておりました。  

 その中で、サトウキビにつきましては、先ほど議員もおっしゃっていただきまし

たけれども、散水事業とか畑かん等の整備も行っておりますし、また、病害虫等の

薬剤の１５％補助ということも継続して行っております。  

 そういった中で、昨年度については、サトウキビについては原料代という部分で

カバーできているというふうに少し考えまして、面積の大きいバレイショについて、

種子代の補助という形で助成をするというふうに昨年度は取り組んだところです。

今年度についても、農家の厳しい現状というところは把握しておりますので、交付

金等使える事業が出てきましたら、即座に対応してまいりたいと思います。  

○９番（西  文男君）  

 ぜ ひ 、 サ ト ウ キ ビ に つ い て は 交 付 金 の 増 額 を 、 常 々 全 て の 会 合 ま た は 議 員 大 会

等々で言っておりますので、その実現に向けて、まず交付金の増額をするよう再度

強く要請をします。  

 それから、先ほど言ったように、バレイショ等々につきましては、価格変動が非

常に大きい作物でございます。町の農家の方々もたくさんジャガイモ等々を生産し

ておりますので、そこら辺のまた最低限の、価格が下がった場合どうするのかとい

うふうな具体的な対策は、前もって検討委員会を立ち上げて、農家の生産意欲が落

ちないよう努力して、また増産に向けて頑張れるような強い政策を打って、農家に

活力を与えていただくよう強く要請をします。  

 それから、⑤についてですが、皆さんの部会で一番に上げているのが、例えば、

令 和 ５ 年 度 の 実 績 等 々 見 る と 、 ま ず や っ ぱ り 土 壌 診 断 が き て い ま す 。 診 断 件 数

７００件、全ての農作物について土壌診断を行っています。  

 それから、例えば糖業部会におきましては、反収向上において土づくりの推進と

いう形、活動内容、課題解決の目標。野菜部会も同じでございます。それから、花

卉部会においても、低コストにおいて土壌分析の適正施肥の推進という形になって、

私、何回か話をしていますが、この沖永良部の土地を昔に戻そうということで、堆

肥センターの準備委員会の設立を強くお願いしたが、その後どうなっているか、お

伺いします。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 堆肥センターにつきましては、今、沖永良部農業開発組合というところでバガス、

そ れ か ら 堆 肥 を 利 用 し た 堆 肥 セ ン タ ー が ご ざ い ま す 。 そ ち ら に つ い て 、 年 間

４，０００トンから４，５００トンぐらいの堆肥が生産をされております。併せて、
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知名町のほうでも液肥の利用等の推進も行っているところですので、まずはそちら

を利用していただく。  

 そちらについて、まだ足りないよという状況になれば、当然堆肥センターの設立、

それから農家の経費の軽減にも役立つものとは思いますので、化学肥料が今後値上

がりしないとも限らない、そういった中で、島内にある有機物資源を活用していく

ということは、もう町長の答弁でもありましたけれども、我々にとっても命題であ

りますので、どういった形で進めていくかというところは検討をしている状況です。  

 検討していると言いつつも、今現在ある堆肥センターの有効利用がまず第一です

ので、そちらを利用しながら、今後、どういった施設を入れていくのかというとこ

ろも含めて検討している状況でございます。  

○９番（西  文男君）  

 現在の開発組合の堆肥センター、当然利用している農家もたくさんあります。じ

ゃ、例えばそこでキビ農家だけ補助があって、バレイショの補助がないというふう

な現在の補助の統一じゃない部分。そして、例えば県道や農道の伐採をしている有

効な堆肥にできる材料も捨てていると。ゼロカーボンを目指す知名町において、そ

ういう形の全てにおいて有効利用できる資材をぜひ有効に使っていただいて、しか

も農家に還元をし、化学肥料の軽減、農家の負担が少なくなり、農家の負担軽減、

増産に向ける一つの施策じゃないかというふうに思いますので、早急な具体的な準

備委員会の設置をし、両町を含めて堆肥センターの全てを利用できる、各市町村が

もうやっておりますので、ぜひその堆肥センターを造っていただくよう要請します。  

 実は、私、去年の一般質問、９月で、ちょうど台風で長期に船や飛行機が欠航し

たときに、マンゴーの空輸はできないかというふうに町長に質問をしました。非常

に農家が困っているということで、町長は、今あるＡＴＲではとてもじゃないけれ

ども農作物は運べないよという答弁がありました。  

 しかし、この間の２７日の群島各地区の協議会の中で、これ、喜界町の町長から、

今度２回、実証実験をすると。マンゴーの奄美群島から鹿児島への航空輸送を２回

実証実験をするということで、何が言いたいかというと、やっぱりこういうふうな

形で我々が行政のほうに、しかも、町長がまたそういう場で話をしていただいて、

実証ではありますが、やってみるという形になっています。  

 ですから、堆肥センターにおいても、ぜひそういう形で出していただいて、補助

等々の事業で設立できるよう強く要請をして、大きな１番を終わります。  

 次に、教育行政において、先ほど教育長の答弁の中で非常にありがたい、今後日

本を支える子供たち、知名町の子供たちのために、５割から７割に遠征費の補助の
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増額を、４月１日付ですか、私が頂いた規約の中でありました。  

 まず、スポーツ少年団の規程においてですが、これは交歓競技大会というふうな

見出しがあります。それ以外の大会についても同様の助成ということで理解してよ

ろしいでしょうか。  

○教育委員会事務局参事（田邊  栄君）  

 お答えします。  

 基本的には、大島地区スポーツ少年団交歓大会でありますが、台風等により大会

に行けなかった場合などは、代わりの大会に旅費の補助をすることを考えておりま

す。  

○９番（西  文男君）  

 ということは、交歓大会が全てですよと。台風等々で物理的に参加できなかった

場合、他競技について同様の助成するということですね。はい。  

 であれば、実は、この知名小学校ですか、バスケットボールをしている子供たち

がいます。この子たちが、去年、年４回ぐらい郡内の大会に参加をしております。

これは、大体１回当たり１万８，０００円ぐらい、１人、削って削って費用がかか

っております。それでも年４回等行っております。これは子供たちが、まず町に合

わせたリサイクルもし、海岸の清掃ボランティアもし、また、自分たちの旅費のた

めに空き缶拾い等々、リサイクル活動もして、こういう形をしているそうです。  

 今回の改定の中で、県大会においては、大島地区競技交歓大会以外の大会で優勝

または２位、３位も同額の規定とするとあります。県大会においては交歓大会以外

の大会でもオーケーですよと。地区大会においては、交歓大会以外は認めませんよ

というふうな、この違いはどうして生まれたか、お伺いします。  

○教育委員会事務局参事（田邊  栄君）  

 ジュニアベースボールの野球競技について、大島地区スポーツ少年団交歓大会以

外の大会に旅費補助をしたことがありまして、ジュニアベースボールのほうが、ち

ょっと例外的な感じで旅費補助をしている状況が現在あります。今年度に、ほかの

バスケット競技とかのほうからも、そういう交歓大会以外の大会に参加したいとい

う申入れがありましたので、今年度、ちょっとスポーツ少年団の旅費規程を、役員

とかとスポ少の団体とかと協議をして、規程の改定を考えているところでございま

す。  

○９番（西  文男君）  

 スポーツのみならず文化においては、小学校では、例えば交歓大会というふうな

形の大会はあるか、お伺いします。  
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○教育委員会事務局参事（田邊  栄君）  

 文化については、旅費補助は現在ありません。  

○９番（西  文男君）  

 いやいや、そういう交歓大会があるかどうかというお伺いです。  

○教育委員会事務局参事（田邊  栄君）  

 文化活動については、大島地区内ではそういった交歓大会などはありませんが、

奄美パークのほうなどでは、わらべシマ唄大会とかいうことで、大島島内の小・中

学生が参加して芸能発表する場などがあるようです。  

○９番（西  文男君）  

 小学校では、なかなか文化は、大島地区交歓大会等々の開催はないということで

すので、これ、中学校の旅費規程を見たら、例えば鹿児島県吹奏楽コンクールとか

いう形で規定をされております。中学校も同様な補助・助成の増額をしたと聞いて

おります。それについては、非常に保護者等々も家計に助かるということで喜んで

おります。子供たちに夢と、それから、今後の友好、親睦等々についても助かって

いるという形でした。  

 そんなに子供の数も少なくなって、児童・生徒も少なくなっております。そうい

う形で、ぜひ大会等々、自分たちで探して、こういう大会に行けば県大会に行けて、

視野も広がり、それから親に対する感謝、そして知名町で育ってよかったなという

話等々も出てくるというふうに聞いております。そこら辺含めて、交歓大会以外の

郡の大会においても同様の規定にしていただくよう要請したいと思いますが、いか

がでしょうか。お伺いします。  

○教育委員会事務局参事（田邊  栄君）  

 文化等の大会などは大島地区内ではないと、調べたところでありますが、今後、

文化等の大会とかにつきましても、県や教育事務所などに要請などをしていきたい

と考えております。  

○９番（西  文男君）  

 ぜひそういう形で要請をしていただくよう強く求めます。  

 それから、財源については自主財源というふうにお聞きしていますので、中学校

の財源については県からの財源も２割ぐらい組み入れている、今年度からですね、

ぜひそういう形で、国・県の補助の確認もし、自主財源を他方面で有効に使うよう

な形でするよう強く要請をします。  

 それから、ラジオについてですが、先ほどの答弁の中で、ＡＭはなかなかいろん

な電波を拾って、深夜になると聞きづらいというふうな形、調べました。  
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 そ れ か ら 、 各 家 庭 に 配 っ て あ る 防 災 ラ ジ オ 。 こ れ は 、 今 お っ し ゃ っ た Ｆ Ｍ の

８４は入りますか。  

○総務課長（成美保昭君）  

 今、各世帯にお配りしてある受信機ですが、今、私が前面のパネルの絵を見なが

らしゃべっているんですけれども、ラジオ沖縄ＦＭとか、琉球放送ＦＭとか、そう

いうような設定で、プリセットで登録してありますので、そちらに合わせていただ

ければと思っております。  

○９番（西  文男君）  

 先ほどの答弁の中で、ラジオ第１が７７が与論、７９．４が徳之島、そしてＦＭ

第２が７７．８が与論、８０．７が徳之島という形だと答弁いただきました。町で

配付した防災無線、そこを設定できますか、ＦＭ。今、ラジオ第１、第２に。お伺

いします。  

○議長（福井源乃介君）  

 防災ラジオで。  

○総務課長（成美保昭君）  

 今、担当から聞いたところ、自分での設定はできないということになっておりま

す。  

○９番（西  文男君）  

 そういう形ですので、防災は、南海トラフ等々地震あったときの情報源として、

インターネット等々も避難所であります。各公民館に設置をしてＷｉ－Ｆｉも引く

という形もあります。  

 しかし、年配の方々が、ぜひ台風情報、その災害情報等をラジオで聞けたらいい

なという方がたくさんいます。ラジオをつけると、いつもジャアジャアして聞こえ

ないという形ですので、ぜひＦＭで大山に電波塔、ＮＨＫに要請をしていただき、

災害時等々でちゃんと受信できる電波塔の設置を強く要請します。いかがですか。  

○議長（福井源乃介君）  

 時間です。総務課長、最後。  

○総務課長（成美保昭君）  

 電波の状況とＮＨＫの方もおっしゃっているんですが、ラジオ第１、第２ありま

す。ＦＭにつきましても、向こうの方の言い分では、現状で十分であろうという感

じのニュアンスで受け取りましたので、これ以上の要望はいたしませんでしたが、

各地域、知名町内の受信状況等をもう一度調査しながら進めてまいりたいと思って

おります。  
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○議長（福井源乃介君）  

 締めてください。  

○９番（西  文男君）  

 以上で、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。  

○議長（福井源乃介君）  

 これで、西  文男君の一般質問を終わります。  

 しばらく休憩します。  

 ３時１５分から再開します。  

休  憩  午後  ２時５８分  

─────────────── 

再  開  午後  ３時１５分  

○議長（福井源乃介君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 先ほどの西君の質問に農林課長から修正があります。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 すみません。答弁の中で開発組合の堆肥について、バガスが主成分のような答弁

をしましたが、ハカマが主成分でございます。  

 あわせて、飼料高騰対策として今、耕畜連携を進めておりますが、今現在、どの

ような粗飼料が畜産農家は必要なのか、それから、畜産農家のほうで分けられる余

剰分の堆肥はあるのか、そういった聞き取りを行っておりまして、そういったとこ

ろで耕畜連携は進めていきますので、よろしくお願いします。ありがとうございま

す。  

○議長（福井源乃介君）  

 一般質問を続けます。  

 窪田  仁君の発言を許可します。  

○５番（窪田  仁君）  

 議場の皆様、そして傍聴席の皆様、さらにはインターネットをご覧の皆様、こん

にちは。  

 議席番号５番、窪田  仁が、１から５まで一般質問をいたします。  

 大きな１番、農業振興について。  

 沖永良部の農業は、サトウキビを基幹作物に輸送野菜、花卉、果樹、葉たばこ、

肉用牛など幅広い品目が生産されています。複合経営と冬春期の温暖な気候条件を

生かした各作物の生産安定は、農業経営に大きく影響しています。  
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 ということで、①サトウキビの黒穂病対策について伺う。  

 ②バレイショの軟腐病が多発しています。対策について伺う。  

 ③新規就農者は国の支援事業後に安定した営農が行われているのか、状況につい

て伺う。  

 大きな２番、経済振興について。  

 職員の不祥事により、役場関係者が飲食を自粛されているようですが、飲食店の

来客が極端に減り、経営が逼迫しています。役場の自粛で低迷した飲食店の活気を

取り戻す施策について伺います。  

 大きな３番、離島防衛について。  

 ①台湾有事について、先島諸島の１２万人を鹿児島県本土や山口県に避難させる

という報道がありましたが、対策について伺います。  

 ②本町は、基地周辺整備事業の導入率が低い。補助率が低く、申請書類が多いた

め、導入が厳しい状況と聞いています。基地負担が住民の福祉の向上に対応できて

いないと思われる。課題解決に向けた取組はできないか伺います。  

 大きな４番、脱炭素事業について。  

 ①漁協に製氷機の要望が出ていますが、電源に太陽光発電の導入計画はないか。  

 ②高齢者が運転免許証を自主返納しても自立した生活を営むことができるような

環境づくりに、シニアカーの購入補助はできないか伺う。  

 大きな５番、道路整備について。  

 ①知名東循環線（はちまき線）の進捗状況について伺う。  

 ②新城の町道新城阿場線の進捗状況について伺う。  

 ③余多（沖永良部高等学校ごみ捨て場裏）のガードレールが傾いているが、補修

について伺う。  

 以上で、壇上からの質問を終わります。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、窪田  仁議員のご質問に順を追って回答してまいります。  

 サトウキビの黒穂病対策についての案件でございますが、本町においては、本年

５月１２日に黒穂病の発生が認められ、現時点で町内の５つの字で発生が発見され

ております。  

 黒穂病は、風雨による胞子の飛散等により感染が拡大するため、発病株発見後の

迅速な防除が重要です。しかし、現時点での有効な防除薬剤がないため、発病株の

抜取り及び焼却といった耕種的防除の徹底を図ってまいります。  

 また、本病害の胞子は土壌中に長期間生存可能であるということから、発生が確
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認された圃場においては、今期収穫後に夏植えへの植え替えや他作物への転作等を

奨励し、拡大リスクの軽減を図ってまいります。  

 そのほかにも、抵抗性品種の普及や発病圃場からの採苗抑制の対策等を推進する

ほか、町内生産者と関係機関が一体となって拡大防止に取り組めるよう、適切な情

報提供に努めてまいります。  

 ２番目に、バレイショ軟腐病につきましては、高温多湿で発生しやすく、品種で

は、ニシユタカがゴールドやメークインに比べて軟腐病の発生の割合が多い傾向に

あります。  

 防除対策につきましては、現在、薬剤散布に加え、耕うんの徹底を図ったり、種

芋消毒や排水性の改善、緑肥やサトウキビとの輪作など、総合的な防除を推奨して

いるほか、現在、鹿児島県園芸振興協議会においては、病原菌の同定や有効薬剤の

確認などを行っているところであります。  

 ３番目、農業従事者が減少する本町において、持続可能な力強い農業を実現する

ためには、次世代を担う農業者の育成・確保が重要であり、本町においては、平成

２４年から国庫事業を活用し、新規に就農する若者の育成支援に努めてまいりまし

た。  

 給付金の受給者の人数につきましては、平成２４年度から２９年度の６年間は、

青年就農給付金事業で２１名、平成３０年度から令和３年度までの４年間において

は、農業次世代人材投資事業で１６名、令和４年度から現在は、新規就農者育成総

合対策事業で６名、これまで合計４３名に給付を行っております。  

 給付金支給者の就農定着状況につきましては、年に２回、受給者から提出された

就農状況報告書によって確認を行っております。過去に受給を受けた者のうち、本

人や家族の病気を理由に離農した者が３名、兼業により給付要件の就農時間を確保

できなくなったため、給付金に該当しなくなった者が１名おります。ほかの受給者

は現在も精力的に農業に従事し、うち１１名は認定農業者に移行しております。受

給者の９割以上が定着をしており、このようなことから、安定定着が図られている

ものだと判断をしております。  

 ２番目の経済対策につきまして。  

 このことにつきまして、商工会に対して職員が飲食店利用を控えることによる売

上げ減少や経営の逼迫について確認をしたところ、飲食店事業者の声といたしまし

ては、職員の利用が減ったことによる売上げの減少は確認はしているが、飲食店か

らの経営相談や融資の申込みなどはないので、経営の逼迫状況までは確認できてい

ないとのことでした。  
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 また、飲食店全体の景況感といたしましては、商工会で決算申告をしている事業

者を対象に調査をした結果、長期的に見れば、昨年度の飲食店の売上げ状況は、コ

ロナ前までは戻ってきていると。一方で、短期的に見れば、昨年度の同時期と比べ

ると売上げは少し減少し、経費が増加している。その原因といたしましては、物価

高騰による町民の外食自粛や、事業者が高騰した物価を価格へ転嫁することが追い

ついていないことが考えられるとの回答でありました。  

 このようなことから、職員の飲食店利用の自粛がどの程度影響を与えているかと

いうことについては不明なものの、飲食店業者をはじめとする町内事業者が現在も

物価高騰の影響を受けているということは確認されており、町といたしましては、

これまでも国の交付金を活用した物価高騰対策としての商品券事業等を実施してま

いりましたが、今年度につきましては、政府が６月から実施いたします所得税や住

民税合わせ４万円減税する定額減税による町民の可処分所得の増加が、町内事業者

によい効果を及ぼすものと考えるとともに、各店の自助努力も含め、その影響を注

視してまいりたいと考えております。  

 また、このほかにも、国や県の支援制度等で活用可能なものがあれば、随時活用

を検討してまいります。  

 離島防衛につきまして。  

 議員のご質問は、先日メディアで報道がなされており、承知をしております。質

問に上げられている１２万人は、これは沖縄県及び先島諸島の住民のことを指して

おり、なおかつ受入先の九州各県との調整は、国・県が担うべき事案であるという

ことから、本町としての対策について、現時点で答弁できる段階ではございません。  

 ２番目につきまして、本件につきまして、所管の九州防衛局に問い合わせたとこ

ろ、過去には基地が多くあるという理由でも基地周辺整備事業が採択できたようで

すが、現在は、航空基地や演習場等の騒音問題、環境汚染等の事実がないと採択は

厳しいとの回答をいただきました。分屯基地を保有する他市町村の活用実績を見な

がら、導入できるものは積極的に導入していきたいと考えております。  

 脱炭素事業につきまして。  

 製氷機の新設計画でありますが、漁協の経営状況など管理団体の問題や、設置箇

所、施設規模など検討事項が多く、現時点では具体的な導入計画が定まってはいな

い状況です。施設整備の際には、運営コストの低減に努めるのは当然であり、太陽

光発電など再生可能エネルギーの利用も含め、包括的に見て判断してまいりたいと

考えております。  

 続きまして、シニアカー問題につきましては、本町では、高齢者に対しての敬老



― 66 ― 

バスや障害者等に対してのバス無料乗車補助を行っております。運転免許証を自主

返納された高齢者におかれましては、まずはバスを積極的に利用していただきたい

と考えております。  

 道路整備につきまして。  

 知名東循環線は、知名から芦清良間の約２キロメートルの舗装修繕事業を実施す

る計画となっており、現在、舗装構成を決定するためのＣＢＲ試験業務を委託して

いるところであります。ＣＢＲ試験の結果が国の補助金事業の要件に当てはまる区

間は、今年度から舗装修繕を行っていく予定であります。  

 次に、新城線につきまして、現在、知名町の舗装要望につきましては、道路整備

要望の手引きに基づいて評価判定を行い、事業実施箇所を決定しております。  

 新城阿場線においては、他の要望箇所に比べると優先順位が低く、現在のところ、

事業化の予定はございません。しかしながら、今後の状況によっては事業化の必要

があることも考えられるため、当初予算編成時に現況を反映した優先順位の再評価

を行い、検討してまいりたいと考えております。  

 余多字につきましては、ご質問の件につきまして、沖永良部高校裏の公衆用道路

のガードレールが、地盤の変化により当初の位置より後退していることを確認して

おります。補修工事につきましては、今年度の水土里サークル余多地区予算及び一

般会計補正予算等にて危険度の高い箇所を実施する計画であります。  

 また、ガードレールの設置延長が長く、単年度での補修が難しいということから、

補修が遅れる箇所につきましては、別途の安全対策を講じていく予定でございます。  

 以上で、回答を終わります。  

○５番（窪田  仁君）  

 それでは、順次、再質問をしていきます。  

 サトウキビの黒穂病には、西議員のほうで詳しくご答弁されましたが、一部追加

で聞きたいことがありますので、お聞きしたいと思います。  

 まず、５月１０日に発見されてから、５月１２日に知名町に発生が確認されたと

いうことで、１４から１７日の調査で発生率が約３．５％、和泊町でも確認された

ということで、沖永良部島以外の調査では、奄美大島が０．７％、喜界島が２２％、

徳之島が１．５％、屋久島と与論島では確認されなかったということで、今後も月

１回巡回し、経過を観察するということのようです。  

 ただ、徳之島では４９年前に黒穂病の発生が確認されたということなんですけれ

ども、沖永良部でも昭和５０年に確認されたということなんですけれども、その状

況はご存じでしょうか。  
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○農林課長（岡越  豊君）  

 沖永良部島における過去の黒穂病発生の記録というのは、現時点で確認できてい

る限りでは昭和４９年に遡ります。奄美地域では、昭和１０年頃において僅かに確

認されている程度という記録がございます。その後、品種の変遷に伴いまして発生

が見られなくなったと。しかし、昭和４７年に沖縄県石垣島で黒穂病が発見され、

昭和４９年に沖縄全域、それから沖永良部島知名町屋子母で確認されたと。これに

端を発して調査したところ、４９年、同年に徳之島でも確認をされ、次いで、昭和

５０年に奄美大島、喜界島などでも発生が確認されたとなっております。  

 沖永良部島における感染防止の記録というのが、その当時どうされていたかとい

うところはちょっと現在のところ把握はできておりませんが、当時から抜取り、焼

却という方法が取られていたようでございます。  

 奄美全体として発生初期から１１年たちました昭和６０年頃に、抵抗性品種であ

る農林４号、農林５号、そういったものが奨励品種となって品種転換が進んだこと

によって、黒穂病の発生が減少したという記録がございます。  

○５番（窪田  仁君）  

 昭和４９年に沖永良部で大規模に流行し、大きな被害が出たという報告が残って

おりました。それは、なぜこれだけ出たのかという原因ですけれども、ここにはＮ

Ｃｏ３１０という品種が使われたということで、これが昭和３５年から平成元年頃

まで使われたということなんですけれども、今、５５％使われているＮ２７号は秀

ということなんですけれども、抵抗的にはどれぐらい強いか、お伺いします。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 県の定めます農作物奨励品種の特性の中で、黒穂病に対する品種の抵抗性という

も の が ご ざ い ま す 。 そ の 中 で 、 農 林 ８ 号 、 農 林 ３ ０ 号 に つ い て 強 、 そ れ か ら 農 林

２２号、２７号、３２号について中程度、農林１７号、２３号、はるのおうぎにつ

いて弱というふうに記載をされておりますが、農林２７号が今、沖永良部で一番植

え付けられている面積の多い品種でございます。  

 ２３号が弱いというふうに試験場等のデータではございますが、これについて、

２ ３ 号 に は 発 生 が 今 見 ら れ て い な い 状 況 で す 。 な の で 、 面 積 が 多 い と い う こ と で

２７号に現われているのかなということも考えられますので、これについて、試験

成績が云々ということは私どもは申し上げられませんけれども、今、品種構成とし

ては、満遍なく８号は強いとありましたけれども、８号にも発生がありますので、

２７号が中ではありますが、決して弱いと現時点で断定できるものではないと考え

ております。  
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○５番（窪田  仁君）  

 ちょうどホームページを見ると、抵抗性品種に８号と３０号が書いてありますが、

８号にも入ったということで、一番流行の多いところで喜界島の方に聞いてみます

と、８号と３０号を勧めておりましたが、喜界島の状況に見てみますと、若干黒穂

病の性格というのか、風雨で発病が広く広がるという話なんですけれども、これは

喜界島がいうには、山間部の乾燥した圃場に多く、低地の湿度の高い地域が少ない

と報告があるという、逆の報告が出ているんですけれども、これはどちらなのか、

お示しをお願いします。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 県の病害虫防除所が示しております病害虫発生予察の中で、黒穂病の発生につい

て注意報が５月２１日に出ております。この中で、喜界島とか沖永良部においての

発生状況についても触れられて、その中で注意報が発せられておりますが、その中

で、今期、喜界島においてはそのような発生がありましたが、基本、風雨により移

動するということがありましたので、私ども知名町においては、発生圃場の現地確

認をすぐ行っているわけでございますが、発生している地域といたしましては、県

道よりも海岸線の箇所がほとんどというか、そこでしか今現在のところ確認してお

りませんので、これについては、やはり風が通る場所で発生しているのかなと思う

ところです。  

 あわせて、４月に知名町、沖永良部では大変降雨がありましたので、そういう雨

の影響も発生を助長したのかなと考えているところでございまして、喜界島のほう

の担当者等とも話をする機会があったんですが、その中では、喜界島についてはス

ポット的に一部エリアで出ているということで、知名町のようにちょっと広い範囲

で出ているという状況にはありませんでしたので、どちらかというと、発生圃場数

であるとか、現地確認の圃場数の中で見ますと、私ども６９筆、今、確認をしてお

りますが、その中では、今ありましたように、県道から下で確認をしているところ

でございます。  

○５番（窪田  仁君）  

 そうですね、ちょっと分からないところが、風と雨によって広がるのか、乾燥に

よって広がるのか、この辺の違いなんですけれども、ここをまた、どちらか確定し

てもらって、でないと逆方向ですので、湿気によって広がるのか、乾燥によって広

がるのかの違いが出てくるので、お願いします。  

 また、ベンレートの２００倍に浸漬するという農薬も一部は出ているんですけれ

ども、その農薬関係はまだ検討はされていないですか。  



― 69 ― 

○農林課長（岡越  豊君）  

 黒穂病の対策といたしまして、議員のご指摘の種苗の消毒というものでベンレー

トＴ２０水和剤というものがございます。これについて利用はということでござい

ますが、苗消毒用としてベンレートＴ水和剤が登録をされておりますが、この薬剤

の効果としては、本圃にて定植する前に、薬液に定植前の苗を浸漬するという方法

でございます。  

 そういったことを行うことで黒穂病の発病率を低下させることができるというこ

とで、確かにこれを使えたらというところがあるんですけれども、本防除剤の使用

方法においては、薬液の使い回しということが推奨されておりません。その関係で、

ベンレートＴ水和剤の使用方法が、希釈倍率が２０倍で１０分間浸漬をするか、希

釈倍率２００倍で２４時間浸漬をするかということになっていて、ベンレートＴ水

和剤の単価につきましては、５００グラムで３，０８０円となっています。  

 希 釈 倍 率 ２ ０ ０ 倍 の 場 合 、 ２ ４ 時 間 浸 漬 を 選 択 し て 行 っ た 場 合 に 、 １ 反 当 た り

６ケースを４回、１反分２４ケースと考えた場合、費用として６万１，６００円ほ

ど薬剤だけでかかってしまいますので、これについては、あまり費用面から、推奨、

やりましょうというところはなかなか言いにくいといいますか、生産者の負担が増

える点では現実的ではないのかなと考えておりますので、今現在、耕種的防除とし

て示している抜取りの徹底、そして、同圃場から苗を利用しない、そういったこと

を推奨していきたいと考えております。  

○５番（窪田  仁君）  

 あとは、国・県に早く黒穂病の解明をされるよう要望していただくことを要請し

て終わります。  

 ②バレイショの軟腐病が多発しているということで、高温多湿に多いということ

で、総合的には転作という流れなんですけれども、確実な防除方法は、今は見つか

っていないということでよろしいんでしょうか。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 軟腐病につきましては、栽培途中の茎と葉、それから収穫後の塊茎に発生する軟

腐症状でございまして、今現在、軟腐病ということで病名がついておりますが、ど

の腐敗病かというところが特定できておりませんので、今現在、県園芸振興協議会

の試験場、我々技術員も所属しておりますが、そこにおいて、まず菌の同定、軟腐

病について、最近では青枯れではないかというようなことも出てきていますので、

そういった菌の同定を、今、取り急いでいるところです。  

 あわせて、今、こういう軟腐症状のあるバレイショの病害に対して、登録のある
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農薬について、有効薬剤についても併せて摂取試験というものを行っておりますの

で、そういった中で有効な防除方法が確立されればなというところでございます。  

○５番（窪田  仁君）  

 軟腐病は、ペーハーの高い低い関係なしに、どこでも去年入ったところには広が

っていくという流れがあります。これでジャガイモは、ＪＡのフレコンのジャガイ

モが腐り、価格が上がらない状況で、対策として二、三日置いてから選別して箱詰

めしても、やはりその箱の下が腐って液が垂れてくるという、そういう、今、価格

の上がらない悪い状況が出ております。  

 このような中で、優良農家から聞きますと、３０年も連作しているという。その

優良な農家からも聞き取りをされて、いい対策方法を見つけていただきたいなと思

うところですが、どうですか。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 近年、バレイショの軟腐病が多く発生をしております。私も圃場の確認を行いま

して、かなり広い畑で腐敗臭がもうするような圃場も見受けられました。軟腐病の

特徴としましては、高温多湿の条件で発生しやすいということで、今後、県の農業

普及課においても、温暖化に伴ってますます発生しやすくなるのかなというところ

で、今後、大変危惧をしているところです。  

 その中で、議員が言われたとおり、連作というところが原因の一つでもあると思

います。一度発生した圃場というのは菌密度がかなり増加していますので、それを

どう減らしていくかということが大事かなと思います。  

 その中で、豆科とサトウキビについては、軟腐病というのは抵抗性があるという

か、ほとんど罹病性がないと言われていますので、そういった軟腐病が多発してい

る圃場については、豆科であるとかサトウキビへの転換、輪作を行っていくことが

望ましいと考えております。  

○５番（窪田  仁君）  

 詳しい輪作の形を教えていただき、勉強になりました。  

 ３０年も連作している農家から聞きますと、バレイショを３０年連作していると。

病 気 は 入 ら な い 。 グ ラ ジ オ ラ ス 農 家 か ら 聞 く と 、 連 作 や っ て い ま す け れ ど も 、

３０年以上やっている。切り花のユリ農家から聞きますと、同じハウスに何年もや

っている。対策方法があるわけです。畑を替えるというのは簡単な答えなんですけ

れども、また聞き取りをしながら、よりいい方法を出していただきたいなと思うと

ころでございます。  

 それを要望して、③にいきます。  
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 新規就農者が国の支援後に安定した営農が行われているかどうかの状況を伺いま

したが、今のところ、とてもいい安定した状況のところだと思います。これを一つ

のばねにというのか、いい評価として、若い新規就農者を、こういう状況ですよと

いうことでもっと増やしていただきたいんですが、どうでしょうか。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 本町農業の持続的な発展を図っていくには、農業者の数をどんどん増やしていく

ということはもう非常に重要なことかと思います。その中で、新規就農者育成支援

事業、町長からもございましたけれども、平成２４年から青年就農給付金事業とし

て開始しておりまして、１２年が経過をしております。その中で４３名の方がこの

制度を利用しています。  

 これは１２年で割りますと３．５８人ということで、私どもは、この３．５８人

を多いと思っておりませんので、もっともっと利用していただいて就農定着が図ら

れるように、事業の活用については推進をしてまいりますが、地域で農業を志した

い、目指したいという若い方がいらっしゃいましたら、ぜひ皆様のほうからも、こ

ういう制度があるよということは伝えていただいて、また、農林課に足を運ぶよう

に、利用するようにという声かけをお願いできたらと思います。  

○５番（窪田  仁君）  

 聞き取りをしながら、農家の相談なり、申請される支援をできればなと思うとこ

ろなんですけれども、就農者はたくさんの仕事の中から農業を選択しています。一

人一人の農業者を大事に長期的な支援を行い、安定した農業の発展にご尽力される

ことを要請いたします。  

 それでは、大きな２番、経済振興について。  

 確認したということで、飲食店を回り、状況を聞いたという町長答弁がありまし

たけれども、それはいつ頃でしょうか。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 日付のほうについては、正確には確認を取っていませんが、先週、先々週ぐらい

に商工会の事務局のほうに、一回確認をしております。  

○５番（窪田  仁君）  

 ３月２８日ぐらいだと思いますけれども、職員の不祥事が発覚したのは。その後

から飲食店はとても逼迫している状況なんですけれども、それについては、確認と

か調査とか、経済の市場調査はされなかったということでよろしいでしょうか。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 町としては行っておりませんが、今、窪田議員のおっしゃったことに、私たちの
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ほうが間近のほうに調査をさせていただいているということなので、不祥事発覚後

の時間経過を見て、その中で原因が一体何にあったのかということを商工会事務局

と相談をさせていただいたところ、先ほど農業のほうのお話にもあったんですが、

やはり原材料価格の高騰等がありまして、また、消費者の皆さん、外食産業を控え

られているという状況もありますので、一概に役場職員の飲食の自粛、少なからず

影響があるかもしれませんが、やはり原因の大きいものは価格の高騰によるものだ

というふうに認識しております。  

 以上です。  

○５番（窪田  仁君）  

 ２週間前に調査されたということは、もう緩んでいるんですね、大分、状況調査

としては。商工会がしたということはちょっと大きいんですけれども、各店々を回

って、その頃どうだったのか調査をして、それである程度固めていただければなと

思います。今の流れでいくと、高騰対策が原因だろうという話なんですけれども、

それ一つじゃないんです。実際に回ってみると極端に減っています。  

 行きますと、知り合いがカウンターで飲んでいまして、その知り合いを連れてい

ったら、たった１人のお客さんを連れていかないでという、それぐらい逼迫してい

ます。  

 ですから、その状況、３月の下旬か４月の初めあたりに戻られてというか、その

頃はどうだったんですかということを聞いて、これからの対策に足してほしいなと

思うところです。どうですか。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 議員のご指摘のその当時のことを鑑みながら対応に当たっていただきたいという

ことだと思います。そのことにつきましては、これからというわけではございませ

んが、商工振興、以前から商店街は町の顔ということも常日頃言われていますので、

商工会の事務局をはじめ、どのような取組ができるか、先ほど答弁させていただき

ました政府の定額減税に合わす措置も踏まえながら、何ができるのかというのを検

討しながら進めていきたいと思います。  

○５番（窪田  仁君）  

 実際に店舗を経営されている方にインタビューを取るんです。商工会の職員に取

るんじゃない。商工会の職員は店舗を経営していませんから。実際に店舗をしてい

る方に、３月の下旬から４月の上旬にはどうだったんですかと。あの頃は歓迎会が

すごくある時期なんですよ。３月に歓送迎会があって、４月になったら歓迎会があ

る。これが４月の下旬まで続いて、その後に今度は総会シーズンとなるんですけれ
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ども、もうほとんど何かどこの街か分からないぐらい風が吹いていますよ。それも、

これからに生かすために調査をしてほしいということで、要請して終わります。  

 いや、まだちょっとすみません。今のところでもう一点、長引いたコロナ禍を乗

り越え活気が戻りつつある中に、私が思うには、行政の不祥事等々がありながら、

商工観光に影響を与えないように、また景気を下げないように強く要請いたします。  

 それでは、大きな３番いきます。  

 離島防衛について。台湾有事について、今、沖縄県と先島諸島から１２万人とい

う、もうネットを引けばどんどん出てきます。それを見ますと、ここに台湾がある

んですけれども、台湾から、宮古島５万３，０００人を福岡県、熊本県、宮崎県、

鹿児島県へ送ると。石垣島４万８，０００人を山口県、福岡県、大分県に送ると。

それで竹富島、いろいろあるんですけれども。  

 住民と観光客を、その５市町村に避難させるという状況なんですけれども、台湾

有事がもし起きたなら、全島で避難は、輸送や人員の面でかなり難しい。島内にシ

ェルターもないため、国の判断で相当早い段階から避難する必要があるが、攻撃予

測自体も困難ということで、今、先島では２つ、ニメンがあるんですけれども、い

や、それより台湾有事についてどれぐらい考えておられるか、お考えをお示しいた

だきたいと思います。  

○町長（今井力夫君）  

 現時点の国際情勢、非常に危惧すべき状況があるという危機感は、全て国民の皆

さん持っていらっしゃると思います。ロシアのウクライナ侵攻を見て、今、言われ

ているのは、次は極東方面でロシアが南下してくるのではないだろうかと。それと

歩調を合わせて、中国の南下政策というのが相重なって、極東方面において大きな

ことが起こるんじゃないだろうか。  

 そうならないために、今、Ｇ７をはじめ多くの国々がそれに対する抑止をどうし

ていくのかというあたりで協議をしているところであって、その方向性を持って、

我々も国のほうからの指示に従った対応を取っていかなきゃいけないことであって、

沖永良部知名町としてこの台湾有事をどうするのかという国際的な問題を、危惧は

しますけれども、じゃ、それに対して我々がどう対応できるのかというあたりに対

しては、非常に未知数的なところが大きいのではないかなと思っております。  

 いずれにしても、他国の主権を侵害するというような、そういうものが、今、世

界各国で起こり得ているという、そのこと自体は非常に、世界平和ということと同

時 に 、 そ れ ぞ れ の 国 の 主 権 と い う の を も う 少 し し っ か り 守 っ て い く た め に 、 も う

１つの国で１つのエリアだけで何かができるという時代ではない。ウクライナに起
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こっているということは、これは全世界どこでも起こり得るような、そういう危機

感を持っているからこそ、先進国、特に自由主義陣営のほうでは、共同歩調を合わ

せて対応していかなきゃいけないという、それが今現実に進められている国家レベ

ルの対応でございますので、そういうものを我々は十分に注視しながら、では、知

名町においてどういう対策を取っていくのかというのを、指導を仰ぎながらその対

応に向かっていく必要があるのかなと考えております。  

 以上です。  

○５番（窪田  仁君）  

 ２８日に北朝鮮が、午後１０時４３分に軍事偵察衛星を新型の衛星運搬ロケット

で打ち上げ、空中で爆発した、失敗した例があるんですけれども、そのときに中継

で沖縄県石垣市では、Ｊ－ＡＬＥＲＴが国民保護に関する条例ということで、ミサ

イル発射されましたということで、建物の中または地下に避難してくださいという

報道があったんですけれども、建物の中とか、地下は沖永良部で探してもないんで

す。  

 そこで、シェルターとかを造れる予算はどこから持ってくるのかなという、基地

周辺整備事業の中にあるのかなと思う感じがしますけれども、シェルターとかを造

る計画の予算というのは、実際あるんですか、お伺いします。  

○総務課長（成美保昭君）  

 基地周辺整備事業のことについての問合せですが、こちらの所管が九州防衛局と

なっておりまして、私ども知名町のほうではそういう予算は到底ございません。そ

してシェルターを造るための補助があるかどうかも私ども確認もしておりませんし、

そのような計画を国が示しているわけでもございませんので、現在、有事の際のい

ろんな防衛計画が出て、これからも出てくると思いますが、私どもは今のところそ

こを注視している段階であります。  

○５番（窪田  仁君）  

 台湾有事①を終えて、②の基地周辺整備事業です。  

 基地周辺整備事業の導入率が低く、また補助率が低いということなんですけれど

も、これは防衛省なり、どちらのほうに陳情に行けば。町が行くのか、それとも議

員連盟でいくのか、その辺のすみ分けはどのようにお考えか、答えられる範囲でお

願いします。  

○総務課長（成美保昭君）  

 本件につきましては、所管が九州防衛局となっておりますので、今回は担当者の

ほうからそちらのほうに問合せをいたしました。  
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 先ほど、町長の答弁にもありましたとおり、過去には基地が近くにあるという理

由で採択をされたということですが、現在の段階では、航空基地や演習場等の騒音

問題や環境汚染等の事実がないと採択は難しいという、状況がかなり変わっている

ようでございまして、そういう面からいきますと、陳情をしても、なかなかそのあ

たりが採択になるかどうか、向こうのほうもやっぱり時間がかかるのではないかと

思っております。  

○５番（窪田  仁君）  

 防衛という国民全体の利益のために特定の地域の住民が不利益を受けている状況

を、公平の観点から、防衛施設の周辺住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与でき

るように、今、防衛施設整備事業がこのようにハード面とソフト面でたくさんある

んですけれども、これも、いろんなところに、防衛省のほうに相談されて、読み上

げれば、市町村の道路あるいはスポーツ体育館、ごみ処理場、廃棄処理場とか民俗

資料館、ソフト面では、レクリエーション施設、体育館関係、医療施設とかいろい

ろ幅広くありますので、これから補助率のいいものも出てくるかなと思うんですけ

れども、もう少し防衛省に緊密に入り、この担当者と、周辺整備事業関係の詳しい

方と接触を図っていただき、福祉向上に寄与できるよう要請して、次にいきます。  

 大きな４番、脱炭素事業について。  

 ①漁協の製氷機の要望が出ていますが、電源に太陽光発電の導入はできないかと

いうことなんですけれども、今、小学校にも庁舎にもいろいろ太陽光発電が導入さ

れているんですが、蓄電池を込みで漁協に製氷機を設置すると、組合員あるいは町

民が大変経済効果があるのではないかなと思うんですけれども、その点についてお

伺いします。  

〔「計画はありません」と呼ぶ者あり〕  

○５番（窪田  仁君）  

 来年度あたりは計画ないと思います。今年から来年に向けて太陽光の事業が入っ

ていますから、再来年度の計画にはまだ入っていないと思う。  

○町長（今井力夫君）  

 この製氷機については、町民の皆様をはじめ漁協関係、それからヨットで沖永良

部を観光したいという方たちがたくさんおりまして、その方たちからの要望という

のも多々あります。特に町民の皆さんからは、夏場、そしてまた農作業等に非常に

氷の需要が高いのでつくってほしいという要望は伺っております。  

 今、担当課と協議しているのはどの場所につくるのかというようなことが、これ

を行政側の考えと、それから町民側の考え、こういうものをうまくすり合わせをし
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ていかなきゃいけないと考えておりますので、製氷機を町内のいずれかの場所に設

置はしていかなきゃいけないだろう。ただ、しかし、その場所をどうするのかとい

うあたりを考えております。  

 そこに再生可能エネルギーというのを導入することができれば、それはそれで非

常に結構なことなんですけれども、今現在、我々が太陽光パネルを設置できている

のは、あくまでも脱炭素先行地域としての非常に高い利点を持って、かなり有利な

措置をこの知名町には国のほうからいただいておりますので、これをただ普通の製

氷機をつくるどうのこうのということに関しまして使えるかというと、それは即使

えるものではございませんので、これから５年間の計画は既に国に提出してありま

すので、そういう意味で、脱炭素関係の事業としてこれを導入していくということ

は、非常に困難なことだと思っております。  

 いずれにしても、製氷機を、前申し上げたように、必要なものであるということ

は重々認識しておりますので、今後、これをどこに設置して、どんな方法と補助金

を投入していくのかというのをしっかりと検討してまいりますので、もうしばらく

お時間をいただければと思います。  

○５番（窪田  仁君）  

 ぜひ必要なものは早急に計画の中に入れてほしいなと思うところです。  

 ②高齢者が運転免許を自主返納しても自立して生活を営むようなことができるよ

うな環境づくりに、シニアカーの購入補助を隣町ではやられているんですけれども、

本町は見込みもない状態ですか。どうですか、お伺いします。  

○保健福祉課長（中村里佐子君）  

 先ほどの町長の答弁にもありましたように、こちらの知名町のほうとしては、高

齢者のほうにはバスのほうを利用していただきたいということで、シニアカーの補

助のほうは考えてはおりません。  

○５番（窪田  仁君）  

 先ほど、若い子育てをしている職員が多いということで、バス停に遠くて行けな

いと、そういう方もいますので、自宅からバス停まで遠過ぎて歩くのが大変だとい

う方、また、ちょっとした買物に行くのにも不便である、移動手段がなくて困って

いる高齢者の方がたくさんいます。また、買物や通院、金融機関や役場に行くため

の交通機関は生きていくために欠かせないものであるにもかかわらず、町の交通機

関は十分とは言えません。  

 私の周辺でも運転免許の返納をどうしようかと迷っている方、既に返納して日常

生活に困っている方など、高齢者の移動手段の確保を求める声が聞こえてくるよう
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になっております。  

 もう一つ、昨今、高齢者の運転する車に事故が相次ぎ、社会問題と報道されてい

ることが多くなりました。シニアカーの導入に切り替える方がいるんですけれども、

要望は多いんですが、これから、より研究されて導入をされるよう希望して、要請

して終わります。  

 それでは、大きな５番、道路整備について。  

 知名東回り循環線（はちまき線）の進捗状況は、今、言われたとおりですが、は

ちまき線のこっち側、西回り循環線になるんですか、左側、正名、住吉辺りのはち

まき線、知名のほうから上城までずっと幅の広い道路で、両方に水路がある。それ

に比べて、東側のはちまき線は水路もない状態なんですけれども、それについてど

う思われますか。  

○建設課長（英  敬一君）  

 西回りにつきましては、県の農業農村整備事業の農道事業で整備されたというふ

うに認識をしております。当初、東回りにつきましても、その事業が導入予定でお

りましたが、費用対効果の面で採択ができないということがありましたので、今回、

国交省の舗装事業を今年度から取り入れる予定でございます。  

 なお、交通量が少ない関係もありまして、今の計画では、舗装の修繕工事を行う

予定としております。  

 以上です。  

○５番（窪田  仁君）  

 ここが西回りの入り口です。幅広い。これは測ったら９メートルぐらいありまし

たけれども、ここを測ると６メートルもない、５メートルぐらいしかない。この幅

のあれを、ここは昇竜洞前、ずっとこれきれいな道が続いている。ですから、修繕

だけじゃなくて、基本的には短くていいです。大きな道をゆっくりと造ってほしい。

全体を造るんじゃなくて、予算の範囲でここの西回りと同じようなバランスのいい

道を徐々に造っていっていただければいい。これ細い道で仕上がってもらうと困る。  

 今、計画段階だということですので、ぜひこれも要請して、内容についてどうで

すか。  

○建設課長（英  敬一君）  

 これは以前、議会勉強会等でもご説明して、議会のほうでも説明したと思います

が、知名東循環線におきましては、もう舗装のやり替えを行うということで、皆様

のほうにも理解をいただいているものと思っております。  

 そのような考えから、今年度から国の交付金事業のほうに申請をいたしまして、
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舗装のやり替えを行うということで補助金の決定通知もいただいているところであ

ります。  

 以上です。  

○５番（窪田  仁君）  

 側溝も一つもないまま、あの道をきれいに修繕するという内容の理解でよろしい

ですか。  

○建設課長（英  敬一君）  

 舗装を全面的に剝いで、路盤を造って、きれいな舗装道路にすると。幅につきま

しては、今の幅員で進めていくことになります。  

 以上です。  

○５番（窪田  仁君）  

 分かりました。  

 それでは、２番、新城阿場線の進捗状況。  

 これは、以前質疑したときに、令和３年９月５日の④、町長答弁ですけれども、

民家も複数あり、令和４年度以降に一部舗装するということなんですけれども、こ

れ公約だと思うんですけれども、それどうなんでしょうか。  

○建設課長（英  敬一君）  

 令和３年第３回定例会におきまして、民家も複数あることから、他の路線との優

先度を比較しながらということで答弁をしてございます。議会のほうからも、あと、

区長さん等のほうからも、やはりその道路の舗装など、優先度はどうなっているん

だという声がありまして、現在、先ほども申し上げましたが、道路整備要望の手引

きというものを作成し、それに基づいて点数づけを行って事業を行っているところ

です。  

 新城阿場線につきましても、その道路事業の手引に基づき点数づけを行っており

ますが、やはり今のところ、他路線に比べて優先度が低いということで、現在のと

ころは事業化の予定はございませんが、これで却下ではなく、毎年度当初予算編成

時には、また再評価をして検討していくというふうにしております。  

 以上です。  

○議長（福井源乃介君）  

 窪田君、まとめてください。  

○５番（窪田  仁君）  

 最後、この沖高裏側はやるということで。  

○議長（福井源乃介君）  
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 時間です。  

○５番（窪田  仁君）  

 残りは次回に持ち越したいと思います。  

 以上で終わります。  

○議長（福井源乃介君）  

 これで、窪田  仁君の一般質問を終わります。  

 本日の日程は全部終了しました。  

 本日はこれにて散会いたします。  

 明日１９日は、午前１０時から会議を開きます。  

 お疲れさまでした。  

散  会  午後  ４時１６分  
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△開  会  午前１０時００分  

 

○議長（福井源乃介君）  

 ご起立ください。  

 おはようございます。おかけください。  

 これから本日の会議を開きます。  

 

△日程第１  一般質問  

 

○議長（福井源乃介君）  

 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。  

 外山利章君の発言を許可します。  

○１２番（外山利章君）  

 皆様、おはようございます。  

 本日も多くの議会傍聴、そしてインターネットで今回の議会中継を見られている

皆様、誠にありがとうございます。私たち議会議員にとって監視機能は皆様方、町

民でございます。ぜひ、これからも議会、議員活動に注視いただき、ご意見、ご助

言等いただければと思います。  

 さて、今回、初の議場での質問となりますが、また今期任期の最後の質問となり

ます。本来であれば、ライフワークである農業政策１本に絞って質問をするつもり

でした。しかし、今回、職員の不祥事という非常に大きな事案が発生いたしました

ので、質問を変更して、次の２点について、議席番号１２番、外山利章が質問いた

します。  

 １、職員の不祥事について。  

 ①今回の不祥事の経緯と原因の究明はどのように行われたのか。また、発覚後の

行政としての対応は適切であったと考えるか。  

 ②今回の事案における町民もしくは町への被害はどのようなものが想定されてい

るか。またその対応はどのように行うのか。  

 ③このような事案を起こさないためにも、職員の綱紀粛正及び服務規律の徹底が

求められる。再発防止に向けた抜本的な取組とその体制を今後どのように構築する

のか。  

 ２、農業振興について。  

 ①ゼロカーボンアイランドの実現に向け、環境に配慮し、持続可能な循環型農業
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の推進が求められている。本町におけるこれまでの成果と将来ビジョン及び今後ど

のような施策が検討されているか。  

 ②労働力不足や高齢化、技術の継承といった現代農業が抱える課題を克服する手

段として、スマート農業の活用が求められている。その積極的な活用に向けた導入

支援や条件整備を進めるべきと考えるが、今後どのように進めていくのか。  

 ③農業における人材確保は重要な課題であり、特に機械化が難しい品目において

顕著となっている。行政として人材確保に向けた取組に取り組むべきと考えるが、

どのような施策を展開していくのか。  

 ④本町において、サトウキビの重要病害である黒穂病が発生し、被害拡大が懸念

されている。その防除策と拡大防止に向けた対策が取られているか。また、生産者、

関係機関一体となった取組が必要だと考えるが、どのような対策を進めていくのか。  

 以上、壇上からの質問を終わります。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、本日、第２回目の定例会２日目となります。  

 本日も、先ほど来、紹介がありましたけれども、多くの町民の皆様、そして、知

名町行政に関心のお持ちの方がたくさん場内での傍聴、大変感謝申し上げます。本

町における様々な、行政におけるチェック機能が、皆さんの傍聴等によりまして、

さらに高まっていくのではないかなと期待をしているところでございます。  

 それでは、外山利章議員のご質問に対しまして、順を追って私のほうから回答さ

せていただきます。  

 １番目の職員の不祥事につきまして、昨日もるる申し上げましたけれども、改め

て外山議員のご質問に対してまた回答してまいります。  

 今回の事案の経緯につきましては、報道発表と併せて町ホームページにも掲載を

しましたほか、昨日の城村議員に答弁したことも含めまして、元職員が関わった不

正な会計処理を含めた事務処理等につきまして、管理監督を行うべき職員が、それ

ぞれの立場におけるチェック機能を果たしていなかったことが大きな原因であった

と考えております。  

 当該事案の発覚後の行政の対応といたしましては、不透明な会計処理と思われる

事案を確認いたしました３月２９日に報道発表を行い、併せて町ホームページにそ

の旨を掲載したところであります。当時、詳細につきましては未確認でありました

が、全体像を確認してから発表を行うより、まずは一報を発出し、調査を進めてい

るということを町民の皆様にお示しすることが先決だと判断をし、当該対応を取っ

た次第でございます。  



― 85 ― 

 当該事案の全体像の解明を進めるため、県に対し状況の説明を行うとともに、弁

護士とその後の対応を協議してまいりました。また、元職員の心身の状況も確認し

ながら計２回立会いを行い、うち１回は弁護士を伴った立会いの下、事案の経緯に

ついての聞き取りを行いました。そして、５月１０日にその後に判明したことを含

めまして、報道発表等に至ったところであります。  

 町といたしましては、今回が初めての事案であり、弁護士からの助言や他自治体

の事例も参考にしながら対応を進めてまいりました。  

 今回の事案、対応が適切であったかどうかということについての判断は差し控え

ますが、当該事案の全容解明と必要な対応につきましては、今後も弁護士等の協力

も得ながら全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。  

 ２つ目に対しまして、まず、町民に、そしてまた町への被害はどのようなものが

想定されるかということでございますけれども、明らかなものは、知名町民はもと

より、関わりのある皆様、そして関係機関の信頼を大いに損ねたということは、町

へのイメージが大変大きくダウンしたということで、町にとっての大きな負の遺産

となったものだと認識をしております。  

 細かい事案等の中身につきましては、重度心身障害者医療費助成金につきまして

は、現在精査中でありますが、助成金の支出をした後、元職員が資金前渡により詐

取したもの以外は、税の滞納分に充てられるということが確認できているものもあ

ります。また、定期的に口座振替処理がなされており、対象者が申請された分は受

給されていると思われます。  

 高額障害児の通所給付費につきましては、令和４年度と令和５年度で全ての対象

者に給付がされておらず、令和３年度においても一部は給付されていないというこ

とが判明しております。これにつきましては、関係機関から給付に関わる情報を取

得するなど、対象者に給付を行う手続を現在進めているところであります。これに

関わる予算につきましては、この後ご審議いただきます本年度の一般会計補正予算

案に必要な経費を計上しております。  

 町への被害について、昨日、城村議員からのご質問にもお答えしましたが、元職

員から一括で返還を受けることが、現状としては難しい状況であるということから、

国及び県に対する助成金の返還は、一般財源で対応することとなります。町の負担

分についても同様の認識であります。国・県への返還時期につきましては、これか

ら県と調整を行いながら確定作業を進めてまいるつもりでございます。  

 ③昨日の城村議員のご質問にお答えしましたが、現在、職員の不祥事防止に向け

た行動指針を作成しているところであり、まとまり次第公表いたすつもりでござい
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ます。同時に、不祥事を再発させないための委員会を庁内に設置を行い、不祥事の

再発防止に向けた取組を協議しております。  

 また、適正な事務処理や法令遵守に関する研修などを全職員に実施をしてまいり

ますが、これらについては、職員一人一人の意識づけが重要になりますので、今回

の事案も自分事であるとしっかりと認識させるような研修にしてまいりたいと考え

ております。  

 大きなご質問の２番目、農業振興につきまして、知名町の平成３０年度における

温室効果ガス排出量の割合が、離島における主要な移動手段でもあります運輸部門

が全体の３４％を占め、次に公共機関などの業務その他が２３％、そして家庭部門

が２２％、町の主要産業である農林水産業は１５％となっております。ちなみに、

本町の全体の年間の二酸化炭素排出量は２．５万トンでございます。  

 また、国内では、令和３年５月にみどりの食料システム戦略を策定し、同法は令

和４年７月に施行され、有機農業を中心とした動きが活発化しております。  

 本町におきましては、温暖な気候条件から、雑草や病害虫の発生が多く、有機農

業への取組は非常に難しいのが現状でありますが、堆肥や緑肥の活用を促進し、結

果的にカーボンストックを増やすことができればと考えております。  

 また、本町の取組として、昨年度に、農産品の脱炭素ラベル調査業務委託を実施

しております。まず、対象品目の選定を行い、バレイショとマンゴーを選定し、栽

培データの収集と温室効果ガスの排出量の算定を行っております。  

 これらの結果を基に、今後は温室効果ガス削減効果をラベル表示するなどして、

農作物の環境負荷低減の見える化に取り組み、他産地との差別化やふるさと納税返

礼品におけるブランディング等の取組を検討してまいりたいと考えております。  

 その他、生分解性マルチを推奨するほか、農業用の廃プラスチック類の適正処理

に努めるなど、環境負荷低減に努めてまいりたいと考えております。  

 ②のスマート農業につきまして、議員ご指摘のとおり、我が国においては、農業

従事者の減少や高齢化等により、従来の生産方式を前提とした農業では持続的な農

業生産は困難であり、農作業の効率化に資するスマート農業の活用がその解決の手

段として期待されているところであります。  

 本町におきましても、農業従事者は減少傾向にあり、担い手の経営規模は拡大傾

向にあるということから、経営規模や活用用途に応じたスマート農業の導入を後押

ししてまいります。  

 また、高齢化による農業現場の労働力不足が課題となっている中で、農作業の外

部化が重要な役割を担ってくると思います。そうした中で、町内の生産者が経営状
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況に応じた多様な営農戦略を選択できるよう、スマート農業を活用した農業支援サ

ービスを提供する事業体の育成にも取り組んでまいります。  

 続きまして、同じく人材確保につきまして、農業においては機械化による省力化

や、作業の効率化を図ることが重要だと考えております。しかしながら、収穫調製

作業など機械化が困難な作物も多く、労働力不足が規模拡大や経営安定に大きな影

響を与えております。  

 人材確保につきましては、個々の農家事情を行政が把握することは難しく、農家

個々で人材確保をしていただく必要があると考えますが、シルバー人材センター及

び外国人技能実習制度を利用していただくほか、えらぶ島づくり事業協同組合や南

北連携事業を行ったツギノバなどの各事業所の情報提供は行えるものだと思ってお

ります。  

 また、各地域においては、高齢で大変苦労して農作業に従事されている農家も多

く、持続可能な農業を行うためには、それぞれの地域において、農作業を受託する

組織づくりを各地区において推進する必要もあると考えております。  

 このことにつきましては、地域計画による地域の話合い活動が活発に行われ、地

域農業の持続的発展につながるよう期待するところであります。  

 ④黒穂病につきまして、本町においては、本年の５月１２日に黒穂病の発生が確

認をされ、関係機関による発生状況調査等により、現時点では町内の５つの字で発

生が確認されているところであります。  

 黒穂病は風雨による胞子の飛散等により感染が拡大するため、発病株発見後の迅

速な防除が重要になります。しかし、現時点で有効な防除薬剤がないため、発病後

の抜取り及び焼却といった耕種的な防除の徹底が必要となります。そのため、字内

放送に加え、知名町のホームページや公式ＬＩＮＥ、独自のパンフレット等により、

町内生産者に黒穂病発生及び防除法等の周知を徹底しているところであります。  

 また、本病害の胞子は土壌中に長期間生存可能であるということから、発生が確

認された圃場では、今期収穫後には、夏植えへの植え替えや他作物への転作等を奨

励し、拡大リスクの軽減を図ってまいります。  

 そのほかにも、抵抗性品種の普及や、発病圃場からの採苗抑制の対策を推進する

ほか、町内生産者と関係機関が一体となって拡大防止に取り組めるよう、適切な情

報提供に努めてまいります。  

 以上で回答を終わります。  

○１２番（外山利章君）  

 それでは、再質問を行いたいと思いますが、まず、今回の不祥事について、私た
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ち議員も説明を受けましたが、なかなか行政システム会計処理上の問題もあるとい

うことで、非常に理解しにくい部分がありますので、まず、整理をして再質問を行

いたいと思います。  

 まず、今回当該職員が不正取得をした方法というのは、次の２点に大きく分けら

れるんじゃないかなと思っております。  

 まず、重度心身障害者医療費助成金と高額障害児通所給付金について、町民の名

義を使い架空の伝票を作成し、課長及び係長の印鑑を無断で使って決裁し、会計課

にて資金前渡の方法を使い、現金を受け取り着服していたが一つ、もう一つが外部

団体の２つの団体について、当該職員が所持していた預金通帳と印鑑を使い勝手に

引き出して着服していた、大まかな認識としてこの２点というところで、町長、間

違いないでしょうか。  

○町長（今井力夫君）  

 今、議員がまとめられた２点が大きな事案だと思っております。  

○１２番（外山利章君）  

 職員が書類の偽造、公印の無断使用、外部通帳からの無断引き出しを行って着服

を行う。本当に、昨日の城村議員もおっしゃっていましたが、非常に悪質であると

言えると思います。しかも障害者、障害児関係の制度を悪用していると。誠に悪質、

残念であります。  

 当該職員は厳正に対処する必要があると思いますが、しかしこの問題、個人の資

質、本人だけの問題かというところもあるのではないかと思っております。それが、

そのような行為が行われた原因というものが、現在の行政の中にあるのではないか

と。その要因について、しっかりと究明しなければいけないと思っております。  

 まず、会計上の疑問点についてお尋ねしたいと思います。  

 公文書の偽造だけで一体このようなことができたのかというのが私たちの率直な

疑問です。いろいろな会計上のシステム、もしくは取決めがありながら、その中で

どういうふうにこれをかいくぐってこのようなことが行われたのか、まずそのこと

についてお尋ねをしたいと思います。  

 ここに、会計事務の手続ということで、知名町会計課が行っている手続の手引が

ございます。そこに書かれていることを少し読ませていただきますと、自治法では

支出の特例として資金前渡の方法が認められています。資金前渡とは、特定の公共

団体職員に現金払いをさせるために、その資金を当該職員に前渡しする制度のこと

です。その資金を受けた職員は、自己の名と責任において本来渡すべき債権者、権

利を持っている方、この場合、それを受給する助成金を受け取るべき町民というこ
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とになると思います、に現金を払うことになると。  

 資金前渡に関わる債務、つまり資金前渡に関わる債務は職員が資金が交付された

ときに消えるのではなくて、資金前渡受者が債権者に支払って消滅するものです。  

 端的に言うと、町民にしっかりと現金が渡った時点で債務が消えると、債務とい

うか、手続上そこで終わりだということになると。したがって、資金を受け取った

職員は、本来支払うべき町民に支払いが終了した後に、期間内に前渡支払い精算書

により精算報告を行って、この精算をもって資金前渡に関わる経費の事務が完了し

ますとありますが、会計課長、今の解釈で間違いないでしょうか。  

○会計管理者兼会計課長（平  和仁君）  

 外山議員ご指摘のとおりだと申し上げたいと思います。  

○１２番（外山利章君）  

 この事務の流れだと、資金前渡が必要な場合、職員はありますが、支出負担行為

兼支出命令書を起票して、決裁を印鑑をもらって各課のそれぞれ課長、係長、担当

になる方に頂いて、会計課に提出し、会計課は手続上問題がなければ現金を出す。

これは手続上瑕疵がなければ出すというのはそれは当たり前のことなので出すと。

職員は精算書の提出をもって資金前渡という事務手続が終了するということ、先ほ

ど言ったことと同じになりますが、なります。  

 この件でこの資金支払い精算伝票というものがあるべきじゃないかと、この手続

上、手引によりますと。一体この精算伝票というのは、本来どこの部署で受け取る

べきものなのか。会計管理者、お答えいただけますか。  

○会計管理者兼会計課長（平  和仁君）  

 資金前渡の精算書については、担当課のほうで起票をして、最終的には会計課の

ほうで保管をするということになっております。  

○１２番（外山利章君）  

 当該事案が発生した伝票、精算伝票というものは保管されておりますか。  

○会計管理者兼会計課長（平  和仁君）  

 全ての伝票において起票のみ行われて、その伝票については、本人が手元におい

て、会計課には回ってきていなかったということを聞いております。  

○１２番（外山利章君）  

 本来、手続上精算伝票を会計課にしっかり回さなきゃいけない。  

 私たち町民の立場からすると、町民にしっかり渡しましたと、町民から受領の印

鑑を頂いて、それを合わせた上で精算伝票をしっかりと提出して保管をすれば、し

っかりとお金が出されたものが町民に支払っているというしっかり担保されること
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になるんですけれども、それがなくても、この会計事務が終了しているというとこ

ろは原因はどのようなところにありますか。  

○会計管理者兼会計課長（平  和仁君）  

 本来なら、会計課のほうでその伝票を確認して、精算が終わったということを確

認すべきなんですけれども、電算上、起票をした段階で精算が終了したというふう

に電算上はなっていたということで、会計課のほうで伝票まで確認しておけばよか

ったんですけれども、電算上の確認のみで止まっていた。それが原因かと思います。  

○１２番（外山利章君）  

 当該職員が現金を受け取って、自分の職場で精算伝票を打った時点でもうシステ

ム上は支払ったと。もちろんそれは職員を性善説に従ってしっかりと払っていると、

そこを信頼してのシステムでしょうが、けれども、やはり資金前渡という方法にあ

って、そういう形で精算伝票が残っていないということが今回の一番大きな問題だ

と思いますが、これはシステム上の問題という形になりますが、ほかの行政におい

ても同じような形で行われているのか、副町長、その辺はお分かりになりますか。  

○副町長（赤地邦男君）  

 今回の事案は、資金前渡ということの事案でございます。ほかの他の会計上はそ

のようなことは一切ございません。  

○１２番（外山利章君）  

 知名町においてはそのシステムを使っている以上、そこで終了してしまうと、そ

の部分は。ただ、やはり私たち一般町民からすると、精算伝票がしっかりついて領

収書をもらうべきじゃなかったのかと。しかも、それを保管するということが当た

り前ではないかと。しかも、口座振替等と違って現金を扱うわけですから、そこの

部分はそういう制度でなければいけないんじゃないかと。ただ、知名町においては

そういうものがなかった。  

 今回、その制度を悪用されて、今回のような事案が発生してしまったと。これを

今後どのように改めていくのか。資金前渡はなくしていくと、できるだけ、答弁を

いただいておりますが、それだけでいいのか、まず今回の反省に従ってどのように

していくのか総務課長、じゃ、お答えいただけますか。  

○総務課長（成美保昭君）  

 今、外山議員からご指摘のありました件ですが、現在、公会計システムというも

のを採用して使っております。  

 数年前にこのシステムを導入したときにも、これはシステム会社のほうに私が聞

いて、担当者に聞いて分かったことですが、なぜ精算伝票を起票しただけで全てが
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終わりになってしまうのか、私どももそれがおかしいと思いまして、導入した当初

の設定の中でゼロ精算、精算が全て終わって、金額に差異がない場合にゼロ精算と

いいますが、その場合には処理を省力化するという意味で、起票した時点で済みの

全て終わらすという方法と、あとは会計まで行って会計側の処理で最後に終わらす

と、そういう選択ができたみたいですけれども、私どものところでは最初のほうの

起票の時点での済みのということを採用しておりました。後で分かったことですが、

また、４月からは伝票のほうも電子決裁になっておりますので、その辺りも含めま

して最後まで行くような形にはなっておりますが、そのあたりをもう少しやはり早

めに気づいておけばよかったなと今頃思っているところであります。  

○１２番（外山利章君）  

 まさにその制度の抜け道を使われたという形ではないかと思います。  

 やはりそこに落ち度があったというところは、行政の会計上のシステムとしてし

っかり、反省点としてしっかりとその点は、公会計システムが入っていくことで変

わっていくと、先ほど電子決裁等でまた変わっていくということでありましたので、

そのようなことがないことを信じておりますが、次に、どの程度、今回、搾取に関

わる支払いがあったのか確認するために、高額障害児通所給付費の支出の経緯等、

本来支出すべき金額の一覧を提出をしていただきました。  

 かなりの回数、同一の金額がもうかなりになっていて、単純に同じような数字が

ずっと支払い伝票の中に残っているんですね、同じ金額が。それも１週間に１回も

しくは１０日に１回、本当に頻繁な日付で、２日に一遍というところもありますね。

なっていて、こういう状況の中で実際に気づかなかったのかなという部分も感じる

ところです。会計課としては、制度上しっかりと制度が整っていればお金は出すと。

それは制度の根幹ですので、当たり前のことなんですけれども、その点についても、

気づきがなかったのかなと思うところでありますが、先ほど言った高額障害児通所

給付金の実際に給付を受けるべき家庭が受け取る金額と、虚偽の手続によって支払

われた金額というのがかなりの差がございます。  

 新年度、予算立てをする際に、もしくは決算等で、前年度の実績の差、増減の差

を確認するのではないかなと、実績等で思うんですけれども、その点について確認

はされていなかったのか。そこで気づくことができなかったのかということについ

て、前子育て支援課長、よろしいですかね。回答いただけますか。  

○教育委員会事務局長（池沢由美子君）  

 お答えします。  

 高額障害児通所給付費につきましては、障害児施設給付費と全く同じ細節の中に
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予 算 立 て が さ れ て お り ま す 。 障 害 児 施 設 給 付 費 の ほ う は 、 約 ９ ， ０ ０ ０ 万 円 か ら

１億円ほどの大きな予算となっております。その中で高額障害児施設給付費が、予

算要求の際には、約二、三十万円の見積要求だったと私は記憶しておりますが、給

付費の総額が大きく増減することについては、もともとの施設給付費のほうが対象

の子供の増減によって、例えば１名の増減で約１００万円近くの増減があるという

ような中で、高額障害児通所給付費に係る増減であったというようなことを見抜く

ことができませんでした。  

○１２番（外山利章君）  

 高額の施設給付費と一緒になっていたことで気づかなかったと。本来支払うべき

金額、令和３年度、令和４年度、令和５年度もらいましたが３０万円を超えること

がない金額です。  

 実 際 、 本 人 が 搾 取 し た 金 額 は 令 和 ３ 年 度 が ４ ０ ８ 万 ４ ， ８ ０ ０ 円 、 そ の 後 、

７９０万円、９９０万円、１９８万円と１桁額が違う金額が出ているわけです。本

来であれば、こういうところで気づかなきゃいけなかったのかなというところと、

これは私たち議員も決算も予算もしているところですので、その中に紛れて気づか

なかったということは言い訳にはならないわけでありますが、その点でしっかりと

気づくべきところではなかったのかなと、その点もあると思います。  

 会計処理上の疑問点、もしくは決算予算上、疑問点を持てなかったというところ

もあるとは思いますが、このようなところがしっかりと行われていなくて、今回の

問題が起こった要因の一つにもなったのではないかなと思っております。この部分

しっかり改善する必要があると思いますし、その対応策、いろんなことを考えてい

かなければいけないと。この点については３のほうで提案いたしたいと思います。  

 次に、発覚後の対応、昨日の城村議員からもありましたが、私も早い段階でもう

刑事告訴したほうがいいんじゃないかと。刑事告訴をして、早い段階で罪も全て明

らかにした上で、本人もしっかりとその罪を償うことが後世に、次につながる道に

もなると思いますし、もちろん弁護士費用等の費用もかかります。できるだけそう

いう町民負担をなくすためにも早い段階で刑事告訴するべきじゃないかと思います

が、課長補佐、ぜひ、もう一度そういう意味でも、町としてそのような方針で進め

ていきたいということを弁護士のほうにも相談していただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。  

○総務課長補佐（西  富士雄君）  

 昨 日 の 城 村 議 員 に も 答 弁 い た し ま し た が 、 現 在 、 今 回 搾 取 に 当 た っ て 経 緯 １ 件

１件を洗い出しているというところであります。告訴に当たっては、その証拠書類
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をそろえて警察等捜査機関に提出しないといけないと言われますので、今弁護士の

ほうで銀行口座照会をかけた分の回答をいただいておりまして、これが今回うちが

いつ支出したのかというのに併せて、件数が多いんですけれども、これを早く処理

をして、弁護士にお返しをして、弁護士のほうもなるべく早く処理はしますとおっ

しゃっていただいていますので、そのような感じで、また私のほうからも、そうい

う早く処理をお願いしますということはお伝えしたいと思います。  

○１２番（外山利章君）  

 やっぱり捜査権がある警察がするほうが、しっかりと内情であったり、どういう

罪を犯したのかというところもはっきり分かると思います。町民、そういうところ

もしっかりと知るべきだと私は思いますので、その点は課長補佐、ぜひ弁護士のほ

うともそういう相談をしていただきたいと要請いたします。  

 次に、町民もしくは町への被害がどのようなものがあったのかというところでご

ざいます。  

 先ほど、町長の答弁の中で、高額障害児給付費について支払われていない部分が

あると。この点、議会はまだ説明を受けておりません。  

 昨日、私この資料を頂く段階で、子育て支援課長に話を伺った際にそのことを初

めてお聞きしました。当該職員、高額障害児通所給付金を虚偽の文書をもって支出

を行い、現金を着服すると同時に、本来、通所給付費を支払うべき業務を怠って、

本来受け取るべき対象となる町民の元に給付費が支払われていない事実があると。

非常に町民にとって不利益を被っていると。それが２か月たってまだ現在行われて

いないというところでありますが、子育て支援課長、その総額と対象となる人数、

また、現在どのような手続を行われているか、お答えいただけますか。  

○子育て支援課長（原田孝二君）  

 先ほど町長のほうから答弁にもありましたけれども、令和３年の分、３月分、そ

して令和４年、令和５年の１年分、合わせて２年と１か月分のほうが支払いが、手

続のほうがされておりませんでした。  

 こ ち ら の ほ う に つ い て 集 計 を し て い き ま し た と こ ろ 、 合 わ せ ま し て １ １ 世 帯

２１名の方に、約７４万円ほどの償還のほうが漏れている見込みとなっております。

現在で対象者の方が利用されていました通所サービスの事業所さんにも、その金額

の突き合わせのお願いを先週からしているところです。  

 今回の議会のほうで、償還払いの分の補正予算のほうを計上しておりますので、

また議会で承認いただけましたら、来週から対象者の方に説明と、事情のほうを説

明して、おわびをしまして、随時償還の手続をしていき、遅くとも７月中には今回
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の償還のほうを終わりたいというふうに考えているところです。  

○１２番（外山利章君）  

 あわせて、重度心身障害者医療費助成金においても同様なことが、支払いがされ

ていないという部分がありますか。  

○総務課長補佐（西  富士雄君）  

 重度心身障害者医療費助成金につきましては、まだ現在精査中でありますが、基

本的に毎月、毎月、大きな何十件という金額のものについて、件数のものについて

は毎月支払いをされていたと。  

 今回、資金前渡でした部分について、税の未納に充当する分を資金前渡している

わけでございますが、その分については、税の充当に充てているのもあったんです

けれども、一応県とその額の確定作業をしておるとこですけれども、まだはっきり

その税の充当以外、充てた分、本人が、元職員がその対象者にお返しをしたと言っ

ている部分について、詳細にまだここは裏づけ等を行っていない状況でありますの

で、今後またその確定作業に向けて処理をしていきたいと思っております。  

○１２番（外山利章君）  

 恐らく対象となる課も、通常業務を抱えながら、今回の事案を洗い出しするため

に、非常に職員負担もかかって大変なところもあると思いますが、やはり町民が不

利益を被っていると。業務の不履行ということで、これはもう本当にあってはなら

ないことであります。  

 ぜひ、できるだけ早くその金額を精査して、しっかりと町民に対してそのお金を

支払う、そのことが必要だと思います。あわせて謝罪も必要だと思いますが、町長、

どう考えていらっしゃいますか。  

○町長（今井力夫君）  

 未払いの部分、今、県との照合をしながら、どれぐらいの未払いが生じているの

かということを精査中でございますので、これらのものが早急に終わり次第、該当

される町民の皆さんには支払いをしていかなきゃいけないだろうと思っております。

と同時に、先ほど子育て支援課長が話をされておりましたけれども、直接、謝罪を

しながら支払いをしていく必要があると考えております。  

 以上です。  

○１２番（外山利章君）  

 早急な金額の確定と支払い、あわせて、対象となる町民へのしっかりとした説明

と謝罪を強く要請いたします。  

 次に、このような事案を起こさないようにするために、再発防止、どのようにな
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っていくかというところが必要だと思いますが、その前に１点、行政のチェック機

能、最後のとりでとして監査制度があるのではないかと思っております。  

 今日、代表監査委員も出席していただいておりますが、先ほど言ったような形で、

精算伝票自体が添付されていない。それも、これも説明を伺いましたが、月をまた

いで精算伝票が来てしまうと、もともとの支払いの伝票、命令の伝票とそこの部分

がうまくつなぎ合わせることができない、監査の制度上もうまくいかないという、

そこを発見できなかったというところがどうやらあるようでございます。  

 ただ、やはりどのようにして監査の精度を上げていくかというところが必要だと

思いますが、代表監査委員、その点について、お聞かせいただけますか。  

○代表監査委員（安田末広君）  

 今回の事例は、私も長らく役場にいたわけですけれども、やっぱりそのようなこ

とはあり得ないと、もう決め切ってしまったことに尽きると思います。ですから、

本当に今思えばそれが大きな不注意であったというふうに思います。  

 我々も、会計規則にもあるんですけれども、資金前渡職員は課長であるというふ

うに書かれています。ですけれども、長い間の慣例で、これで課長取ってきますか

らということで職員に渡したりしました。  

 具体的には、やはりシステム、データに頼り過ぎているというようなところが大

きいんじゃないかというふうに思います。今回の場合にしても、システムを起こせ

ば本人１人で精算まで終わってしまうと、そういったようなことがあったかという

ふうに思います。  

 ですから、今後は、悪用可能な領域がないか、性悪説でやはりシステムを点検し

てほしいというふうなことは会計課長にも申し上げていますし、最も基本的なこと

は、当初予算、補正予算で数値を積算する段階において、ここのこの数値はこうい

う方々がおって、こういう給付で掛け算して合うねというような、もともとやはり

大いに確認する必要があるかと思います。  

 それから、電子決裁になったからといって安心せず、先ほども言いましたように、

性悪説で本当にシステムを見ていかなければいけないというふうに感じます。  

 それから、支払い通知というのがあるんですけれども、いつ旅費を支払いました

とかそういうことを、メールでの選択とか文書での選択とかあって、そこを必ず送

付するようにしてはどうかなというふうに思います。これまでは切手代とか紙代と

かというところで節減というような発想があって、それほど普及しなかったわけで

すけれども、メールでもできますので、そしてましてやこういう事例も発生しまし

たので、そういったあたりをちゃんとやっていけば、今後は起こり得ないとは言い
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ませんけれども、ある程度カバーされるのかなというふうに思います。  

 以上です。  

○１２番（外山利章君）  

 監査の立場から、行政の運営に関してしっかりと、今後、今回の反省点を踏まえ

てぜひ、そのような目で見ていただきたいというところと、また監査を行う上で監

査基準というものが知名町でもつくられております。  

 監査基準に、監査専門委員や外部監査人等の活用が監査の専門性と重要性を図る

上でも必要というふうに書かれております。  

 町長、そういう意味でいうと、しっかりとした専門性を持った専門委員や外部監

査委員も入っていただいて、監査の充実を図っていくというところも、監査の任命

は町長ですよね、任命権者は。そういうところでいうと、そのような活用も必要だ

と思いますが、いかがですか。  

○町長（今井力夫君）  

 これまでの答弁の中にもありましたけれども、長い間の慣例としてこういうふう

な扱いがされてきたということ、そして現在、監査委員は議員の中からお１人、そ

して民間の中からお１人ということで、２名、本町においては監査委員が設定され

ておりますけれども、いずれにしても、この長い慣例の中でまさかというものの考

え方がそこにはなかったというあたりがあります。そういう意味では、専門性のあ

る、監査委員というのを配置していく必要もあるのではないかなと思っております

ので、今後検討が必要な部分だと思っております。  

○１２番（外山利章君）  

 そのような形で監査の充実も図っていただくというところも必要だと思います。

それについては要請をいたします。今後、どうしていくかの前に、不祥事があった

場合にそれを適正に対処せず、なあなあで済ませてしまう、うやむやで済ませてし

まう。同じ職場で働いている同僚だからと。そのような形でしっかりと、これまで、

そのような対応が取られずにいたのではないかという声もございます。  

 先日、この不祥事の点で質問があった際も議員のほうからも、私も言いましたが、

これ以外本当にないのですかと。最近、不祥事が頻発しております、全国で。全国

で頻発している不祥事の自治体で多くが短い期間でまた同じような不祥事が発生す

ると、発覚すると。そういう事例が非常に多くございます。もともとの体制として、

そのようなうやむやに済ませてしまう、そのようなことがあるのではないかと非常

に危惧をしております。今回、この不祥事が発覚したことを次につなげるためには、

しっかりとその点も行政として対応していかなければいけませんが、今回のこと以
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外にそのような不祥事がないということ、あるのかないのか、町長、まずお答えい

ただけますか。  

○町長（今井力夫君）  

 公金等に匹敵するようなものでは特にございませんけれども、一部団体の通帳等

を預かったものにおいて不適切な出し入れがあったということは、今回その後の調

査等も行いまして、発覚しております。  

 そのようなことがございましたけれども、既に離職をしておりましたので、金銭

的に全て完済された状態でありましたので、今の現在ではその点については発覚し

たものはございません。  

 ただ、この事件の後、昨日も申し上げましたけれども、各課がいろいろな協会、

団体の通帳を役場職員が預からざるを得ないというような仕組みになっております

ので、本来は、その組織の中で会長さんとか会計さんがいらっしゃいますので、本

来はそこで預かってもらわなきゃいけないんですけれども、いろいろな便宜都合上、

役場職員が預からなきゃいけなくなっているという、そこに通帳と印鑑を一個人の

職員が預かっているというようなことがございましたので、全ての課が持っている

協会等の貯金通帳等の出し入れについて全て確認するようにという指示をして、課

長の点検をした後、総務課のほうに連絡するようにというようなことをしてありま

す。  

 その点につきましては、現在、毎月の点検を各課長が行うように指示をしてあり

ますので、今後そういうことが起こらないようにしていくとともに、通帳と印鑑の

所有者を別々にするということを指示してあります。  

○１２番（外山利章君）  

 この機会に、本当にある意味洗いざらい、そのような形で不適切な行政上の処理

が行われていないか、しっかりと町として確認をして、さらにそのような問題が出

た場合には対処をすると。それは職員にとっては人生の一生を左右することかもし

れませんが、公金を扱う公務員としてのしっかりとした規律というものがあるはず

です。そこから外れた場合にはしっかりと対応する、それが組織マネジメントの一

つでもあるんじゃないかと。あわせてコンプライアンス、町民に幾ら町のために協

力してくれと言っても、行政職員がコンプライアンスを守れない状態では、どうし

ても町民も協力する気にはなれません。そういう意味でもしっかりと今回の事件を

糧という言葉は嫌いですけれども、違うとは思いますが、しっかりとその反省を生

かして、次は今回のようなことが起きないような体制をつくっていくということが

本当に必要ではないかなと思っております。  
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 ぜひ、そういう意味でも、そういう体質を変えていくと、私、行政としての体質

を変えていくということは本当に必要じゃないかなと思っております。今回、反省

生かすために防止策を検討するということで、再発防止検討委員会をつくるという

ことでありましたが、これは内部だけで話合いをして終わらせるのではなく、しっ

かりと外部の委員も入れていただきたいと思いますが、総務課長、いかがでしょう

か。  

○総務課長（成美保昭君）  

 今回の件を受けまして、不祥事再発防止委員会を設置することといたしました。  

 ただし、ここに参集する委員につきましては、課長級の者であります。この中で

再発検討した後に、外部からの監査意見を募るとなると、有識者、弁護士等、他の

自治体の例もいろいろ調べましたが、必要となりますので、そのあたりは慎重に、

当然検討の中に入れていきたいと思っております。  

○１２番（外山利章君）  

 まずは、職員が、自分たちが今回起こったことがどういうことだったのかと考え

ると、もし１人の職員が起こしたことではなくて、自分たちに何かできることがあ

ったんじゃないか、もしくは自分たちが見落としたんじゃないかということでしっ

かりと考えていく。その上で、職員内でそのような形でどういうことができたのか

という話合いも必要だと思います。  

 それを持ち寄って課長級、もちろんその検討委員会で話合いをした上で、私は外

部の有識者を入れることは絶対に必要だと思って、内部だけではやはり気づかない

点、もしくは、もしかすると緩くなってしまうという点があると思います。  

 ぜひ外部の、有識者というものを入れていただきたいと思いますが、町長、端的

に入れるか入れないか、そこだけお答えいただけますか。  

○町長（今井力夫君）  

 各、こういうような不祥事が生じた自治体等の例も参考にしながら、そういう地

域においてどう対応したかというのを参考にしながら進めていきたいと思っており

ますので、今入れる、入れないというのではなくて、周りの市町村における取組を

参考にしてやっていきたいと思っております。  

○１２番（外山利章君）  

 外部の資料も調べさせていただきました。  

 自治体の多くがやはりそういう形で外からの有識者を入れてしっかりとやってい

るところがございます。それは、そのような形でまず調べた上で、ぜひ外部の有識

者を入れていくいただくことを強く要請をいたします。  
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 先ほど言いましたが、まず職員同士で本当に今回の件について話していただきた

いと思います。これだけ立派な庁舎ができても、町民に信頼できない行政体制であ

れば、ただの箱に終わってしまいます。しっかりと、住民福祉の向上という行政の

対処目標に向かって自分たちが何ができるのかというところを、今回のこの不祥事

を機に考えていただきたいと思います。その上で、しっかりと不祥事防止対策につ

いても出していただきたいと思います。  

 今回質問するに当たって、町民からしっかりと追及してきてくれというお声を非

常に多くいただきました。あわせて、ある町民の方からこのような声もいただきま

した。外山君、しっかりと追及することも大事だけれども、私はお世話になってい

る部署があると、そこに行って顔を出すと職員が本当にもう疲弊していると、疲れ

ていると。１人の不祥事のために職員があのような形でいるのは非常に私たちも見

ていて辛いと。ぜひ、追及と同時に、そういう形のケアもできるような質問をして

くれというふうに町民からお声をかけていただきました。  

 このような町民がいることを、今日ここにいる執行部、もちろん庁舎内でも聞い

ている職員がいると思います。本当にありがたいことだと思って、これからの新し

い知名町をつくるために、しっかりと反省をして、これから行政というものがどう

あるべきかということを考えながら、今後の行政の形というものをつくっていただ

きたいと思います。町長には、その先導をしっかりと取っていただく、その覚悟を

持って行政の再建に当たっていただくことを強く要請して、私の一般質問を終わり

ます。  

 農業関係については、本来質問したいところでありましたが、また各課に行って

要望等いたします。要請をいただいた方には非常に申し訳ないところでありますが、

今回は、これで私の一般質問を終わります。  

○議長（福井源乃介君）  

 これで、外山利章君の一般質問を終わります。  

 インターネット配信映像保存のため、おおむね５分間休憩します。  

休  憩  午前１０時５９分  

─────────────── 

再  開  午前１１時０５分  

○議長（福井源乃介君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 一般質問を続けます。  

 根釜昭一郎君の発言を許可します。  
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○８番（根釜昭一郎君）  

 改めまして、町民の皆様、おはようございます。また、大勢の傍聴者の皆様が来

席されて、日頃よりこの議会活動、議員活動にご注視いただき、改めて感謝を申し

上げます。  

 それでは、議席番号８番、根釜昭一郎が一般質問を行います。  

 １、高齢化対策について。  

 本町の課題を考えていく上で、様々な分野に影響を及ぼしているのは、人口減少

と少子高齢化問題であろうと考えております。これまでも角度を変えて議論を交わ

してきましたが、なかなか解決・改善の道筋は見いだしてないのが現状だと認識し

ております。今回は、高齢化率の上昇によって起こり得る問題について幾つか質問

していきます。  

 ①本町の高齢化率は、現在どのような状況にあるのか。  

 ②町内には高齢者をサポートする事業所等が幾つかあるか、サポート体制は十分

維持できているのか。  

 ③家族のサポートが今後必須になってくると思いますが、サポート方法を行政が

率先して町民に周知、指導していく必要があると考えております。計画はどのよう

になっているか。  

 大きな２番、将来ビジョンについて。  

 町長は、第６次知名町総合振興計画において、２１集落の未来をうたっておりま

す。そして、集落の活性化に対し、毎年各種の助成金を捻出しております。しかし

ながら、町全体を考えたまちづくりを町民と語る中では、まだまだいろいろな町民

の声を耳にしております。その中の幾つかの課題について質問いたします。  

 ①今年の施政方針演説にて、国土交通省の先導的官民連携推進事業について触れ

ていましたが、具体的な事業内容の説明を求めます。  

 ②事業の都市計画地域への偏重により、集落運営に支障が出てきている集落が散

見していると感じるが、打開策は考えているのか。  

 ③都市計画区域以外の地域においてのまちづくり及び集落維持につながる事業計

画はどうなっているか。  

 ④地域の独自性を生かした独創的な発想のまちづくり計画に取り組むべきではな

いか。  

 以上、壇上よりの質問を終わります。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、根釜昭一郎議員のご質問に対して順を追って回答してまいります。  



― 101 ― 

 高齢化率につきましては、本町の人口は６月１日現在で５，４１６人に対して、

６５歳以上の人口が２，１９２名で記録されております。そこから高齢化率を算出

しますと４０．４７％となっております。  

 ２番目に、サポート体制の充実度につきましては、本町の介護保険サービスにつ

きましては、特別養護老人ホームなどの施設サービスや認知症対応型の共同生活介

護などの居住系サービスもございますが、訪問介護や通所介護、短期入所生活介護、

小規模多機能型の居宅介護などの在宅サービス中心にサービス基盤の整備をしてお

ります。在宅サービスの受給率は近隣自治体と比較して高く、特に小規模多機能居

宅介護におきましては、居宅要介護者の様々なニーズに対応している状況がありま

す。  

 介護保険サービス以外にも養護老人ホームへの入所措置や緊急の通報システム事

業、紙おむつの支給事業、敬老バス事業などの高齢者福祉サービスがあり、高齢者

のサポート体制を構築しております。  

 令和４年度に実施いたしました一般高齢者調査におきましては、高齢者が住み慣

れた地域で安心して暮らし続けるために、町に望むことに対して、在宅での生活を

続けられるような多様な福祉サービスや介護サービスの整備がアンケート結果では

最も高くなっております。  

 今後、後期高齢者が増加する中で、要介護認定者数も増加することは予想されて

おり、サポート体制の維持・充実を図る必要がありますが、介護人材の確保が難し

くなる中、公的なサービスのみで高齢者を支えることは困難となります。民間のサ

ービスや地域住民なども含めた多様な主体による生活支援の取組を進めていく必要

があると考えております。  

 続きまして、３番目、その周知につきましては、令和４年度に実施しました在宅

介護（要支援）者調査におきまして、介護・介助が必要となった要因や介護者が不

安に感じる介護等につきまして認知症が上位に上げられております。  

 一方、一般高齢者調査や若年者調査におきましては、認知症の相談窓口の認知度

につきましては、知らない人の割合が最も高くなっておりますので、まずは介護を

する立場になったときに慌てないように、早い時期から相談先を知ってもらう取組

が必要だと考え、高齢者保健福祉計画・第９期の介護保険事業計画の中でも、認知

症に関する相談窓口の充実と町広報紙やホームページ、そして、講演会などの実施

等を掲載して周知を図ることを計画しております。  

 続きまして、大きな質問の将来ビジョンにつきまして。  

 ①まず、先導的官民連携支援事業についてご説明をします。当事業の募集要領の
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中で官民連携事業とは、民間の資金や経営能力及び技術的能力を活用して公共施設

等の整備、維持管理等を行う事業として、国土交通省に助成する事業があります。  

 次に、本町が採択された事業についてご説明します。  

 本町が所有します遊休不動産につきまして、民間事業者の創意工夫を最大限に生

かした事業運営により、官民連携で地域課題の解決やエリア価値向上を図り、地域

の活性化を目指すことを目的とし、町内事業者及び島外事業者に対し、町の遊休施

設やそのエリアでの民間事業者による事業実施の可能性を調査する事業であります。  

 今回の調査対象施設としましては、旧庁舎、旧保健センター、旧包括支援センタ

ー、旧養護老人ホーム長寿園、フローラルホテルやフローラル館、自然休養村管理

センター、九州農政局の水利事業所の８つの施設を予定しており、調査実施に当た

っては、周辺環境や他事業との関連も含め、効果の発揮が期待できる施設及びエリ

アを優先して調査をしていただくことにしてあります。  

 続きまして、２－②に回答します。  

 集落運営に支障を来す要因といたしましては、集落行事の参加者減少に伴い行事

維持が困難になっていることや、集落行事業務の不文律、文章の形を取っていない

ことにより、業務量が把握できておらず、業務が役員に一極集中しているために担

い手が見つからないということなどが考えられます。  

 本町においては、これらの課題を解決する糸口として、パズルピース型町内会シ

ステムの導入を進めております。パズルピース型町内会システムとは、集落業務の

可視化や、見える化のことです、共有を行うことにより、集落役員だけでなく住民

全体がそれぞれの得意分野で集落運営に参加し、集落の持続的な運営を支援するシ

ステムであります。本システムの骨子となる仕組み構築を目的として、令和５年度

から集落運営システム実証事業を知名字と住吉字において実施しております。  

 また、令和６年度は、正名字において同事業を実施する予定となっております。

将来的なビジョンとして、これらの実証事業によって得られた知見を基に、見える

化された、可視化された集落運営をアプリに落とし込み、活用することで新しい集

落運営システムを確立し、町内全集落への展開を図ることを想定しております。  

 ③、④につきまして、まとめて回答いたします。  

 これまで本町においては、都市計画区域の内外にかかわらず、集落維持や地域の

振興発展を目的とし、第６次知名町総合振興計画及び第２期知名町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略の下、各種施策を実施してまいりました。  

 今般、第２期の知名町まち・ひと・しごと創生総合戦略が令和６年度に計画期間

を終了するということから、新たに第３期の知名町総合戦略に相当する知名町デジ
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タル田園都市構想総合戦略の策定を行います。  

 この策定に当たっては、各種団体や中高生へのヒアリングによる幅広い方からの

ご意見やご提案、各種データ等の活用を想定しており、引き続き第６次知名町総合

振興計画に掲げる将来像である「２１の暮らしを大切に、２１の未来を創る子や孫

が誇れるまちづくり」の実現を目指すとともに、地方創生の意識や取組を継続しな

がら、デジタルを活用して人口減少対策と地域活性化を図ってまいります。  

 以上で回答を終わります。  

○８番（根釜昭一郎君）  

 今回、２期目最後の一般質問を提出するに当たり、私なりに知名町の現状と、あ

と私の議員活動としての根幹をなすものが何であるか等々をいろいろ考えた上で、

今回この質問を出しております。  

 医療・福祉関係、また、集落維持関係に関しましては、これまでも何度かご質問

のほうをさせていただいて、かなりそのときと重複するところもあろうかと思いま

すけれども、人口減少、少子高齢化の時代を乗り切るに当たっては、どうしても避

けて通れない質問であろうと考えておりますので、再度、最後の質問として２つの

テーマを上げております。  

 それでは、順を追って再質問のほうに入っていきたいと思います。  

 先ほど町長のほうから、令和６年６月１日現在で、高齢化率が４０％を超えるよ

うな状況になっているという答弁がありました。  

 先ほど町長の答弁の中にも若干触れられましたが、知名町高齢者保健福祉計画・

第９期介護保険事業計画というのが、私のほうも総務文教委員長として策定のほう

に 関 わ ら せ て い た だ い た ん で す け れ ど も 、 こ ち ら 令 和 ４ 年 の 数 字 で 高 齢 化 率 が

３８．９％で、２年弱ぐらいの間で高齢化率がもう４０％を超えている現状がある

と、町民の皆様にもこの事業計画のほうを知名町ホームページでもご覧になれます

し、数字を見ると知名町の１０年後、２０年後がどうなっているのかというのが非

常に想像しやすい、議論していく中で、町を考える際、集落を考える際に非常にい

い資料だと思っておりますので、ぜひ一読されることをお勧めします。  

 その中で、なかなかこういう年代別の人口割合というのを出してないんですけれ

ども、５歳置きの知名町の人口構成の記載がこの中に表記されております。  

 令和４年現在ではありますが、知名町の人数、イメージするのにちょうどいいと

思いますので、年代ごとに発表させて……、５歳別なんですけれども、５歳別でい

きますか、１０歳別、年代別での人数を皆さんのほうにここでお知らせしたいと思

います。９０代以上の方が男性、女性合わせて２０１名、８０代以上が５３４名、
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７０代以上が８８６名、６０代以上が９７７名、５０代以上が５６０名、４０代以

上が６４１名、３０代以上が５１７名、２０代が２２９名、１０代が４５８名、ゼ

ロから９歳が５１７名。  

 なぜこの世代ごとの数字を発表したかといいますと、６０代が９７７名なんです

けれども、その下の世代、私もそうなんですけれども５０代が５６０名と６割弱ぐ

らいの数字になっていると、これからの高齢化を考えていく際に一番支える世代と

して核になるであろうと思われる５０代、４０代が非常に少ないということを念頭

に置いていただければと思います。  

 ５０代、６０歳以下の人口減といいますか、人口が少ないのが顕著に見受けられ

るわけなんですけれども、高齢者を支える世代の人口が少ないことから危惧される

ことは何であろうと町のほうは考えているか、答弁をお願いいたします。  

○保健福祉課参事（根本幸治君）  

 高齢者を支える世代の減少による課題としましては、やはりこれからの介護人材

不足というものがあるというふうに認識しております。  

 ただ、今までの６５歳以上を６５歳未満の方が支えるという形では、介護人材の

不足というものは大きな課題になるかなと思いますけれども、まだまだ６５歳以上

でも元気な方はたくさんおられますので、元気な方にはまだ支える側でいていただ

くということが大事なのかなというふうに考えております。  

○８番（根釜昭一郎君）  

 ありがとうございます。  

 介護人材の不足が懸念されるということでありますけれども、その件については、

もう少し後でお話ししていきたいと思います。  

 １番から②のほうに移っていきたいと思います。  

 町内高齢者、医療または介護が必要な年齢になっていくことが想定されますけれ

ども、ここに記載されているのは、介護保険的な内容の記載ではありますけれども、

医療でもし入院をするとしたら、現在、本町では何名程度、入院が可能という表現

はおかしいんですけれども、利用できるかについてお伺いします。  

○保健福祉課長（中村里佐子君）  

 町 内 の 医 療 機 関 は ３ か 所 あ り ま す の で 、 そ ち ら の 病 床 数 か ら い い ま す と 約

１７０床ほどあるとは思いますが、やはり和泊町も利用する施設でありますので、

町内の患者さんだけが利用する施設ではございませんので、１７０床あったとして

も町内の方が何床利用できるかというのは、そのときの状況によるかと思われます。  

○８番（根釜昭一郎君）  
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 あわせまして、町内のほうに、この介護保険を活用、または養護老人ホーム等で

入院、入所等をされる方の可能な人数、病床数ですかね。病床では可能な受入れ人

数をお答えください。長期、短期、別々にお答えいただければと思います。  

○保健福祉課参事（根本幸治君）  

 介護保険の施設で、入所という形のベッド数でお答えしてもよろしいですか。  

 介護保険の入所、入居のサービスとしましては、まず、グループホームがござい

ま す 。 町 内 に は ４ ユ ニ ッ ト あ り ま す 。 定 員 が ９ 名 で す の で 、 グ ル ー プ ホ ー ム で

３６床、特別養護老人ホームのほうが５０床ございます。  

 小規模多機能型居宅介護というサービスがございまして、泊まりのサービスとし

ましては１日９名以下、９名以内となっております。登録定員自体は２９名以内、

泊まりが１日９名以内、通い、日中施設で過ごせる人数が１日１８名以内となって

おります。泊まれる人数としましては９床となっておりますので、町内に３か所ご

ざいますので、小規模多機能型居宅介護のベッド数としましては２７床ということ

になります。もう一つ養護老人ホームというものがありますので、５０床というこ

とになっております。  

 以上です。  

○８番（根釜昭一郎君）  

 この数字を何で確認したかといいますと、先ほど高齢者年代別の人数を発表した

わけですけれども、高齢者の人数が６月１日現在で２，１９５名、これ前期高齢者

から数えられていると思うのであれなんですけれども、後期高齢者の人数でいくと

千何名かになろうとは思うんですけれども、千何名のうちの入院施設で、これは両

町 に な る の で 本 町 が 半 分 利 用 さ れ た と し て ８ ０ 、 １ ８ ０ 、 ２ ５ ０ 床 ぐ ら い 、

２５０名ぐらいしか施設の利用ができない、可能というか容量が現在それだけであ

ると。  

 今後、高齢化率が増えていった場合には、その施設自体も利用が難しくなってく

るんではなかろうかと考えているんですが、その辺の見通しはどのようになってい

ますでしょうか。  

○保健福祉課長（中村里佐子君）  

 知名町、高齢化率のほうは年々確かに上昇していますが、介護保険の認定率とい

うものはほぼ２０％以下で経過しております。ですので、高齢者の率が上がってい

ても介護状態になる方が増えているということではございません。  

 それは在宅のほうで頑張って生活をしておられたり、ご自分で活躍してお仕事を

されておられたりという方がいらっしゃるからだと思っております。全ての方が介



― 106 ― 

護状態、入院状態になると確かにベッド数も足りないですし、施設も足りないとは

思いますが、今、皆様が気をつけて健康寿命を全うするようにしていただけると、

全ての方がこの施設を使わずに在宅で生活していくことができますので、ご自分の

健康管理をされる方が増えることで、足りないという予測だけではないのかなと思

っております。  

○８番（根釜昭一郎君）  

 町長の施政方針でもありました。「『人生１００年時代』に町民が生涯にわたり

健やかで心豊かに暮らせるよう、町民一人ひとりが健康づくりに関する知識を身に

つけ、主体的に行動し、家庭、地域、行政が一体となって、いつまでも健やかに生

活できる町づくりを目指します」、この方向で知名町自体が進んでいることも、認

定率のほうがそれ以上上がらないのに貢献できているのかなと思っております。  

 しかしながら、先ほど補佐のほうから説明があった懸念されているのが介護人材

不足という説明があったんですけれども、介護人材不足の解消に関しましては、ど

のように対応することを念頭に置いていますでしょうか。  

○保健福祉課参事（根本幸治君）  

 これまでも、もう何年も前から会議とか、介護・福祉関係の集まる会のほうでは、

介護人材不足の話題が必ずと言っていいほど出ておりました。ただ、現在として、

具体的な対策が取られているわけではないんですけれども、例えば施設において専

門職がしないといけない仕事というものがあります。ただ、専門職じゃなくてもで

きる仕事というものが、掃除だったりとか話し相手だったりとか、そういったもの

もあると思います。そういった専門職じゃなくてもできるような仕事をちょっとサ

ポートしてくれるような人材を育成するために、県が実施しています介護人材ポイ

ント事業というものも町のほうで実施しております。  

 またそういった事業も活用しながら、周辺業務を手伝ってもらえるような人材も

育成していって、少ない専門スタッフが介護のほうに集中できるような体制が整え

られたらと思っておりますし、また、町のほうで生活支援サポーターという支援す

るサポーターも養成はしております。なかなか定期的に開催ができておりませんけ

れども、今年度以降も受講希望者がいましたら開催予定ですので、そういったとこ

ろで、在宅で生活している高齢者の支援をするサポーターの養成もしていきたいと

思っております。  

○８番（根釜昭一郎君）  

 以前の質問でもしたんですけれども、以前はヘルパー講習と言っていた状態で、

今は介護職員初任者研修と言うようですが、いろいろな事業所に確認したんですけ
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れども、沖永良部のほうで実際に講習のほうを開催、予定をしてもなかなか募集者

がいないというような前回、答弁であったと思います。事業所のほうに確認をして

も、現在あらゆる職種においてのマンパワー不足の面もあると思われますが、募集

はなかなか来ないのが現状であるというふうに伺いました。  

 今現在は、一番近くて奄美大島のほうで開催されているんですけれども、本町で

の開催は、介護人材不足になるということを町民の皆様により知っていただいて、

どうしても必要ということで声かけをしたら、もう少しは募集があるのではないか

と思うんですが、その辺に関しましてはどのように考えていますでしょうか。  

○保健福祉課参事（根本幸治君）  

 介護人材不足ということで、資格、初任者研修への地元での開催ということがで

きれば、興味のある方が受けやすいというのはあるのかなとは思います。  

 ただ、介護職として働くためにどうしても資格が必要というサービスばかりでは

なくて、資格がなくても働けるサービスというのは多くありますので、もし介護の

仕事に興味がある方は、県の社会福祉協議会が開催している入門的研修とかそうい

うのもございますので、そういった研修をまずは受けていただいて、思い切って介

護の現場に足を踏み入れてもらって、そこからまた資格の取得等を考えていただけ

れば、介護人材のまた定着というところで考えると、働き始めて長く介護職でやっ

ていこうという方の人数を把握できましたら、また地元での開催とかも考えていき

たいなとは思っております。  

○８番（根釜昭一郎君）  

 この介護職員、介護人材育成に関しましては、県のほうでも助成をされていると

思うんですけれども、どうしても本町の方が受講する場合には島外になってしまう

ので、現在、その受講に関しての助成等は、町単ではないと思うんですけれども、

今後、予定、人数にもよるとは思うんですけれども、毎年何人かずつでも助成をし

ていただければと思っているところなんですけれども、その辺に関しましてはいか

がでしょうか。  

○保健福祉課長（中村里佐子君）  

 今のところその講習に対する助成というものは、予算措置はされてないんですけ

れども、毎年、鹿児島県社協のほうが、先ほど根本が回答しましたが、こういった

研修を離島を回ってしてくださっております。もちろん知名町のほうでも行ってお

ります。  

 今年度も知名町で開催しておりますので、わざわざ奄美や鹿児島に行かなくても

町のほうで受講する機会が得られますので、ぜひ興味のある方はそちらのほうに参
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加していただきたいなと思いますし、広報のほうも行っております。来月、知名町

のほうでは、県社協のほうが主催して７月２５日に開催予定もありますので、ぜひ

そういった機会、島内でできる機会をぜひうまく活用していただければなと思って

おります。  

○８番（根釜昭一郎君）  

 それ初任者研修が行われるということですかね。多分、今おっしゃっているのは、

入門セミナーのことだとは思うんですけれども、なかなか自分も行く機会がないん

ですけれども、今回事前に知ったので、ぜひ勉強させていただこうとは思っており

ます。  

 なかなか介護自体は、資格を要したり等あるんですけれども、町民の皆様におか

れましては、家庭内を考えていくと、どの家庭のほうでもいわゆる要介助者のほう

がいるような時代が１０年後にはもう訪れるのではないかと思っております。その

介助の方法、仕方とかを私を含めなかなか理解してない面が多いと思います。町長、

介助の種類とかご存じでしょうか、お答えください。  

○町長（今井力夫君）  

 大変申し訳ございません。そういうところまでのまだ知識は持っておりません。  

 ただ、先ほどから議員のお話を聞いていて私が思うのは、沖永良部のよさとは何

だったんだろうと。私のおふくろがいまわの際に入るときに、自分の家でやっぱり

終末期を迎えたいというようなのがあって、お隣の年寄りの皆さんとか、別にその

人たちが介護の能力を持っているわけでもないんです。だから私、島のよさという

のは、そういう技術的な専門的な知識もなくても、先ほど言ったように、対話型の

何らかの声かけを周りの人がしていくことによって、気分が和らいだりすることに

よって、非常に最期、終末期を終えることができた、あの文化というのを私は沖永

良部というのは持っているので、そういうものをしっかりと以前に匹敵するような

形で町民が持てるような、そういう社会づくり、それが私は地域包括ケアというこ

とにつながっていくのかなと思っております。  

 日本全国、介護人材の不足というのはもう分かり切っていることで、その中で、

じゃ、自分たちの地域で、そういう介護人材は不足しているけれども、私ができる

ことは何だろうかというものを改めて町民の皆さんが考えて、自分たちの周りの人

を自分たちのできる範囲のことで何らかのサポート、どうしても医学的な治療が必

要なのは、先ほど１７０床ぐらいの病床はありますけれども、どうしてもいけない

ところはそういう病院を使うしかないだろうけれども、ほとんどの人たちは終末期

を自分のところで過ごして、終末を迎えたいという方がほとんどだと思っている。
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そういうほとんどの人たちの精神的な気分的な緩和ができる、そういう介護という

のが、もともとこの島には持っていると思いますので、そういう雰囲気、そういう

ふうな島というのを我々は今後目指していくべきであろうというふうに思っており

ます。  

 ただ、回答にはなりませんけれども、介護の知識はまださほど持っておりません

けれども、自分の親のいまわの際を見たときに、ありがたいなというのを感じたの

で、そういうのがこの島の持っているポテンシャルの高さじゃないかなと、それを

我々はやっぱりきちんと引き継いでいく必要があるのかなというのは感じておりま

す。  

 以上です。  

○８番（根釜昭一郎君）  

 介助の種類について一応、呼び方はいろいろなあれであろうかと思いますけれど

も、移乗の介助、乗り降り、車椅子であったり、車であったりという際の移乗の介

助、食事の介助、口腔ケアの介助、排せつの介助、入浴の介助、更衣、着替えの介

助、歩行の介助等々があるようです。  

 私のほうも今回の質問をして気づいたんですけれども、調べていく上で、自分で

できるかというとなかなかできないのも、できないだろうなと感じるのも結構多う

ございました。  

 先ほど町長からもあったんですけれども、地域包括ケア、家庭、地域、事業所、

公的機関とみんなが協力して見守っていく体制を構築していかなければいけないん

ですけれども、そういった際に、ぜひ介助の方法とかを住民、町民のほうにお知ら

せする、学ぶ機会の創出、現在もされていると思うんですけれども、なかなかこの

各集落等ではされてないのかなと感じるところがあるので、地域包括ケアを進めて

いく中で、そういったことが各集落ではできないでしょうか。  

○保健福祉課参事（根本幸治君）  

 各集落での介護方法の伝達みたいなことだと思うんですけれども、今、字ではい

きいき教室というものを開催しております。２０字で開催しております。そこでの

講師役といいますか、は保健師だったりとか、歯科衛生士だったりとか、あと作業

療法士だったりとかいった方々が講師として指導等をしております。そういった場

でも介護方法を聞くというのは全然していただいて構わないと思いますので、実は

自宅で最近、両親の介護をしているという方がいて、うまく移乗ができないとか、

食事の介助ができないとか、口腔ケアができないとかいうことがありましたら、そ

の場でも聞いていただいて構わないと思いますので、ぜひそういった機会をご活用
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いただければと思っております。  

○８番（根釜昭一郎君）  

 各集落、支部等がある集落もあろうかと思うんですけれども、一応集落のほうで

も、私の地元のほうでも今後取り組んでいきたいとは思いますが、町としてもぜひ、

全体でなくてある場所を借りての開催でも構いませんので、そういったのを町民が

体験できる体制を構築していただければと思っております。  

 特に介護、福祉の面に関しては、なかなか人ごとだと思っている４０代、５０代、

６０代の男性の皆さん、私を含めてですけれども、ぜひ学んでいただきたい。今後

いつ、起きないにこしたことはないですけれども、いつ誰がどのような形で要介護、

要 介 助 が 必 要 に な る か 分 か り ま せ ん の で 、 ぜ ひ 積 極 的 に こ う い っ た 福 祉 関 係 の 、

近々で言いますと社協が開催されます７月２５日の福祉のしごと入門セミナーｉｎ

沖永良部というのがあります。こちらのほうに参加してみるとか、現在、私の後ろ

のほうには各集落の区長さん等が大勢おられますが、各集落のほうで、どちらかと

いうと各集落におられる女性の方は、ほとんどプロの方も大勢おられますので、そ

ういった女性の方に介助の方法とかを学ぶ機会というのも、各集落のほうで構築し

ていただければと思っております。  

 それでは、大きな２番のほうに移っていきたいと思います。  

 先ほどの町長の答弁のほうで、今回は、調査事業ということで８つの施設、知名

周辺の８つの施設を調査することが事業の目的というふうに伺ったんですが、この

調査の年数は単年度で、来年以降は展開を計画しているのかどうかというところを

お答えください。  

○町長（今井力夫君）  

 まず、町の遊休施設というのがたくさんありますので、その今空いている施設と

かを我々は有効にどう使っていくのか、そういうものを考えていかなきゃいけない

時代に入っております。  

 本町の公共的な施設というのは、ほぼ四、五十年たって再建しなきゃいけないの

か、それとももう別の民間企業等に売り渡していくのかと、そういうものも検討し

ていかなきゃいけない時期になっておりますので、今回はこの施設をどのような形

で使っていったほうが町の持続的発展に資するのかと。と同時に、まちづくり町民

会議の皆さんが、これらの遊休施設をこういうふうに使ったほうが町のためになる

んじゃないかという答申もいただいておりますので、その答申と民間企業のコンサ

ルが考えたものをこの２つをミックスして、どれが一番いいのかというのを考えて、

そこに民間の活力を使わなきゃいけませんので、もう公的資金でもって新たなもの
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を建設していくというのが非常に難しい時代でございます。ここに、島内及び島外

の企業が参入して、じゃ、私たちで造りますので、あとはこれについてこういうふ

うな感じで投入した資金を取り戻していくとかというのは可能なのかどうなのかと、

そういうものを検討させるためのものであって、こうしますよというのではなくて、

どうしたらこれらの遊休資産の有効活用ができていくのか、町民が考えているもの

と専門家のコンサルの皆さんが考えているものを、検討会をするというようなのが、

この官民連携推進事業になります。  

○８番（根釜昭一郎君）  

 実際に 動い ていく のは来─い えいえ 、 計画が今 年度 という ことなん です が、 今

年度中に計画は確定するということでよろしいですか。分かりました。  

 以前よりマチヘソプロジェクト等々、この旧庁舎周辺、庁舎移転したんですけれ

ども、都市計画地域での活動といいますか、計画のほうが実際には目につくような

感じがしております。  

 何ゆえこの質問を出したかといいますと、第６次知名町総合振興計画、私も大変

大好きな言葉なんですけれども、「２１の暮らしを大切に、２１の未来を創る子や

孫が誇れるまちづくり」、この第６次知名町総合振興計画がスタートして以降も、

先ほど世帯、人口等の１番の質問に関してですけれども、人口等の高齢化率の説明

があったんですけれども、世帯数を見ても、この振興計画第６次がスタートして以

降も各集落、各字においては、周辺の集落においては、世帯数の減少が止まらない

状態、人口減も止まらない状態、何らかの世帯数減、人口減少を止める手だてをぜ

ひいろいろなアイデアをお持ちの町長には考えていただきたく、この質問を出して

おります。  

 集落の人口減、世帯数減に、周辺集落に関してどのような施策を今後検討してい

くのかというのを町長のほうにお伺いいたします。  

○町長（今井力夫君）  

 この人口が減っているというのは、これは課題ではなくて、もう人口減少、一つ

の流れの中にあるということを我々は、国もはっきりそういうことをもう認識して

いかなきゃいけないと。人口は、先進国においてはどこの国においても減少してい

く。人口が増えていくのは、言葉は選ばなきゃいけませんけれども、後進国と言わ

れているアジア、アフリカと言われるところですよね、アフラシアとよく言われま

す。ここは急激な人口増加があって、今世紀末には１００億人を超すと言われてい

るのは、このアフラシアの人口増加だけなんです。  

 先進国においてはもう明らかに人口は減っていく。その減っていく、これを今す
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ぐ食い止めるということは不可能です。子供ができて、そして、それが社会貢献で

きるような年齢になるには二、三十年かかるわけでございますので、ただ、その中

で議員がおっしゃっているのは、今の減少スピードを抑えることのできるような施

策を町は打つべきじゃないかということだと思いますので、各集落において空き家

等がかなりあると思います。その空き家等、新しく我々が町営住宅をどんどん建て

ていくという時代はもう既に終わっておりますので、本年度かなり空き家改修の予

算を増額してありますので、そういうもので各字の中に使える住宅がありますので、

そういう住宅が、若者が住む場所がないというのも一つの理由になっておりますの

で、またはＩターン・Ｕターンの皆さんを受け入れるための家というのが今、知名

町にほとんどありません。  

 そういう中で、外部からの人を受け入れるとか、または今いる人たちが島外に出

ていかないためには、彼らが要望している大きなものの中に、仕事とそれから居住

地域と、居住の場ということを言っておりますので、したがって、そういうふうな

各集落における空き家というものをもう少し有効活用していくために、住めるよう

な改修と、そういうものをしていくことはやっていく必要があるだろう。  

 それからさっき言ったように、字の仕事というのが、区長さんに全部おんぶにだ

っこというのが今の状況になっておりますので、もうそうなってくると区長さんの

成り手というのが、まとめ役の成り手がいなくなってきます。そうじゃなくて、私

はこの分野だったらできますよ、私は非常にパソコン、ワープロ打つの上手、得意

ですので、字の集会等の資料は指示してくれたら私が打ちますよとか、これからの

字づくりというのは、私ができるものはこういうことなので、こういう能力を私は

発揮して字に貢献していきたいと、そういうふうな人材というのを、または人材も

だけれども、そういう意欲をそれぞれの字でどう高めていくかと、そこに町の予算

の投入が必要な場合には、当然そこに予算投入というのもしていかなきゃいけませ

ん。  

 その一つで、今一つのことをみんなで何かすることによって、字のまとまりがで

きるだろうということで、私は花いっぱい運動をしましょうやと、字にそれぞれの

花壇があります。そこをみんな、老いも若きも集まっているうちに、そこに何らか

の字の結束力がさらに強まっていって、字というものの固い絆というのが出来上が

るであろうというような意図から、今の段階では財政的には花いっぱい運動を通し

て字でまとまりをつくっていただきたい。今後やっていくのは、各字にある空き家

改修というのをやっていきたいということです。  

○議長（福井源乃介君）  
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 しばらく続けます。  

○８番（根釜昭一郎君）  

 私がお尋ねしたかったのは、集落出身の人がいないわけではなくて、この一極集

中といいますか、住宅がある場所に集中して、実際に現場を受け持たれている、本

日来られている区長さん方は、集落に住んでないとやはり声もなかなか、実際に起

きる現象に関しては声をかけづらい、そういう現象が起きて集落運営が成り立たな

い、そういうのが散見されると。なので、世帯数、人口の減っている集落に対して、

町として何らか手だてをということをお尋ねしたんですが、もう一度。  

○町長（今井力夫君）  

 今、議員がおっしゃったように、住む場所がないというのが一つ、若者からも言

われておりますので、それぞれの字に空き家がたくさんありますよと、そこを公的

資金も投入しながら改修をして、そこに住むことができるような場所を確保してい

こうかというようなことが、今、住む場所に対してはそういうような措置を取って

いこうかなと思っております。  

 知名方面に住んでいる人たちは、自分の字に帰りなさいということは、これは法

的に個人の居住権がありますのでできませんけれども、ただ、そこはそれぞれの字

の働きかけというのが必要です。ただ、昨日も言いましたけれども、若者がなぜ都

市部に流れていくのかと、その理由をこの前の「クローズアップ現代」が教えてく

れたものも我々は一回、字に住んでいる人たちは考えていく必要もあるのかなと思

っております。  

○議長（福井源乃介君）  

 根釜君、まとめてください。  

○８番（根釜昭一郎君）  

 まとめます。  

 国のほうでも近年この中央集権が、財政再建、活性化には適してなかったという

ことで地方創生事業を始めております。この知名町においても集中するのではなく

て、しっかりと周辺、２１の暮らしを大切にするんであれば、全部の２１集落にし

っかりとした目を向けて事業等に取り組んでいき、町を活性化させていくことを強

く要望して、私の質問を終わります。  

○議長（福井源乃介君）  

 これで、根釜昭一郎君の一般質問を終わります。  

 しばらく休憩します。  

 午後１時５分から再開します。  
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休  憩  午後  ０時０６分  

─────────────── 

再  開  午後  １時０５分  

○議長（福井源乃介君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 昨日の西君の質問に、教育委員会事務局参事が答えます。  

○教育委員会事務局参事（田邊  栄君）  

 昨日、西議員の質問に対する回答で、大島地区スポーツ少年団競技別交歓大会に

おいて、ジュニアベースボールのチームが、大島地区とあと別の大会と２つ出てい

ると誤解を招きかねない答弁がありましたので、追加で修正させていただきます。  

 ジュニアベースボールチームは、大島地区競技別交歓大会ではなくて徳之島で行

われています４月に開催される県大会の予選大会に出場しております。ということ

で、大会に対する町が旅費補助は１つに対して行われていることを修正して付け加

えさせていただきます。  

○議長（福井源乃介君）  

 一般質問を続けます。  

 宗村  勝君の発言を許可します。  

○１０番（宗村  勝君）  

 議場内の皆様、こんにちは。議席番号１０番、宗村  勝が次の５点について一般

質問をいたします。  

 １、役場新庁舎周辺の道路整備について。  

 役場新庁舎開庁後、町民はあらゆるルートで役場を訪れています。道路の幅員の

狭さや蛇行が多い箇所があります。利用者の安全な通行に道路整備が必要だと思い

ますが、今後の道路整備の計画について伺います。  

 ①黒貫大堂線の整備について。  

 ②上城方面から庁舎へ来る瀬利覚モーキ線について。  

 大きな２番、役場新庁舎のエアコン室外機の長寿命化について。  

 役場新庁舎のエアコン室外機の設置は、海からの潮風防止に三方壁で仕切られて

いますが、雨を防ぐ工夫がされていません。エアコンを長期にわたり使用するため

には室外機の防さび対策を強固にすべきではないか。  

 ３番、小・中学校の統廃合について。  

 児童・生徒数が著しく減少しており、将来的にも減少が見込まれています。統廃

合を視野に入れた計画が必要ではないか。  
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 ４番、町の未利用資産の処分について。  

 役場旧庁舎をはじめ、町保有の未利用資産が膨れ上がっています。処分案を考え

スリム化を図るべきではないか。  

 ５番、二地域居住の推進について。  

 大都市への一極集中の是正を図るために、国がコロナ禍後、二地域居住の推進を

しております。現代社会は、テレワーク等の手段が普及しており、地方にいても仕

事をしている皆さんが増えています。本町も出身者をはじめ幅広い皆さんにＰＲを

して交流人口等の増を図るべきではないか。  

 以上で、壇上からの質問を終わります。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、宗村  勝議員のご質問に順を追って回答させていただきます。  

 新庁舎完成後の周辺整備をどうしていくのかというご質問だと思います。  

 ま ず 、 ご 質 問 の 黒 貫 大 堂 線 は 、 給 食 セ ン タ ー の 北 側 か ら 松 尾 歯 科 ま で の 区 間 の

３７０メートルが、道路幅が大体４メートルであり、そのうちの２６０メートルに

関しましては、畑地帯総合整備事業の第二知名東部地区で整備されております。本

路線は対向車が確認できる状況にあり、離合が可能なことや、また交通量が少ない

という時点から、現時点では道路整備計画の中には考えられておりません。  

 ２番目、上城方面からの件についてでございますが、ご質問の瀬利覚モーキ線は、

新 庁 舎 か ら 大 山 方 面 へ の ４ ７ ０ メ ー ト ル の 区 間 が 、 道 路 幅 が 約 ４ メ ー ト ル か ら

４．５メートルあります。本路線は田皆、上城校区及び瀬利覚字民の利用が主だと

思われますが、交通量も今現在少なく、整備の必要性は低い状況であります。現時

点では拡幅等の予定はありません。しかしながら、今後の交通量が増えるなど状況

変化がありましたら、整備の必要性については検討してまいりたいと考えておりま

す。  

 続きまして、エアコン室外機等の問題につきましてでございますが、新庁舎屋上

に設置された空調室外機に関しましては、海からの潮風・強風による被害を抑える

ために、南側の三方を鉄筋コンクリート壁で囲んでありますが、本室外機は噴き出

し口が上方にある構造のため、メーカーの指導により加熱妨害を発生させないよう

なことから上部は開放形にしてあります。  

 また、室外機上方に屋根などの障害物がある場合も同様に、放熱妨害が発生する

原因となることから、メーカー側から原則不可という確認が取れております。その

ため、防さび対策といたしましては、室外機を耐重塩害仕様としておりまして、ま

た、補足といたしましては、耐震対策として防振架台を設置しております。  
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 ３番目の学校統廃合につきましては、教育委員会所管事項でございますので、教

育長が答弁します。  

 続きまして、４番目の未利用資産の処分につきまして、未利用資産となる町の遊

休施設につきましては、現在、建物で７施設、住吉幼稚園、上城幼稚園、中央公民

館、旧庁舎、旧保健センター、旧包括支援センター、旧養護老人ホーム長寿園、土

地では３２筆ほどあります。  

 これまでの未利用資産の活用方法といたしましては、普通財産の貸付けによる使

用料収入が主となっているほか、指定管理による運用を行っております。  

 昨年度の知名町まちづくり町民会議におきまして、公共施設の跡地利用として旧

庁舎役場や旧保健センター、旧包括支援センター、旧養護老人ホームの長寿園を対

象に検討を行い、それぞれの施設に対し３つのグループが活用案を私に答申をして

おります。  

 また、公的不動産の利活用事業調査といたしまして、今年度、国土交通省の先導

的官民連携支援事業の採択及び交付決定を受け、今月から調査事業には着手してお

ります。  

 当事業は、町内事業者及び島外事業者に対し、町の遊休施設やそのエリアでの民

間事業者による事業実施の可能性調査を行うもので、令和６年度末には本調査事業

の完了を予定しております。  

 いずれも現時点での検討及び調査段階でございますが、まちづくり町民会議から

の答申を踏まえつつ、本町が所有します遊休不動産については、民間事業者の創意

工夫を最大限に生かした事業運営により、官民連携で地域課題の解決やエリア価値

向上を図り、地域の活性化を目指しているところであります。  

 ５番目の二地域居住につきましては、二地域の居住を進めるためには、テレワー

クを行う際のインターネット環境の整備や住居環境の整備等が必要になると考えら

れます。本町では、テレワーク環境整備といたしましては、令和５年度にフローラ

ルパーク前のサテライトオフィス及びフローラル館地下１階のテレワークオフィス

を整備してあり、指定管理者といたしまして一般社団法人ツギノバ様を指定してお

ります。  

 また、住環境の整備といたしましては、同年度から移住定住相談窓口業務をツギ

ノバ様に委託をしており、フローラル館地下１階を相談窓口として、移住相談や空

き家関連事業や関係人口相談等を実施しております。  

 令和５年度の実績といたしましては、空き家調査件数を４２３軒行っております。

それから、移住相談の回数は延べで４２２回あります。空き家のマッチング件数と
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いたしましては８件ほどあり、テレワークオフィスの利用人数は４４名です。サテ

ライトオフィスの入居社数は４社が入っております。  

 となっており、今後さらなる連携強化を図り、定住人口や関係人口、交流人口等

の増加につながるように努めてまいりたいと考えております。  

 以上でございます。  

○教育長（田中幸太郎君）  

 それでは、宗村  勝議員の３番、小・中学校の統廃合についてのご質問にお答え

をいたします。  

 平成２７年１月に文部科学省から出された公立小学校・中学校の適正規模・適正

配置等に関する手引によりますと、学校規模の適正化の検討は、児童・生徒の教育

条件の改善の観点を中心に据え、学校教育の目的や目標をよりよく実現するために

行うべきものであると示されております。  

 また、学校規模の適正化や適正配置の具体的な検討につきましては、行政が一方

的に進める性格のものではなく、保護者や地域住民の十分な理解と協力を得るなど、

「地域とともにある学校づくり」の視点を踏まえた丁寧な議論が求められていると

ころでございます。  

 ところで、本町におきましては、現段階では各学校の校長からは、保護者や地域

住民から学校再編を望む声は上がってきていないと聞いております。特に小学校に

つきましては、地域住民が心のよりどころとしており、コミュニティ・スクールの

理念の一つである「学校を核とした地域づくり」に地域住民総出で取り組んでいた

だいている印象がございます。  

 また、本町では令和４年度から住吉小学校と下平川小学校で、令和５年度からは

全校でコミュニティ・スクールを導入しており、現在、どの学校においても学校独

自のアイデンティティーを確立しようと努力しており、特色ある教育活動が展開さ

れております。  

 さらに、児童・生徒数につきましては、児童数は少しずつ減少するものの、生徒

数は令和１０年度までは増加傾向で推移し、その後減少に転じます。これらのこと

から、現段階では学校再編について早急に検討すべき状況には至っていないと考え

ます。ただし、議員ご指摘のとおり、少子化に歯止めはかからず、学校再編は今後

避けては通れない重要なテーマであり、いずれ保護者や地域住民の合意形成を目指

した丁寧な議論が必要になってくるものと認識をしているところでございます。  

 なお、学校再編に伴う町在住の教職員数の減少、学校跡地の利活用など、町の経

済や振興に少なからず影響を及ぼすことから、この件につきましては、町長部局と
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も連携し、町全体のテーマとして考え、議論を深めていく必要があると考えており

ます。  

 以上でございます。  

○１０番（宗村  勝君）  

 それでは、順を追って再質問をしていきたいと思います。  

 先ほどの町長の答弁では、整備をする予定はないとおっしゃられました。実際、

私感じたところなんですけれども、町長、副町長、建設課長にお伺いしますが、周

辺、車で通行してみて感じたところはないでしょうか、お一人ずつお願いします。  

○町長（今井力夫君）  

 東方面に行くときにはそこを通ることが多々あります。確かに道路幅、先ほど申

し上げたように４メートル前後ということで、車の離合等においては困難なところ

もあるかもしれませんけれども、かなり道路のカーブも多うございますので、そう

いうところを道路利用者の皆さんが、車で高速で突っ込んでくるということもござ

いませんので、皆さん非常に交通安全に気をつけ、スピードをダウンして通ってお

りますので、そういう意味からは、道路は狭いんですけれども、そのことによって、

ある意味ではドライバーの皆さんの安全意識というのは、非常に高まった状態で通

行しているのではないかなと思っております。  

 現在のところ、交通量調査等も必要になってくるかなとは思っておりますが、私

が現在通行しているときに、対向車というのが１台もなかったというのが現状でご

ざいます。  

○副町長（赤地邦男君）  

 私も通勤の際はよく使っております、最近。ただ、そんなに交通の量も少ないで

すし、そんなに不便を感じたことは今のところはないということでございます。あ

とはもう町長の回答したとおりでございます。  

○建設課長（英  敬一君）  

 私も現場に出る際等、その道路も利用しております。また、先ほど町長、副町長

と同じく、私もまだ対向車と擦れ違ったことはございません。またこの前、課長で

の集まりがあったんですけれども、その中で、２番目の質問の箇所、モーキ線もで

すけれども、職員で通勤で利用している方もいらっしゃいますが、やはり対向車と

の擦れ違いはほぼないというようなことを聞いております。  

○１０番（宗村  勝君）  

 お三方とも対向車と擦れ違うことがなかったとのお答えでした。たまたまそうだ

ったかもしれません。  
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 私が一番感じた場所は、松尾歯科から来て、すぐそこ、あしびの郷から乗ってく

るところの三差路みたいなところがありますけれども、そこは見通しが悪いんです、

はっきり申し上げて。ちょっと丘に乗っていく感じでありますから、そこをああい

う設計になったのかなと、何でそういう設計になったのか、出来上がってからそう

なったのかなと思っておるところなんですけれども、感じなかったですか、建設課

長。感じないですか。  

○建設課長（英  敬一君）  

 道路が完成してすぐ走った際には、やはりちょっと違和感を感じました。ただ、

もう今かなり何度も走っているので、特に当初みたいな感じは受けなくなったんで

すけれども、確かに議員がおっしゃるように、完成して直後は上り坂のほうがちょ

っと気になりました。  

○１０番（宗村  勝君）  

 私はいつもそう感じております。それを解決するためには、工事費かかりますけ

れども、下げたらいいんです。なだらかな勾配で行けば解決すると思うんですけれ

ども、見通しがつくと思うんです。そこらも今すぐということじゃない、よろしい

んですが、ぜひ毎回通る、通行される皆さんは、もうどういう状況か分かっており

ますから、初めて役場を訪れる方が来たら面食らいます、はっきり申し上げて。そ

こらはやっぱりちょっと検討すべきじゃないかなと思いますが、ぜひ改善できまし

たら、もう危険だと思ったものですから、ぜひそれは改善の方向に向かっていって

いただきたいと思っております。  

 黒貫大堂線に戻ります。黒貫大堂線は何のために整備されたのか、ちょっと分か

らないところありますけれども、黒貫集落からどこまでが大堂線ですか。  

○建設課長（英  敬一君）  

 松尾歯科のところまで黒貫大堂線となっております。  

○１０番（宗村  勝君）  

 黒貫集落周辺は、農地買収とかしてもう立派な通りになっております。それ何で

そこまで来て、蛇行したところに来て道が改善できなかったかというちょっと疑問

なところがあるんですけれども、ぜひ現在のところ整備の予定はないとおっしゃっ

ていますが、これから役場を訪れる、まだ役場開庁始まってばかりですから黒貫方

面、芦清良方面から来る皆さんはそこを通ります、はっきり申し上げて、今。とい

うことは、交通量は多くなる可能性があります。交通量が多くなると、もう事故の

発生する可能性もあるかなと思っております。  

 例を言いますと、黒貫の下のニシムタができたので、農道を通行する関係で事故
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が多発しております。それと同じことが出てくると思うんです。ぜひ見通しのいい

道路を、ましてや庁舎に向かう道路ですから、そこらもっといい道路であってほし

いなと思っております。ぜひ将来検討していただき、できたら早期に改修工事をお

願いしたいところでありますが、それと一つ、瀬利覚公民館から上の道は瀬利覚大

山線といいますか、違いますか。  

○建設課長（英  敬一君）  

 瀬利覚名畑線。  

○１０番（宗村  勝君）  

 瀬利覚名畑線は、もう瀬利覚集落の皆さんが大山方面に向かうためにすばらしい

道路になっております。それにつなぐこのモーキ線ですから、ほんの何メーター、

上城方面から役場庁舎を訪れる皆さんは、そこを遠回りして来なくても安全な道で

役場に訪れることができるかなと思っております。予定はないとおっしゃらず、安

全プラス利便性を考えて、役場新庁舎ができて、ぜひ通りやすい道だと通行する皆

さんに安全な道の確保をお願いしたいと思います。  

 それでは、２番の新庁舎のエアコン室外機の件なんですけれども、先ほど町長は、

メーカーから上は塞いじゃいけないと。それは完璧に塞いでしまうと確かに熱交換

的に不具合がありますから、それは屋根をするだけ、屋根の形をどうするか。それ

屋根に、完璧に塞ぐんじゃなくて、空気を吸いながら斜めに屋根を造れば、上噴き

出しのエアコンでも解決するんじゃないかなと私思うところなんですけれども、メ

ーカーがそうおっしゃったと言っていますが、そこらもう一回検討していただき、

この役場のエアコンはマルチ配管といいまして、１つの室外機からたくさんの室内

機につながれる配管されています。  

 室外機の基盤というのがあるんですけれども、基盤が故障するとそれに付随する

室内機はみんなアウトになりますから、そこらはどういう配管をされているかちょ

っとまだ分からないですけれども、ぜひ長寿命化を目指すためには、屋根をして換

気をよくして、台風後には職員らでも町長、副町長らでもいいですけれども、水道

で洗うと、そういう駆動のメンテナンスをしていかないと、今、夏場にエアコンが

カットしますともう仕事どころじゃないと思いますから、そこら、まずどなたに聞

こうかな、町長、どういうお考えでしょうか。  

○町長（今井力夫君）  

 １番目は、我々もこの南の外海離島においては、非常に塩害というのが室外機の

耐燃性といいますか、そういうものに影響を与えるなという思いがしておりまして、

南方向から海風が入ってくるところをまず遮断しなきゃいけないだろうなというよ
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うな発想でおりました。  

 あとご質問の後メーカーに問い合わすと、上部を塞ぐというのは放熱関係では非

常に害を及ぼすのではないかということでございました。屋根の形状を工夫したら

どうだろうかというご提案もいただきましたので、その辺についてはまた確認をさ

せていただければと思います。  

 ただ、屋根を造るということは、ある意味ではこれは建築の専門家に聞いたほう

がいいかなと思うんですけれども、屋根を造るということは形状変化というものに

なってくるのかなとも思いますので、その辺の建築上の制限があるのかないのかと

いうのも検討せざるを得ないのかなと思っております。  

○１０番（宗村  勝君）  

 エアコンの価値からして室外機が一番重要なんです。室外機がないとエアコンは

ちゃんと働きません。室外機の、先ほど申しましたけれども、マルチ配管されてま

すから、１基の室外機が故障しますと、それに付随する室内機はみんなもうアウト

になってしまいます。普通に使っていても部品一つ壊れてもなります。できたら雨

風に当たらない場所で設置されて、換気も熱交換もよくされてありますと、長寿命

につながると思うんです。  

 このエアコン室外機を取り替えるとなると、もう相当大変なことだと思います。

金額的にも、それを屋根は幾らかかるかちょっと私には分かりませんけれども、エ

アコンを短命にするよりは安いんじゃないかなと思いますけれども、それはどうい

う、どこの担当でそういう、建設課ですか。  

○建設課参事（夏迫裕作君）  

 室外機につきましては、メーカーから直接潮風に当たることは避けることと、直

接潮風に当たることを避けるために三方壁を設置しております。  

 一方で、潮を含んだ空気に触れる場合は、雨で流されることというふうなことも

言っております。それによりまして、屋根をつけると雨に流されることがないもの

ですから屋根をつけていないということになります。ここに屋根をつけるという話

になりますと、今度は屋根を支えるための支柱をどうするかという話になります。

また、屋根を上げることによって、台風で屋根が飛ぶということも考えられますの

で、今、重耐塩害仕様にしておりますことと、三方の屋根をつけていることで、何

より室外機の長寿命化を図っていると考えております。  

○１０番（宗村  勝君）  

 分かります。重耐塩害仕様でも中の基盤は重耐塩じゃないんです。湿度に、雨水

が垂れただけでも、そういうエアコンの故障は発生しております、雨のあるところ
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では。室内機の基盤、私関わっていますけれども、ほとんどが新しいうちは基盤な

んです。ということは、基盤もさびさせないためにはぜひ何らかの、屋根を造るだ

けじゃなくて、ほかの方法もあるかと思いますけれども、ぜひそこらはもう一度勉

強していただきやっていただきたいなと思っております。  

 屋根を造ると、さっき難しいとおっしゃいましたけれども、壁ができてますから

屋根はできるんじゃないですかと思いますけれども、私の考えは、鉄骨で傾斜のあ

る屋根を造ることによって、熱は斜めに逃げていきますから、そこらを台風にも耐

える屋根じゃないといけないんですけれども、そこらはいかがですかね、参事。  

○建設課参事（夏迫裕作君）  

 室外機の基盤につきましては、物によっては鋼製のボックスの中に入っているも

の、室外機の中で、ビニールできっちりと隠されているものというふうな仕様にな

ってございます。  

 室外機が雨にぬれてはいけないというふうなことはないです。メーカーによりま

しても、ぬれて当然というか、ぬれなければならないというか、雨に流されたほう

がよいというふうになっておりますので、そこにつきましては、基盤をもし害する

ような状態になるのであれば、それを防ぐような方法をメーカーとちょっと話をし

てみたいとは思います。  

 屋根につきましては、鉄骨の屋根をといいましても、三方の壁につきましては、

コンクリートの打設時に建物と一緒に打設しておりますので、一体化が図られてお

りますが、屋根をつけるとなるとどこに持たせるかという話と、やはり台風の風の

影響を受けますので、どれぐらいの柱の大きさにするかという危険があるのかなと

いうふうに考えます。  

 再度またメーカーと話をしまして、屋根があったほうがよりよいという結論が出

た場合には検討させていただきたいと思います。  

 以上です。  

○１０番（宗村  勝君）  

 塩分がなければ屋根があったほうがきれいです。そうだと思います。そこらを含

めてぜひ勉強していただき、着手していただけたらと思っております。  

 それと、エアコンのメンテナンス契約とかいうのは結ばれているでしょうか。  

○総務課長（成美保昭君）  

 設置したメーカーとの契約はなされております。  

○１０番（宗村  勝君）  

 それはどういう契約なのか、ちょっと私には分からないですけれども、毎月一度、
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電流、ガス圧とかそういうものを含めての契約ですか。  

○総務課長（成美保昭君）  

 細かい内容につきましては、現在、資料を持ち合わせておりませんので、後ほど

またお答えいたします。  

○１０番（宗村  勝君）  

 じゃ、分かりました。次にいきます。  

 学校の統廃合についてですけれども、私はその質問を何度かしております。とい

うのは、町民からも続けてくれと言われているもので、今回もこういう質問をさせ

ていただきました。  

 福井議長が平成２６年６月議会で同じような質問をしております。当時の豊島実

文教育長が、「統廃合に対する考えや小規模校の現状については、先ほどの答弁の

中でも申し上げたとおりですが、福井議員が申しておられる再編整備検討委員会に

ついては、今後、児童・生徒数の大幅増加が見込まれない現状を踏まえたときに、

（仮称）再編整備検討委員会を立ち上げて、幅広い立場から学校の統廃合に関して

検討することは有意義なことと思います。」と答弁をいただいております。  

 その平成２６年から、多分ですけれども、随分、生徒数・児童数は減っていると

思いますけれども、そこら私が今までにそういう検討委員会みたいなのを立ち上げ

てはどうかと教育長に要望していたところですけれども、その後、そういうことは

多分なかったかなという雰囲気なんですけれども、今さっきの答弁を聞きますと、

いかがでしょうか、教育長。  

○教育長（田中幸太郎君）  

 学校再編整備検討委員会ですか、このようなファイルは、私目にしたことがあり

ますけれども、この立ち上げについて実際どのようにということは、今のところ、

前教育長からも具体的な中身について引継ぎを受けておりませんし、ただ、こうい

った過去の議事録を見ますと、こういった話題が出たということは承知をしており

ます。  

○１０番（宗村  勝君）  

 我々本町と似たような規模の喜界町が、もう実際取り組んで統廃合されておりま

す。そこらの経過とか、そこらの勉強とかもされていないでしょうか。もう一度お

願いします。  

○教育長（田中幸太郎君）  

 大島地区内においては、喜界町がそのような形で、学校の整理、統廃合をされて

いると聞いておりますけれども、具体的な小学校が統廃合したことによって、ある
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いは中学校がまとまったことによって、どうこう成果、課題が出てきたというとこ

ろはまだ存じ上げておりません。  

○１０番（宗村  勝君）  

 我々議会で、経済建設委員会ですけれども、指宿市のほうに視察に行きました。

目的は違ったんですけれども、その農家が、指宿地区は統合されたらしくて立派な

校舎も廃校にして、それを再利用といいますか、そういう利用の仕方もあるみたい

ですから、体育館はバッティングセンターに変更するとか、そういう事例もありま

すけれども、もし中学校でも、もうはっきり申し上げて両校、小規模に近くなって

きております。  

 子供たちは、大勢の中で勉強、スポーツをするのが多分向いているんじゃないか

なと私は思いますが、伸び伸びと、昔とは違ってもう小規模が常になってもいます

が、統廃合ができなかったら、同じような先ほど説明いただきましたけれども、部

活動ももちろん合同でやっている状態ですが、そこらも含めて子供たちのためにど

うしたほうがいいのか。もちろん小規模は小規模のよさもあります。そこらを含め

て、長い目でお考えいただけたらと思っております。  

 私の母校であります住吉小学校が、今７０名ほどの児童数だそうですけれども、

あと何年かしたら４０名になると聞かされたもので、それはぜひそういうことも必

要になってくると。４０名じゃもう多分複式学級になりますか。８名以下ですよね、

たしか２クラスで。そうなってきますと、複式が悪いというわけじゃないですけれ

ども、大勢の皆さんで、子供たちで勉強させたほうが子供たちにとってはいいんじ

ゃないかなと思っております。ぜひ緩やかな減少ですけれども、ご検討いただき、

子供たちのために尽くしていただけたらと思っております。  

 次に、町の未利用資産の処分について。先ほど根釜議員の質問の中でもありまし

たけれども、先導的官民連携推進事業という事業で進めていくとおっしゃっていま

したが、その事業というのは金額が分かりましたらよろしいですか。  

○町長（今井力夫君）  

 この事業は多分、国土交通省が始めたのが昨年度、第１回目の募集があったので

はないかなと。実は昨年度もうまくこの事業にチャレンジしまして、建設課のほう

がこれにチャレンジしまして、田水団地を今後どのようなほうにしたらいいのかと

い う よ う な あ た り で も や っ て お り ま す が 、 予 算 と い た し ま し て は 、 今 回 我 々 は

１，７００万円の予算を国土交通省に要望いたしました。しかし、今回、満額回答

ではなくて１，０６０万円ほどの回答が来ております。その１，０６０万円では、

コンサルのほうが計画している全内容が難しいのではないかというようなことが言
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われておりますので、１，０８４万円ですか、申し訳ございません。  

 したがって、総額１，７００万円をやはり必要とされているということでござい

ま す 。 年 度 当 初 に も １ ， ７ ０ ０ 万 円 は 計 上 し て あ り ま す け れ ど も 、 こ の 中 の

１ ， ０ ８ ４ 万 円 は 国 交 省 か ら 支 給 さ れ る と 、 本 町 の 手 出 し 分 と し て し ま し て は 、

６１６万円ぐらいの手出しということにはなってくるのかなと思っております。  

○１０番（宗村  勝君）  

 概算でよろしいんですけれども、旧庁舎を解体した場合、お幾らになるかを分か

りましたらお答えいただけたらと思います。  

○総務課長（成美保昭君）  

 解体の費用につきまして、今、企画のほうからの話があったんですけれども、大

分前に見積りというか概算を出したことはあるんですが、現時点で庁舎、本体のみ

じゃなく今は周りの耕地課、農林課、子育て支援課、議会議事堂ですね、あらゆる

ものが入った全てについての概算はまだ算出しておりません。  

○１０番（宗村  勝君）  

 そういうお答えいただくと質問のしようがないんですけれども、多分何億円かか

るという声がありますけれども、大体分かりませんか。  

○建設課参事（夏迫裕作君）  

 鉄筋コンクリートの解体費用というのが、国交省が参考で出しているものがござ

いまして、平米当たり３万６，０００円ほどというふうに出ています。  

 旧庁舎は７００平米ほどですので、それで計算しますと２，５００万円ほどにな

ると思うんですが、経費とアスベストも含まれているという可能性も踏まえますと、

もっと大きくなるのかなとは思います。あくまで概算というか、参考値として思っ

ていただければと思います。  

○１０番（宗村  勝君）  

 今お答えいただいた２，５００万円ぐらいで解体できたら、もちろん町で出して

再利用のほうがいいかなと思います。私が思ったのは、もし何億円かかるなら、も

うそれを公募して売却するんです。もちろん土地は安くてでも売却して、そこに企

業の皆さんとかが利用する場合もあるかもしれない。もう考えによっては、それを

解体して再利用する方もいるかもしれません。例えば島にいる土木業者とかに売却

した場合、自分たちで解体できるから安くてできると思います。そこらも含めて、

もう必要ないならそういう手段も必要じゃないかな、ありかなと思っております。  

 もう一つ、旧長寿園、それもそのままもう手つかずで残っている状態なんですけ

れども、その長寿園も解体してどうのこうのという話がありましたけれども、いま
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だにそのままになっておりますが、どうするんですかね、町長の考えを聞きましょ

う。  

○町長（今井力夫君）  

 先ほど申し上げましたように、町にたくさんの遊休不動産がございますので、こ

れらをどうしたらいいのかというのが、今回の先導的官民連携推進事業の中で、潰

すべきなのか、潰したとき幾らぐらいかかるのかという、そういうものも出てきま

す し 、 ス ケ ジ ュ ー ル を 少 し お 話 し し ま す と 、 本 年 度 中 に や り ま す け れ ど も 、 大 体

８月までにはこの条件整理というのを行うみたいです。  

 それから、実際に７、８月ぐらいからは民間事業者への意向調査を行うというこ

とになります。そして、あと導入の施設、機能等の検討といたしまして、本当にこ

れが地域資源としての可能性とかあるのかどうなのかというのが、これがその後に

１０月ぐらいまでかけてやるということでございます。  

 最終的には、今後どうしていったらいいのかというコンサルの総合意見というの

が１月には提出していただくということになります。このときに、どういうふうな

活用方法が町にとって、町の持続的発展に資するであろうというようなアドバイス

をいただけるというようなことになっております。  

 その後、それを基にして潰すのかどうするのかということになってくると思いま

すけれども、ただ、旧庁舎はこれ以上使っちゃいけませんよということで、この新

庁舎を造っているわけでありまして、あそこは６１年たっておりまして、当然使用

することは不可能ですので、長寿園に関しても建築の皆さんに見ていただいたら、

再利用するのは非常に難しいであろうということでございますので、おっしゃると

おりに土地ごと売ることができれば非常にいいのかなと思ってもおりますし、また、

町民会議の皆さんがこういう施設が欲しいという要望も出ておりますが、そういう

いろいろなものをやっぱりミックスして考える必要があるかなと思っています。  

○１０番（宗村  勝君）  

 いろいろなお考えがあるかと思います。ぜひこういう必要のない資産は、もう本

当に処分すべきだと思っております。  

 それともう一つ戻りますけれども、町長、以前、郵便局の話をされておりました

けれども、それはいかがなったんでしょうか。郵便局が利用するという。  

○町長（今井力夫君）  

 これはそういう申出がありまして、３回ほど打合せはしてあります。等地交換を

するのか、それとも向こうさんが要望しているのは、耕地課、農林課があったあの

一帯が、新たな郵便局を設置したときに駐車場も扱いやすいので、町民の皆さんの
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利便性が高いので、あの辺はというような話で、ただそこを等地交換するのか、向

こうが買うのか、こちらが造って向こうに貸すのかと、そういうふうな具体的な話

までは今の段階では入っておりませんので、ただ、行く行くはそういうふうにして

売却できるもの、そういうものはどんどん売却をしていって、もう建物を造ったり

するということは極力少なくしていくことができればなとは考えております。  

○１０番（宗村  勝君）  

 もうその話が出てから随分になりますけれども、まだ煮詰まっていないという感

じだと思います。  

 それでは、次にいきます。５番の二地域居住の推進についてとあります。  

 近年、都市部の皆さんは、田舎に住みたいという方が大勢いらっしゃるらしいで

す。そういうお気持ちを含んで、こういう地方の空いた土地、先ほど町長は事業関

係のことをおっしゃっていましたけれども、もう個人が別荘じゃないですけれども、

別荘みたいに、例えば北海道の人が夏場に、冬場にはここ来て住んで、その反対は

帰ると、そういう生活をする方が大勢いらっしゃるとニュースとかいうので報道を

聞かされております。ゆとりのある皆さんは、そういう希望があると思いますので、

現在、町内にも屋敷を引き揚げてもう利用されない土地がたくさんあります。役場

にもらってくれないかという土地もあるみたいです。それを役場が断ったりしたこ

ともあるそうですが、そういう土地をＰＲして、島外の皆さんが、ここにサテライ

トオフィスじゃないですけれども、コンテナハウスみたいなのを置いて、もうちゃ

んとした建物を建てると維持経費がかかりますから、コンテナハウスみたいなのを

置いて、そこで住んで行ったり来たりできる人のために、そういう土地の提供もい

いんじゃないかなと思っております。  

 結構もうほとんどの集落で、利用されないお屋敷がたくさんあります。更地にな

っている屋敷もありますけれども、そういう土地を本当に利用することによって、

島外の皆さんをお呼びして、町の発展、島の発展につながっていくんじゃないかな

と思っているんじゃないかなと思っておりますが、ぜひこれからの時代、もうどこ

でもテレワークで仕事ができると、そういう時代になっておりますので、うまく利

用してやる事業がないか、企画課長、ありましたら。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 宗村議員のご質問にありました各集落の空き家につきましては、現在、移住定住

施策につきまして、一般社団法人ツギノバ様と契約をして、空き家の調査等々を行

っております。  

 現在、それをシステムのほうに登録をして、どこの集落にどれだけの、すみませ
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ん、住むときのランク、すぐ住むことができる、改修が必要であるとかのランクづ

けをしながら活用のほうを検討しております。  

 また、今、島外の方が活用できるようにというお話もありましたが、この１つ前

の根釜議員からもありました島内に住んでいる方も活用ができないかと、総合的な

ものでこういうものをテレワークオフィスだったり、集落の活性化に活用できない

かというのを今現在検討しております。  

○１０番（宗村  勝君）  

 ツギノバさんに全てお任せするのももちろんよろしいんですけれども、やっぱり

地元の役場職員がぜひ動いてほしいなと、私の気持ちではあります。ぜひそこらも

含めて頑張っていただけたらと思います。  

 以上で、私の一般質問は終わりますが、もうちょっとお待ちください。私ごとで

恐縮ですが、私は今夏の８月の改選選挙には出馬しないつもりでおります。よって、

今議会をもって議会定例会は最後かなと思います。約８年間、執行部の皆さんや町

民の皆さん、同僚議員の皆さんといろいろなことを学ばせていただき、大変楽しい

８年間でした。特に最後にこのようなすばらしい庁舎、議場において発言させてい

ただいたことに感謝感激しております。  

 そこで、皆さんに申し上げたいのですが、特に次回も議員として活躍される皆さ

んに申します。  

 町民の皆さんから、財政健全の意味からだと思いますが、議員定数削減をという

声が聞こえます。私は反対の立場です。というのは、一番のことは、町民の声が届

きにくいということが切実な思いです。それと女性の参加をと盛んに言われており

ます。そのためには、定数削減はまだ早いのではないかと思うところです。財政健

全化の観点からのことであれば、経費削減をもっと図るべきだと思います。  

 私が８年間議員をしてきて一番感じたことは、議員の出張費を削減すべきだと思

います。議員研修会等に参加するために鹿児島市内に出向きます。内容によっては、

我々にとって参考にならない研修も多々あったと感じます。今後、委員会ごとの研

修会が組まれていますが、一つの前進ではないかと思いました。それでもというな

ら、議員報酬を削減してでも議員をやりたいという気持ちになっていただきたいと

思います。我々の現在の議員は、それぞれほかに職業を持っており、生活基盤はあ

ると思います。報酬を減らしても十分やっていける皆さんだと思います。ぜひ私の

気持ちをご理解いただき、次期４年間で定数削減に踏み切らないことを願い、私の

一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。  

○議長（福井源乃介君）  
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 これで、宗村  勝君の一般質問を終わります。  

 インターネット配信映像保存のため、おおむね５分ほど休憩します。  

休  憩  午後  ２時０１分  

─────────────── 

再  開  午後  ２時０５分  

○議長（福井源乃介君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 一般質問を続けます。  

 福川勝久君の発言を許可します。  

○１番（福川勝久君）  

 議場におられる皆様、また、傍聴席で傍聴されている皆様、そして、インターネ

ット中継をご覧になられている皆様、改めまして、こんにちは。  

 本議会定例会一般質問、最後の質問者となります。通告８番、議席１番、子育て

世代代表、福川勝久が一般質問を行います。  

 １、小・中学生のスポーツ活動における遠征費について。  

 離島に住む子供たちがスポーツ活動に参加する際、物価上昇もあり遠征費等が高

額で、保護者の経済的負担が大きな問題となっています。スポーツは子供たちの健

全な成長や地域社会の活性化にとって非常に重要な活動であり、その参加機会が経

済的な理由で制限されることは非常に憂慮すべき事態です。この問題を解決するた

めに、遠征費の拡充について質問します。  

 ①遠征補助金の増額と適用範囲の拡大はできないのかお伺いします。  

 ②ふるさと納税を活用して遠征補助金基金の設立はできないのかお伺いします。  

 ２、若者・子育て世代向け住宅支援について。  

 若者や子育て世代が安心して住めるよう、住宅購入や賃貸に対する補助金制度の

導入はできないのかお伺いします。  

 ３、農業振興について。  

 本町の基幹産業は農業であり、地域経済に与える影響も大きい。価格低迷により

所得の低下など、農家は経済的困難に直面しています。この状況を改善し、農家が

安定して従事できる環境を整えるために町としての方策を伺います。  

 以上で、壇上からの質問を終わります。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、福川勝久議員のご質問に順を追って回答してまいりますけれども、大

きな質問の１につきましては、教育委員会所管事項となりますので、教育長答弁で
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お願いします。  

 私は、２番目のご質問から回答させていただきます。  

 それでは、住宅購入や家賃に対する補助ではございませんけれども、知名町移住

定住促進空き家活用事業として空き家改修事業を実施しております。補助率が総事

業費の３分の２以内、補助上限は２００万円となっており、前年度実績では３件、

補助総額が５８８万３，０００円となっております。  

 昨年度までは、本事業における入居者の条件は島外者のみとなっておりましたけ

れども、今年度からは町内の在住者へも拡大をしてまいります。  

 本事業を活用することで、若者や子育て世代を含めた町内在住者の住宅確保及び

地域活性化につながるよう努めてまいりたいと考えております。  

 ３つ目の農業振興につきまして、近年、温暖化や豪雨、台風、干ばつなどの予期

しない気象状況により作物の生育被害があり、収穫量の低下や価格の低迷による売

上げ減少、さらに生産コストの上昇による所得の低下など、農家の経営が厳しさを

増しております。  

 農家の方々が、収益性を高め、安定した生活及び所得向上を目指す上で、農家同

士の情報交換や協力関係を築くことも重要だと考えております。  

 昨年度に農業経営基盤強化促進法の一部が改正をされ、今年度末までに地域計画

の策定が義務づけられています。これは、地域農業の将来について地域で計画を作

成するというもので、農家が地域で話合いをし、農地が回り規模拡大を図っていく

ような仕組みづくりも農家が安定して従事できる対策の一つと考えております。こ

のような地域における話合いを推進してまいります。  

 また、国・県・町の補助金制度が所得の安定支援として大切な役割を果たし、経

営基盤の強化につながるだけでなく、個人負担の軽減や地域経済の活性化にもつな

がっていくものだと考えております。活用できる事業は、積極的に導入できるよう

に、情報収集や情報の提供にも努めてまいります。  

 また、基盤整備による農地利用の効率化や畑かん整備による生産性の向上に努め

るとともに、収益性の高い品目の導入や耕畜連携や二期作、二毛作などの単位収量

を上げる取組を推進し、少しでも所得の確保につながるよう取り組んでまいります。  

 その上で、効率的な農業技術の導入や収入保険制度への加入など、農家自ら取り

組めることにつきましては、積極的に取り組んでいただきたいと考えております。  

 以上で回答を終わります。  

○教育長（田中幸太郎君）  

 それでは、福川勝久議員の小・中学生のスポーツ活動における遠征費についての
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ご質問にお答えをいたします。  

 まず、１－①でございます。  

 スポーツ少年団の島外大会への出場に伴う旅費補助につきましては、昨日の西議

員への答弁と重複いたしますが、旅費規程を改定し、補助率を引き上げるとともに

宿泊費も増額を行いました。  

 中学生につきましては、中学校体育連盟の主催する大島地区大会及び県大会、県

吹奏楽コンクール及び県中学校音楽コンクール「夏の祭典」、また、県各種競技連

盟の主催する大会におきまして県大会等の出場資格を獲得したチーム及び個人の参

加に係る費用の補助を行っております。  

 内容としましては、航路運賃を大島地区大会は全額町費で補助しており、県大会

に つ い て は 町 の ５ 割 補 助 に 、 中 体 連 主 催 の 場 合 は 県 が ４ 割 補 助 で 、 保 護 者 負 担 は

１割となっております。さらに、宿泊費等の補助として、１泊当たり２，５００円

を３泊分まで支給しております。  

 補助金の増額につきましては、宿泊費等の部分について、宿泊費の高騰やスポー

ツ少年団への補助との差などの状況を踏まえ、今年度、検討を行ってまいりたいと

考えております。  

 適用範囲の拡大につきましては、②にも関連しますので、そちらで回答いたしま

す。  

 次に、１番の②です。  

 ふるさとまちづくり基金を活用した遠征費補助についてでありますが、先般、担

当課である企画振興課と、未来を担う人材育成に関する事業に使用できる予算枠や

申請の在り方について確認を行ったところであります。  

 その中で、年度内に使用できる予算の限度額が定められており、遠征費の補助の

ように継続的な事業を実施するとなると、限られた予算額の中で新規事業の導入が

困難になることから、慎重に検討を行う必要があると考えております。  

 したがって、この件につきましては、ふるさと納税額の推移を注視しながら検討

してまいりたいと考えているところでございます。  

 以上です。  

○１番（福川勝久君）  

 それでは、１番から順番に再質問を行っていきたいと思います。  

 ①、②併せて再質問を行います。  

 ①のほうで、ちょっと確認したいんですけれども、令和５年度の部活動、スポー

ツ少年団に補助を出した補助金の金額の確認をしたいんですが、５４４万３３０円
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で合っているのかお伺いします。  

○教育委員会事務局参事（田邊  栄君）  

 スポーツ少年団の昨年度の実績については、昨日、福川議員に渡してありますが、

手持ち資料ではありません。  

 失礼しました。スポーツ少年団の昨年度の実績については１５５万６，８１１円

となります。  

 続 き ま し て 、 中 学 生 の 部 活 動 に 対 し て の 昨 年 度 の 補 助 金 額 に つ い て は ３ ４ ８ 万

７，５１９円となっております。  

○１番（福川勝久君）  

 本年度から宿泊費、フェリーとかの増額になると思うんですけれども、その金額

は今、分かるのか、ちょっとお伺いします。  

 これから出たのに対してのかかった分の前年度よりか補助額が上がるということ

でよろしいでしょうか。  

○教育委員会事務局参事（田邊  栄君）  

 今年度のスポーツ少年団の補助金額につきましては、当初予算の積算のほうで、

団員のほうが５割補助から７割補助に変更で、もう積算してありますのでというこ

とです。  

○議長（福井源乃介君）  

 数字を報告して。  

○教育委員会事務局参事（田邊  栄君）  

 数字のほうは、今、手持ち資料がありません。  

○１番（福川勝久君）  

 部活動も一緒ということでよろしいでしょうか。  

○教育委員会事務局長（池沢由美子君）  

 スポーツ少年団の補助と、また、部活動の補助とは別であります。  

 部活動については、地区大会及び県大会に出場する際には、県から５割、町から

４割、保護者負担が１割というようなことになっております。  

○１番（福川勝久君）  

 分かりました。  

 これ、去年の実績でちょっと質問していきたいんですけれども、令和５年度スポ

ーツ少年団、部活動が遠征に行った回数はちょっとおっしゃいませんが、総支出額

を各部・団の会計なり関係者にちょっと自分で調査したところ、補助金も含めた全

支 出 額 が 令 和 ５ 年 度 で １ ， ３ ６ ８ 万 １ ， ８ ８ １ 円 、 町 か ら の 補 助 金 が ５ ０ ４ 万
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４，３３０円、差引き額が８６３万７，５５１円となります。これが団費であった

り、寄附金であったり、何かいろいろ団で集めたお金と保護者負担の金額ですね。

これは宿泊費、フェリー、全ていろんな細かい雑費とか、そういうのも含まれた総

支出額であります。  

 この８６０万円に対しての、もうちょっと何か町から幾らか補助ができないのか

なと思うところですが、その辺について何かこの８６０万円の金額の１割か２割で

も出せる方法がないのかお伺いします。  

○議長（福井源乃介君）  

 もう一度。  

○１番（福川勝久君）  

 すみません。じゃ、小学校と中学校をちょっと合わせて言ったので、多分分かり

にくくなったと思う。申し訳ないです。  

 まず、スポーツ少年団関係でいきたいと思います。  

 スポ少合計で総支出額が３５６万６，２５０円です。町からの助成金が１５５万

６，８１１円となっております。差引き２００万９，４３９円。先ほども述べまし

たが、宿泊、フェリーいろいろ雑費込みの金額がおよそ２００万円となります。そ

のうちの２００万円の半額もしくは５０万円、それだけでも助成してもらうことで、

これ回数が多いところもあります。２回のところも１回のところもあるんですけれ

ども、そこに上手に分配してやることで、１回しか行っていないところが、またち

ょっとプラスすれば２回行けたりとか、４回行っているところが１回分は出ていま

すが、ちょっとまた２回行って、少しの足しにでもなって、本当、保護者の経済的

負担も軽減できるのかなと思うんですけれども、そのぐらいの金額をどうにかどこ

かから捻出して予算計上できないかというお願いですが、その辺について何か方法、

可能なのか、事務局長、参事にお伺いします。  

○教育委員会事務局参事（田邊  栄君）  

 先ほども回答させていただいたんですが、スポーツ少年団の旅費補助につきまし

ては、今年度については２割上がっておりますので、金額で言えば、昨年度よりか

は５０万円以上は補助に該当するのかなと思っております。  

 すみません、追加で。  

 当初予算におきましては、昨年度よりかは７０万円ほどスポーツ少年団の補助に

ついては上がっております。  

○１番（福川勝久君）  

 いろいろ物価高騰とか、いろんな条件によることがあるので、当初予算でも上げ
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てあるという認識でよろしいでしょうか。  

○教育委員会事務局参事（田邊  栄君）  

 今年から役場職員の旅費につきましても、宿泊費のほうが１泊７，０００円から

８，０００円に１，０００円上がっております。奄美市の宿泊についても、高騰に

なっておりますので、その辺を加味して今年の当初予算で２割上げているところで

あります。  

○１番（福川勝久君）  

 次、じゃ、部活動のほうにいきたいと思います。  

 部活動の遠征費の総支出額が令和５年度ですが１，０１１万５，６３１円で、町

からの助成金が３４８万７，５１９円で、それを差し引くと６６２万８，１１２円

となります。これも同じことなんですけれども、この６６０万円に対して幾らかの

増額ができないのかお伺いします。  

○教育委員会事務局長（池沢由美子君）  

 先ほど私の回答した内容について、一部ちょっと訂正をさせていただきたいと思

います。  

 県が５割、町が４割と申し上げましたけれども、逆で、町が５割補助、県が４割

補助ということになっております。訂正いたします。  

 補助の増額についてでございますけれども、中学校生徒の補助につきましては、

派遣基準というか、補助に該当する基準というものを定めております。先ほど教育

長のほうからもありましたように、中学校体育連盟の主催する大島地区大会及び県

の総合体育大会であることというのが、まず１つの条件。  

 また、２つ目としては、文化活動については、県の吹奏楽コンクール及び中学校

音楽コンクール「夏の祭典」であることという条件。そして、大島地区総合体育大

会で、県中学校体育大会の出場権を獲得したチーム及び個人であるということ。ま

た、各種競技連盟の主催する大会において、県大会以上の出場資格を獲得したチー

ム及び個人で特に認めた者というふうな形で、ある程度ラインを設けさせていただ

いております。  

 よって、それに該当しない大会に出場する生徒さん、部活動につきましては、自

己負担という部分が大きくなってきているのかなという気はいたします。何分、予

算には限りがありますので、ある一定のところで、やはり私どもも線を引かなけれ

ばいけないというところはご了承いただきたいと思います。  

 また、先ほど申し上げましたように、宿泊費等については、若干小学校のスポー

ツ少年団との差も大きいということを今回認識しましたので、今年度検討してまい
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りたいと考えております。  

○１番（福川勝久君）  

 規定があるということなんですけれども、あまり幅広くしたら予算が足りなくな

るのか、いろいろあると思うんですけれども、補助金が出る大会等はもちろん出場

されていると思いますが、それ以外にもやっぱりいろいろと大会があって、スポー

ツにもよるんですけれども、沖永良部では練習試合もできない部もあったり、いろ

いろなかなか子供たちがスポーツをする中で、やはりいろんなところで、いろんな

人と、さらに、やっぱり強いチームとか、そういったところと試合をして経験を積

むことで、本当にスポーツに関しての情熱というかやる気が出て、さらに上を目指

して頑張っていくと思います。  

 だから、実際遠征が多いところとかのスポーツをされている子供たちは、本当に

優秀な子もたくさんいると思います。そういった子供たちがもっと活躍できるため

には、この範囲でしか補助できませんとあるかもしれないんですけれども、その規

定をもっと変更して、予算確保もあると思うんですけれども、幅広くできるように

してもらいたいなと本当に思います。  

 これ、お金の問題なんで、いろいろ賛否両論あると思うんですけれども、こっち

はもっとお金くれじゃないんですけれども、そんな感じになっていますが、だけど、

同じ世代の保護者の皆様は、やっぱり遠征費が少しでも補助が出て安くなるんだっ

たら本当にありがたいことだとおっしゃっております。そこで、こうやって質問を

しているところです。規定もありますが、多分いろんな財源は自主財源だと思うん

ですけれども、方法がないのかなと思います。  

 そこで、沖縄県那覇市の場合は、沖縄振興特別推進交付金とか、そういったもの

を活用されて遠征補助に充てたり、行っています。この奄美群島にも、奄美振興開

発 基 金 と か あ り ま す よ ね 。 そ う い っ た の で 、 ソ フ ト 面 で 、 こ う い う 離 島 に お け る

小・中学校の遠征費に対しての補助金の助成とか、そういったものは活用できない

のかお伺いします。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 現在、奄美群島成長戦略推進交付金における教育関係の旅費助成について検討を

行っているところでございます。  

 ただ、現状としましては、奄美群島成長戦略推進交付金の沖振に比べて補助のパ

イ自体が、総額自体が少ないこと、これを要望してしまったときに、本町だけでは

なく、奄美１２市町村の皆様が要望したときに、ほかのソフト事業でお金を割り当

てることがどうであるかということも含めて検討中であると回答させていただきま
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す。  

○１番（福川勝久君）  

 そうですね。永良部だけじゃないと思うんで、徳之島、与論等もあると思います。  

 補助金については、できる限りいろんな事業を活用して、増額範囲の拡大を要請

したいと思います。  

 あと、スポーツ少年団、部活動も、いろいろ基盤整備後の石拾いをしたり、空き

缶を集めたり、バレイショであったり、去年は漂着ごみ、スポーツ少年団に対して

ごみ拾いをして、部活動に対して幾らかの補助が出るという事業があったと思いま

すが、そういう事業をもっと増やしていけば、町の負担も少なくなるのかなとは思

いますけれども、今年度については、そういった事業はあるのか、ないのかお伺い

します。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 議員がおっしゃっている事業につきましては、環境省の補助事業で、県経由で活

用している海岸漂着ごみの事業となります。  

 昨年度は、住吉の、すみません、スポーツ少年団か子供会か、ちょっとそこは度

忘れして申し訳ございませんが、活用させていただきました。  

 ただ、本年度は、補助内示額が昨年度よりもかなり低く、減額されており、町が

シルバー人材センターを活用して、島内の５か所の海岸のごみの費用分の内示だけ

を頂いております。  

 今後、増額内示ができた場合は、その事業のほうも活用を検討しておりますので、

現時点では発注の予定はございません。  

○１番（福川勝久君）  

 ぜひ、できれば、こういった環境対策や観光とかとも連携して、子供たちの遠征

費に対して少しでも助成ができるような事業があれば、また、そういったものを活

用していただきたいと思います。  

 あと、先ほども総額述べましたが、１，３００万円ほど、小・中学校の遠征でか

かります。全てとは言わないが、これだけのお金がやっぱり島外に出ているという

こととなるので、多少なり知名町、町内で何ができるかな。バスケット、バレー、

野球、サッカーも多分できると思うんですけれども、そういったように、永良部で

少し、知名町でも少しでも開催できたり、交流試合・練習試合ができるようにする

ことにより、多少の出るお金は減るのかなとは思いますが、その辺について多分宿

泊施設の問題、そういったところがあると思うんですが、その辺についての、そう

いうふうにしていくべきだなと自分は思うんですけれども、その辺についてのお考
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えをお伺いします。  

 知名町での大会等の開催を、３島大会であり、いろいろあると思うんですけれど

も、それが知名町で開催できるようにできないのか。  

○教育委員会事務局参事（田邊  栄君）  

 私が把握している限りでは、知名町でもそういう大会はやっているのかなと思っ

ています。バスケだったり、あと、バレーだったり、年に一、二回程度は、それぞ

れ知名町の町民体育館などを利用して、隣島の小学生とかと大会をやっていると一

応把握はしております。  

 今後、回数を増やすとか、そういうことになる分につきましては、また、宿泊費、

宿泊所とか、あと、各スポーツ少年団の方と協議して、市と協力してやっていける

かどうか協議する必要があるのかなと感じております。  

○１番（福川勝久君）  

 部活動に関してもお伺いします。  

 結構、奄美に遠征というのが多い。奄美、徳之島、鹿児島本土もありますけれど

も、この奄美と徳之島は、野球でいったら３回だったりとか、そういうのはあるん

ですけれども、これも３回中の１回はこっちでやりましょうよとか、大島に行くの

も結構数があると思います。  

 群島内の小・中学校は、陸続きで移動もないと思うんですけれども、やっぱり下

から行くとなったら、フェリーとか、移動でもお金がかかると思います。  

 その辺の広域的に、そういった今後、これから大会するに当たって、もっと協議

していくべきかなと思いますが、その辺について、そういったこともやっていこう

と考えていただきたいと思いますが、その辺についてお伺いします。  

○教育委員会事務局長（池沢由美子君）  

 部活動についてですけれども、各競技によって、会場であったり、あとは宿泊先

等の問題もあるかと思います。そのような課題がクリアされるのであれば、沖永良

部、知名町で開催することも検討ができるのかなと考えますが、実際どのような形

で各競技の体協のほうが決めているかというところは、現在存じ上げておりません

ので、また、そのようなことについては、こちらのほうからも提案はしていきたい

と思います。  

○１番（福川勝久君）  

 ぜひ、そういった提案をしていって、ここでも開催できるように要請したいと思

います。  

 あと、ちょっと町長にお伺いしますが、町長、やっぱりこの沖永良部で、知名町
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でスポーツの活性化を図り、地域活性、そういったことは考えられているのかと、

あと、スポーツ施設の整備について、サッカー場なり野球場と、もっと大きな体育

館とか、そういった考えがあるのかお伺いします。別に建ててとか造ってとかは言

っていませんので。  

○町長（今井力夫君）  

 まず、今のご質問の前に、今までの質問等について、私、学校現場におりました

のでお答えします。  

 部活動においては、我々学校教職員は、部活動顧問会というのがあるんです。そ

の中で、出場回数を親に負担がかからないようにということで、各学校それぞれ部

活動顧問会の中で、中体連は、もう決まりがありますので中体連と、それ以外の競

技については、まず１回か２回なんです。それを超す場合には顧問会にかけて、親

の負担が本当に大丈夫なのかと、各学校の部活の皆さんで、これ検討することなん

ですよ。  

 それから、遠征費がどうなっていくかということ、そういうのも、各学校の部活

動顧問会の中で予算全部を一旦プールして、その中から、どういうような配分にし

ていくのかというのを決めていきます。  

 あと、おっしゃったように沖永良部の開催ができるかということで、実際に、知

名中在職時代にやったのが、バスケットボールの全島大会というのをここに持って

きました。それは、ある企業の協賛があってできたこと。  

 でも、一番大事なのは、そのスポーツを開催している協会なんです。野球だった

ら野球連盟とか協会、バスケット連盟協会、そういう協会の皆さんが積極的にここ

に誘致しようという熱い思いがあって、そして、企業の皆さんを動かして協賛金を

集めたり、優勝旗を作ってここで開催しているんです。  

 じゃ、町では、どういうことを今やろうかということでは、フローラルホテルの

前に休養村センターがあるんです。あそこの宿泊費用、中学生とか小学生が使用す

るときには４，０００幾らを３，０００円ぐらいまで今回落としなさいと。積極的

に沖永良部で開催できるように、あそこを宿泊所にできるようにしなさいというこ

とで指示も出してあります。そういうような感じで、町としても、外から来た子供

たちが宿泊費等が高価にならないような、そういう配慮は町としても宿泊施設のほ

うに依頼をしてあります。  

 だから、顧問としてやっていたときに一番考えるのは、子供たちの技術能力を高

めることも大事なんだけれども、でも、それが必ずしも試合に出なきゃできないの

かと。そうじゃない。我々が、この試合に行けるのは、親のこれだけのバックアッ
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プができているんだと。じゃ、親に負担をかけないために、この試合とこの試合に

全てをかけてやるんだと。そういうふうな部活動運営というのは、僕は教育的な価

値がそこには十分あると思っている。そういう感じで、我々部活動を運営してきた

者としては思っております。  

 ただ試合の回数を増やす。それだけで子供たちの技量が上がるとは思っておりま

せん。その試合にどれだけの思いをかけてやっていくかというのは非常に大事なこ

とだと思っておりますので、繰り返しになりますけれども、各学校それぞれの団体

の中で、学校においては、どの大会に何回までを出場させるかというのは、その学

校が決めなきゃいけないこと。役場が、これだけ予算を出すから行きなさいという

ものでは僕はないと思っております。  

 それから、島内に大会を持ってくるのは役場が持ってくるものではなくて、その

スポーツ競技団体が、ここで親の負担を少なくするとか、ここを何かのメッカにし

たいという熱い思いがあって、ここに協会が持ってくるものであって、それに対し

て、町に対して、こういうものを持ってくるので、バックアップ体制を取ってくれ

と、そういうふうなのが、私は筋じゃないかなと思っております。  

 最後の質問で、スポーツ施設をどうするかということは、これからの健康寿命を

どう伸ばしていくのか、幼児からお年寄りまで、それぞれの皆さんが、それぞれの

体力に合った運動ができるような、そういう施設の整備というのは必要になってく

るであろうと思っておりますので、そのことにつきましては、検討していかなきゃ

いけないことだと思っております。  

 造らないのではなくて、いろいろな町民の皆さんの健康保持増進に向かって資す

るものであれば、無理をしてでも造っていかなきゃいけないものだと思っておりま

す。  

 以上。  

○１番（福川勝久君）  

 分かりました。よく分かりました。  

 ただ、どうしようもならないから僕も言っていますよ。補助金のことは。別に、

大会もみんな一生懸命本気でやっています。それは、町長が教育者だったから、そ

うやって昔かもしれませんけれども、今もそうなのかといったら、またそこは違う

と思います。それは、僕がこう言うのは別に言いますけれども、やっぱりそうやっ

て保護者、子供たちも本当に一生懸命頑張っていて、そういう思いがあってやって

いると思います。それは、町長の言っていることも合っているとは思いますけれど

も。だけど、子供たち、保護者の思いもあるということです。  
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 あと、休養村について、そこの利用というのは、まだできるようになっているん

でしょうか。もう利用できるようになって、休養村。分かりますか。じゃ、そうい

ったちょっとでも島外の方々が、お金がかからずに泊まれる施設があることは本当

に大事なことだと思いますので、またそういった遊休施設等あれば、そういったと

ころに活用していってもらいたいと思います。  

 次、２番の住宅支援についてですね。  

 知名町がやっている空き家バンク制度や住宅取得支援、空き家改修補助事業とか

あります。  

 一応、自分の質問の中で、住宅購入、建設や賃貸に対する補助金制度の導入はで

きないかということで、そこの補助金制度の導入はできないかについての答弁を求

めます。  

○議長（福井源乃介君）  

 しばらく休憩します。  

休  憩  午後  ２時４９分  

─────────────── 

再  開  午後  ２時５２分  

○議長（福井源乃介君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 議員ご質問の件は、若者・子育て世代を含む住宅の購入補助、家賃の補助につい

てのご質問なんですが、この件につきましては、本課、建設課、子育て支援課と検

討の会議を進めさせていただきたいと思います。  

 現時点は、申し訳ございません、助成制度については検討ということで回答させ

ていただきます。  

○１番（福川勝久君）  

 建設課、子育て支援課とぜひ検討をして、また、できればいいのかな。  

 これ、こういった住宅取得補助金を出している自治体がちょっとあったので、地

域が３か所ぐらいあって、その地域によって金額が違います。  

 ま た 、 そ れ が 子 育 て 加 算 と か そ う い っ た 感 じ で 、 １ 人 だ っ た ら 、 ま た プ ラ ス

５０万円加算とか、そういったところの資料もありましたので、本町でもそういっ

た支援事業ができれば、今の若い新築住宅を建てられる方とかは、非常に助かるの

かなと思って質問をいたしたところです。  

 ぜひ、今後いろいろ空き家改修とか、そういったのもありますけれども、やっぱ
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りＵターン、Ｉターン、帰ってきて、結構家を建てられる方もいると思うので、本

当は多分地元に家を建てたいけれども、地元に土地がなかったりとか、そこの土地

が場所によって値段が違うので、高くてほかの土地に行くとか、いろいろあると思

うんですが、やっぱりこういう事業等を活用して、若者が少ない字とか、そういっ

たところで、また、そういったことができるようになれば、先ほどの根釜議員の質

問でありましたように、ちゃんと２１の字が、人が入っていくのは本当に当然のこ

とだと思うんですが、やっぱりどうにか緩やかにでも諦めずに、ちょっとでも増や

す、増えないとは思う、少しでも緩やかにしていけるようにやっていくためには、

やっぱりいろんなこういった方法も取り入れていくべきだと思います。  

 ぜひ、これも検討し、できるように要請して、次、３番の農業振興についての質

問に再質問を行いたいと思います。  

 本町は、農業立町でございます。そこで、農業振興についてですが、町内で農業

法人というのは何者ぐらいおられるのか、農林課長、お伺いいたします。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 今、農林課のほうで把握しております農業関係の法人でございますが、４者で把

握しております。  

○１番（福川勝久君）  

 ４者ということですね。  

 町として農業法人に対する支援というのは、どういった支援策が講じられている

のかお伺いします。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 まず、農業を今、知名町においては、家族経営、個人経営が多いわけでございま

すけれども、法人化をしていくということに関しましては、法人化をするメリット

というのがございます。  

 まずは、会社として、経営の数字が把握できるというところにおいて、信用力が

高まるというところでの会社としての信用力の向上、それに伴う人材の確保とか、

そういったものがございます。  

 あわせて、法人ということで、これまで個人経営で、主たる事業主さんが、残念

ながら経営を引退された後に、その方が築いてきた経営自体がなくなってしまうと

いうような問題もございます。  

 そういった意味で、会社として法人化をしていれば、円滑な経営継承というか、

そういったこともスムーズに進むかと思います。  

 そういった意味で、昨日、西議員の質問にもございました、答弁でありますけれ
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ども、関係機関のほうで技術吏員連絡協議会を設けておりますけれども、その中に

担い手部会ということで、担い手の経営支援等を研修会等を行っている部会がござ

います。その部会のほうで検討をさせていただいて、農業普及課を中心に、税理士

さんとか、法人化を希望する、志向する農家さんに対して、法人化の研修会であっ

たり、そういったことを開くことで、法人化を目指すという方の支援を行っている

ところでございます。  

○１番（福川勝久君）  

 いろいろ農業法人に対しても支援を行っているということが分かりました。  

 僕は農業はしたこともないんですけれども、やっぱり農業立町、知名町であるわ

けであって、やはり、それぞれいろんな産業、商工業、いろいろあります。  

 そういった中で、農業はすごい本当に本町の基幹産業であると思います。だから、

その中で、やはりもっと外に知名町は農業立町だと、農業法人もこれだけあります。

それで、法人化して会社とすることで、やっぱり人も雇えるし雇用も増える、また、

そういった仕事があれば、永良部にも帰ってきて、最初から自分で農業するのは多

分すごい難しいことなのかなと思います。  

 実際に、親が農業していて後を継いでとかだったら、畑、機械なり少々あると思

うんですけれども、本当に新規でやられる方々、そういった畑もない方とかは、本

当にどうやったらいいのかなと、そういったことで、新規就農者支援とかはあると

思うんですけれども、やはり仕事としてそういった組織があれば、農業したいなと

思って、そこで何年か勉強して、自分で農業ができるようになれば、多分その後の

経営もちゃんと安定していくと思うし、そういった人材育成にもつながって、それ

こそ本当に農業のまち知名町だなと言えると思うので、これからそういった農業、

いろんな農業振興策ありますけれども、農業法人を本当にもっとそこに力を入れて、

法人を伸ばしてやっていけば、多分担い手不足の解消であったり、そういったいろ

んな農作物を作って年間回せるような農家ができれば、本当にもっと町にとっても

効果が出ると思います。  

 農林課長にもう一度お伺いしますが、農業法人の立ち上げについてのデメリット

というものが分かればお伺いします。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 農業法人の数が少ないので、個々のデメリットというところは、今そんなに把握

はしていませんが、もしデメリットとして捉えるかどうかなんですけれども、確実

に所得の分配をしていくということ、それから、労災保険や雇用保険、そういうも

のは強制適用になってくるところ。それから、健康保険や厚生年金等の保険等につ
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いても強制適用というふうになってきますので、社員に対する保障という部分をし

っかりしていかなきゃいけない。そういったところが、経営的に可能なのかどうな

のかとか、こういったところが大きい選択になるのかなと思います。  

○１番（福川勝久君）  

 経営をすることになれば、いろいろそういったデメリットも出てくると思います。  

 農業法人に対しての支援策も、これからどんどん推進していっていただければい

いのかなと思います。  

 これで、私の一般質問を終わります。  

○議長（福井源乃介君）  

 これで、福川勝久君の一般質問を終わります。  

 以上で、通告による一般質問は全部終了しました。  

 なお、先ほど議員定数等についてありましたが、改選後の新しい議員構成の中で、

令和７年度中には結論を出そうということで引き継ぐこととしておりますので、ご

理解いただきたいと思います。  

 執行部当局におかれましては、これらの質問や意見、提言、要請事項等を真摯に

受け止め、適切なる対処をお願いします。  

 一般質問に立った８名の議員の皆さん、お疲れさまでした。  

 本日の日程は全部終了しました。  

 本日はこれにて散会します。  

 明日２０日は午前１０時から会議を開きます。  

 お疲れさまでした。  

散  会  午後  ３時０４分  
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令和６年第２回知名町議会定例会議事日程  

令和６年６月２０日（木曜日）午前 10時 00分開議  

 

 

１．議事日程（第３号）  

 ○開議の宣告  

 ○日程第  １  承認第  ２号  専決処分事項の承認を求めることについて  

               知名町税条例の一部を改正する条例について  

 ○日程第  ２  承認第  ３号  専決処分事項の承認を求めることについて  

               令和５年度知名町一般会計補正予算（第７号）  

 ○日程第  ３  承認第  ４号  専決処分事項の承認を求めることについて  

               令和５年度知名町国民健康保険特別会計補正予算  

               （第４号）  

 ○日程第  ４  承認第  ５号  専決処分事項の承認を求めることについて  

               令和５年度知名町介護保険特別会計補正予算（第  

               ４号）  

 ○日程第  ５  承認第  ６号  専決処分事項の承認を求めることについて  

               令和５年度知名町後期高齢者医療特別会計補正予  

               算（第３号）  

 ○日程第  ６  承認第  ７号  専決処分事項の承認を求めることについて  

               令和５年度知名町奨学資金特別会計補正予算（第  

               ２号）  

 ○日程第  ７  承認第  ８号  専決処分事項の承認を求めることについて  

               令和５年度知名町土地改良事業換地清算特別会計  

               補正予算（第１号）  

 ○日程第  ８  承認第  ９号  専決処分事項の承認を求めることについて  

               令和５年度知名町下水道事業会計補正予算（第５  

               号）  

 ○日程第  ９  議案第３９号  知名町過疎地域持続的発展計画の変更について  

 ○日程第１０  議案第４０号  知名辺地総合整備計画の変更について  

 ○日程第１１  議案第４１号  令和６年度知名町一般会計補正予算（第１号）に  

               ついて  

 ○日程第１２  議案第４２号  令 和 ６ 年 度 知 名 町 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 １  
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               号）について  

 ○日程第１３  議案第４３号  町長等の給与の特例に関する条例の全部を改正す  

               る条例について  

 ○日程第１４  議案第４４号  知名町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条  

               例について  

 ○日程第１５  議案第４５号  知名町介護予防拠点センターの設置及び管理に関  

               する条例を廃止する条例について  

 ○日程第１６  議案第４６号  知名町誌編さん委員会条例の制定について  

 ○日程第１７  議案第４７号  工 事 請 負 変 更 契 約 の 締 結 に つ い て （ 令 和 ５ 年 度  

               白浜団地２号棟改修工事）  

 ○日程第１８  ゼロカーボンアイランドおきのえらぶ事業調査特別委員会調査結  

        果報告  

 ○日程第１９  陳情第  ３号  ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるた  

               めの、２０２５年度政府予算に係る意見書採択の  

               陳情について  

 ○日程第２０  陳情第  ４号  義務教育費国庫負担制度負担率の引き上げをはか  

               るための、２０２５年度政府予算に係る意見書採  

               択の陳情について  

 ○日程第２１  発委第  １号  ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるた  

               めの、２０２５年度政府予算に係る意見書  

 ○日程第２２  発委第  ２号  義務教育費国庫負担制度負担率の引き上げをはか  

               るための、２０２５年度政府予算に係る意見書  

 ○日程第２３  発議第  ２号  政策提言書「未就学児支援の充実」に関する決議  

 ○日程第２４  発議第  ３号  政策提言書「新規就農者支援」に関する決議  

 ○日程第２５  発議第  ４号  議員派遣の件  

 ○日程第２６  決定第  ３号  閉会中の継続調査の件について  

 ○散会の宣告  

 

 

１．本日の会議に付した事件  

 ○議事日程のとおり  
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１．出席議員（ 11名）  

議席番号     氏    名   議席番号     氏    名  

  １番   福  川    勝  久  君     ２番   欠        員  

  ３番   城  村      誠  君     ５番   窪  田      仁  君  

  ６番   川  畑    光  男  君     ７番   新  山    直  樹  君  

  ８番   根  釜    昭一郎  君     ９番   西      文  男  君  

 １０番   宗  村      勝  君    １１番   今  井    吉  男  君  

 １２番   外  山    利  章  君    １３番   福  井    源乃介  君  

 

１．欠席議員（０名）  

 

１．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  

議会事務局長  藤  田   孝  一  君   議 会 事 務 局 主 事   元  榮  聡  子  君  

 

１．地方自治法第 121条の規定により説明のため出席した当局職員の職氏名  

職   名   氏   名    職   名   氏   名   

町 長  今  井   力  夫  君   副 町 長   赤  地   邦  男  君  

教 育 長  田  中   幸太 郎  君   総 務 課 長   成  美   保  昭  君  

総務課長補佐  西     富士 雄  君   企画振興課長   永  野   道  也  君  

農 林 課 長  岡  越     豊  君   農 業 委 員 会 事 務 局 長   上  村   隆一 郎  君  

建 設 課 長  英     敬  一  君   耕 地 課 長   下  田   浩  治  君  

会 計 管 理 者

兼 会 計 課 長

 
平     和  仁  君   税 務 課 長  

 
井  上   修  吉  君  

町 民 課 長  元  栄   吉  治  君   保健福祉課長   中  村   里佐 子  君  

上下水道課長  久  永   裕  一  君   子 育 て 支 援 課 長   原  田   孝  二  君  

教 育 委 員 会 事 務 局 長
 
池  沢   由美 子  君   

教 育 委 員 会  

事 務 局 参 事  

 
田  邊     栄  君  

学 校 給 食

センター所長

 
東     里  樹  君   建設課長補佐  

 
夏  迫   裕  作   君  

保 健 福 祉 課 長 補 佐  小  倉   孝  予  君   保 健 福 祉 課 係 長   武  元   沙  織   君  
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△開  会  午前１０時００分  

 

○議長（福井源乃介君）  

 ご起立ください。  

 おはようございます。おかけください。  

 これから本日の会議を開きます。  

 総務課長より、昨日の宗村議員の一般質問に対する回答があります。  

 

○総務課長（成美保昭君）  

 昨日、宗村議員の質問に対し、エアコンメーカーとのメンテナンス契約はされて

いると回答しましたが、エアコン機器等については、１年間はメーカー保証がある

ため保守契約はしておりません。訂正しておわび申し上げます。  

 

△日程第１  承認第２号  知名町税条例の一部を改正する条例につい  

            て  

 

○議長（福井源乃介君）  

 日程第１、承認第２号、専決処分事項の承認を求めることについて（知名町税条

例の一部を改正する条例について）を議題とします。  

 本件について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 皆さん、改めましておはようございます。３日目もよろしくお願いします。  

 それでは、提案理由をご説明申し上げます。  

 ただいまご提案申し上げました承認第２号は、知名町税条例の一部を改正する条

例についての案件であります。  

 今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改

正 す る 政 令 並 び に 地 方 税 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 等 が 令 和 ６ 年 ３ 月

３ ０ 日 に そ れ ぞ れ 公 布 さ れ た こ と に 伴 い 、 知 名 町 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 し 、 令 和

６年４月１日から施行する必要が生じたために、地方自治法第１７９条第１項の規

定により専決処分をしたので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるもの

であります。  

 よろしくご審議の上、承認くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  
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○議長（福井源乃介君）  

 これから本件に対する総括的質疑を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで総括的質疑を終わり、次に改正事項による質疑を行います。  

 知名町税条例の一部改正、１ページ。  

 ２ページ。  

 ３ページ。  

 ４ページ。  

 ５ページ。  

 ６ページ。  

 ７ページ。  

 ８ページまで。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで改正事項による質疑を終わります。  

 お諮りします。  

 新旧対照表による質疑を省略したいと思います。ご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、新旧対照表による質疑は省略することに決定しました。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 討論なしと認めます。  

 これから承認第２号を採決します。  

 お諮りします。  

 本件は承認することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、承認第２号、専決処分事項の承認を求めることについて（知名町税
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条例の一部を改正する条例について）は承認することに決定しました。  

 

△日程第２  承認第３号  令和５年度知名町一般会計補正予算（第７  

            号）  

 

○議長（福井源乃介君）  

 日程第２、承認第３号、専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年度

知名町一般会計補正予算（第７号））を議題とします。  

 本件について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、提案理由を申し上げます。  

 ただいまご提案申し上げました承認第３号は、令和５年度知名町一般会計補正予

算（第７号）についての案件であります。  

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ２億６，８８１万７，０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ８３億７，７５９万９，０００円と定めました。  

 主な補正の内容については、歳入については、交付決定により特別交付税を増額

計上し、財政調整基金繰入金を減額計上しました。その他、町税、地方譲与税、各

種交付金等の確定をはじめ、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、

県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、諸収入、町債等の確定に伴う増減を計上し

ました。  

 また、歳出につきましては、今後の公共施設等の維持補修及び除却等の財源のた

め、公共施設等総合管理基金費を増額計上し、実績により各種事務事業費の増減を

行いました。  

 地方債は、事業費の確定に伴い限度額の調整を行いました。  

 詳細につきましては、お手元の予算説明書をご覧ください。  

 よろしくご審議の上、承認くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（福井源乃介君）  

 これから本件に対する総括的質疑を行います。  

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入、１ページ。  

 ２ページまで。  

○５番（窪田  仁君）  

 総括でちょっと説明を求めたいんですけれども、１８日の定例会に一般質問を出
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したんですけれども、道路整備について。知名町循環ハチマキ線の進捗状況につい

て出したんですけれども、審議と内容がやや分からない点がありますので、追って

議会の勉強会か何かで説明会を求めたいんですけれども、それについて伺います。  

○建設課長（英  敬一君）  

 そのように議会側から要請がありましたら、また事務局のほうと日程調整をいた

しまして実施したいと考えております。  

 以上です。  

○議長（福井源乃介君）  

 勉強会じゃなくても、補正予算のところで質問しても結構です。  

 続けます。総括。  

 歳出、３ページ。  

 ４ページ。  

 第２表、地方債補正、５ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで総括的質疑を終わります。  

 次に、事項別明細書による質疑を行います。  

 歳入、６ページ。  

 歳出、７ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで事項別明細書による質疑を終わります。  

 次に、歳入歳出による質疑を行います。  

 歳入、８ページから。  

 ９ページ。  

 １０ページ。  

 １１ページ。  

 １２ページ。  

 １３ページ。  

○９番（西  文男君）  

 すみません。戻っていただいて８ページの町民税、１目についてですが、マイナ

ス２６３万８，０００円と。これは、知名町においては農業立町ということで、農

業者の方が非常に多い比率を占めております。これは、年収等々収入の減というよ
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うな形でしょうか、分かる範囲で答弁を求めます。  

○税務課長（井上修吉君）  

 西議員の質問に対しまして答弁いたします。  

 今回の町民税ですけれども、所得割のほうで退職所得分ということで、令和４年

度は１２名に対し令和５年度は９名ということで減になっております。その結果、

普通徴収のほうのところでマイナス２４９万５，０００円のところで減額になった

ものでございます。  

○９番（西  文男君）  

 それでは、個人の所得の町民税には減額はなかったという認識でよろしいでしょ

うか、お伺いします。  

○税務課長（井上修吉君）  

 これは専決でやったものですから、全体的な枠としてはそのようになったと考え

ております。  

○９番（西  文男君）  

 再度、調べてで結構ですので、具体的に前年度が例えば数字で所得税が１００万

円でしたと、それでその前の年が１２０万円でしたというふうな、差額が２０万円

の減だったとか、そういう形で調べてで結構ですので答弁を求めます。  

 以上です。  

○税務課長（井上修吉君）  

 分かりました。資料を整えてからまた答弁したいと思います。  

○議長（福井源乃介君）  

 １４ページまで。  

 １５ページ。  

 １６ページ。  

 １７ページ。  

 １８ページ。  

 １９ページ。  

 ２０ページ。  

 ２１ページ。  

 ２２ページ。  

 ２３、２４ページまで。  

 歳出にいきます。２５ページ。  

 ２６ページ。  
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 ２７ページ。  

 ２８ページ。  

 ２９ページ。  

 ３０ページ。  

 ３１ページ。  

 ３２ページ。  

○６番（川畑光男君）  

 ２４目の公共施設の積立金のことですけれども、具体的な内容が分かりましたら

お伺いします。  

○総務課長（成美保昭君）  

 先ほどの町長の説明にもありましたが、財政調整基金の積立てを今、方向性とし

ましては基金の公共施設等総合管理基金、こちらのほうに多額の積立てを行い、こ

の基金の使い道といたしましては、庁舎の修繕もしくは解体費用等、公共施設ので

すね。そのあたりに使うための基金として今積み立てているところでございます。  

○６番（川畑光男君）  

 計画としては何年まで積み立てる予定ですか。  

○総務課長（成美保昭君）  

 公共的な施設につきましては継続して管理運営していかなければいけませんので、

何年という期限は設けておりません。  

○６番（川畑光男君）  

 年間１億円の予定ですけれども、それは何億円になったら一応基金をやめるのか

とかいう、そういう計画もありますか。  

○総務課長（成美保昭君）  

 この専決、最終の補正予算の時期に不用額の積み上げが発生しまして、その額に

応じてこういう基金への積立額も変動してまいりますので、計画的に何億円になっ

たなと、またこれから庁舎、いろいろ解体が必要になってくる公共施設が出てまい

りますので、そのときにはこの基金を取り崩して使っていきたいと思っております。  

 また、何年度までという計画はないということです。  

○議長（福井源乃介君）  

 ほかに。  

○９番（西  文男君）  

 同じ３２ページ、２５目、防犯のＬＥＤ工事が当初８００万円で補正でマイナス

８００万円、工事請負費というふうに説明がありますが、詳しく内容を求めます。  
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○総務課長補佐（西  富士雄君）  

 防犯灯ＬＥＤ更新事業につきましては、重点支援交付金を使って各字集落が管理

している防犯灯、今、水銀灯とか蛍光灯とかございますが、それを全てＬＥＤに交

換するという予定にしております。今のところ半分の字ぐらいが残っておりますが、

それを一気にこの事業で計画をしておりましたが、この予算が昨年の１２月議会で

ご承認いただきまして、もう当初から繰越予定を計画しておりました。  

 明許繰越ではなくて、国のほうの予算を丸々この分を、この後、教育費の中でも

あしびの郷・ちなの舞台照明の交換も同じような処理をしておりますが、このまま

丸々令和６年度に予算を付け替えておりますので、この分実施しないわけでなくて、

令和６年度でこの分を実施していくということにしておりますので、ご理解よろし

くお願いします。  

○９番（西  文男君）  

 確認です。  

 これは、財源を見ますと国庫が非常に大きく、７５０万円超あります。これは、

国庫に返却ということでなく次年度持ち越しの補助金という認識で、補助の割合も

同額という形の認識でよろしいでしょうか、お伺いします。  

○総務課長補佐（西  富士雄君）  

 そのようなご認識でよろしいかと思います。  

 国 の ほ う の そ も そ も 町 に 渡 す 予 算 を そ の ま ま 落 と し て い た だ い て 、 そ れ を 令 和

６年度にそのまま持っていくということでありますので、この事業費が変わるとい

うことではございません。  

○９番（西  文男君）  

 それでは、何年か珍しく繰越し、あまりしていないような、公共工事においては

ありますが、この重点支援交付金についてはそういう形の制度があり、令和６年度

に実施をするということで、例えばもう一年延びるとかそういう形の財源、この制

度は３年ぐらい延びるとか、そういう形も可能な事業の補助金でしょうか、お伺い

します。  

○総務課長補佐（西  富士雄君）  

 これは国のほうの補正予算になっております。昨年度の補正予算になっておりま

す の で 、 そ の さ ら に 来 年 度 に 繰 越 し に な る と 事 故 繰 越 と な っ て き ま す の で 、 令 和

６年度でこの事業を終わらせるということであります。  

○議長（福井源乃介君）  

 ３２ページ、ほかに。  
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 ３３ページ。  

 ３４ページ。  

 ３５ページ。  

 ３６ページ。  

 ３７ページ。  

 ３８ページ。よろしいか。  

 ３９ページ。よろしいですか。  

 ４０ページ。  

 ４１ページ。  

 ４２ページ。  

 ４３ページ。  

 ４４ページ。  

 ４５ページ。  

 ４６ページ。  

 ４７ページ。  

 ４８ページ。  

 ４９ページ。  

 ５０ページ。  

 ５１ページ。  

 ５２ページ。  

 ５３ページ。  

 ５４ページ。  

 ５５ページ。  

 ５６ページ。  

 ５７ページ。  

 ５８ページ。  

 ５９ページ。  

 ６０ページ。  

 ６１ページ。  

 ６２ページ。  

 ６３ページ。  

 ６４ページ。  

 ６５ページ。  
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 ６６ページ。  

 ６７ページ。  

 ６８ページ。  

 ６９ページ。  

 ７０ページ。  

 ７１ページ。  

 ７２ページ。  

 ７３ページ。  

 ７４ページ。  

 ７５ページ。  

 ７６ページ。  

○１２番（外山利章君）  

 すみません。ちょっと戻っていただいて７３ページの２７目、地域おこし協力隊

活動補助金並びにインターン活動の報奨金が減額されておりますが、この理由につ

いて、課長、説明いただけますか。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 ７３ページ、２７目の食育・地産地消推進事業費につきましては、地域おこし協

力隊を募集いたしまして食育の推進等々地産地消の推進に当たりたいと考えており

ましたが、１名該当者がいて採用までというところまで進みましたけれども、残念

ながらその方が家庭の事情等で地域おこし協力隊としての活動ができないというこ

とで、該当者がいなかったために減額となっております。  

○１２番（外山利章君）  

 その後の地域おこし協力隊の募集並びに採用状況はどうなっているか、お答えく

ださい。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 この方が昨年の１月に少し難しいということになりまして、それからまた継続し

て令和５年度内も募集をいたしました。令和５年度内に募集をしておりましたが、

残念ながら今のところ応募がないところで、今継続してホームページ等で応募を行

っているところです。  

○１２番（外山利章君）  

 地域おこし協力隊、非常に今、各地域で逆に取り合っているというか、非常に募

集しても集まってこないというのは全国同じような状況であります。  

 昨日も農業者と少し話をする機会がありました。地産地消は非常にこれからの農
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業にとって大きな経済的なメリットを生む活動であると、ぜひそこは推進していく

べきじゃないかという話もいただいたところです。  

 やはり今ある職員の中で地産地消を回していくというのは、役場の人数構成から

も難しい部分があります。その目的で地域おこし協力隊の募集というところで農林

課のほうは上げていただいたところですので、募集もなかなかホームページに載せ

ているだけでは難しいところがあります。例えば地域おこし協力隊を集めるサイト

のようなところもございますので、ぜひ、予算をしっかりとつけて確実に地域おこ

し協力隊が早い段階で入ってくるところを財政とも協議していただきたいと思いま

す。課長、ぜひその点お答えいただけますか。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 地産地消の推進というところと、私どものほうも給食センターに野菜を納入いた

だく割合、そういったものをしっかりと伸ばしていきたいという中で、生産者と実

需要者である給食センターとか町内の販売店舗、そういったところの需給の割合を

増やしていきたいという、そのマッチングをしていただくために地域おこし協力隊

を募集しております。  

 議員からご指摘がございますとおり、募集をなかなかしていても申込みがない状

態が続いておりますので、ほかの媒体というところを使いますと予算的には必要に

なってきますけれども、それについては、ある程度募集をしていたけれども申込み

がない、なのでこういったことをしたいということでしっかり予算的な要望もしな

がら、また必要性も重々認識しておりますので、地域おこし協力隊ということだけ

に限らず、町内でまたそういうことに取り組んでみたいという人がいましたら、会

計年度任用職員としての募集も含め幅広く検討していきたいと思います。  

○９番（西  文男君）  

 ごめんなさい。戻って同じく７２ページの２５目、えらぶ特産品加工でマイナス

となっています。たしか昨年度は黒字であったと思いますが、今年度、令和５年度

はどうだったか答弁を求めます。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 今年度につきましては、こちらは歳出側の減額でございまして、結果的に歳出、

運営費のほうが２，１０４万６，８４４円というような結果になっております。そ

の中で歳入のほうが１，５６４万３，１７０円ということで、単純な収入と歳出の

差引きでいきますと５４０万円程度の赤字になっております。  

 ただし、これにつきましては特産品加工場の機器の故障等がありまして、かなり

大型の修繕を行いました。その関係でございます。  



― 158 ― 

 歳入の実際の桑の売上げ、売払い収入につきましては、昨年度、令和４年度につ

きましては１，４５３万円でございましたが、昨年度、令和５年度は１，５６４万

３，０００円ということで、桑の売上げ自体は伸びております。歳入歳出が赤字に

なったのは修繕があった関係でございます。  

○９番（西  文男君）  

 知名町は特産品フェアをたしか自治会館の１階で毎年ですかね、開催していると

思います。そこについては去年はどのような形で、実際、売上げ等についてはどう

だったかお伺いします。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 昨年も自治会館のほうで特産品フェア、販売をしておりますが、すみません、売

上げ等については手持ちに資料がございませんので、後でご報告させてください。  

○９番（西  文男君）  

 実は昨年、町長がトップセールスで県庁に行きまして、各部署を回って知名町の

特産品フェアの案内をし、多数ＯＢの方が来ました。私も、知っている方に連絡を

したら町長から連絡があったので行きますということで、早めに完売した商品もあ

るというふうな形を聞いております。  

 そこでお伺いしたいんですが、かご市が天文館のほうにあると思います。そこに

知名町の桑茶は置いてあるかどうかお伺いします。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 各店舗、かなりの納入先がございますので、そちらに置いてあるかどうかという

のはちょっと調べさせてください。  

○９番（西  文男君）  

 実は、この間行ったときに置いていないような、私ちょっと確認したんですけれ

ども、そちらの販売している方にも知名町の枠はと言ったら、いや、それは町では

なくて商品ごとに分かれていますよということで桑茶のほうに行ったんですけれど

も、知名町の商品が見えませんでした。そこら辺は確認して、もし置いていなかっ

たら、以前は置いてあったんですよね。ある意味そういう形で、少なからずとも結

構人が集まってくる場所なんですね、珍しい商品と。そこら辺はぜひ、商工会のみ

ならず町がリーダーシップを取っていただいて、置いていただくよう強く要請しま

す。  

 以上です。  

○５番（窪田  仁君）  

 すみません。６９ページ、２ページちょっと戻りまして、甚だ申し訳ないです。
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７目花き振興費についてなんですけれども、１８の新規花き生産支援補助金という

のが削減されておりますが、生産者が増え売上げが伸びたと喜んでおりましたが、

県の振興費はないのか伺います。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 ６９ページ、７目の花き振興費、新規花き生産支援補助金についてでございます。  

 こちらにつきましては、昨年度グラジオラスの新規に取り組みたいということで

グラジオラスの農家、全てグラジオラスでございましたが、８名の方に助成を行っ

ております。その中で県の地域振興事業も併用して行っておりまして、そちらと併

用された方については二重にならないように減額をさせていただいておりますので、

県の地域振興事業も用いて、併せてこの町の新規花き生産支援補助金も活用してい

ると。併用しているということでご理解いただけたらと思います。  

○５番（窪田  仁君）  

 大変生産者が喜んでおりましたが、県の振興費は３年から５年ぐらいあると聞い

たんですけれども、今、新規花卉生産者の支援事業は、これは減額なんですけれど

も、打切りということではないという理解でよろしいでしょうか。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 これは令和５年度の決算についてでございますので、実態として８名の方に支援

を行っております。令和６年度も当初予算のほうに計上しておりますので、継続し

て支援をしてまいりたいと思っております。  

○５番（窪田  仁君）  

 ぜひ、勢いのある農家をたくさんつくるためにも支援策を続けてほしいと要請し

て、終わります。  

○議長（福井源乃介君）  

 ７７ページまで。  

 ７８ページ。  

 ７９ページ。  

 ８０ページ。  

 ８１ページ。  

 ８２ページ。  

 ８３ページ。  

 ８４ページ。  

 ８５ページ。  

 ８６ページ。  
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 ８７ページ。  

 ８８ページ。  

 ８９ページ。  

 ９０ページ。  

 ９１ページ。  

 ９２ページ。  

 ９３ページ。  

 ９４ページ。  

 ９５ページ。  

 ９６ページ。  

 ９７ページ。  

 ９８ページ。  

 ９９ページ。  

 １００ページ。  

 １０１ページ。  

 １０２ページ。  

 １０３ページ。  

 １０４ページ。  

 １０５ページ。  

 １０６ページまで、よろしいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで歳入歳出による質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 討論なしと認めます。  

 これから承認第３号を採決します。  

 お諮りします。  

 本件は承認することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  
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 したがって、承認第３号、専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年

度知名町一般会計補正予算（第７号））は承認することに決定しました。  

 議場の整理を行います。しばらくお待ちください。  

休  憩  午前１０時４２分  

─────────────── 

再  開  午前１０時４５分  

 

△日程第３  承認第４号  令和５年度知名町国民健康保険特別会計補  

            正予算（第４号）  

 

○議長（福井源乃介君）  

 日程第３、承認第４号、専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年度

知名町国民健康保険特別会計補正予算（第４号））を議題とします。  

 本件について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、提案理由を申し上げます。  

 ただいまご提案申し上げました承認第４号は、令和５年度知名町国民健康保険特

別会計補正予算（第４号）についての案件であります。  

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ３，３００万９，０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ１０億７，６０９万６，０００円と定めております。  

 主な補正の内容は、歳入については国民健康保険税を減額計上し、各種交付金の

決定に基づき県支出金、繰入金を減額計上し、諸収入の増減を行ってあります。  

 歳出につきましては、基金積立金、諸支出金を増額計上し、その他事業費につい

ては実績により減額計上しております。  

 詳細につきましては、お手元の予算説明書をご覧ください。  

 よろしくご審議の上、承認くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（福井源乃介君）  

 これから本件に対する総括的質疑を行います。  

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入、１ページ。  

 歳出、２ページまで。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  



― 162 ― 

 これで総括的質疑を終わり、次に事項別明細書による質疑を行います。  

 歳入、３ページ。  

 歳出、４ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで事項別明細書による質疑を終わり、次に歳入歳出による質疑を行います。  

 歳入、５ページ。  

 ６ページ。  

 ７ページ。  

 ８ページまで。  

 歳出、９ページ。  

 １０ページ。  

 １１ページ。  

 １２ページ。  

 １３ページ。  

 １４ページ。  

 １５ページ。  

 １６ページ。  

○９番（西  文男君）  

 それでは、１６ページ、６款の基金積立金の財政調整基金積立金、補正を入れて

１，８００万円強になっております。現在までの基金の積立総額は幾らかお伺いし

ます。  

○保健福祉課係長（武元沙織君）  

 保健福祉課国民健康保険担当、武元です。今の議員の質問にお答えいたします。  

 令和５年度はこの基金からの補塡もありまして幾らか崩してはいるので、こっち

に積立てとして載せてはいますが、大体１億８，０００万円くらいの金額になって

おります。  

 以上です。  

○９番（西  文男君）  

 令和５年度に基金の切り崩しがあったという、大体金額はどれぐらいだったかお

伺いします。  

○保健福祉課係長（武元沙織君）  

 年度途中では大体５，２００万円くらい切り崩しておりまして、その分の余剰金
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をまたこちらで積立てしているという形です。  

 以上です。  

○９番（西  文男君）  

 年度途中で５，２００万円と非常に金額が大きいので、基金が大体どれぐらいあ

ればその対応ができるのかという根拠の下にお伺いをしました。例えばそういう形

でそれぐらいの金額があるんであれば、今言った基金の積立金額がある程度は必要

じゃないかなというふうに理解をしました。  

 以上です。  

○議長（福井源乃介君）  

 １７ページまで。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで歳入歳出による質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 討論なしと認めます。  

 これから承認第４号を採決します。  

 お諮りします。  

 本件は承認することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、承認第４号、専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年

度知名町国民健康保険特別会計補正予算（第４号））は承認することに決定しまし

た。  

 

△日程第４  承認第５号  令和５年度知名町介護保険特別会計補正予  

            算（第４号）  

 

○議長（福井源乃介君）  

 日程第４、承認第５号、専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年度

知名町介護保険特別会計補正予算（第４号））を議題とします。  
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 本件について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、提案理由を申し上げます。  

 ただいまご提案申し上げました承認第５号は、令和５年度知名町介護保険特別会

計補正予算（第４号）についての案件であります。  

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ３，３０９万５，０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ８億８，６９０万３，０００円と定めております。  

 主な補正の内容は、歳入については第１号被保険者保険料を増額計上し各種交付

金の交付決定により国庫支出金を増額計上したほか、支払基金交付金、県支出金及

び繰入金等を減額計上しております。  

 歳出については、総務費を増額計上したほか、保険給付費及び地域支援事業費は

サービス量が減ったことにより減額計上しております。基金積立金は条例に基づき

余剰分を増額計上し、諸支出金は実績確定に伴う過年度分返還金として増額計上し

ました。  

 詳細につきましては、お手元の補正予算説明書をご覧ください。  

 よろしくご審議の上、承認くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（福井源乃介君）  

 これから本件に対する総括的質疑を行います。  

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入、１ページ。  

 歳出、２ページまで。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで総括的質疑を終わり、次に事項別明細書による質疑を行います。  

 歳入、３ページ。  

 歳出、４ページまで。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで事項別明細書による質疑を終わります。  

 次に、歳入歳出による質疑を行います。  

 歳入、５ページ。  

○８番（根釜昭一郎君）  

 ５ページの現年度分の特別徴収保険料のマイナスの中身のほうをご説明お願いい
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たします。  

○議長（福井源乃介君）  

 しばらくお待ちください。  

 休憩は。休憩ですか。  

〔「違います」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 根釜君、もう一度。  

○８番（根釜昭一郎君）  

 現年度分の特別徴収保険料が２４２万９，０００円減となっているんですけれど

も、この中身についてご説明を求めております。  

○保健福祉課長（中村里佐子君）  

 特別徴収は年金からの天引きということになるんですけれども、お亡くなりにな

られるとこの特別徴収はなくなりますので、そういった方がもちろんいらっしゃい

ますので、こちらのほうの特別徴収はできなくなるということになりますので減額

という予算になります。  

○議長（福井源乃介君）  

 ほかに。  

〔「休憩」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 しばらく休憩します。  

休  憩  午前１０時５７分  

─────────────── 

再  開  午前１０時５８分  

○議長（福井源乃介君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

○町長（今井力夫君）  

 大 変 申 し 訳 ご ざ い ま せ ん 。 提 案 理 由 の 中 で 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ３ ， ３ ０ ９ 万

５，０００円を増額としたものを減額というふうに訂正をさせていただきます。  

○議長（福井源乃介君）  

 続けます。  

 ５ページ、ほかに。  

 ６ページ。  

 ７ページ。  
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 ８ページまで。  

 歳出、９ページ。  

 １０ページ。  

 １１ページ。  

 １２ページ。  

 １３ページ。  

 １４ページ。  

 １５ページ。  

 １６ページ。  

 １７ページ。  

 １８ページ。  

 １９ページまで。  

○９番（西  文男君）  

 １ ９ ペ ー ジ の １ 目 の 予 備 費 に つ い て で す が 、 当 初 は ゼ ロ 、 そ れ か ら ６ ６ ４ 万

９，０００円の補正で上がっていますが、その説明を求めます。  

○保健福祉課係長（武元沙織君）  

 保健福祉課から回答いたします。  

 こちらの予備費のほうになるんですけれども、歳入と歳出のほうで特別会計のほ

うは同額にするというところで、こちらの保険料の国、国庫などに返還する金額と、

あと支払基金のほうは基金の中で積み立てる金額のほうが決定しておりますので、

その歳入と歳出の差の中で調整を取るために予備費のほうに計上してあります。  

○９番（西  文男君）  

 これは、その前のページの基金等々についての云々では最終的な数字の金額の調

整、合わせで当初予算ではゼロで計上して、補正で徴収した分を予備費で計上しま

すよということで理解してよろしいですか。はい、分かりました。  

○議長（福井源乃介君）  

 ほかに。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで歳入歳出による質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  
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 これから承認第５号を採決します。  

 お諮りします。  

 本件は承認することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、承認第５号、専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年

度知名町介護保険特別会計補正予算（第４号））は承認することに決定しました。  

 

△日程第５  承認第６号  令和５年度知名町後期高齢者医療特別会計  

            補正予算（第３号）  

 

○議長（福井源乃介君）  

 日程第５、承認第６号、専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年度

知名町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号））を議題とします。  

 本件について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、提案理由を申し上げます。  

 ただいまご提案申し上げました承認第６号は、令和５年度知名町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第３号）についての案件であります。  

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ１６０万９，０００円を減額し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ９，６０３万２，０００円と定めております。  

 主な補正内容は、歳入については後期高齢者医療保険繰入金及び諸収入を減額計

上しました。  

 歳出については、総務費、後期高齢者医療広域連合納付金、保健事業費及び諸支

出金を減額計上し、予備費を新規計上しました。  

 詳細については、お手元の予算説明書をご覧ください。  

 よろしくご審議の上、承認くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（福井源乃介君）  

 これから本件について総括的質疑を行います。  

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入、１ページ。  

 歳出、２ページまで。  
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで総括的質疑を終わり、次に事項別明細書による質疑を行います。  

 歳入、３ページ。  

 歳出、４ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで事項別明細書による質疑を終わります。  

 次に、歳入歳出による質疑を行います。  

 歳入、５ページ。  

 ６ページまで。  

 歳出、７ページ。  

 ８ページまで。よろしいですか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで歳入歳出による質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 討論なしと認めます。  

 これから承認第６号を採決します。  

 お諮りします。  

 本件は承認することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、承認第６号、専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年

度知名町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号））は承認することに決定しま

した。  

 議場の整理を行います。しばらくお待ちください。  

 

△日程第６  承認第７号  令和５年度知名町奨学資金特別会計補正予  

            算（第２号）  
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○議長（福井源乃介君）  

 日程第６、承認第７号、専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年度

知名町奨学資金特別会計補正予算（第２号））を議題とします。  

 本件について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 では、提案理由を説明します。  

 ただいまご提案申し上げました承認第７号は、令和５年度知名町奨学資金特別会

計補正予算（第２号）についての案件であります。  

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ７６万６，０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ１，８４６万円と定めました。  

 主な補正内容は、歳入については寄附金、繰入金、貸付金元金収入を減額計上し

ております。  

 歳出については、基金積立金、奨学資金貸付金を減額計上しました。  

 詳細については、お手元の予算説明書をご覧ください。  

 よろしくご審議の上、承認くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（福井源乃介君）  

 これから本件に対する総括的質疑を行います。  

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入、１ページ。  

 歳出、２ページまで。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで総括的質疑を終わり、次に事項別明細書による質疑を行います。  

 歳入、３ページ。  

 歳出、４ページまで。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで事項別明細書による質疑を終わります。  

 次に、歳入歳出による質疑を行います。  

 歳入、５ページ。  

 歳出、６ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  
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○議長（福井源乃介君）  

 これで歳入歳出による質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 討論なしと認めます。  

 これから承認第７号を採決します。  

 お諮りします。  

 本件は承認することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、承認第７号、専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年

度知名町奨学資金特別会計補正予算（第２号））は承認することに決定しました。  

 議場の整理を行います。しばらくお待ちください。  

 

△日程第７  承認第８号  令和５年度知名町土地改良事業換地清算特  

            別会計補正予算（第１号）  

 

○議長（福井源乃介君）  

 続けます。  

 日程第７、承認第８号、専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年度

知名町土地改良事業換地清算特別会計補正予算（第１号））を議題とします。  

 本件について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、提案理由を申し上げます。  

 ただいまご提案申し上げました承認第８号は、令和５年度知名町土地改良事業換

地清算特別会計補正予算（第１号）についての案件であります。  

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ２７１万５，０００円を減額し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ８８万５，０００円と定めました。  

 主な補正内容は、歳入については分担金、繰入金、諸収入、雑入を減額計上しま

した。  

 歳出については、換地清算費を減額計上しました。  
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 詳細については、お手元の予算説明書をご覧ください。  

 よろしくご審議の上、承認くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（福井源乃介君）  

 これから本件に対する総括的質疑を行います。  

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入、１ページ。  

 歳出、２ページまで。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで総括的質疑を終わり、次に事項別明細書による質疑を行います。  

 歳入、３ページ。  

 歳出、４ページまで。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで事項別明細書による質疑を終わり、次に歳入歳出による質疑を行います。  

 歳入、５ページ。  

 歳出、６ページまで。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで歳入歳出による質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 討論なしと認めます。  

 これから承認第８号を採決します。  

 お諮りします。  

 本件は承認することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、承認第８号、専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年

度知名町土地改良事業換地清算特別会計補正予算（第１号））は承認することに決

定しました。  
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 議場の整理を行います。しばらくお待ちください。  

 

△日程第８  承認第９号  令和５年度知名町下水道事業会計補正予算  

            （第５号）  

 

○議長（福井源乃介君）  

 続けます。  

 日程第８、承認第９号、専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年度

知名町下水道事業会計補正予算（第５号））を議題とします。  

 本件について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、提案理由を申し上げます。  

 ただいまご提案申し上げました承認第９号は、令和５年度知名町下水道事業会計

補正予算（第５号）についての案件であります。  

 今 回 の 補 正 は 、 収 益 的 支 出 を ２ ９ ０ 万 ３ ， ０ ０ ０ 円 、 資 本 的 支 出 を ５ ５ ４ 万

７，０００円それぞれ増額計上しました。  

 主な補正内容は、収益的支出は消費税及び地方消費税を新規計上し、資本的支出

は処理場建設費、企業債償還金をそれぞれ増額計上しました。  

 よろしくご審議の上、承認くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（福井源乃介君）  

 これから本件に対する総括的質疑を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで総括的質疑を終わります。  

 次に、ページごとによる質疑を行います。  

 １ページ、第１条から第３条まで。  

 ２ページ、実施計画。  

 ３ページ、実施計画明細書。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これでページごとによる質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  
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 しばらく休憩します。  

休  憩  午前１１時１９分  

─────────────── 

再  開  午前１１時１９分  

○議長（福井源乃介君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 これから承認第９号を採決します。  

 お諮りします。  

 本件は承認することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、承認第９号、専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年

度知名町下水道事業会計補正予算（第５号））は承認することに決定しました。  

 議場の整理を行います。しばらくお待ちください。  

 それでは、続けます。  

 まず、承認第２号で西議員のところで答弁漏れがありましたので。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 知名町特産品フェア、正式には自治会館ふるさと市場、令和６年２月１６日から

３ 月 １ ５ 日 の 間 で 開 催 さ れ ま し た 。 そ の 中 で ２ ２ 自 治 体 が 参 加 を し 、 本 町 は ２ 月

２１日から２２日の２日間開催し、売上げは１４１万３，４１０円でございます。

これは２２自治体の中で売上げ１位となっておりまして、２位の自治体は約５０万

円の売上げでございました。  

 以上でございます。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 西議員からご質問がございました島桑の販売先としてのかご市、かごしま特産品

市場に納品があるかということでございましたが、過去３年間売上げがございます。  

 ただし、今、個人を除く各事業所、店舗の島外への取扱先が３８社ほどございま

すが、そのうち当該への事業所店舗への売上げが９９０万円ほどございます。うち、

かご市さんのほうの売上げとしては１万７，０００円から２万円程度ということで、

商品の割合としては少なくなってございます。  

 このかご市、かごしま特産品市場につきましては、鹿児島県を代表するアンテナ

ショップでございますので、商品の存在価値を示せるように私たちも取り組んでい
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きたいと思います。  

○税務課長（井上修吉君）  

 西議員の個人町民税についての質問、減額になった件についてお答えいたします。  

 町民税については、当初予算を編成する際に３か年平均で予算を組みます。です

ので、今回は２年、３年、４年で予算を組んでおります。現年度分については１億

８ ， ９ ６ ７ 万 ６ ， ０ ０ ０ 円 、 滞 納 分 で は １ ７ ５ 万 ７ ， ０ ０ ０ 円 で 、 合 計 で １ 億

９，１４３万３，０００円で当初予算を組みました。今回、実績で所得割のほうが

減になったということで予算の減額をしたということになります。  

 以上です。  

 

△日程第９  議案第３９号  知名町過疎地域持続的発展計画の変更に  

             ついて  

 

○議長（福井源乃介君）  

 続けます。  

 日程第９、議案第３９号、知名町過疎地域持続的発展計画の変更についてを議題

とします。  

 本件について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、提案理由を申し上げます。  

 ただいまご提案申し上げました議案第３９号は、知名町過疎地域持続的発展計画

の変更についての案件であります。  

 本案は、知名町過疎地域持続的発展計画に事業内容を追加することによる計画の

変更であり、第９章、教育の振興において学校教育関連施設に上城小学校を追加し

たので、知名町議会基本条例第８条第１項第２号の規定に基づき議会の議決を求め

るものであります。  

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（福井源乃介君）  

 これから本案に対する総括的質疑を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで総括的質疑を終わり、次にページごとによる質疑を行います。  
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 １ページ、市町村計画（変更）の計画。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これでページごとによる質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 討論なしと認めます。  

 これから議案第３９号を採決します。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第３９号、知名町過疎地域持続的発展計画の変更については原

案のとおり可決されました。  

 

△日程第１０  議案第４０号  知名辺地総合整備計画の変更について  

 

○議長（福井源乃介君）  

 日程第１０、議案第４０号、知名辺地総合整備計画の変更についてを議題としま

す。  

 本案について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、提案理由を申し上げます。  

 ただいまご提案申し上げました議案第４０号は、知名辺地総合整備計画の変更に

ついての案件であります。  

 本案の変更は、知名辺地に係る総合整備計画書第１項第２号、地域の中心の位置

が変更になったこと、令和５年度事業実績額の反映及び令和６年度から令和７年度

の事業計画の変更に伴い、知名辺地に係る総合整備計画書第３項、公共的施設の整

備計画の表中、道路・橋りょう、教職員住宅及び農林漁業経営近代化施設の事業費

が減額、消防施設の事業費が増額となったことから、辺地に係る公共的施設の総合

整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第８項の規定に基づき議会の
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議決を求めるものであります。  

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（福井源乃介君）  

 これから本案に対する総括的質疑を行います。  

○１０番（宗村  勝君）  

 住所が２つありますけれども、それはどういう意味で……。役場所在地が２つ記

載されていますが、ご説明をお願いします。  

○総務課長（成美保昭君）  

 １ページの１の（２）のことでしょうか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○総務課長（成美保昭君）  

 これは地域の中心の位置ということで、前回から若干変わっております。土地の

評価額が一番高い地点ということで、この番地が横たわっている大体主婦の店のあ

の駐車場の辺りになると思います。  

 以上です。  

○１０番（宗村  勝君）  

 私の勘違いでした。役場の所在地かなと思ったんです。違いました。終わります。  

○議長（福井源乃介君）  

 ほかに。よろしいですか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで総括的質疑を終わり、次にページごとによる質疑を行います。  

 １ページ、辺地の概況から公共的施設の整備を必要とする事情。  

 ２ページ、公共的施設の整備計画。よろしいですか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これでページごとによる質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 討論なしと認めます。  

 これから議案第４０号を採決します。  
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 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第４０号、知名辺地総合整備計画の変更については原案のとお

り可決されました。  

 しばらく休憩します。  

 午後１時から再開します。  

休  憩  午前１１時３４分  

─────────────── 

再  開  午後  １時００分  

○議長（福井源乃介君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 

△日程第１１  議案第４１号  令和６年度知名町一般会計補正予算  

              （第１号）について  

 

○議長（福井源乃介君）  

 日程第１１、議案第４１号、令和６年度知名町一般会計補正予算（第１号）を議

題とします。  

 本案について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、議案第４１号の提案理由を申し上げます。  

 ただいまご提案申し上げました議案第４１号は、令和６年度知名町一般会計補正

予算（第１号）についての案件であります。  

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ１億３６８万１，０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を６９億５，２６８万１，０００円と定めました。  

 主な補正内容は、歳入については地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を増額計上、

移住定住促進空き家活用事業補助金を新規に計上しております。  

 歳出については、ゼロカーボンアイランドおきのえらぶ推進事業費を増額計上、

移住定住促進空き家活用事業費を新規計上しております。  

 債務負担行為は、徳之島病院寄附講座負担金を追加しました。  
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 地方債は、各起債限度額の調整により変更を行いました。  

 詳細についてはお手元の予算説明書をご覧ください。  

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（福井源乃介君）  

 これから本案に対する総括的質疑を行います。  

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入、１ページ。  

 歳出、２ページ。  

 ３ページまで。  

 総括。  

○３番（城村  誠君）  

 総括でお聞きします。  

 教育委員会事務局にお聞きしますが、１２月議会からずっと要望している島ムニ

協議会は立ち上がったのでしょうか、参事、お願いします。  

○教育委員会事務局参事（田邊  栄君）  

 まだ、協議会のほうは立ち上げておりません。今年度中、必ず立ち上げます。  

○３番（城村  誠君）  

 ずっと立ち上げる立ち上げる言うていまだに、６月２日まで何とかしてくれって

結局立ち上げてくれないから、参事、あなたずっと今回のいろんなイベントに全て

出てきてくれていますので、あなたもよく分かっていると思います。今これだけ活

動しているところは、やはり消滅の危機にあるところで、沖永良部が一番だという

ことでユネスコも動き出そうとしているところがあります。  

 そのお膝元の我々知名町がそのいまだに協議会を立ち上げていないということは、

あのときやっぱり参事、恥ずかしかったでしょう、あなたも。早急に、今年度中じ

ゃないですよ、いつまで。もうはっきりいつまでに立ち上げると。立ち上げてくれ

たらこっちで、動くか入るかどうかは別として動くわけですから、いつまでですか、

参事。  

○教育委員会事務局参事（田邊  栄君）  

 ちょっと期限は申し上げにくいところですが、早急に立ち上げたいと思います。  

○３番（城村  誠君）  

 もう半年たっているんで、やる気がないとしか思えない。  

 もし立ち上げたら、両町で一緒に動いていこうという話合いまで出てきておりま

す。今活動している人間は知名町、和泊町合同で動いております。私も和泊町のそ
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ういう公民館講座にも呼ばれて、ちょっと上平川の大蛇踊りのことを話してくれと

いうことで向こうからの要請もあったり、和泊町からもずっと来てもらっておりま

す。  

 早急に立ち上げて両町合同で動いて、大事な島ムニを残すために活動しないとい

けない、もうすぐにしないといけない状態であります。参事、もう早急にして、次

の９月議会まで待ってないよ。そのときは立ち上がっておりましたという、ちゃん

とそういう強いものを見せていただいて、あなたも来づらいでしょう、このままで

そういう島ムニサロンとかにも。強く強く要請して、終わります。  

○議長（福井源乃介君）  

 ほかに。  

○１番（福川勝久君）  

 ２年ぐらい前に前総務課長のときですが、職員の旅費の航空券についての領収書

を提示するという件を質問させていただきましたが、その当時の答弁では今年度中

にその件について検討するという話があったんですけれども、今実際どうなってい

るのかお伺いします。  

○総務課長（成美保昭君）  

 旅費に関しましては、精算のときに航空券の領収書の添付は現在は必須としては

おりませんが、今、改善に向けて動いているところでございます。  

○１番（福川勝久君）  

 航空券だけでもいいんですけれども、ぜひ、実際やっぱり手持ちがなかったりし

たら購入できなかったりとかいろいろあるので先に支払う分には問題ないんですけ

れども、マイルとか使用して行ったりするというのも可能になることなので、ただ、

買ったという証明、領収書だけは確認するところだけでも、ぜひそういうふうにや

ってもらいたいと要請して終わります。  

○議長（福井源乃介君）  

 ほかに総括。  

 第２表、債務負担行為補正、徳之島病院関連です。  

 第３表、地方債補正、５ページまで。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで総括的質疑を終わり、次に事項別明細書による質疑を行います。  

 歳入、６ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  
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○議長（福井源乃介君）  

 歳出、７ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで事項別明細書による質疑を終わります。  

 次に、歳入歳出による質疑を行います。  

 歳入、８ページ。  

 ９ページ。  

 １０ページまで。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 歳出、１１ページ。  

○１１番（今井吉男君）  

 １１ページの４目の庁舎管理費の中でお伺いします。  

 ３月定例会で旧庁舎の不用品を公売するということでしたが、全然一向に、もう

６月になりますけれどもそういう話が聞こえませんが、以前、旧給食センターを新

築した際も公売をして６０万円の売上げがありました。ぜひ今、もう町も財政的に

いろいろ不祥事とかあって、お金も少しでもそういうのを収入源にしていただき、

これいつ頃されるのか、公売。  

○総務課長（成美保昭君）  

 旧庁舎の備品関係の公売につきましてですが、旧役場庁舎、老人ホーム、保健セ

ンター、包括支援センター、この４か所の公売を行うつもりでありますが、まだ引

っ越して間もなく、荷物もまだ全てがこちらのほうに移動したわけではありません。

水道課のほうなどはコンピューターの関係でまだ向こうで仕事をしておりますので、

そのあたりが全て片づいた中で、今年度につきましては少し難しい、準備段階にな

ると考えております。  

○１１番（今井吉男君）  

 給食センターで６０万円ですからかなりの金額の収入があると思いますので、ぜ

ひ早急に公売して処分して収入源にしていただくことを要請して、終わります。  

○議長（福井源乃介君）  

 １１ページ、ほかに。  

○１２番（外山利章君）  

 ３款の財産管理費、公有財産の購入費についてお伺いいたします。  
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 用地購入費ということで予算が計上されておりますが、どの土地を購入するのか、

場所を教えていただけますか。  

○町長（今井力夫君）  

 ここに計上してあります土地購入につきましては、ちょうどこの役場の北側斜面

の上にある土地でございます。役場との境目からおよそ２メートルぐらいの間は役

場庁舎敷地になっているんですけれども、ちょうどこの議事堂のある辺りは急激に

別の土地の地主のものが入り込んできております。壁面との間に約５０センチぐら

いしか隙間がありません。  

 また、三角形の形をして入り込んで２メートルぐらいありますけれども、そうい

う土地の形状であるということもそうなんですけれども、一番購入の目的となるの

は、今皆さんから見て左側の道路、途中で切れております。役場をぐるっと一周で

きるような道路というのを造ることができない状況にあります。これが１点です。  

 もう一つは、この後ろの土地が、そこに場合によっては駐車場の設置や、または

現場班などが使用するような機材の置場というのがまだ設置されておりませんので、

そういうひょっとしたら倉庫を造ることもできる。購入していない場合にそこに民

間の家が建ったときに、この役場庁舎の１階も見下ろすことができるんですけれど

も、２階に関してはほぼ正面視界の中に入ってまいります。そういう意味では、お

互いのプライバシーの保護というのも必要になってくるのかなと思っております。  

 そういうふうな観点から、この役場庁舎をぐるっと回ることのできる道路を造る

ことによって、今、西側道路というのと東側の道路というのが１本でつながること

ができるので、交通の便においても大変有益になってくるのかなと、そういうふう

なことを想定しておりますので、この土地の購入を進めたいと思います。  

 ただ、途中までしかありません。さらに道路に一番接している、西側道路に接し

ている部分は農地になっておりまして、この部分はなかなか所有者の確認というの

が取りにくいところでありまして、現在確認作業はしておりますけれども、その畑

から、切れ目から東側の部分８００平米ぐらいを先に購入しておきたいなと思って

おります。この部分を購入すると、その部分はかなり駐車場や物置というものを置

くことができる可能性が高いので、そういうことからこの庁舎北側の部分を購入し

ておきたいという次第でございます。  

○１２番（外山利章君）  

 必要性については了解いたしますが、庁舎建設も大分前から計画が決まっており

ます。もう場所については決まっており、道路の必要性についても当初からもう長

期間にわたって計画が立てられてきております。その中においてしっかりとその土
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地の購入が検討できなかったのかというところと、庁舎移転をしたことによって、

恐らく土地の値段も重要性が増したということで上がったのではないかと思います。

その点において、当初計画でどうしてそこが入っていなかったのか、お尋ねいたし

ます。  

○町長（今井力夫君）  

 当初は今回購入しておきたいなというところも想定の中に入っておりました。た

だ、手続が先ほど申しましたいろいろな所有者の問題がありまして、それを待って

いたのではこの本庁舎の工事自体が遅れてしまうということが生じてしまうために、

確実に購入できる部分から先に購入して工事をまず先に進めておかなきゃいけない

と、そういうような理由がありましたので、今回、後ろの部分については一括に購

入できなかった事情があります。  

 あと一点、土地購入費用につきましては現在、土地所有者と交渉はしております

けれども、ここを買った料金でどうにかできないかということで今交渉をしている

ところでございます。ここを買ったときに、ここの公示価格が１平米３，３００円

から３，４００円だったと思いますけれども、１坪大体１万円で購入、役場として

は公共施設群の一角として活用したいので、どうしても理解をしていただければと

いうようなことで今話をしているところでございます。  

○１２番（外山利章君）  

 土地の購入費がこの庁舎購入時と同じ値段でもし買えるのであれば、それは非常

にありがたいことだと思いますし、所有者に関しても感謝すべきかなと思うところ

です。  

 もう一点、開発変更が間に合わないということで、結局庁舎の建設のほうを優先

しなきゃいけなくて買えなかったということですが、庁舎建設は非常に前から決ま

っている計画で、当初からしっかりとそのような計画を立てるべきだったのではな

いかなと思うところです。  

 町の大きな事業、これからもまたいろいろあるところもあると思います。ぜひ計

画性を持って、決められた財源ですので少しでもコストを下げる努力をしていただ

くことを要請して、終わります。  

○９番（西  文男君）  

 同じ項目です。  

 先ほどの答弁の中で、その計画、現在北側の道路を通したいと。建築確認等々す

るときに、なぜそこに余裕を持って、今の土地を購入するんじゃなくて、当初の計

画の中で、３段のこれだけの広い敷地があります。その配置において東西の道路、
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それから北側を循環するような形で設計して位置を決めれば、そこまで土地の購入

が必要だったかどうかということについてお伺いします。  

○町長（今井力夫君）  

 皆さんも、この土地を購入するに当たっては十分この議会でも検討していただき

ました。最初の予定地があしびの郷の横の空き地を活用するつもりでしたけれども、

そこでは地盤が非常に弱いということで、そこから急遽この北側斜面を活用してい

こうということになってきた次第でございます。  

 この一番上の部分が横幅として一番広うございます。そうすると、この今の広さ

を確保するために、ワンストップフロアの広さを確保するためにはこの上の部分に

設置しなきゃいけませんでしたので、したがってそこにこのエリア面積を全部持っ

てきたときに、後ろの部分ぎりぎりのところで我々は工事を進めていかなきゃいけ

ないと、そういう事情がありました。  

○９番（西  文男君）  

 今現在建ってみますと、東西まだ余裕があります。これを南側に道路を回すだけ

の移動をしても、十分敷地の面積の中に平面を落として入るのではないかなという

ふうに思っております。ですから、建物が建っていない部分、東西の部分がまだ余

裕があるので、私の考えとしては、南側に庁舎を移動すればこの土地の購入、しか

も完成して今になって出てきたものですから、そこら辺の整合性についての質問で

すが、そこまでして考えてその位置、町長がおっしゃった一番この敷地を購入した

北側の部分が東西に大きく長く、この庁舎の平面を落とした場合に一番広いところ

からスタートして設計をしたということですが、まだ、実際に建ってみて、現在の

東西のほうに敷地的な余裕があります。これを例えば５メーターの道路であれば、

５メーター南側に移動してもまだまだ余裕はあると思います。  

 ですから、そこら辺の新しい多額の費用をかける建物、それから公共工事等々に

ついては、今後の庁舎のみならず、庁舎に道路が必要であれば十分検討して施工し

て建てていくという形ができてあったのかどうかという点ですが、いかがでしょう

か。  

○町長（今井力夫君）  

 今この建物を南側にずらすとなったときに、果たして今の駐車場のスペースが取

れるかというと取りにくい。それから、バスを中のほうに引き込んで来なければい

けない。そうするとバスの回転する余地も確保しておかなきゃいけないので、東側

にはやや大きめの空き地をセットしてあります。西側においては、もう入り口から

僅か車１台を横のほうに置くのが精いっぱいの空き地になっております。  
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 そういう状況でございますので、これをこのまま南側にずらしたときには、正面

の駐車場というのは非常に狭くなります。バスの回転ルートというのも造りにくく

なるというような図面の説明がございましたので、可能な限り北側のほうにずらす

ことによって現在の駐車場を確保することができております。  

 今現在でも庁舎前の駐車場というのは、本当に外部から様々な協議会等の会議が

あったときには非常にぎりぎりの状態か不足するところもあります。庁舎説明のと

きに各校区で行政説明をしたときに、本当に庁舎前の駐車場はそれだけで足りるの

かと、自分たちがいろいろな会議で行くけれども、２７台ぐらいですかね、それだ

けの収容能力で本当に駐車場が賄えるのかということでしたけれども、こちらとし

てはこれ以上の駐車場を造るスペースというのはもう確保できないので、この中で

最大限の駐車場を確保した状況であるという説明もさせていただいて、町民にはご

理解をしていただく。あわせて、皆さんともこの土地の形状とこの役場のどの位置

に設置するかということは十分お互い検討して、この位置に私は計画を進めたもの

だと理解しております。  

○９番（西  文男君）  

 おっしゃるとおり、説明の中ではそのとおりでありました。だから、北側に道路

を回すという説明がそのときあって、土地がないので後々購入しますよという話は

一度も出なかったと思います。そこら辺を計画性を持って我々に説明したかどうか

ということで問いをしているわけであって、それが最大限北側に持ってきて東西が

広いと、それは平面図を見れば理解できることであります。その件について私は問

うていることであって、なぜそのときに、北側に道路を通さないといけないので後

で土地を買うという計画があるという話がなかったかということをお伺いしており

ます。いかがですか。  

○町長（今井力夫君）  

 結果論といたしまして、この庁舎ができた後、後ろのほうに購入することが可能

になりそうな土地があるということも分かってまいりましたし、それから最初、西

側の道路はあれだけ広げることが可能かどうかというのも非常に設計の段階ではっ

きり結論を出しにくいところでございました。ただ、この造成をしていく中で西側

にあれだけの道路を拡張することが可能になったということがありまして、そうし

たら出来上がった段階、今の段階を見ると、庁舎を一周できるような道路がやはり

確保されたほうが本庁舎としての交通の便というのが非常に保たれるのではないか

と、私としてはそういうような判断をしたところであります。  

 おっしゃるとおりに、最初から後ろの土地も全部購入しておけばいいんじゃない
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かというようなご意見だと思いますけれども、それだけの我々もその当時、土地を

なるべく最小限の購入で公費負担というのを抑えていかなきゃいけないと、苦しい

財政の中でどれだけの土地を購入できるのかと、そういうこともいろいろ画策した

上で、やっと今の土地を購入できたと。その後、工事がいろいろ始まっていくうち

に、後ろのほうが工事関係車両が入ることによって向こうの開発が進んでいくと、

かなり空き地が取れた、そういうこともありますので、その当時、本当に一どきに

購入できておればいいんですけれども、そこの土地購入を待っておったんではこの

庁舎全体の工事が間に合わないというようなところもございましたので、結果的に

こうして後々になって土地を購入しなきゃいけなくなったというふうなことは理解

していただければなと思います。  

○議長（福井源乃介君）  

 ほかに。  

○９番（西  文男君）  

 町長の説明は理解できますが、公共工事の計画の段階で将来こういう形でプラス

になる可能性があるという部分についての説明は必要かと思います。今後の政策に

おいてはぜひ、そういう形である場合には我々に説明をするよう強く要請して、終

わります。  

○議長（福井源乃介君）  

 ほかに。  

 １２ページ。  

 １３ページ。  

○１１番（今井吉男君）  

 １ ３ ペ ー ジ の １ ９ 目 ゼ ロ カ ー ボ ン ア イ ラ ン ド お き の え ら ぶ 推 進 事 業 費 の 中 の

１４節工事請負費、ＬＥＤ設置工事費５，２２１万１，０００円が計上されていま

すが、この施工業者はどこの業者ですか。町内の業者ですか。また本土の業者です

か。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 今年から、まず事業の実施につきましては主管課のほうにお願いをしております

が、今回、学校関係と生涯学習施設、教育委員会の学校教育係と生涯学習係にお願

いしておりますが、工事については町内業者ということでお話をさせていただいて

おります。  

○１１番（今井吉男君）  

 結構です。  
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 このゼロカーボンの事業、かなりの金額、事業費がありますが、ほとんどが見て

みますと本土のコンサル、施工業者が入っています。やっぱり地元の業者を育成す

る観点から、できるなら町内の業者に施工させるように、町内業者育成観点から強

く要請をして終わります。  

○１２番（外山利章君）  

 １３ページ、２６款の移住定住促進空き家活用事業についてお尋ねをいたします。  

 空き家を十分に活用して移住・定住につなげていこうという取組だと思いますが、

まず、そのためには空き家となっている住居の確保というところが必要だと思いま

す。  

 以前から議会の場においても、都会のほうに空き家の持ち主がいらっしゃるとい

うことで、町長がもし沖洲会に参加される際には職員も派遣をして、ぜひ相談会を

開いたらどうかというところを提案いたしました。実際そういうことが行われたの

かどうか、企画振興課長、お答えください。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 最近、東京沖洲会のほうに町長と本課の職員が参加させていただきました。その

中では、ふるさと納税及び企業版ふるさと納税についての促進をするということで

参加させていただき、空き家等についての話までは至っておりません。  

 以上です。  

○１２番（外山利章君）  

 先日、神戸住吉会の総会と敬老会があり、区長と私、出席しました。その際に町

の空き家活用事業の資料を持っていって、町としてもこういう事業を行っています

のでぜひ活用しませんかというのは、住吉字でできるだけ字内の空き家を把握して、

住居にしたいという方々に紹介したいという取組を進めようということで、今、集

落として行っております。そのためにもぜひご協力をということで資料を持参して

お話をしたところ、住吉会の方々４０名ぐらいそのときいらしたんですけれども、

ほかの集落の方々もいらしていて、合わせて３軒、こういう形のそういうので活用

できるかなとか、自分の家はどうだろうというお話をいただきました。  

 せっかく町長ともし行かれるのであれば、そういう形で空き家活用についても、

今後、町が力を入れていく、新規計上１，０００万円もされているわけですから、

そのような形で進めていただきたいと思いますが、それについてはいかがでしょう

か。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 アドバイスありがとうございます。今後は、納税だけに限らず、トータル的に移
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住・定住も含めながら沖洲会等でご説明ができるように努めていきたいと思います。  

○１２番（外山利章君）  

 これはもう確認だけになってしまいますが、鹿児島県の移住支援事業で、２３区

から鹿児島県内へ移住して就業された方等に移住先の市町村から移住支援金を支給

するということで案内というか、あれがありました。その移住先となっているとこ

ろに知名町も含まれており、２人以上の世帯の場合は１００万円であったり単身は

６０万円と、そういう形の支援金があるようであります。  

 あわせて、東京沖洲会等で行くのであれば、またそういうところも含めて２世、

３世の方々に案内をするというところも一つの案かなと思われます。ぜひそこも併

せて課長、有効に活用できる事業というのはできるだけ活用していただきたいと思

います。それについてお答えいただけますかね。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 アドバイスありがとうございます。  

 本件に関しましては、町と移住・定住促進を行っています一般社団法人ツギノバ

様と連携を強化しながら本事業に取り組んでいきますので、今後ともよろしくお願

いいたします。  

○議長（福井源乃介君）  

 ほかに。  

○９番（西  文男君）  

 １３ページの１９目、補正でＬＥＤの設置工事５，８００万円上がっています。

これ、６年度の当初で２，９００万円、３，０００万円弱でした。この増額につい

ての説明を求めます。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 当初予算計上時には知名中学校と知名小学校のグラウンドということで計画をし

ておりました。その後、環境省から追加事業の前倒しができませんかという相談を

受け、本年度中に学校の整備、ＬＥＤの整備、校舎を行おうと思い、前倒しにして

要望を行ったところでございます。要望を行ったところ、上城小学校、田皆小学校、

住吉小学校と、知名小学校グラウンドをやめ町民体育館のＬＥＤを行うための交付

金の内示がつきましたので、増額をさせていただきました。  

○９番（西  文男君）  

 総額大体８，２００万円弱になるかと思います。今の答弁の中であったところ、

これ全て小学校５つ、中学校２つですよね。その優先順位は、例えば公共施設を含

めてですが、どのような形で決定していますか、お伺いします。  
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○企画振興課長（永野道也君）  

 優先順位の決定につきましては、公共施設の中で学校関係をまず優先して実施す

るという考えで行っております。学校につきましては皆様ご存じのとおりだと思う

んですが、学校の体育館施設については、ほぼＬＥＤ化が完了しております。その

次にグラウンド等を検討しておりました。また、それ以外では文化ホール等も検討

していたのですが、ゼロカーボンアイランドおきのえらぶ事業の事業費全体がマイ

クログリッド事業のほうに事業費を充当していくということがありまして、幾つか

の文化ホールやグラウンド関係の事業は今回見送らせていただきました。  

 優先順位につきましては、学校をはじめとしております。  

 以上です。  

○９番（西  文男君）  

 やはり優先順位は、一番非常に使用頻度の高い学校で電気代の節約になるところ

が優先だということを理解できましたので、先ほどの令和５年度の補正の中におい

ては前年度繰越しのＬＥＤの設置案件がありましたので、ぜひ繰越しのないよう実

施できますかどうか、お伺いします。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 今年度中に学校関係のＬＥＤ事業を担当課と協力しながら進めていきたいと思い

ます。昨年は、すみません、説明させていただくんですが、交付金決定後から事業

着手までに時期が遅れてしまったがために、ゼロカーボンアイランド事業における

ＬＥＤ事業は年度ぎりぎりとなっております。  

 以上です。  

○議長（福井源乃介君）  

 １４ページ。  

○８番（根釜昭一郎君）  

 すみません。１３ページの２６目なんですけれども、ツギノバさんで空き家調査

のほうは昨年まででおおむね終わられて、今年度この事業を活用していくというこ

とだと認識しているんですが、１，０００万円、ほぼ５軒程度かなと思われるんで

すが、対象の空き家のほうはこの予算を計上するに当たっておおむね決定されてい

るんでしょうか。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 本事業、移住定住促進空き家活用事業につきましては、これまでは定住促進住宅

ということで町が空き家を借り受けてやった事業があります。本事業は、家主さん

もしくは入居される方もしくは字、そこが事業主体となって空き家を改修しますの
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で、大体５軒程度の改修ができるのではないかということで募集を行っております。

なので、事業先が決定しているというわけではございません。  

○８番（根釜昭一郎君）  

 事業先が決定していることではないということでしたら、これから各集落におい

てここを改修して使いたい等々の要望がある場合には、ツギノバさんのほうに行っ

てご相談する形……。役場のほうにご相談のほうがよろしいんでしょうか。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 本事業は、ツギノバではなく町のほうで募集を行っております。なお、５月中に

本事業の募集を開始しております。  

 以上でございます。  

○５番（窪田  仁君）  

 １９目ゼロカーボンアイランドなんですけれども、２億８，７００万円の分かり

やすい詳細を簡単に伺います。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 すみません。事業ごとの金額については今手元に資料がないので後で説明させて

いただきたいと思うんですが、本年度行う事業につきましてはマイクログリッド事

業ということで、新庁舎の駐車場にカーポートを設置し太陽光パネルを設置する、

もう一つが先ほど言ったＬＥＤ事業等を計画しております。  

○５番（窪田  仁君）  

 聞くところによると小学校とか中学校に太陽光パネルを設置するという流れかな

と思ったんですけれども、小学校、中学校はＬＥＤのほうという今説明で、小・中

学校には太陽光発電の設置は今後の計画はどのようになっていますか、教えてくだ

さい。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 今年の太陽光パネル設置につきましては、議会特別委員会で説明もさせていただ

いたんですが、本年度は主に新庁舎周辺のＰＶの設置ということとなっております。

小学校、中学校に今年度は太陽光パネルの設置というのはございません。  

 また、昨年度、特別委員会でもご指摘をいただいたんですが、導入に当たっては

時間をかけながらそれぞれの施設の方にご理解を深めさせていただき、事業導入を

していく予定でございます。  

○５番（窪田  仁君）  

 分かりました。  

 令和７年度の計画もありましたけれども、令和７年度までの予算総額まで教えて
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ください。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 すみません。手元に資料があるんですが、少し見てから報告をしますので後で回

答させてください。  

○議長（福井源乃介君）  

 ほかに。  

 １３ページ、終わります。  

 １４ページ。  

○９番（西  文男君）  

 １４ページ、１２目の補正の１００万円の説明を我々に担当課長がしましたが、

支払うべき方々、令和３年、４年、５年度とまだ支払っていないですよね。普通、

例えば役場から税金の滞納等々あるときは加算分等々あります。支払いについて今

後の計画をしていると思います。その対象者の方々におわびをして精算金を支払う

という説明がありましたが、人数も金額も具体的に示しております。その方々に、

本来支払うべき金額が支払われていません。その分、例えば２年であれば２年分の

金利なりその分もプラスして支払う予定なのか、そうじゃなくて、こういう理由だ

ったので同額の金額を支払うというふうな形なのか、町としての考えをお伺いしま

す。  

○議長（福井源乃介君）  

 しばらく休憩します。  

休  憩  午後  １時４４分  

─────────────── 

再  開  午後  １時４４分  

○議長（福井源乃介君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

○子育て支援課長（原田孝二君）  

 すみません。お返しの分につきましては本来お返しすべき額のものについてでお

わびをして返還するということで、加算のほうについては現在考えておりません。  

○９番（西  文男君）  

 そうであればいろいろその辺の説明を十分していただいて、理解を得てまた支払

いをするような形を要請したいと思います。というのは、当然今度町民から、なぜ

普通、税金等々においてはすぐはがきの代金、それから延滞料等々来るような形に

なっているのに、我々のミスはなかったですよという形、必ず出ると思いますので、
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そこら辺は理解するような形で話をしていただいて、支払いについてしていただけ

ればというふうに思いますが、いつぐらいからスタートする予定ですか、お伺いし

ます。  

○子育て支援課長（原田孝二君）  

 先日の外山議員からの一般質問のほうでもお答えをしたところですが、現在、こ

の還付のほう、対象者へのお支払いが、対象者の方が事業所でサービスを利用され

て料金を払ったものに対してお返しをするということになっておりますので、今、

事業所さんに先週から実際の料金の支払い額の確認の突き合わせをお願いしており

ます。その突き合わせが返ってきた内容を基にまたデータのほう、こちらを入力し

ましてお返ししていきたいと思います。７月中には何とかお支払いができないかと

いうところで現在進めていく予定であります。  

○９番（西  文男君）  

 今の７月中というのは理解できました。  

 返却する金額についてですけれども、振込等々になるか持参するかという形、金

銭の間違いのないように、大体、一つ間違えると、次それぞれ手計算なりいろいろ

していく中で間違いが起こり得る可能性がありますので、何人かでチェックをして

いただいて間違いのないような形で、ぜひ７月中に誠意を持って返却というか還付

をしていただければというふうに、担当職員、担当課も非常に大変ですけれども、

その業務だけじゃないのでそれは十分理解をしますが、還付等についての金額の間

違いのないよう強く要請して、確認して還付してください。  

 以上です。  

○１２番（外山利章君）  

 同じ１２目ですけれども、今回の説明は子育て支援課長からも本日、議員全体で

聞く形ができました。ただ、このことが一般質問で資料請求をした状態でなければ

気づかずに、この補正予算で補正が上がっていると。説明書にも、過年度の分でと

いうことで説明も非常に簡単に載っている。新規計上しましたと、高額障害児通所

給付金（過年度分）を１００万円新規計上しましたと、それだけしか載っておりま

せん。もし議員がそこを見逃して、それを承認するということもあったわけです。

今回の不祥事に関しては非常に大きい事案で、しっかりと議会においても説明する

責任が行政の側にはあると思います。ぜひ、ここはもう要請に終わりますが、今、

議会改革の中で議論の質を高めるというところを議会で行っております。それは議

員同士でもですけれども、執行部と議会においても同じであります。  

 その中で一つ、議案説明会というものを議会から提案して、執行部の皆様には今
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１週間目にしております。ぜひ、これだけ重要な案件は、必ずそちらのほうで各そ

れぞれの課が重要だと思うものについてはしっかりとそこに提案をして事務局に伝

えていただければ、私たちしっかりと時間を取りますので、そのような形で、今回

のようなことがないようにしっかりと各担当課長、その辺は考えていただきたいと

思いますが、そのような体制を副町長、ぜひつくっていただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。  

○副町長（赤地邦男君）  

 一般質問で外山議員のほうからも第三者委員会というのを設置しなさいとか等々

ございましたので、今日のこのまた審議についてもるる厳しくご指摘いただいてお

りますので、ぜひこのような方向に向けて取り組んでまいりたいと思っております。  

○１２番（外山利章君）  

 重要議案がある場合には、しっかりと議案説明会という場を設けておりますので、

各担当課長がこれはやはり大事じゃないかと、しっかりと説明しておくべきじゃな

いかというときにはそのような形で議案説明会に出していただきたいと。そうでな

ければ私たちも議論することなく、気づかない議員のほうも悪いとは思うんですけ

れども、やはりそういうところも見ていく中でありますので、お互いに重要だと思

う案件はしっかりと議論すべきだと思います。そのほうがよりいい案になっていく

わけですので、その点からぜひそういう形で、重要案件については議案説明会に提

出するような形を副町長、つくっていただけますか。  

○副町長（赤地邦男君）  

 おっしゃるとおりでございます。このように向けて取り組んでまいりたいと思い

ます。  

○議長（福井源乃介君）  

 ほかに。  

○９番（西  文男君）  

 １４ページ、２２目の利用者支援事業で、補正で看護師謝金というふうな形が追

加されております。これは、具体的な内容と関係者、どこから派遣して謝金を支払

って内容はどのような形を考えていますか、お伺いします。  

○保健福祉課長（中村里佐子君）  

 ２３目ですよね。２３目の利用者支援事業ですけれども、現在保健センター、保

健師が１名育児休暇に入っております。間もなくもう一名産休・育休に入る予定で

ございますので、２名の保健師が欠員となります。そこの保健師の部分をなかなか

保健師のライセンス職がいらっしゃらないので、在宅のほうには。在宅の看護師の



― 193 ― 

ほうに今、保健師２名が欠になったところを補助していただくために報償費という

形で、会計年度職員として雇うという方法もあるんですけれども、なかなか看護師

職、会計年度職員で雇う方がいらっしゃらないのが現状ですので、在宅で子育てを

している看護師さんとか少し時間の取れる方にお願いして健診等をお手伝いしてい

ただくということで、看護師の謝金としてこちらのほうに計上させていただいてお

ります。  

○９番（西  文男君）  

 非常にすばらしい取組ですね。町としても少子化ということで、産休に入るとい

うことです。それから、免許を持っている方がいて看護師資格で健康診断等々で手

伝いすると、非常にすばらしいことですので、ぜひつなげていけたらなと。当初予

算になかったものですから確認をしましたが、説明書を見てもその内容がなかった

ので確認しました。  

 以上です。  

○議長（福井源乃介君）  

 １４ページ、ほかに。  

 １５ページ。  

○１０番（宗村  勝君）  

 １５ページの９目徳之島病院寄付講座負担金、この前説明いただいたことだと思

いますけれども資料がないもので、どの方式を取って、各町の負担額を教えていた

だければと。  

○総務課長（成美保昭君）  

 徳之島病院ですが、徳之島３町と沖永良部２町、与論町の６町におきまして南三

島の協議会というのを設置いたしました。総務課の予算のほうに協議会負担金とし

て３万円を計上してあります。  

 今回民生費のほうに計上しましたのが徳之島病院寄附講座負担金、これは６町で

均等割、病院の人件費等に係る分の均等割と、あと患者割による負担割で、それに

おきまして本町のほうが２５７万６，８２０円、これが年間でございます。今回の

場合は９か月分ということで、この金額割る９か月分ですね、１２で割った後の。

それを今度７月１９日に協定を南三島と昭和大学、徳之島病院を含めまして、町長

のほうが行かれまして協定の締結式をいたします。  

 以上です。  

○１０番（宗村  勝君）  

 補正前は４４万円なんですけれども、それじゃこれから毎年……。違いますか。
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補正前が４４万円で補正額が１９３万３，０００円になっていますが、それはもう

毎年そのぐらいの額が徳之島病院に寄附されるということでしょうか。違うの。  

○総務課長（成美保昭君）  

 今年度が１９３万３，０００円で、来年度から２５７万６，８２０円が１年間で、

これが債務負担行為に上げてありますとおり、令和７年度から令和１０年度までと

なっております。  

○議長（福井源乃介君）  

 ほかに。  

○８番（根釜昭一郎君）  

 同じ目なんですけれども、医師対策のほうに大分苦慮されての苦渋の決断だとは

思われるんですけれども、大学のほうからの応援のような形になろうかと思うんで

すけれども、それとは別で南三島のほうで新たな医師対策、常駐できるような医師

を探すような活動は、南三島なのか徳之島単独なのかは分かりませんが、その医師

対策の活動自体は別で何かされるのでしょうか。  

○町長（今井力夫君）  

 精神科医を今、どの科のドクターにおいても非常にドクターを確保していくとい

うのは、地方においては非常に苦しいところでございます。したがって、最初この

話をいただいたときに、これをずっと６町で持っていくのは非常に苦しいなと思い

ましたので、この話を聞いたときに、行政説明でもしましたけれども、すぐ県の保

健福祉部の部長と、県はどういう対応を取るつもりなんだと。本来、離島医療の逼

迫している状況は分かっているはずだということで、部長にアポを取って話をしに

行きましたけれども、県としても、離島用に医学部生を確保はしてありますけれど

も、これをずっと徳之島病院に精神科の資格を持ったドクターをいつまでも置くこ

とは可能かというと、そうではないと。一時的に県としてはそういう過疎地域とか

僻地における医療確保のためにドクターを派遣するための制度としては持っている

けれども、一地域のドクターとしてそこに県からずっと派遣するということは、こ

れは非常になかなか人材確保という意味からも難しいのがありますよということを

伺っております。  

 ただ、県の立場はそうでしょうけれども、我々離島においては、離島に人が住み

たいとか移住していきたいと思うために、一番やはり教育の面とか医療の面がしっ

かり充実していないと、移住・定住という話を持っていってもなかなか難しいのが

あるんですよと。したがって、もう少し県として離島のこのような医師不足に対応

できる体制について検討していただきたいというような申入れはしてきました。  
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○８番（根釜昭一郎君）  

 今後この体制で当面は行かれると思うんですけれども、非常に、表現はよろしく

ないんですけれども、綱渡り的な状態で、医師が派遣できなくなる状況にもなりか

ねない状態になりますので、何とか、あらゆる手段と知恵を絞って安定的に医師対

策、南三島のほうに医師が派遣できるような方策を今後も模索していくことを要請

して、終わります。  

○議長（福井源乃介君）  

 ほかに。  

 １６ページ。  

○９番（西  文男君）  

 １６ページ、５款農林水産費の２目育成天然林整備事業、これゼロになって廃止

ということですが、事業内容はどのような形だったかお伺いします。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 育成天然林整備事業についてでございますが、町有林の中に天然林としてその他

広葉樹が広がっておりますが、「育成複層林改良の手引き」というものがございま

して、それに従ってこの事業を実施いたしておりました。その事業の中身としまし

ては、利用価値の低い樹種を伐採して有用樹種、建築材であるとか工芸材、そうい

ったものを育成していくという事業でございました。  

 今回、この事業につきまして、育成天然林整備事業の要件というものがございま

して、樹齢が１１年以上で６０年未満であること、それから有用樹種の割合がおお

むね３０％以上であること、それから育成天然林事業に取り組む樹木の密度につい

ては、込み合っている要らない木を伐採していくというのが事業になるので、その

密度等いろいろ要件がございます。  

 その中で長年この事業に取り組んでまいりましたが、該当する森というか町有林

のほうがなくなってきたということもございまして、今回一度この事業を中断して、

また育成林がその対象となる、この事業に該当する林が出てきたときにまた取り組

んでいこうということで、今回の補正での減額といたしましたのは、昨年度当初予

算等々協議が終わっての年度末になりまして、大島支庁と今年度知名町は取りやめ

ましょうという協議がついたものですから、このタイミングになってしまいました。  

○９番（西  文男君）  

 育成天然林の整備事業の中身は分かったんですけれども、コクタンの種から農林

課の大山のほうで育成事業があるかと思うんですが、あれは現在どのような形で行

っているかお伺いします。  
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○農林課長（岡越  豊君）  

 コクタン、シャリンバイ、ハイビスカス等の育苗のほうは現在も継続して行って

おりますので、町内の方には１本当たり２００円等で販売をしております。基盤整

備等に伴って町民の方に購入いただいている状況でございます。  

○９番（西  文男君）  

 ぜひ、コクタンとか非常に需要が今増していると思うんですが、なかなか宣伝効

果が少なくて、町民の方が分からない方がたくさんいるんですね。沖縄から結構購

入 し て い る 方 が い ま し た 。 今 多 分 、 大 山 で は ３ 年 物 で す か ね 、 大 体 ３ ０ セ ン チ か

４０センチ前後の販売をしているかと思うんですが、非常に町民の中でもどこから

ねという話を聞きますので、農林課の今言ったシャリンバイであるとかハイビスカ

スであるとかコクタンであるとかの販売についての戦略、どのように考えているか

お伺いします。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 コクタン等の育苗につきましては、当然ながら基盤整備等で赤土流出防止にも役

立つものでございますし、あと、木を植えていくということでゼロカーボンにも役

立つものだと思っております。  

 その中で、まずは農林課のほうでは農地と森を守るという観点で育苗を行ってお

りますので、継続して育苗していくということと、議員ご指摘にありますように、

町民への周知が足らないのではという点につきましては、育苗等を行っております

ので、積極的に使っていただけるように各座談会等で周知してまいりたいと思いま

す。  

○議長（福井源乃介君）  

 ほかに。  

 １７ページ。  

○１２番（外山利章君）  

 ５款の１目研修会負担金ということで２０万円計上されております。説明書によ

りますと、地域農政未来塾への参加ということで、この塾への入塾も決定していて、

またどれぐらいの職員が参加されるのか、お教えいただけますか。  

○耕地課長（下田浩治君）  

 地域農政未来塾の件でありますが、過去に２名本町から参加してございますが、

今年度１名耕地課の職員が希望しまして、現在も第２回目の講義を受けに今行って

いるところなんですが、全国町村会の経済農林部というところが主催しておりまし

て、旅費と宿泊費は全国町村会から出るんですが、研修負担金、テキスト代など教
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材費を含めた負担金は町から支出ということで、この２０万円を計上させていただ

きました。  

○１２番（外山利章君）  

 未来塾のカリキュラムと講師陣も見させていただきましたが、非常に興味ある農

政に関して全般のカリキュラム、講師陣ももう一流の方々がしっかりと講義をして

いただくと。非常にいい研修だと思います。もう参加しているということですけれ

ども、そのために研修会費を負担することはいいことだなと、町にとってプラスに

なると思いますが、その研修で受けたことをどのような形でフィードバックしてい

くか、町に。そこがやはり大事なところではないかなと思っております。耕地課長、

どういうふうな形で知名町の発展につなげていくとお考えですか。  

○耕地課長（下田浩治君）  

 フィードバックの件ですが、昨年度、今農林課の職員が受講されまして、町内で

その報告会というのも開催されました。今年度また年度末にゼミで自分のテーマの

論文のほうをまた、庁内だけじゃなくて、私も昨年その発表会に出席したんですけ

れども、これを役場庁舎内の職員だけじゃなくて、やはり町の農家の皆さんとかに

も広げて、地域づくりの講義もございますので、そういう観点からも広げていって

もいいのかなと私も個人的に感じたところです。  

○１２番（外山利章君）  

 非常にいい形だなと思っております。そこまで考えられているというところで感

心いたしました。  

 非常にこれだけの講義を受けて、さらに論文のほうも提出するというふうに書か

れていましたので、見てみたいなと、ぜひ話を聞いてみたいなと思ったところで今

回質問いたしました。ぜひ、この研修費がそういう形で知名町の発展に寄与するこ

とを願っております。  

 耕地課長、今言ったような形で、多くの人が参加できるような発表会というのを

ぜひ開催していただきたいと思います。  

 以上です。  

○議長（福井源乃介君）  

 １７ページ、ほかに。  

 進めます。１８ページ。  

○１０番（宗村  勝君）  

 教育費の８目学校施設整備、エアコン移設工事とあります。説明を見ますと旧庁

舎からどこの学校へ行くのか分かりませんが、何台の移設でしょうか。  
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○教育委員会事務局長（池沢由美子君）  

 各学校全てに要望を第３希望等まで取っておりましたが、見積りを取る中で大変

高額であるということが分かりまして、今回は上城小、田皆小、住吉小、下平川小

学校の教室１教室ずつ、４か所の分の予算を計上させていただいているところでご

ざいます。  

○１０番（宗村  勝君）  

 学校はエアコン等はまだできてなかったんでしたっけ。  

○教育委員会事務局長（池沢由美子君）  

 通常、児童・生徒が利用する教室については整備されておりますけれども、例え

ば家庭科室であったり理科室であったり、そういうような教室については一部まだ

整備されていない教室もございます。  

○１０番（宗村  勝君）  

 前の議会議事堂も含めて、議会の委員会室もまだ新しいエアコンだったんですけ

れども、その移設も含まれていると思うんですけれども、１台当たりの移設費を最

後にお願いします。  

○教育委員会事務局長（池沢由美子君）  

 今回頂いているものについてはおよそ３０万円台から４０万円台、１台当たり移

設にかかっております。また、９月以降ほかの学校についても補正をお願いするこ

とになるかと思いますけれども、大きなところでは８０万円以上、９０万円以上か

かる移設費というところも出てくるような様子です。  

○１０番（宗村  勝君）  

 非常に高額なといいますか、はっきり申し上げて新しく入れてもいいぐらいの感

じになりますけれども、もうそれは移設となりますと保証も多分ないと思いますか

ら、もしすぐ壊れたら無駄になると思います。そこらもぜひ、先ほど今井議員が言

ったように、公売にかけるなりそういう点もいいんじゃないかなと思いますけれど

も、それだけ申し上げて終わります。  

○議長（福井源乃介君）  

 ほかに。  

○１１番（今井吉男君）  

 １８ページの９款教育費の１目学校管理費の中で、１３節の使用料及び賃借料の

中で新聞活用学習支援サイト利用料が２２１万円計上されていますが、その内容を

お伺いします。  

○教育委員会事務局長（池沢由美子君）  
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 現在、教育委員会におきましては学校におけるＩＣＴ環境の整備等を進めている

ところでございます。今回の新聞活用学習支援サイトの利用料につきましては、南

日本新聞社が提供している学習支援サイト「すくーる３７３る」というようなもの

の導入に係る費用でございます。  

 生徒一人一人がタブレットを現在使用しておりますけれども、そのタブレット端

末を使いましてデジタル新聞でニュースを読んだり、最新の記事を授業の教材とし

て活用等をすることができるというふうになっております。  

○１１番（今井吉男君）  

 １年前に、児童・生徒の活字離れが進んで問題になっているので各小・中学校に

２社以上の新聞を購読させるということで、教育長、そのときに実施しますという

ことであります。この新聞はもう購読をやめるということですか、現在の新聞。  

○教育委員会事務局長（池沢由美子君）  

 このソフトを導入することによって現在購入している新聞の購読をやめるという

ようなことは考えておりません。  

○１１番（今井吉男君）  

 やっぱり郷土の新聞もありますから、本土の新聞だけじゃなくて地域に密着した

新聞も導入して、地域の話題、自分で例えば児童・生徒が作文や図画とかいろんな

そういうのを、大きいところに行けばなかなか話題にしてくれませんので、ぜひ地

域の新聞も活用して、本土と両方、今までどおり購読を続けていくよう要請して、

終わります。  

○議長（福井源乃介君）  

 １９ページまで。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○企画振興課長（永野道也君）  

 先ほど窪田議員からご質問がありましたゼロカーボンアイランドおきのえらぶの

総事業費は２７億円です。交付金額に換算して大体１８億円となります。  

 なお、２月２６日の特別委員会で事業導入箇所、当時のＬＥＤの導入箇所につい

てもご説明を申し上げておりますので、再度ご確認いただければと思います。  

 以上です。  

○１０番（宗村  勝君）  

 ごめんなさい。ちょっとお聞きしたいんですが、役場庁舎の東側にバイクを止め

る位置がありますが、そこに多分黄色いバイクは電動バイクだというふうに思いま

すが、もう雨ざらしの状態で、いつまでもあの状態で置かれるんでしょうか。  
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○企画振興課長（永野道也君）  

 ひさしの下に置くように今後駐車をしたいと思うんですが、あのバイクにつきま

してはカレンスタイル様から実証ということでお預かりをしておりましたが、寄附

という形でバイクを今後は引き受けていこうと思っております。  

○１０番（宗村  勝君）  

 頂いたものでも大事にしなきゃいけないと思いますから、エアコンと同じで、あ

の位置に雨ざらしで置いていたら、もう潮風は吹いてくるし、雨で流れて潮風が流

れるということもあるかもしれませんけれども、ぜひ保管する場所があったら大事

にしていかないと、提供した方に見られたらもう大変なことになりますよ。ぜひお

願いします。  

○町長（今井力夫君）  

 今ご指摘いただいたことはまさにそうだと思っております。できたら職員が使っ

ているオートバイも含めて、自転車とオートバイで来られている町民の皆さんもお

りますので、可能な限り屋根つきの駐輪場というようなものを設置していかなきゃ

いけないと思っておりますので、それまでの間は１．７メートル出してあるひさし

の下に置いていいのか悪いのかちょっと確認もしなきゃいけないんですけれども、

可能な限りは雨ざらしにならないように配慮してまいります。  

○９番（西  文男君）  

 総務課長、先日、３時のラジオ体操で私がお願いしたら方言のラジオ体操をして

いただいたんですが、非常に町民から評価が高いんですよ。定期的に例えば今、週

１回日曜日というように聞いているんですが、もう少し増やして、城村議員も言っ

ているように島ムニ設立もあり、教育長も非常に興味を持っていますので、方言の

ラジオ体操、それからすぐ流すんじゃなくて、ちょっと準備が要るんで、そこら辺

の検討をどうですか、お答えください。  

○総務課長（成美保昭君）  

 現在テスト的に流しておりますが、その流した日に日直のメモがありまして見た

んですが、これが苦情めいたメモだったんですけれども、方言が分からない方が何

で韓国語でラジオ体操を流すんだというようなお叱りの言葉があったということも、

方言が分かる方たちにとってはこれは全然よろしいんですが、まるっきり分からな

い人たちがこれを聞いたときにどうしてこういうことをするんだろうという感覚を

持たれる方もいるということで、現在試験的にやっておる状況ですので、反響を見

て次から決めていきたいと思います。  

○９番（西  文男君）  
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 ぜひ、方言が分からない方は島ムニの講座をするということですので、そこに足

を運んでいただいて理解をしていただいて伝統文化が残せればと。賛否両論あるの

は十分分かっておりますので、毎日ということでは言っていませんので、ぜひ増や

すような形で要請して終わります。  

○議長（福井源乃介君）  

 もうございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで歳入歳出による質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 討論なしと認めます。  

 これから議案第４１号を採決します。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第４１号、令和６年度知名町一般会計補正予算（第１号）は原

案のとおり可決されました。  

 議場の整理を行います。しばらくお待ちください。  

 

△日程第１２  議案第４２号  令和６年度知名町水道事業会計補正予  

              算（第１号）について  

 

○議長（福井源乃介君）  

 続けます。  

 日程第１２、議案第４２号、令和６年度知名町水道事業会計補正予算（第１号）

を議題とします。  

 本案について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、提案理由を申し上げます。  



― 202 ― 

 ただいまご提案申し上げました議案第４２号は、令和６年度知名町水道事業会計

補正予算（第１号）についての案件であります。  

 今回の補正は、収益的支出を４３１万２，０００円、資本的支出を５１万円それ

ぞれ増額しております。  

 主な補正内容は、会計年度任用職員の報酬や職員給与費を増額計上し、手数料、

用地購入費を新規に計上しております。  

 詳細については、お手元の予算説明書をご覧ください。  

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（福井源乃介君）  

 これから本案に対する総括的質疑を行います。  

 よろしいですか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで総括的質疑を終わります。  

 次に、ページごとによる質疑を行います。  

 １ページ、第１条から第３条まで。  

 ２ページ、実施計画書。  

 ３ページ、４ページ、実施計画明細書。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 討論なしと認めます。  

 これから議案第４２号を採決します。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第４２号、令和６年度知名町水道事業会計補正予算（第１号）
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は原案のとおり可決されました。  

 議場の整理を行います。しばらくお待ちください。  

 

△日程第１３  議案第４３号  町長等の給与の特例に関する条例の全  

              部を改正する条例について  

 

○議長（福井源乃介君）  

 続けます。  

 日程第１３、議案第４３号、町長等の給与の特例に関する条例の全部を改正する

条例についてを議題とします。  

 本案について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、提案理由を申し上げます。  

 ただいまご提案申し上げました議案第４３号は、町長等の給与の特例に関する条

例の全部を改正する条例についての案件であります。  

 本案は、令和６年４月２６日付で懲戒処分をした元職員の不祥事に対し、町長及

び副町長が管理監督責任を負うべく給料月額を減額することに関し、所要の改正を

するものであります。  

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（福井源乃介君）  

 これから本案に対する総括的質疑を行います。  

○１０番（宗村  勝君）  

 今回のこの事案に関しまして、他自治体も職員の不祥事があった場合同じような

ことをされて参考にされたのか、お伺いします。  

○町長（今井力夫君）  

 確かに他市町村のものも参考にさせていただきました。月数が一、二か月とかと

いうようなものもございましたけれども、今回の私どもの監督不行き届きの面を強

く認識しなければいけないであろうということと、または当該監督者でありました

直属の上司等にもこのような影響が及ぶということを全職員がしっかりと認識する

ためには、今回のこのような措置を取るべきであろうということで判断をさせてい

ただきました。  

○１０番（宗村  勝君）  
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 発覚してから町長、副町長、各会合があるたびに、出張のたびに謝罪をして、町

民には行き届いていると思うんですね、もう反省というか監督責任に関しては。私

は本当はもうなくてもいいかなと思うぐらいなんですけれども、ご自分で決めたん

ですから尊重しますけれども、実際はお二人が悪いんじゃなくて当人が悪かったん

ですけれども、監督責任が悪いということで今回このような形になりました。  

 先ほど町長がおっしゃったとおり、３か月でもよかったんじゃないかなと思って

いるところでありますが、今さらと思いますけれどもいかがでしょう。  

○町長（今井力夫君）  

 ご配慮大変ありがたいんでございますけれども、先ほど申し上げましたように、

やはり何千万円という損害が町に及ぼされております。そういうところの市町村も

参考にさせていただきました。  

 もう一つは、副町長と私が相談をして、これをしっかりと重く受け止めて我々も

町政に当たっていかなきゃいけないだろうということから、６か月というふうな処

分という方向性を決めさせていただきました。  

 我々も今後は十分気をつけてまいりますけれども、いろいろな皆さんからのまた

ご指摘、ご指導をいただきながら、町政に対する信頼というのを取り戻してまいり

たいと思います。今回のこの改正については議員の皆様のご理解をいただければと

思っておりますので、よろしくお願いします。  

○１０番（宗村  勝君）  

 町長、副町長の３０％、２５％でしたかね。それをしても各町民からしたら大し

て感じないと思うんですね。それより、もうそれは反省して、町長、副町長、ぜひ

今後それ以上の仕事をしていただきたいと要請して、終わります。  

○議長（福井源乃介君）  

 ほかに。  

○９番（西  文男君）  

 町長、副町長、それから管理職員ですか、６か月という非常に長い期間の報酬の

カ ッ ト と 、 そ れ か ら 給 与 の カ ッ ト と 。 他 市 町 村 を 何 か 所 か 見 て み ま し た が 、 大 体

３か月の１０％ぐらいじゃなかったのかなと。ただ、事の重大さが大きく、町長、

副町長は３０％、２５％の半年間６か月と。管理職についても１０％なんで、非常

に長い期間だと思います。  

 今度は、減額した金額、その財源をどのような形で、報酬カットの部分と給与の

１０％カットの分を町民福祉のために有効に利用するというふうな形を考えている

か、お伺いします。  
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○総務課長（成美保昭君）  

 もともと報酬、給与という形での予算措置でありましたので、本来支払うべき満

額の額から減額された額が、途中で補正等もありますので、１２月に給与改定等が

ありますので、そのときに減額して、その減額した分がどこに行くかといいますと、

一般財源としてどこどこに使うというものではなく、今回の不祥事に関する補塡さ

れる金額につきましても一般財源でございますので、使途というか、それを何々に

使うというわけではなく、一般財源としてもろもろな事業に充当していきたいと思

っております。  

○９番（西  文男君）  

 減額等の分を、使途を明確じゃなく一般財源という、非常にすばらしいことだと

思います。ただ、何とかという一つ決めてしまえばそれ以外どうなるかというふう

な形で出てくるかと思いますので、住民福祉の充実のために、こういった不祥事が

あり、そして行政のトップ、ナンバー２とそういう形で減額報酬、また課長につい

ては減給という形ですので、今後こういう形がないように機能チェック、先ほど来

一般質問等々もありましたので、みんなでそういう形がないように、不祥事がない

知名町をつくっていくような形で協力できればと思います。  

 以上です。  

○議長（福井源乃介君）  

 本件は町長及び副町長に関する案件ですので、誤解のないようにお願いします。  

 ほかに。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで総括的質疑を終わり、次にページごとによる質疑を行います。  

 １ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これでページごとによる質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 討論なしと認めます。  

 これから議案第４３号を採決します。  

 お諮りします。  
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 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第４３号、町長等の給与の特例に関する条例の全部を改正する

条例については原案のとおり可決されました。  

 

△日程第１４  議案第４４号  知名町報酬及び費用弁償条例の一部を  

              改正する条例について  

 

○議長（福井源乃介君）  

 日程第１４、議案第４４号、知名町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例

についてを議題とします。  

 本案について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、提案理由を申し上げます。  

 ただいまご提案申し上げました議案第４４号は、知名町報酬及び費用弁償条例の

一部を改正する条例についての案件であります。  

 本案は、「知名町沿革史編纂委員会」を「知名町誌編さん委員会」に改めること

及び新たに委員の報酬を加えたいことから、所要の改正をしようとするものであり

ます。  

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（福井源乃介君）  

 これから本案に対する総括的質疑を行います。  

○１２番（外山利章君）  

 議案の審議の在り方についてお尋ねをいたします。  

 議案の第４４号で沿革史編纂委員会を町誌編さん委員会に改めるとありますが、

議案の第４６号で編さん委員会の条例の制定が出ております。本来であれば条例の

制定で編さん委員会を制定した後に条例の一部を改正する案件が出てくるべきでは

ないかと思いますが、お答えいただけますか。  

○議長（福井源乃介君）  

 しばらく休憩します。  



― 207 ― 

休  憩  午後  ２時３８分  

─────────────── 

再  開  午後  ３時２１分  

○議長（福井源乃介君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 ただいま審議中の議案第４４号、知名町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する

条例についてを中止いたします。  

 お諮りします。  

 日程の順序を変更し、日程第１６、議案第４６号、知名町誌編さん委員会条例の

制定についてを先に審議したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、日程の順序を変更し、日程第１６、議案第４６号、知名町誌編さん

委員会条例の制定についてを先に審議することに決定しました。  

 

△日程第１６  議案第４６号  知名町誌編さん委員会条例の制定につ  

              いて  

 

○議長（福井源乃介君）  

 日程第１６、議案第４６号、知名町誌編さん委員会条例の制定についてを議題と

します。  

 本案について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、提案理由を申し上げます。  

 ただいまご提案申し上げました議案第４６号は、知名町誌編さん委員会条例の制

定についての案件であります。  

 本議案は、知名町誌編さんのための計画樹立、調査活動、資料収集、合議検討を

行うために設置する知名町誌編さん委員会について必要な事項を定めるものであり

ます。  

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  
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○議長（福井源乃介君）  

 これから本案に対する総括的質疑を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 次に、ページごとによる質疑を行います。  

 １ページ、第１条から附則まで。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これでページごとによる質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 討論なしと認めます。  

 これから議案第４６号を採決します。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第４６号、知名町誌編さん委員会条例の制定については原案の

とおり可決されました。  

 

△日程第１４  議案第４４号  知名町報酬及び費用弁償条例の一部を  

              改正する条例について  

 

○議長（福井源乃介君）  

 日程第１４、議案第４４号、知名町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例

についてを質疑から再開します。  

 総括、よろしいですか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで総括的質疑を終わり、次にページごとによる質疑を行います。  

 １ページ。  
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これでページごとによる質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 討論なしと認めます。  

 これから議案第４４号を採決します。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第４４号、知名町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例

については原案のとおり可決されました。  

 議場の整理を行います。しばらくお待ちください。  

 

△日程第１５  議案第４５号  知名町介護予防拠点センターの設置及  

              び管理に関する条例を廃止する条例に  

              ついて  

 

○議長（福井源乃介君）  

 続けます。  

 日程第１５、議案第４５号、知名町介護予防拠点センターの設置及び管理に関す

る条例を廃止する条例についてを議題とします。  

 本案について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、提案理由を申し上げます。  

 ただいまご提案申し上げました議案第４５号は、知名町介護予防拠点センターの

設置及び管理に関する条例を廃止する条例についての案件であります。  

 介護予防拠点センターは、平成１８年に、高齢者の健康づくりと介護予防知識の

普及を図り、要介護状態になることを予防するために整備しましたが、老朽化が進

んでおり、地域包括支援センターが移転したことを機に施設を閉鎖するため、当該
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条例を廃止するものであります。  

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（福井源乃介君）  

 これから本案に対する総括的質疑を行います。  

○１０番（宗村  勝君）  

 今まで包括支援センターが利用者にやっていた事業をやめたということを聞いた

んですけれども、それはもう新たにはしないということですか。  

○保健福祉課参事（根本幸治君）  

 介護予防拠点センターのほうでやっておりました足腰シャンシャン教室というも

のがありまして、そちらのほうはもう今後はしないということにしております。い

きいき教室のほうを充実させていくということにしております。  

○１０番（宗村  勝君）  

 高齢者にとって、今まであった事業がなくなって寂しがっている方がいます。そ

こらも含めて今後考えていただけたらと思います。終わります。  

○議長（福井源乃介君）  

 ほかに。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで総括的質疑を終わり、次にページごとによる質疑を行います。  

 １ページ、附則まで。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これでページごとによる質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 討論なしと認めます。  

 これから議案第４５号を採決します。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  
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 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第４５号、知名町介護予防拠点センターの設置及び管理に関す

る条例を廃止する条例については原案のとおり可決されました。  

 議場の整理を行います。しばらくお待ちください。  

 

△日程第１７  議案第４７号  工事請負変更契約の締結について（令  

              和５年度  白浜団地２号棟改修工事）  

 

○議長（福井源乃介君）  

 続けます。  

 日程第１７、議案第４７号、工事請負契約の締結について（令和５年度  白浜団

地２号棟改修工事）を議題とします。  

 本案について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、提案理由を申し上げます。  

 ただいまご提案申し上げました議案第４７号は、令和５年度  白浜団地２号棟改

修工事に係る工事請負変更契約の締結についての案件であります。  

 変更の概要としましては、打診調査の結果による当初設計数量からの外壁改修工

事の数量増加、それに伴う外壁のアスベスト除去数量の増加による変更となります。  

 詳細についてはお手元の資料をご覧ください。  

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（福井源乃介君）  

 これから質疑を行います。  

 １ページ、仮契約書。  

 ２ページ、工事内容の変更。  

 ３ページ。  

 ４ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  
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○議長（福井源乃介君）  

 討論なしと認めます。  

 これから議案第４７号を採決します。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第４７号、工事請負契約の締結について（令和５年度  白浜団

地２号棟改修工事）は原案のとおり可決されました。  

 しばらく休憩します。３時４５分から再開します。  

休  憩  午後  ３時３３分  

─────────────── 

再  開  午後  ３時４５分  

○議長（福井源乃介君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 

△日程第１８  ゼロカーボンアイランドおきのえらぶ事業調査特別委  

       員会調査結果報告  

 

○議長（福井源乃介君）  

 日程第１８、ゼロカーボンアイランドおきのえらぶ事業調査特別委員会調査結果

報告についてを議題とします。  

 ゼロカーボンアイランドおきのえらぶ事業調査特別委員長から調査特別委員会調

査結果報告書が提出されましたので、委員長の報告を求めます。  

○１２番（外山利章君）  

 令和６年６月２０日。  

 知名町議会議長、福井源乃介殿。  

 ゼロカーボンアイランドおきのえらぶ事業調査特別委員会委員長、外山利章。  

 ゼロカーボンアイランドおきのえらぶ事業調査特別委員会調査結果報告。  

 このことについて、当委員会における調査報告を知名町議会会議規則第７７条の

規定に基づき、次のとおり報告をいたします。  

 １、開催年月日及び場所。令和５年２月１５日から令和６年２月２６日までの間、
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視察調査を含め、計７回の調査を行いました。  

 ２、委員会構成。委員会構成については、議長を除く全議員であります。  

 ３、調査経過。令和５年２月１５日知名町議会臨時議会において、ゼロカーボン

アイランドおきのえらぶ事業調査特別委員会の設置に関する決議が行われ、委員会

条例第５条の規定に基づき本特別委員会が設置されました。会議及び視察の概要は

お手元に配付の報告書のとおりです。詳細についてはお目通しください。  

 ４、今後の予定。知名町議会ゼロカーボンアイランドおきのえらぶ事業調査特別

委員会最終報告は、報告書のとおりであります。  

 ５、調査結果。ゼロカーボンアイランドおきのえらぶ事業の質疑応答において各

委員会から出された質疑、意見とゼロカーボン推進室の回答は報告書のとおりです

が、質疑内容をまとめると、次の４点になります。  

 １、マイクログリッド事業について、２、ＤＧＲ（デジタルグリッドルーター）

技術について、３、ＰＰＡ事業について、４、事業全体について、以上の内容につ

いて質疑が行われ、ゼロカーボン推進室から回答がありました。  

 ６、以上の各委員の質疑、意見を踏まえ、委員共通の意見を本委員会の提言とし

て次のとおり取りまとめたので報告します。  

 １、マイクログリッド事業について。  

 （１）事業計画の変更点について分かりやすく説明をすること。  

 （２）施設整備の内容や設置計画について具体的な情報を提供すること。  

 ２、ＤＧＲ（デジタルグリッドルーター）技術について。  

 （１）非常時（台風時）における電力供給の安定性を確保すること。また、アク

シデント発生時の責任の明確化及び対処方法を確立すること。  

 （２）九州電力系統への接続運用について、早急に九州電力送配電との協議を行

い、協力体制を構築すること。  

 ３、ＰＰＡ事業について。  

 （１）電気料金体系を含めた新地域電力の財務及び運営体制について確認し、安

定的な運営ができることを担保すること。  

 （２）公共施設群への導入後、一般家庭への事業展開の可能性を調査、検討する

こと。  

 （３）公共施設及び民有地への再エネ施設導入について、施設管理者、関係者と

の合意形成に向けた努力をすること。  

 ４、事業全体について。  

 （１）計画に沿った事業の円滑な推進と適切な予算執行に努めること。  
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 （２）事業内容について町民理解を得るために、勉強会や説明会、町ホームペー

ジ等、あらゆる手段と媒体を活用して情報提供と理解促進に努めること。  

 （３）事業内容について、離島における特殊事情を勘案するよう国へ働きかけを

行うこと。  

 （４）太陽光パネルの設置に関して、土地の有効利用を図る観点から、屋上や駐

車場の上などのスペースを活用する方策を検討すること。  

 （５）九州電力や他の関連企業との協力が不可欠であり、その進捗状況を逐次報

告し、透明性を確保すること。  

 以上をもって、今期における特別委員会の活動の経過と結果の報告とします。  

○議長（福井源乃介君）  

 ゼロカーボンアイランドおきのえらぶ事業調査特別委員会委員長の報告が終わり

ました。  

 ただいまの報告について質疑を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで質疑を終わります。  

 これにてゼロカーボンアイランドおきのえらぶ事業調査特別委員会調査結果の報

告を終わります。  

 この報告をもって、ゼロカーボンアイランドおきのえらぶ事業調査特別委員会の

審査・調査を終了いたします。  

 

△日程第１９  陳情第３号  ゆたかな学びの実現・教職員定数改善を  

             はかるための、２０２５年度政府予算に  

             係る意見書採択の陳情について  

 

○議長（福井源乃介君）  

 日程第１９、陳情第３号、ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるための、

２０２５年度政府予算に係る意見書採択の陳情についてを議題とします。  

 この陳情に対する総務文教常任委員長の報告は採択です。  

 お諮りします。  

 この陳情は総務文教常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありません

か。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  
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○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、陳情第３号、ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるための、

２０２５年度政府予算に係る意見書採択の陳情については採択することに決定しま

した。  

 

△日程第２０  陳情第４号  義務教育費国庫負担制度負担率の引き上  

             げをはかるための、２０２５年度政府予  

             算に係る意見書採択の陳情について  

 

○議長（福井源乃介君）  

 日程第２０、陳情第４号、義務教育費国庫負担制度負担率の引き上げをはかるた

めの、２０２５年度政府予算に係る意見書採択の陳情についてを議題とします。  

 この陳情に対する総務文教常任委員長の報告は採択です。  

 お諮りします。  

 この陳情は総務文教常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありません

か。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、陳情第４号、義務教育費国庫負担制度負担率の引き上げをはかるた

めの、２０２５年度政府予算に係る意見書採択の陳情については採択することに決

定しました。  

 

△日程第２１  発委第１号  ゆたかな学びの実現・教職員定数改善を  

             はかるための、２０２５年度政府予算に  

             係る意見書  

 

○議長（福井源乃介君）  

 日程第２１、発委第１号、ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるための、

２０２５年度政府予算に係る意見書についてを議題とします。  

 意見書は配付してありますので、朗読を省略します。  

 これから質疑を行います。  
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 討論なしと認めます。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、発委第１号、ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるための、

２０２５年度政府予算に係る意見書については原案のとおり可決されました。  

 

△日程第２２  発委第２号  義務教育費国庫負担制度負担率の引き上  

             げをはかるための、２０２５年度政府予  

             算に係る意見書  

 

○議長（福井源乃介君）  

 日程第２２、発委第２号、義務教育費国庫負担制度負担率の引き上げをはかるた

めの、２０２５年度政府予算に係る意見書についてを議題とします。  

 意見書は配付してありますので、朗読を省略します。  

 これから質疑を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 討論なしと認めます。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、発委第２号、義務教育費国庫負担制度負担率の引き上げをはかるた

めの、２０２５年度政府予算に係る意見書については原案のとおり可決されました。  

 

△日程第２３  発議第２号  政策提言書「未就学児支援の充実」に関  

             する決議  

 

○議長（福井源乃介君）  

 日程第２３、発議第２号、未就学児支援の充実に関する提言書のとおり提言する

決議についてを議題とします。  

 本案について提出者の説明を求めます。  

○８番（根釜昭一郎君）  

 それでは、提案理由の説明を行います。  

 本町においても少子高齢化が進み、町の人口も減少に歯止めがかからない状況に

あり、担い手不足が大きな課題となっています。子育て世代が安心して子育てがで

きる環境整備のため、未就学児支援の充実に関する提言書をまとめ町の子育て支援

の充実を求めるものである。  

 以上でございます。  

○議長（福井源乃介君）  

 お諮りします。  

 本案については質疑、討論は省略したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 よって、質疑及び討論は省略することに決定しました。  

 これから発議第２号を採決します。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  
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 異議なしと認めます。  

 したがって、発議第２号、未就学児支援の充実に関する提言書のとおり提言する

決議については原案のとおり可決されました。  

 

△日程第２４  発議第３号  政策提言書「新規就農者支援」に関する  

             決議  

 

○議長（福井源乃介君）  

 日程第２４、発議第３号、新規就農者支援に関する政策提言書のとおり提言する

決議についてを議題とします。  

 本案について提出者の説明を求めます。  

○７番（新山直樹君）  

 それでは、提案理由の説明を行います。  

 本町の地域経済の担い手である農業は、農家の高齢化や農業従事者の不足、耕作

農地の不足、産地間競争の激化など危機的な状況にあり、そのような中、農業に従

事する生産者を確保していくためには、関係機関が一体となった継続的な取組が必

要である。本町の農業の持続的な発展を目指し、必要な施策を着実に推進されるよ

う強く要望いたします。  

 提言内容についてはお手元に配付したとおりです。  

 以上でございます。  

○議長（福井源乃介君）  

 これで説明は終わりました。  

 お諮りします。  

 本案については質疑、討論は省略したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 よって、質疑及び討論は省略することに決定しました。  

 これから発議第３号を採決します。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  
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○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、発議第３号、新規就農者支援に関する政策提言書のとおり提言する

決議については原案のとおり可決されました。  

 しばらく休憩します。  

休  憩  午後  ４時０１分  

─────────────── 

再  開  午後  ４時１０分  

○議長（福井源乃介君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 

△日程第２５  発議第４号  議員派遣の件  

 

○議長（福井源乃介君）  

 日程第２５、発議第４号、議員派遣の件を議題とします。  

 お諮りします。  

 議員派遣の件については、会議規則第１２９条第１項の規定によって、お手元に

配付してありますとおり議員を派遣したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、発議第４号、議員派遣の件については、お手元に配付してあります

とおり派遣することに決定しました。  

 

△日程第２６  決定第３号  閉会中の継続調査の件について  

 

○議長（福井源乃介君）  

 日程第２６、決定第３号、閉会中の継続調査の件を議題とします。  

 議 会 運 営 委 員 長 か ら 、 目 下 委 員 会 に お い て 調 査 中 の 件 に つ い て 、 会 議 規 則 第

７５条の規定によって、お手元に配付してあります申出書のとおり閉会中の継続調

査の申出があります。  

 お諮りします。  
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 委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、議会運営委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすること

に決定しました。  

 お諮りします。  

 本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。  

 したがって、会議規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（福井源乃介君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。  

 これで本日の会議を閉じます。  

 ご起立ください。  

 令和６年第２回知名町議会６月定例会を閉会します。  

 お疲れさまでした。  

閉  会  午後  ４時１０分  
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